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﹇
巻
頭
言
﹈ 発

刊
に
あ
た
っ
て
 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
長
　
大
　
田
　
利
　
生
 

わ
れ
わ
れ
は
、
教
義
・
教
学
に
関
し
て
論
ず
る
こ
と
は
多
い
。
論
考
も
夥
し
い
数
に
の
ぼ
る
。
そ
れ
に
比
し
て
、
教
団
に
関
す
る
考

究
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
教
団
論
に
関
す
る
関
心
の
希
薄
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
教
義
と

教
団
論
を
切
り
離
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
そ
の
要
因
が
あ
る
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

教
義
・
教
学
に
よ
っ
て
教
団
の
動
き
が
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
く
と
す
る
な
ら
ば
、
教
義
と
教
団
を
切
り
離
し
て
論
ず
べ
き
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
教
団
論
を
掲
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
教
学
に
つ
い
て
も
研
究
を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
え

る
。 ま

た
、
大
き
く
変
容
し
て
い
く
時
代
状
況
の
中
で
宗
教
教
団
の
あ
り
方
、
存
在
意
義
が
問
わ
れ
て
い
る
状
況
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
れ
は
、
教
団
の
維
持
・
継
承
が
こ
れ
ま
で
の
方
法
で
は
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
今
こ
そ
、
教

団
論
の
展
開
が
な
さ
れ
る
べ
き
時
で
あ
り
、
そ
れ
を
始
動
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

そ
の
意
味
で
、
今
回
の
『
浄
土
真
宗
総
合
研
究
』（
第
18
号
）
の
テ
ー
マ
を
「
仏
教
に
お
け
る
教
団
―
歴
史
と
現
在
―
」
と
さ
れ
た

こ
と
は
、
ま
こ
と
に
時
世
に
適
い
意
義
深
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。 
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ま
た
、
宗
門
の
宗
務
方
針
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
伝
わ
る
伝
道
」
の
基
礎
的
研
究
と
い
う
位
置
づ
け
も
、
教
団
論
研
究
に
で
き
る
と

言
え
る
。
そ
の
こ
と
は
、
教
団
と
伝
道
と
い
う
こ
と
を
こ
れ
も
ま
た
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
教

団
あ
っ
て
の
伝
道
で
あ
り
、
伝
道
し
て
い
く
こ
と
が
教
団
の
活
性
化
に
繋
が
っ
て
い
く
、
従
っ
て
、
教
団
の
存
在
意
義
は
伝
道
が
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
従
来
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
時
代
即
応
の
教
学
を
考
え
る
こ
と
も
教
団
論
を
論
ず
る
こ
と
と
無
関
係
と
は
言
え
な
い
。 

掲
載
さ
れ
て
い
る
論
文
一
篇
一
篇
、
興
味
深
い
も
の
で
あ
り
、
真
摯
に
と
り
組
ん
だ
様
子
が
窺
え
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
寺

本
知
正
先
生
か
ら
内
容
紹
介
・
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い
た
。
研
究
員
そ
れ
ぞ
れ
が
さ
ら
に
論
考
を
深
め
ら
れ
、
教
団
の
あ
る
べ
き
姿

を
、
そ
し
て
伝
道
、
教
学
に
つ
い
て
も
論
文
と
し
て
ま
と
め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
期
待
し
て
簡
略
な
が
ら
巻
頭
の
こ
と
ば
と
い
た
し
ま

す
。
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﹇
総
論
﹈ 『

浄
土
真
宗
総
合
研
究
』
第
18
号
の
テ
ー
マ
と
各
論
文
 

寺
　
本
　
知
　
正
 

本
『
浄
土
真
宗
総
合
研
究
』
第
18
号
の
統
一
テ
ー
マ
は
、「
仏
教
に
お
け
る
教
団
―
歴
史
と
現
在
―
」
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
に
関
す

る
学
問
体
系
に
関
し
て
は
、
ま
ず
、
記
述
的
立
場
か
ら
な
さ
れ
る
歴
史
学
領
域
と
文
献
学
領
域
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
可
能
な
限
り

の
主
体
の
関
与
を
排
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ
領
域
で
あ
り
、
そ
の
記
述
的
領
域
の
成
果
に
お
け
る
妥
当
的
客
観
性
に
基
づ
い
て
な
さ
れ

る
規
範
的
立
場
の
領
域
が
、
教
学
領
域
と
実
践
学
領
域
で
あ
る
。
こ
の
教
学
と
実
践
学
に
お
い
て
は
、
逆
に
ど
の
よ
う
に
主
体
を
関
与

さ
せ
う
る
か
が
方
法
論
の
要
と
な
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
り
、
真
理
と
主
体
の
体
系
的
考
察
が
な
さ
れ
る
の
が
、
こ
れ
ら
の
領
域
で
あ

る
。
こ
う
し
た
、
浄
土
真
宗
に
関
す
る
学
問
の
総
合
的
組
織
体
系
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
が
交
渉
を
持
っ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と

が
、
こ
れ
ま
で
に
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
教
団
論
の
欠
如
が
い
わ
れ
て
久
し
い
が
、
こ
の
こ
と
は
、
教
団
と
は
い

か
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
規
範
的
立
場
か
ら
の
論
考
が
、
教
団
と
は
歴
史
的
に
こ
う
あ
っ
て
き
た
と
い
う
事
実
に
基
づ
く
記
述
的
調

査
・
研
究
と
、
十
分
に
よ
く
交
渉
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
こ
と
は
、
儀
礼
論
に
関
し
て
も
、
浄
土

真
宗
の
儀
礼
は
こ
う
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
論
考
は
あ
る
が
、
実
際
の
事
実
と
し
て
全
国
で
儀
礼
は
こ
の
よ
う
に
執
行
さ
れ
て
き
た
と
い

う
歴
史
学
領
域
の
調
査
・
研
究
に
は
基
づ
か
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
記
述
的
立
場
の
研
究
成
果
に
基
づ
か
な
い
ま
ま
に
各
々
の
研
究
者
の

主
体
が
前
面
に
出
た
論
考
で
は
、
客
観
的
な
検
証
や
議
論
の
共
有
が
な
さ
れ
え
ず
、
必
然
的
に
論
が
成
立
し
な
い
こ
と
と
な
っ
て
き

浄土真宗総合研究 18
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た
。 今

号
に
お
い
て
は
、
教
団
論
を
取
り
上
げ
、「
歴
史
と
現
在
」
と
い
う
副
題
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
員
が
歴
史
学
と
の
接
近
を
は
か

り
、
そ
の
成
果
に
基
づ
い
た
論
考
を
展
開
し
て
い
る
。 

 林
論
文
（「
知
空
に
よ
る
本
願
寺
教
団
の
教
化
活
動
―
『
御
伝
鈔
照
蒙
記
』
撰
述
の
背
景
を
通
し
て
―
」）
で
は
、
江
戸
前
期
か
ら
中

期
に
か
け
て
の
学
僧
で
あ
る
知
空
を
取
り
上
げ
、
そ
の
著
書
『
御
伝
鈔
照
蒙
記
』
の
撰
述
背
景
を
探
る
こ
と
に
よ
り
、
知
空
研
究
、
延

い
て
は
江
戸
時
代
の
仏
教
と
教
団
形
成
の
研
究
に
新
し
い
光
を
当
て
る
試
み
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
浄
土
真
宗
研
究
に
関
し
て
は
、
学

事
史
研
究
に
集
中
し
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
江
戸
期
に
は
宗
派
ご
と
の
学
事
が
奨
励
さ
れ
て
成
果
が
開
き
、
や
が
て
近
代
の
緻
密
に

統
一
テ
ー
マ
化
さ
れ
た
学
事
へ
と
引
き
継
が
れ
た
立
場
か
ら
の
研
究
が
盛
ん
な
も
の
と
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
学
分
野
で
の

研
究
は
、
辻
善
之
助
の
日
本
仏
教
史
研
究
を
古
典
と
す
る
研
究
の
歴
史
観
、
す
な
わ
ち
、
江
戸
期
の
仏
教
と
は
、
鎌
倉
か
ら
室
町
、
戦

国
に
か
け
た
ピ
ー
ク
の
維
持
な
い
し
は
制
度
体
制
に
組
み
込
ま
れ
た
堕
落
の
時
期
で
あ
る
（
そ
の
う
え
で
、
宗
派
ご
と
の
学
事
は
奨
励

さ
れ
た
）
と
い
う
歴
史
観
に
長
ら
く
基
づ
い
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
戦
国
時
代
か
ら
後
、
歴
史
学
研
究
の
表
舞
台
か
ら
は
消
え
、

そ
し
て
近
代
研
究
に
再
び
巨
大
教
団
と
し
て
現
れ
る
本
願
寺
の
、
江
戸
期
に
お
け
る
社
会
的
な
位
置
や
影
響
力
な
ど
が
欠
け
た
M
is-

sing Hongw
anjiの
ま
ま
で
あ
っ
た
江
戸
期
の
研
究
は
、
大
き
く
進
展
し
て
き
て
い
る
。
林
論
文
は
、
そ
う
し
た
研
究
成
果
の
一
つ

で
あ
る
大
澤
絢
子
氏
の
指
摘
を
取
り
上
げ
る
。
肉
食
妻
帯
へ
の
外
部
か
ら
の
批
判
に
対
し
て
、
教
団
の
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
知
空
が

『
御
伝
鈔
』
に
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
内
容
の
注
釈
を
施
す
こ
と
で
、
当
時
の
教
団
が
抱
え
て
い
た
問
題
に
対
応
す
る
根
拠
を
親
鸞
に

求
め
て
い
た
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
そ
う
し
た
、
大
澤
氏
の
指
摘
に
注
目
し
、
林
論
文
は
、
知
空
の
他
の
著
作
も
参
照
し
て
著
作
活
動

の
目
的
を
探
り
、
知
空
に
お
け
る
、
親
鸞
を
根
拠
と
し
た
教
団
の
形
成
と
教
学
的
営
為
を
明
か
す
こ
と
を
試
み
て
い
る
。 
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塚
本
論
文
（「
初
期
真
宗
に
お
け
る
集
団
の
諸
相
」）
は
、
親
鸞
と
門
弟
の
時
代
（「
初
期
真
宗
」）
に
焦
点
を
当
て
、
理
念
で
ま
と
ま

っ
た
原
初
的
集
団
か
ら
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て
く
る
教
団
へ
と
移
っ
て
い
く
、
そ
の
最
初
の
初
動
を
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

教
団
論
が
問
わ
れ
る
と
き
、
し
ば
し
ば
「
同
朋
」「
平
座
」「
門
徒
」
な
ど
の
理
念
に
立
ち
返
っ
た
論
考
が
展
開
さ
れ
る
。
し
か
し
一
方

で
、
そ
れ
ら
の
理
念
が
現
実
の
教
団
と
い
う
歴
史
的
現
象
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
き
た
の
か
と
い
う
論
考
に
は
十
分
な
も
の
が
な

い
。
教
団
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
の
組
織
形
成
の
要
素
が
、
理
念
的
要
素
と
歴
史
的
要
素
と
に
分
か
た
れ
た
ま
ま
の
状
態
に
あ
る
。
さ

ら
に
背
後
を
い
え
ば
、
理
念
レ
ベ
ル
の
議
論
に
お
い
て
、
教
団
と
は
、
何
ら
か
の
聖
性
（
あ
る
い
は
仏
教
の
場
合
は
釈
迦
以
来
の
人
か

ら
人
へ
の
伝
統
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
）
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
た
集
団
な
の
か
、
そ
れ
と
も
人
間
的
な
全
き
世
俗
の
集
団
な
の
か
と
い

う
問
い
が
あ
る
。
塚
本
論
文
で
は
、
親
鸞
の
い
う
「
門
徒
」
と
は
法
然
の
念
仏
集
団
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
交
名
牒

な
ど
か
ら
親
鸞
の
門
弟
が
法
義
の
伝
承
と
い
う
集
団
か
ら
新
た
に
地
域
や
血
脈
と
い
う
集
団
原
理
を
持
つ
に
い
た
る
初
動
を
論
じ
て
い

る
。
近
年
の
親
鸞
研
究
で
は
、
史
的
事
実
と
し
て
の
親
鸞
研
究
と
並
行
し
て
、
信
仰
の
営
み
の
中
で
の
親
鸞
像
の
研
究
も
新
た
な
展
開

を
見
せ
て
い
る
。
塚
本
論
文
は
こ
う
し
た
研
究
の
動
向
に
も
お
お
い
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 隅
倉
論
文
（「
近
世
真
宗
に
お
け
る
「
教
団
教
学
」
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
（
序
説
）」）
で
は
、
非
常
に
興
味
深
い
「
教
団
教
学
」

と
い
う
言
葉
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
教
学
と
は
「
あ
る
問
い
を
前
に
し
た
人
が
置
か
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
、
多
様
な
視
点
か
ら

探
求
す
る
こ
と
が
可
能
な
営
み
の
総
体
」
と
定
義
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
教
団
教
学
と
は
「
そ
の
時
の
教
団
に
お
い
て
認
知
さ
れ
て
い

る
教
学
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
、
教
学
と
い
う
用
語
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
出
さ
れ
、
特
に
明

治
以
降
、
各
宗
派
に
お
い
て
（
一
般
社
会
に
お
い
て
も
）
多
く
の
用
例
も
あ
る
（「
教
育
」、「
布
教
興
学
」
教
え
学
ぶ
、「
学
校
に
お
け

る
学
問
や
仏
教
研
究
」
な
ど
。
ま
た
、
学
科
を
研
習
し
智
徳
を
養
成
す
る
教
学
に
対
し
て
、
師
資
相
承
を
重
ん
じ
宗
義
を
研
鑽
す
る
安

居
を
分
離
す
る
用
例
や
、「
宗
学
」
と
の
使
い
分
け
の
用
例
も
み
ら
れ
る
）。
そ
し
て
、
そ
の
方
法
論
に
関
し
て
も
、
明
治
以
降
さ
ま
ざ
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ま
に
多
く
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
方
法
論
に
関
す
る
論
文
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ

に
、
隅
倉
論
文
が
扱
お
う
と
す
る
テ
ー
マ
は
久
々
の
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
お
よ
そ
、「
学
」
の
成
立
に
は
、
原
論
・
方
法
論
と

い
え
る
も
の
と
同
時
に
、
再
現
や
検
証
が
可
能
な
体
制
と
い
っ
た
も
の
の
成
立
が
不
可
欠
で
あ
る
。
一
定
数
以
上
の
人
数
と
一
定
期
間

以
上
の
維
持
が
あ
っ
て
体
制
は
成
立
し
て
い
く
が
、
併
行
し
て
原
論
・
方
法
論
も
問
わ
れ
続
け
る
。
隅
倉
論
文
で
は
、
信
仰
共
同
体
で

あ
る
教
団
が
主
体
と
し
て
方
法
論
に
関
与
す
る
側
面
（
共
有
さ
れ
る
教
義
）
と
、
教
団
の
歴
史
的
存
在
で
あ
る
側
面
（
時
代
的
弁
証
で

あ
る
教
学
）
と
が
、
近
世
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
か
を
論
じ
る
意
欲
的
な
試
み
で
あ
る
。 

 香
川
論
文
（「
仏
教
に
お
け
る
教
団
論
―
教
団
の
存
在
意
義
―
」）
は
、
仏
教
の
根
幹
に
仏
と
法
に
並
ん
で
「
僧
（
サ
ン
ガ
）」
が
三

つ
の
宝
の
一
つ
と
し
て
二
五
〇
〇
年
間
に
わ
た
り
敬
い
守
り
続
け
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
か
、
そ
の
必
然
性
を
問
う
こ
と
が
現
代
社
会
に
お

け
る
教
団
の
存
在
意
義
を
問
う
こ
と
で
あ
る
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
サ
ン
ガ
の
成
立
は
、
釈
迦
と
そ
の
説
法
に
よ
り
阿
羅
漢
と

な
っ
た
五
人
の
弟
子
た
ち
か
ら
な
る
覚
者
の
集
ま
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
出
家
し
た
比
丘
・
比
丘
尼
が
次
第
に
増
え
る
う
ち
に
サ
ン

ガ
の
維
持
に
戒
が
設
け
ら
れ
、
ま
た
、
サ
ン
ガ
の
外
の
在
家
仏
教
者
で
あ
る
優
婆
塞
・
優
婆
夷
も
サ
ン
ガ
の
維
持
の
た
め
に
サ
ン
ガ
内

の
紛
争
解
決
に
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
香
川
論
文
は
、
そ
の
こ
と
を
部
派
伝
持
の
律
蔵
か
ら
、
釈
迦
在
世
時
の
コ
ー
サ
ン
ビ
ー
で
の

サ
ン
ガ
分
裂
に
対
し
て
の
在
家
の
者
た
ち
の
対
応
を
、
闘
争
す
る
出
家
者
に
対
し
て
布
施
を
止
め
、
尊
重
供
養
讃
嘆
し
な
い
と
い
う
解

決
法
を
と
っ
た
こ
と
を
、
諸
律
に
み
て
い
る
。
ひ
と
つ
興
味
深
い
の
は
、
諸
律
の
な
か
、M

ūlasarvāstivādavinaya

で
は
、
在
家
者

た
ち
が
、
分
裂
す
る
比
丘
た
ち
と
言
葉
を
交
わ
し
布
施
を
し
て
支
え
て
い
る
自
分
た
ち
に
過
失
が
あ
る
と
省
み
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

サ
ン
ガ
を
敬
重
す
る
も
の
と
し
て
対
象
的
に
と
ら
え
る
だ
け
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
、
在
家
の
者
た
ち
の
サ
ン
ガ
を
支
え
る
意
識
の
深
層

が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
香
川
論
文
に
発
す
る
さ
ら
な
る
議
論
が
楽
し
み
で
あ
る
。 
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溪
論
文
（「
カ
ル
ト
問
題
」
研
究
序
説
）
は
、
カ
ル
ト
問
題
に
つ
い
て
宗
教
団
体
か
ら
の
声
明
等
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
に
警
鐘
を

鳴
ら
す
も
の
で
あ
る
。
溪
は
、
日
本
脱
カ
ル
ト
協
会
の
理
事
も
つ
と
め
、
カ
ル
ト
問
題
の
実
際
に
携
わ
っ
て
き
た
経
歴
も
持
つ
希
少
な

人
物
で
あ
る
。
当
論
文
で
は
、
カ
ル
ト
と
い
う
概
念
の
整
理
を
行
い
、「
特
有
の
（
主
と
し
て
宗
教
的
）
言
説
を
用
い
、
公
共
の
福
祉

に
反
す
る
行
為
を
行
う
団
体
」
と
定
義
し
て
、
そ
の
「
公
共
の
福
祉
に
反
す
る
行
為
」
を
人
権
侵
害
と
し
て
、
経
済
的
搾
取
、
肉
体
的

搾
取
、
精
神
的
搾
取
と
す
る
。
確
か
に
、
宗
教
団
体
に
お
い
て
カ
ル
ト
が
話
題
に
上
る
場
合
に
は
、
そ
の
信
仰
内
容
に
関
し
て
断
罪
す

る
が
如
き
の
取
り
上
げ
方
が
多
い
と
思
わ
れ
、
そ
の
う
え
で
の
声
明
等
の
発
表
で
は
エ
ン
ド
レ
ス
の
批
判
合
戦
に
陥
り
、
信
教
の
自
由

や
名
誉
の
問
題
と
絡
ん
で
訴
訟
に
も
発
展
し
か
ね
な
い
こ
と
か
ら
、
等
閑
視
す
る
と
い
う
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
カ
ル
ト
問
題

と
は
、
そ
の
信
仰
の
内
容
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
人
権
侵
害
が
組
織
的
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
と
い
う
溪
の
指
摘
は

頷
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
定
義
は
、
自
ら
が
関
わ
る
宗
教
団
体
が
問
題
性
を
持
つ
か
否
か
を
再
確
認
す
る
作
業
に
も
用
い
る

こ
と
が
で
き
る
。
長
い
歴
史
を
持
つ
宗
教
伝
統
に
は
、
経
験
の
蓄
積
ゆ
え
に
「
カ
ル
ト
」
に
陥
ら
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
装
置
が
組
み
込
ま

れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
再
確
認
す
る
こ
と
は
、
宗
教
団
体
に
と
っ
て
、
社
会
へ
の
弁
証
と
い
う
点
で
も
重
要
で
あ
る
。

論
末
に
は
相
当
量
の
註
が
附
さ
れ
て
い
る
。
序
説
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
充
実
し
た
内
容
の
註
で
あ
る
の
で
、
初
学
者
に
と
っ
て
も
必

読
の
論
文
で
あ
る
。 

 遠
山
論
文
（「
曇
鸞
研
究
の
歴
史
と
現
状
」）
で
は
、
曇
鸞
研
究
史
の
上
に
研
究
者
自
身
が
先
行
研
究
を
十
分
に
把
握
し
き
れ
な
く
な

り
つ
つ
あ
る
と
い
う
事
例
が
一
九
九
〇
年
代
初
頭
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
間
に
散
見
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
同
論
文

で
は
、
そ
の
よ
う
な
事
例
が
生
じ
る
根
本
的
な
要
因
と
し
て
、
曇
鸞
研
究
そ
の
も
の
が
膨
大
な
蓄
積
量
を
有
し
て
い
る
点
、
な
ら
び

に
、
そ
の
膨
大
な
研
究
史
を
束
ね
る
文
献
目
録
が
十
分
に
整
備
さ
れ
て
い
な
い
点
と
を
挙
げ
、
附
録
に
「
曇
鸞
研
究
文
献
目
録
」
を
掲

載
し
て
い
る
。
同
目
録
は
、
曇
鸞
研
究
に
関
す
る
既
存
の
文
献
目
録
を
質
的
に
も
量
的
に
も
は
る
か
に
凌
駕
し
て
お
り
、
今
後
、
曇
鸞
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研
究
に
取
り
組
も
う
と
す
る
研
究
者
に
と
っ
て
は
必
ず
参
照
す
べ
き
目
録
で
あ
る
。
ま
た
、
同
目
録
に
収
録
さ
れ
る
末
註
書
は
、
宗
派

別
に
分
類
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て
年
次
順
に
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
目
録
は
「
曇
鸞
研
究
」
の
み
な
ら
ず
、「
曇
鸞
研
究

史
」
の
研
究
や
「
中
国
浄
土
教
研
究
史
」
の
研
究
を
進
め
て
い
く
際
に
も
有
用
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
研
究
が
俟
た
れ

る
が
、
同
目
録
は
、
研
究
の
背
景
と
な
る
時
代
思
潮
や
宗
派
性
、
あ
る
い
は
各
時
代
に
お
け
る
宗
学
者
・
研
究
者
間
の
相
互
交
流
の
実

態
な
ど
を
解
明
し
て
い
く
上
で
の
基
礎
的
情
報
を
提
供
し
て
い
る
点
で
貴
重
で
あ
る
。
な
お
、
今
回
の
目
録
は
鎌
倉
期
か
ら
江
戸
期
に

か
け
て
の
目
録
で
あ
る
が
、
明
治
期
か
ら
令
和
期
に
か
け
て
の
目
録
も
機
会
を
改
め
て
公
表
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
近
代
に
お
け
る
曇

鸞
研
究
の
目
録
の
公
表
が
、
な
ん
と
も
待
ち
遠
し
い
。
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初
期
真
宗
に
お
け
る
集
団
の
諸
相
 

塚
　
本
　
一
　
真
 

は
じ
め
に
 

今
号
は
、「
仏
教
に
お
け
る
教
団
―
歴
史
と
現
在
」
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
本
論
で
は
、
真
宗
教
団
の
草
創
期
と
も
言
え
る
時

代
に
焦
点
を
あ
て
た
い
。
当
時
の
真
宗
教
団
と
は
、
現
代
の
よ
う
に
、
伽
藍
、
法
規
、
組
織
な
ど
を
も
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
「
教

団
」
で
は
な
い
。
浄
土
真
宗
に
お
い
て
、「
初
期
教
団
」
や
「
親
鸞
門
流（

1
）」
な
ど
と
呼
称
さ
れ
る
の
は
、
親
鸞
か
ら
直
接
に
教
え
を
受

け
た
門
弟
が
中
心
と
な
っ
た
念
仏
集
団
で
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
高
田
、
横
曽
根
、
浅
香
、
荒
木
、
鹿
島
な
ど
地
域
ご
と
に
形
成
さ
れ

て
い
た
「
門
徒
」
で
あ
る
。
本
論
に
用
い
る
「
初
期
真
宗
」
と
は
、
そ
れ
ら
直
弟
を
中
心
と
し
た
集
団
が
形
成
さ
れ
本
願
寺
や
佛
光
寺

な
ど
が
興
っ
て
く
る
頃
ま
で
を
さ
す
。
本
論
で
は
、
初
期
真
宗
に
お
け
る
「
集
団
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
を
し
て
い
た
の
か
に

つ
い
て
論
述
し
て
い
き
た
い
。 

 



（
１
）
法
然
の
門
流
と
親
鸞
の
一
流
 

ま
ず
、
最
初
に
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
親
鸞
に
つ
い
て
で
あ
る
。
親
鸞
自
身
が
書
き
残
し
た
言
葉
の
中
に
は
、
念
仏
集
団
そ
の

も
の
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
も
の
は
極
め
て
少
な
い
が
、
キ
ー
ワ
ー
ド
し
て
考
え
ら
れ
る
言
葉
と
し
て
「
門
徒
」
が
あ
る
。『
西
方
指
南

抄
』
に
は
、
曇
鸞
に
つ
い
て
、 

 
幷
州
の
玄
忠
寺
に
三
百
餘
人
門
徒
あ
り
。
臨
終
の
と
き
、
そ
の
門
徒
三
百
餘
人
あ
つ
ま
り
て
、
自
は
香
呂
を
と
り
て
西
に
向
て
弟

子
と
も
に
声
を
等
し
て
高
声
念
仏
し
て
命
終
し
ぬ
。
                                                             （『
聖
典
全
書
』
三
、
九
〇
六
） 

 
と
あ
る
よ
う
に
、「
門
徒
」
と
は
同
門
の
輩
、
す
な
わ
ち
教
え
を
と
も
に
す
る
集
団
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
こ
の

「
門
徒
」
に
つ
い
て
は
、
親
鸞
の
著
作
に
お
い
て
も
、
い
く
つ
か
の
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、『
教
行
信
証
』
後
序
で

は
、「
承
元
の
法
難
」
に
お
け
る
処
罰
に
対
し
て
、 

 
真
宗
興
隆
大
祖
源
空
法
師
并
門
徒
数
輩
不
考
罪
科
猥
坐
死

（『
聖
典
全
書
』
二
、
二
五
四（

2
）） 

 
と
述
べ
て
い
る
。
同
じ
『
教
行
信
証
』
後
序
に
「
然
愚
禿
釈
鸞
建
仁
辛
酉
暦
棄
雑
行
兮
帰
本
願
」（『
聖
典
全
書
』
二
、
二
五
四
）
と
あ

る
よ
う
に
、
親
鸞
は
、
比
叡
山
を
下
り
て
法
然
の
専
修
念
仏
の
教
え
に
帰
依
し
、『
選
択
集
』
の
書
写
や
法
然
の
影
像
を
書
く
こ
と
が

許
さ
れ
る
な
ど
、
充
実
し
た
時
間
を
過
ご
し
て
い
た
。
し
か
し
、
法
然
の
専
修
念
仏
教
団
に
対
し
て
、
比
叡
山
か
ら
の
批
難
の
声
が
上
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が
り
、
ま
た
、『
興
福
寺
奏
状
』
が
提
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、「
承
元
の
法
難
」
と
い
わ
れ
る
朝
廷
に
よ
る
専
修
念
仏
の
弾
圧
へ
と
つ
な

が
っ
て
い
く
。
そ
の
「
承
元
の
法
難
」
に
お
け
る
処
罰
に
つ
い
て
、
親
鸞
は
、
法
然
門
下
の
人
々
に
つ
い
て
「
門
徒
数
輩
」
と
記
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
や
は
り
法
然
に
つ
い
て
記
し
た
『
高
僧
和
讃
』「
源
空
讃
」
で
は
、 

 
源
空
光
明
は
な
た
し
め
　
　
門
徒
に
つ
ね
に
み
せ
し
め
き
 

　
　
賢
哲
・
愚
夫
も
え
ら
ば
れ
ず
　
　
豪
貴
・
鄙
賤
も
へ
だ
て
な
し

（『
聖
典
全
書
』
二
、
四
五
九
） 

 
と
、
源
空
が
光
明
を
放
ち
、
そ
の
姿
を
日
ご
ろ
か
ら
門
弟
た
ち
に
見
せ
、
賢
愚
や
貧
富
な
ど
立
場
の
違
い
に
よ
っ
て
、
分
け
隔
て
す
る

こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
を
讃
え
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
法
然
門
下
の
人
々
に
つ
い
て
「
門
徒
」
と
呼
称
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

れ
ら
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
親
鸞
が
書
き
記
し
た
言
葉
の
上
に
み
る
「
門
徒
」
と
は
、
法
然
門
下
の
人
々
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
集
団

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。 

親
鸞
に
お
い
て
は
、
教
え
を
と
も
に
す
る
集
団
と
は
、
法
然
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
親
鸞
を
慕
い
、
教
え
を
と

も
に
す
る
間
柄
に
あ
っ
た
門
弟
と
の
関
係
性
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
で
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
親
鸞
に
は
集
団
形

成
の
意
図
が
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
の
に
従
来
よ
り
用
い
ら
れ
る
の
は
『
歎
異
抄
』
で
あ
る
。
そ
の
第
六
条
に
は

「
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
候
ふ
」
と
あ
り
、
同
じ
く
第
二
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
親
鸞
は
、
い
く
つ
も
の
国
を
越
え
、
命
が

け
で
た
ず
ね
て
き
た
門
弟
た
ち
に
対
し
て
、
往
生
浄
土
の
道
を
問
い
た
だ
し
た
い
と
い
う
そ
の
思
い
を
聞
き
な
が
ら
も
、 

 
し
か
る
に
念
仏
よ
り
ほ
か
に
往
生
の
み
ち
を
も
存
知
し
、
ま
た
法
文
等
を
も
し
り
た
る
ら
ん
と
、
こ
こ
ろ
に
く
く
お
ぼ
し
め
し
て

お
は
し
ま
し
て
は
ん
べ
ら
ん
は
、
お
ほ
き
な
る
あ
や
ま
り
な
り
。
                                       （『
聖
典
全
書
』
二
、
一
〇
五
四
） 
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と
述
べ
る
。
念
仏
の
他
に
浄
土
に
往
生
す
る
道
や
、
そ
の
教
え
を
知
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
大
き
な
誤
り
で
あ

る
と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
続
け
て
、 

 
親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ゐ
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
ひ
と
の
仰
せ
を
か
ぶ
り
て
、
信
ず
る
ほ
か

に
別
の
子
細
な
き
な
り
。
                                                                                             （『
聖
典
全
書
』
二
、
一
〇
五
四
） 

 
と
、
親
鸞
自
身
は
、
法
然
の
言
葉
を
聞
き
信
じ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
れ
以
外
に
何
か
が
あ
る
わ
け
で
な
い
と
、
明
言
し
て
い
る
。
法
然

を
念
仏
の
法
義
の
師
と
し
、
自
ら
は
師
位
に
立
つ
こ
と
の
な
い
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、

こ
の
第
二
条
の
内
容
は
、
門
弟
に
と
っ
て
の
親
鸞
と
は
、
い
く
つ
も
の
国
を
越
え
、
命
が
け
で
法
義
に
つ
い
て
た
ず
ね
に
い
く
ほ
ど
の

人
物
で
も
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
親
鸞
の
も
と
に
集
団
が
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

法
然
の
門
流
の
中
に
親
鸞
の
一
流
を
み
て
い
く
と
、
そ
の
名
が
出
て
く
る
の
は
、
そ
う
早
い
こ
と
で
は
な
い
。
法
然
の
没
後
に
制
作

さ
れ
た
門
流
の
記
録
に
は
、
正
嘉
元
（
一
二
五
七
）
年
『
私
聚
百
因
縁
集
』（
住
信
）、
正
元
元
（
一
二
五
九
）
年
『
一
代
五
時
図
』

（
日
蓮
）、
応
長
元
（
一
三
一
一
）
年
『
浄
土
源
流
章
』（
凝
然
）、
永
和
元
（
一
三
七
五
）
年
『
吉
水
法
流
記
』（
尭
恵（

3
））
が
あ
る
が
、

親
鸞
の
一
流
の
初
見
は
、
法
然
が
没
し
て
か
ら
一
六
六
年
後
の
永
和
四
（
一
三
七
八
）
年
に
制
作
さ
れ
た
『
法
水
分
流
記
』
で
あ
る
。

西
山
深
草
流
の
静
見
了
日
に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
た
と
さ
れ
る
『
法
水
分
流
記
』
に
は
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
記

録
が
五
流
か
ら
七
流
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、『
法
水
分
流
記
』
で
は
九
流
が
記
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
法
然
門
下
の
九
流
と
は
、
白

川
門
徒
、
多
念
義
、
鎮
西
義
、
一
念
義
、
嵯
峨
門
徒
、
西
山
義
、
紫
野
門
徒
、
九
品
寺
義
、
そ
し
て
大
谷
門
徒
で
あ
る
。『
法
水
分
流

記
』
に
は
、
親
鸞
の
一
流
を
示
し
て
、 
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○
大
谷
門
徒
　
﹇
号
一
向
宗
﹈ 

 
　
親
鸞
﹇
善
信
﹈│┘
﹇
住
大
谷
本
願
寺
　
日
野
皇
太
宮
大
進
「
有
大
進
」
有
範
息
本
慈
鎮
和
尚
門
人
　
上
人
往
生
時
四
十
三
 

　
　
　
　
　
　
　
─
弘
長
二
壬
戌
十
一
廿
八
往
生
九
三
歳
　
教
行
信
証
文
類
六
巻
製
之
　
越
後
国
府
配
所
﹈ 

　
　
　
　
　
　
　
─
 

　
　
　
　
┐
│
│
└
 

　
　
　
　
─
 

　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
﹇
円
性
﹈ 

　
　
　
　
┬│
如
信
│
│
│
│
│
│
覚
英
│
│
│
│
│┤│
覚
如
 

　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
﹇
住
号
大
谷
御
所
﹈─
 

　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
 

　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
┬│
存
覚
﹇
号
今
小
路
﹈
素
欽
 

　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
 

　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
 

　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
┌│
乗
専
﹇
円
空
﹈ 

　
　
　
　
─
 

　
　
　
　
─
 

　
　
　
　
┬│
性
信
│
│
│
│
│
│
願
性
│
│
│
│
│
│
善
明
│
│
│
│
│
│
愚
咄
│
│
│
│
│
│
聖
空
│
│
│
│
│
│
円
空
 

　
　
　
　
─﹇
住
常
州
横
曽
祢
﹈ 

　
　
　
　
─
 

　
　
　
　
┌│
真
仏
│
│
│
│
│
│
源
海
│
│
│
│
│
│
誓
海
│
│
│
│
│
│
明
光
│
│
│
│
│
│
了
源
│
│
│
│
│
│
専
性
 

　
　
　
　
　
　﹇
住
阿
佐
府
﹈ 

 

（『
史
料
集
成
』
七
、
八
一
三
） 

 
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
親
鸞
の
直
弟
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
如
信
、
性
信
、
真
仏
で
あ
る
。
如
信
は
、
親
鸞
の
長
子

で
あ
る
慈
信
房
善
鸞
の
子
で
あ
り
、
親
鸞
の
膝
下
で
育
っ
た
と
さ
れ
る
。
大
網
門
徒
で
あ
り
、
覚
如
が
尊
敬
し
法
脈
の
相
承
を
強
調
す

る
人
物
で
あ
る
。
性
信
と
は
、
真
宗
大
谷
派
蔵
で
現
存
唯
一
の
親
鸞
真
筆
の
『
教
行
信
証
』（
坂
東
本
）
の
相
伝
者
と
し
て
名
前
が
記

さ
れ
る
門
弟
で
、
関
東
に
お
い
て
念
仏
停
止
の
訴
訟
が
起
こ
っ
た
時
、
幕
府
と
の
交
渉
を
担
っ
た
横
曽
根
門
徒
の
筆
頭
で
あ
る
。
そ
し
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て
、
真
仏
は
、
数
多
く
の
親
鸞
の
著
作
を
書
写
し
た
人
物
で
あ
り
、
真
仏
宛
の
御
消
息
で
は
、「
ゑ
ん
仏
ば
う
」
と
い
う
門
弟
の
手
助

け
を
依
頼
す
る
な
ど
、
親
鸞
が
た
よ
り
に
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
は
、
本
願
寺
、
錦
織
寺
、
佛

光
寺
を
示
し
て
い
る
が
、
す
で
に
、
先
行
研
究（

4
）に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
表
記
に
は
写
誤
と
見
ら
れ
る
点
も
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
高
田

門
徒
の
系
譜
が
記
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
こ
こ
で
先
に
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
親
鸞
の
一
流
を
示
す
の
に
、
高

田
門
徒
の
系
譜
が
除
か
れ
る
の
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
筆
頭
で
あ
る
真
仏
と
顕
智
は
、
親
鸞
の
著
作

の
書
写
相
伝
者
で
あ
り
、
そ
の
数
は
他
に
比
肩
で
き
る
門
弟
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
真
仏
に
は
、『
教
行
信
証
』、『
入
出
二
門
偈

頌
』、『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』（
七
十
五
首
）、『
如
来
二
種
廻
向
文
』、「
親
鸞
夢
記
云
」、「
六
角
堂
夢
想
偈
文
」、「
四
十
八
誓
願
」、「
光

明
寺
善
導
和
尚
言
」、「
往
生
要
集
云
」、
顕
智
に
は
『
愚
禿
鈔
』、『
浄
土
和
讃
』、『
正
像
末
和
讃
』、『
一
念
多
念
文
意
』
の
書
写
本
が

あ
る
。
ま
た
、
親
鸞
真
筆
の
「
三
帖
和
讃
」
は
真
仏
と
と
も
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、『
西
方
指
南
抄
』
に
は
、
親
鸞
の
真
筆
本
の

成
立
に
関
わ
る
真
仏
、
顕
智
の
二
人
に
よ
る
書
写
本
が
あ
る
。
そ
の
書
写
本
と
は
、
真
仏
、
顕
智
、
専
信
房
専
海
、
弥
太
郎
の
四
名
が

親
鸞
の
元
を
訪
れ
た
時
に
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
特
徴
的
な
の
は
、
真
仏
書
写
の
部
分
に
は
、
真
仏
が
書
写
し
た
後

に
親
鸞
の
真
筆
本
が
訂
正
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
ま
た
真
仏
の
書
写
本
に
反
映
し
た
箇
所
が
あ
り
、
両
者
が
真
筆
本
か
ら
書
写
本
へ
と

い
う
一
方
向
で
は
な
く
、
書
写
本
か
ら
真
筆
本
を
見
る
と
い
う
方
向
に
も
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

5
）。
そ
れ
は
、
両
者
の
極
め

て
近
い
関
係
性
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
親
鸞
の
著
作
だ
け
で
な
く
、
真
仏
に
は
『
三
部
経
大
意
』、「
法
然
聖
人
御
消
息
」、『
経
釈

文
聞
書
』、
顕
智
に
は
『
大
阿
弥
陀
経
』、『
選
択
本
願
念
仏
集
』（
仮
字
本
）、『
法
然
上
人
伝
法
絵
』、『
聞
書
』、『
抄
出
』
と
い
っ
た
経

典
、
法
然
の
著
作
、
諸
文
の
抜
書
集
が
現
存
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
相
伝
し
、
関
東
に
専
修
寺
と
い
う
拠
点
を
構
え
、
後
世

に
護
り
伝
え
た
の
が
高
田
門
徒
な
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
高
田
門
徒
が
親
鸞
の
一
流
に
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
従
来
よ
り
指
摘
さ

れ
る
よ
う
に
、
制
作
者
で
あ
る
静
見
が
そ
れ
ら
の
事
情
に
詳
し
く
な
か
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な

く
、
本
願
寺
、
錦
織
寺
、
佛
光
寺
と
の
関
係
も
考
慮
に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。『
法
水
分
流
記
』
の
撰
述
年
時
と
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考
え
ら
れ
て
い
る
永
和
四
（
一
三
七
八
）
年
と
は
、
本
願
寺
の
系
譜
で
み
れ
ば
、
善
如
の
時
代
に
な
っ
て
い
る
。
覚
如
は
正
平
六
（
一

三
五
一
）
年
、
そ
の
長
子
で
あ
る
存
覚
は
文
中
二
（
一
三
七
三
）
年
に
す
で
に
没
し
て
い
た
が
、
こ
の
両
者
は
、
修
学
過
程
を
は
じ
め

と
し
て
西
山
流
と
近
し
い
関
係
に
あ
る
。
ま
た
、
存
覚
は
錦
織
寺
や
佛
光
寺
と
は
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
関
係
性
か
ら

『
法
水
分
流
記
』
に
お
け
る
親
鸞
の
一
流
は
、
初
期
真
宗
に
お
け
る
集
団
の
中
で
も
本
願
寺
、
錦
織
寺
、
佛
光
寺
の
系
譜
を
示
し
た

「
大
谷
門
徒
」
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
つ
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
は
記
録
し
た
人
物
が
、
親
鸞
の
門
弟
で
は
な

く
、
西
山
深
草
流
の
静
見
で
あ
り
、
西
山
の
流
れ
の
中
で
写
伝
さ
れ
て
き
た（

6
）と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
特
別
な
意
図
が
は
た
ら
く

と
は
考
え
に
く
く
、
そ
の
意
味
で
、『
法
水
分
流
記
』
は
、「
真
宗
の
外
」
か
ら
そ
の
ま
ま
に
初
期
真
宗
の
集
団
を
示
し
た
貴
重
な
史
料

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

さ
て
、
次
に
親
鸞
の
も
と
に
形
成
さ
れ
た
集
団
の
全
体
像
を
『
親
鸞
聖
人
門
侶
交
名
牒
』
に
お
い
て
み
て
お
き
た
い
。
親
鸞
の
直
弟

お
よ
び
そ
の
門
弟
た
ち
が
列
記
さ
れ
た
『
親
鸞
聖
人
門
侶
交
名
牒
』
に
は
、「
背
亡
母
覺
信
寄
附
旨
押
妨
上
人
影
堂
之
間
自
總
門
弟
等

中
永
削
當
流
號
了
」
や
「
唯
善
與
同
位
也
」
な
ど
と
大
谷
廟
堂
破
却
事
件
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
成
立
は
鎌
倉
時
代

末
期
頃
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。『
親
鸞
聖
人
門
侶
交
名
牒
』
の
三
つ
の
有
力
な
書
写
本
の
う
ち
、
愛
知
県
妙
源
寺
蔵
本
（『
聖
典
全
書
』

六
、
八
三
一
〜
八
六
九
）
で
は
、
冒
頭
に
「
親
鸞
上
人
」
と
あ
り
、
以
下
に
「
真
仏
﹇
下
野
国
高
田
住
﹈
　
入
西
﹇
常
陸
国
住
﹈
　
乗

念
﹇
同
国
南
庄
住
﹈
　
性
信
﹇
下
総
国
飯
沼
住
﹈」
な
ど
と
直
弟
の
名
前
が
在
所
と
と
も
に
列
記
さ
れ
る
。
大
き
く
は
「
諸
国
散
在
之

弟
子
」
と
「
洛
中
居
住
弟
子
等
」
と
に
分
け
ら
れ
る
も
、
最
後
に
「
此
外
猶
雖
多
之
依
繁
略
之
。
已
上
都
鄙
門
弟
皆
以
面
授
口
決
也
。

悉
逝
去
畢
」（『
聖
典
全
書
』
六
、
八
三
四
）
と
記
し
て
お
り
、
さ
ら
に
多
く
の
直
弟
が
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ

る
直
弟
に
は
、
少
な
く
と
も
入
西
、
乗
念
、
順
信
、
慶
西
、
善
性
、
實
念
、
安
養
、
入
信
、
念
信
、
乗
信
、
唯
信
、
慈
善
、
善
明
、
唯

円
、
善
念
、
賴
重
、
法
善
、
明
法
、
証
信
、
敎
念
の
常
陸
国
の
二
〇
名
を
は
じ
め
と
し
て
、
下
野
国
に
は
真
仏
、
慶
信
、
信
願
、
覚

信
、
尼
法
仏
、
顕
智
の
六
名
、
下
総
国
に
は
性
信
、
信
樂
、
常
念
の
三
名
、
奥
州
に
は
如
信
、
无
為
子
、
是
信
、
本
願
、
唯
信
、
唯
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仏
、
覚
円
の
七
名
、
三
河
国
に
は
念
信
、
円
善
に
二
名
、
そ
し
て
住
処
不
詳
の
西
願
、
武
蔵
国
の
西
念
、
越
後
国
の
覚
善
、
遠
江
国
の

専
信
が
い
る
。
さ
ら
に
、
洛
中
に
は
尊
蓮
、
宗
綱
、
尋
有
、
兼
有
、
蓮
位
、
賢
阿
、
善
覚
、
浄
信
の
八
名
が
い
て
、
総
計
五
十
名
を
数

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
直
弟
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
門
弟
が
お
り
、
続
い
て
、
直
弟
を
中
心
と
し
た
集
団
が
地
域
ご
と
に
記
さ
れ
て
い

る
。
高
田
門
徒
を
例
に
挙
げ
る
と
、「
真
仏
﹇
附
弟
﹈
　
顕
智
﹇
上
人
面
授
﹈」
の
下
に
、
専
空
、
光
念
、
寂
信
、
妙
光
、
唯
善
、
教

善
、
圓
光
、
善
性
、
覚
念
、
智
道
、
慶
覚
、
教
忍
、
了
性
、
善
智
、
善
念
と
名
前
が
列
挙
さ
れ
、
最
後
に
「
自
餘
門
弟
略
之
」
と
し
て

い
る
。
こ
の
『
親
鸞
聖
人
門
侶
交
名
牒
』
に
よ
っ
て
、
初
期
真
宗
に
お
け
る
集
団
の
地
域
分
布
と
規
模
を
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。 

以
上
、
親
鸞
か
ら
初
期
真
宗
に
お
け
る
集
団
の
形
成
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
親
鸞
自
身
の
著
作
の
上
に
み
て
い
け
ば
、
教
え
を
と
も

に
す
る
集
団
と
は
、
法
然
門
下
の
人
々
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
集
団
形
成
の
意
図
が
親
鸞
自
身
の
言
葉
の
上
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
は

従
来
よ
り
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
親
鸞
に
は
門
弟
が
あ
り
、
多
く
の
人
々
と
の
交
わ
り
の
中
に
あ
っ
た
。

そ
の
親
鸞
お
よ
び
門
弟
の
活
動
は
や
が
て
一
流
を
成
し
て
い
き
、
法
然
門
流
の
中
に
「
大
谷
門
徒
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
分
布
は
、
長
く
滞
在
し
て
い
た
関
東
と
そ
の
関
東
を
離
れ
て
晩
年
ま
で
を
過
ご
す
京
都
を
中
心
と
し
、
広
く
展
開
し
て
い

っ
た
こ
と
で
地
域
ご
と
の
集
団
を
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

（
２
）
初
期
真
宗
に
お
け
る
集
団
の
基
軸
 

あ
る
一
定
の
「
集
団
」
に
は
、
集
団
を
形
成
す
る
根
本
的
な
理
念
と
い
え
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
を
共
有
す
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
初
期
真
宗
に
お
け
る
集
団
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
性
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
て
い
た
の
か
、
そ

の
基
軸
に
つ
い
て
以
下
に
み
て
い
き
た
い
。
結
論
を
先
取
り
し
て
お
く
と
、
そ
れ
は
「
法
義
」
で
あ
る
。 

親
鸞
と
門
弟
の
こ
と
を
知
る
の
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
史
料
が
あ
る
。
親
鸞
に
お
い
て
は
、
御
消
息
の
宛
名
お
よ
び
内
容
、
著
作
の
伝
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持
や
書
写
に
関
す
る
記
録
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
門
弟
の
記
録
と
し
て
み
た
時
の
『
歎
異
抄
』、
三
河
地
方
に
お
け
る
専
修
念
仏
の
伝

播
や
門
弟
の
動
向
が
記
さ
れ
た
『
三
河
念
仏
相
承
日
記
』、
さ
ら
に
、
直
弟
が
活
躍
し
て
い
た
時
代
に
制
作
さ
れ
た
覚
如
や
存
覚
の
著

作
、
そ
し
て
佛
光
寺
の
了
源
に
よ
る
著
作
な
ど
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
、
親
鸞
と
門
弟
間
に
お
け
る
法
義
の
あ
り
方
に
つ

い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
親
鸞
の
御
消
息
で
あ
る
。
親
鸞
の
御
消
息
の
全
体
を
み
る
と
、
懇
志
へ
の
お
礼
が
述
べ
ら
れ
る
も
の

も
あ
る
が
、
内
容
の
多
く
は
、
誓
願
名
号
同
一
や
「
如
来
と
ひ
と
し
」
に
関
す
る
丁
寧
な
解
説
、
あ
る
い
は
造
悪
無
礙
の
異
義
に
対
す

る
厳
し
い
批
判
、
な
ど
法
義
理
解
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
関
東
の
門
弟
に
宛
て
た
御
消
息
の
中
に
、
親
鸞
が
門
弟

に
示
し
た
「
法
義
」
に
関
す
る
姿
勢
を
み
て
い
き
た
い
。『
末
燈
鈔
』
第
二
〇
通
に
お
い
て
親
鸞
は
、
ま
ず
、
門
弟
で
あ
る
明
法
房
や

平
塚
の
入
道
の
往
生
に
つ
い
て
述
べ
た
後
に
、 

 
京
に
も
こ
こ
ろ
え
ず
し
て
、
や
う
や
う
に
ま
ど
ひ
あ
う
て
候
ふ
め
り
。
く
に
ぐ
に
に
も
お
ほ
く
き
こ
え
候
ふ
。
法
然
聖
人
の
御
弟

子
の
な
か
に
も
、
わ
れ
は
ゆ
ゆ
し
き
学
生
な
ど
と
お
も
ひ
あ
ひ
た
る
ひ
と
び
と
も
、
こ
の
世
に
は
、
み
な
や
う
や
う
に
法
文
を
い

ひ
か
へ
て
、
身
も
ま
ど
ひ
、
ひ
と
を
も
ま
ど
は
し
て
、
わ
づ
ら
ひ
あ
う
て
候
ふ
め
り
。
              （『
聖
典
全
書
』
二
、
八
一
〇
） 

 
と
、
法
然
の
門
弟
集
団
に
お
い
て
、
法
義
が
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
へ
の
危
惧
を
表
し
て
い
る
。
こ
こ
で
親
鸞
は
、
京
都
だ

け
で
な
く
、
そ
の
他
の
地
域
で
も
、
法
義
へ
の
理
解
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
様
々
に
言
い
合
い
、「
法
然
聖
人
の
御
弟
子
の
な
か
」

に
も
、
自
ら
を
す
ぐ
れ
た
学
僧
だ
と
思
っ
て
い
る
者
が
、
聖
教
の
言
葉
を
言
い
換
え
、
自
他
と
も
に
迷
わ
せ
、
互
い
に
思
い
悩
ん
で
い

る
よ
う
だ
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
に
お
い
て
は
、
同
じ
法
然
の
門
弟
集
団
の
中
で
、
伝
授
さ
れ
た
法
義
に
相
異
す
る
言
動

の
あ
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
事
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
御
消
息
の
内
容
に
お
い
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
と
く

に
親
鸞
が
気
に
か
け
て
い
る
の
は
、「
法
文
」
す
な
は
ち
聖
教
の
言
葉
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ
る
法
義
理
解
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 
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こ
の
聖
教
の
言
葉
と
法
義
理
解
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
親
鸞
の
消
息
を
み
て
い
く
と
、
極
め
て
厳
し
い
表
現
で
、
あ
る
一
人
の
人
物
を

批
判
し
て
い
る
内
容
が
あ
る
。
そ
の
人
物
と
は
「
哀
愍
房
な
る
者
」
で
あ
る
。
哀
愍
房
と
は
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
慈
信
房
義
絶

状
と
い
わ
れ
る
御
消
息
に
、 

 
仰
せ
ら
れ
た
る
こ
と
、
く
は
し
く
き
き
て
候
ふ
。
な
に
よ
り
は
、
哀
愍
房
と
か
や
と
申
す
な
る
人
の
、
京
よ
り
文
を
得
た
る
と
か

や
と
申
さ
れ
候
ふ
な
る
、
か
へ
す
が
へ
す
不
思
議
に
候
ふ
。
い
ま
だ
か
た
ち
を
も
み
ず
、
文
一
度
も
た
ま
は
り
候
は
ず
、
こ
れ
よ

り
も
申
す
こ
と
も
な
き
に
、
京
よ
り
文
を
得
た
る
と
申
す
な
る
、
あ
さ
ま
し
き
こ
と
な
り
。 

（『
聖
典
全
書
』
二
、
古
写
消
息
〈
三
〉、
七
六
五
） 

 
と
名
前
が
出
て
く
る
。
ま
た
、
慈
信
房
の
義
絶
を
性
信
へ
知
ら
せ
た
『
親
鸞
聖
人
血
脈
文
集
』
第
二
通
で
も
、 

 
ま
た
哀
愍
房
と
か
や
の
、
い
ま
だ
み
も
せ
ず
候
ふ
。
ま
た
文
一
度
も
ま
ゐ
ら
せ
た
る
こ
と
も
な
し
。
く
に
よ
り
も
文
た
び
た
る
こ

と
も
な
し
。
親
鸞
が
文
を
得
た
る
と
申
し
候
ふ
な
る
は
、
お
そ
ろ
し
き
こ
と
な
り
。
こ
の
『
唯
信
鈔
』
書
き
た
る
や
う
、
あ
さ
ま

し
う
候
へ
ば
、
火
に
や
き
候
ふ
べ
し
。
か
へ
す
が
へ
す
こ
こ
ろ
う
く
候
ふ
。
こ
の
文
を
人
々
に
も
み
せ
さ
せ
た
ま
ふ
べ
し
。 

（『
聖
典
全
書
』
二
、
八
七
七
） 

 
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
御
消
息
は
、
同
日
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
慈
信
房
の
義
絶
に
つ
い
て
、
本
人
宛
て
に
義
絶
を
伝
え
た
も

の
と
そ
の
旨
を
性
信
宛
で
門
弟
達
に
知
ら
せ
た
も
の
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
も
哀
愍
房
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
慈
信

房
の
義
絶
に
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
御
消
息
に
お
い
て
親
鸞
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
哀
愍
房
と
い
う
者
が
関
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東
の
地
に
お
い
て
親
鸞
か
ら
手
紙
を
も
ら
っ
た
と
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
手
紙
の
や
り
と
り
な
ど
も
ち
ろ
ん
な
く
、
そ
も
そ
も
会
っ

た
こ
と
も
な
い
知
ら
な
い
人
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
自
分
と
は
全
く
関
係
の
な
い
人
物
で
あ
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
聖
教
の
言
葉
と
法
義
理
解
と
い
う
視
点
か
ら
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、『
親
鸞
聖
人
血
脈
文
集
』
第
二
通
の
方
に
出
て
く

る
「
唯
信
鈔
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
親
鸞
が
京
都
か
ら
関
東
の
門
弟
達
に
送
り
、
読
む
こ
と
を
勧
め
た
聖
覚
の
『
唯
信
鈔
』
で
は
な

く
、
哀
愍
房
が
制
作
し
た
と
み
ら
れ
る
「
唯
信
鈔
」
で
あ
る
。
親
鸞
自
身
が
「
こ
の
『
唯
信
鈔
』
書
き
た
る
や
う
」
と
述
べ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
性
信
が
送
っ
た
「
唯
信
鈔
」
を
実
見
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
、
親
鸞
は
こ
の
「
唯
信
鈔
」
が
い
か
に
酷
い
内
容
で

あ
る
か
を
述
べ
、「
火
に
や
き
候
ふ
べ
し
」
と
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
強
い
表
現
か
ら
推
測
す
れ
ば
、「
唯
信
鈔
」
と

は
、
お
そ
ら
く
法
然
よ
り
伝
授
し
た
法
義
を
冒
涜
す
る
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
親
鸞
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ

う
な
書
を
制
作
し
た
人
物
が
自
身
と
親
し
い
よ
う
に
吹
聴
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
関
東
の
門
弟
た
ち
の
混
乱
に
拍
車
を
か
け
て
い

た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
到
底
、
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
い
事
態
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。 

こ
の
よ
う
な
「
法
義
」
に
関
す
る
親
鸞
の
姿
勢
は
、
門
弟
に
も
受
け
継
が
れ
る
。
そ
の
最
た
る
例
は
、『
歎
異
抄
』
で
あ
ろ
う
。『
歎

異
抄
』
は
、
親
鸞
の
法
語
集
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
は
門
弟
の
法
義
理
解
あ
る
い
は
当
時
の
状
況
な
ど
を
刻
銘

に
記
録
し
た
書
と
い
え
る
。
正
し
い
法
義
を
受
け
継
ぐ
と
い
う
こ
と
は
、
異
な
る
法
義
を
嘆
く
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。『
歎
異
抄
』

の
著
者
は
、
河
和
田
の
唯
円
で
あ
る
こ
と
が
定
説
と
な
っ
た
感
が
あ
る
が
、
そ
の
序
に
は
、 

 
窃
廻
愚
案
粗
勘
古
今
歎
異
先
師
口
伝
之
真
信
思
有
後
学
相
続
之
疑
惑
幸
不
依
有
縁
知
識
者
争
得
入
易
行
一
門
哉
全
以
自
見
之
覚
語

莫
乱
他
力
之
宗
旨
仍
故
親
鸞
聖
人
御
物
語
之
趣
所
留
耳
底
聊
注
之
偏
為
散
同
心
行
者
之
不
審
也
﹇
云
々
﹈ 

（『
聖
典
全
書
』、
一
〇
五
三
） 
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と
、
記
さ
れ
て
い
る
。『
歎
異
抄
』
を
執
筆
し
た
の
は
、
親
鸞
の
教
え
と
異
な
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
歎
き
、
後
に
教
え
を

受
け
継
い
で
い
く
者
に
惑
い
が
生
じ
る
こ
と
を
憂
い
、
同
じ
念
仏
の
教
え
を
歩
ん
で
い
く
仲
間
の
不
審
を
取
り
除
く
た
め
で
あ
る
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
内
容
か
ら
は
、
当
時
す
で
に
親
鸞
の
教
え
と
は
異
な
る
理
解
が
蔓
延
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
異

義
に
対
し
て
、
正
し
い
法
義
を
表
し
て
い
く
こ
と
が
、
親
鸞
か
ら
法
義
を
伝
授
し
た
門
弟
の
成
す
べ
き
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
正
し
い
法
義
を
顕
彰
し
、
異
な
る
法
義
を
歎
き
破
す
こ
と
は
、
後
世
に
も
続
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
覚
如
の
『
改
邪

鈔
』
の
後
跋
に
は
、 

 
爰
近
曾
號
祖
師
御
門
葉
之
輩
中
構
非
師
傳
之
今
案
自
義
謬
黷
權
化
之
淸
流
恣
稱
當
敎
自
失
誤
他
﹇
云
々
﹈
太
不
可
然
不
可
不
禁
遏

因
茲
爲
碎
彼
邪
幢
而
挑
厥
正
燈
錄
斯
名
曰
改
邪
鈔
而
已
                                                         （『
聖
典
全
書
』
四
、
三
二
七
） 

 
と
あ
り
、
親
鸞
の
門
弟
の
中
に
師
伝
と
は
異
な
る
内
容
を
主
張
し
、
法
義
を
乱
す
者
が
あ
ら
わ
れ
た
た
め
、
そ
の
よ
う
な
邪
義
を
破
し

て
正
し
い
法
義
を
顕
彰
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
制
作
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
存
覚
の
『
破
邪
顕
正
抄
』
は
、
そ
の
題
号

が
示
す
よ
う
に
、
専
修
念
仏
に
対
す
る
誤
っ
た
見
解
を
破
し
て
正
し
い
道
理
を
顕
す
と
い
う
内
容
で
あ
る
。 

そ
れ
で
は
、
次
に
集
団
の
中
の
関
係
性
と
法
義
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
集
団
の
中
に
は
、
当
時
の
常
識
と
し
て
の
師
弟
と

い
っ
た
関
係
性
が
生
じ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
親
鸞
に
は
自
ら
師
位
に
立
つ
こ
と
の
な
い
姿
勢
が
あ
り
、『
歎
異
抄
』
の
第
六
条
に
、 

 
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
候
ふ
。
そ
の
ゆ
ゑ
は
、
わ
が
は
か
ら
ひ
に
て
、
ひ
と
に
念
仏
を
申
さ
せ
候
は
ば
こ
そ
、
弟
子
に
て
も

候
は
め
。
弥
陀
の
御
も
よ
ほ
し
に
あ
づ
か
つ
て
念
仏
申
し
候
ふ
ひ
と
を
、
わ
が
弟
子
と
申
す
こ
と
、
き
は
め
た
る
荒
涼
の
こ
と
な

り
。
                                                                                                                          （『
聖
典
全
書
』
二
、
一
〇
五
七
） 
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と
親
鸞
が
語
っ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
親
鸞
は
、「
私
に
は
一
人
の
弟
子
も
い
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
は
、
集
団
の
否
定
で
は
な
い
。
集
団
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
結
び
つ
き
が
あ
り
、
教
え
を
と
も
に
す
る
中
で
、
師
と

仰
が
ず
に
は
お
れ
な
い
方
と
の
出
会
い
や
、
当
人
の
意
識
と
は
別
に
、
端
か
ら
は
師
弟
と
見
え
る
関
係
性
が
生
じ
て
い
く
こ
と
も
あ
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
教
え
を
聞
く
よ
う
に
な
り
、
念
仏
す
る
身
と
な
っ
て
い
く
こ
と
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
関
係
性
が
、「
弥
陀
の
御

も
よ
ほ
し
」
よ
り
先
に
く
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
真
宗
の
教
え
を
と
も
に
す
る
集
団
に
お
い
て
、
様
々
な
関
係
性

が
生
じ
て
い
っ
た
と
し
て
も
、
阿
弥
陀
如
来
の
法
義
こ
そ
が
基
軸
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

以
上
の
こ
と
は
、
門
弟
間
に
お
け
る
共
通
の
理
解
で
あ
り
、
そ
う
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
た
と
え
ば
、
覚
如
の
『
口
伝
鈔
』

が
あ
る
。
覚
如
の
著
作
に
は
、『
歎
異
抄
』
と
い
く
つ
も
の
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
覚
如
自
ら
が
如
信
か
ら
の
教
え
の
相
承

を
明
示
し
、
河
和
田
の
唯
円
に
も
直
接
会
っ
て
い
る
。『
口
伝
鈔
』
第
六
条
に
は
、
集
団
に
所
属
し
た
も
の
が
離
れ
る
時
に
問
題
と
な

っ
て
い
た
本
尊
・
聖
教
を
と
り
か
へ
す
、
い
わ
ゆ
る
「
悔
い
返
し
」
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、「
聖
人
の
仰
せ
に
い
は

く
」
と
し
て
、 

 
本
尊
・
聖
教
を
と
り
か
へ
す
こ
と
、
は
な
は
だ
し
か
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
な
り
。
そ
の
ゆ
ゑ
は
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
、
な

に
ご
と
を
を
し
へ
て
弟
子
と
い
ふ
べ
き
ぞ
や
。
み
な
如
来
の
御
弟
子
な
れ
ば
、
み
な
と
も
に
同
行
な
り
。
念
仏
往
生
の
信
心
を
う

る
こ
と
は
、
釈
迦
・
弥
陀
二
尊
の
御
方
便
と
し
て
発
起
す
と
み
え
た
れ
ば
、
ま
つ
た
く
親
鸞
が
授
け
た
る
に
あ
ら
ず
。 

（『
聖
典
全
書
』
四
、
二
五
四
） 

 
と
あ
る
。
覚
如
の
著
作
に
は
、『
歎
異
抄
』
を
実
見
し
た
、
あ
る
い
は
『
歎
異
抄
』
か
ら
引
用
し
た
と
の
表
現
は
、
皆
無
で
あ
る
こ
と

か
ら
『
歎
異
抄
』
に
依
っ
た
の
か
ど
う
は
か
判
然
と
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、『
歎
異
抄
』
は
そ
も
そ
も
親
鸞
が
語
っ
た
こ
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と
を
唯
円
が
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
『
口
伝
鈔
』
の
「
口
伝
」
と
は
如
信
か
ら
口
伝
え
に
聞
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
直
弟
で
あ
る
唯
円
、
如
信
の
い
ず
れ
も
が
聞
い
て
い
た
可
能
性
は
高
く
、
少
な
く
と
も
「
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
」
と

い
う
言
葉
と
そ
の
意
味
内
容
が
門
弟
間
に
お
け
る
共
通
の
理
解
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、『
改
邪
鈔
』
第
四
条
に
お
い

て
も
、 

 
祖
師
の
仰
せ
に
も
、「
そ
れ
が
し
は
ま
つ
た
く
弟
子
一
人
も
も
た
ず
。
そ
の
ゆ
ゑ
は
、
弥
陀
の
本
願
を
た
も
た
し
む
る
ほ
か
は
な

に
ご
と
を
を
し
へ
て
か
弟
子
と
号
せ
ん
。
弥
陀
の
本
願
は
仏
智
他
力
の
授
け
た
ま
ふ
と
こ
ろ
な
り
。
し
か
れ
ば
、
み
な
と
も
の
同

行
な
り
。
わ
た
く
し
の
弟
子
に
あ
ら
ず
」
と
﹇
云
々
﹈
                                                         （『
聖
典
全
書
』
四
、
三
〇
四
） 

 
と
、
や
は
り
親
鸞
の
語
っ
た
言
葉
と
し
て
「
弟
子
一
人
も
も
た
ず
」
を
示
し
、「
弥
陀
の
本
願
」
が
中
心
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て

い
る
。
な
お
、
こ
の
姿
勢
は
、
さ
ら
に
時
代
が
下
っ
た
蓮
如（

7
）に
も
伝
承
さ
れ
て
い
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
親
鸞
が
多
く
の
門
弟
と
の
交
わ
り
の
中
で
示
し
た
「
法
義
」
に
関
す
る
姿
勢
に
は
、
法
義
に
相
異
す
る
こ
と
に
対

し
て
は
妥
協
な
き
厳
し
さ
が
あ
り
、
形
成
さ
れ
て
い
く
集
団
に
お
い
て
も
正
し
い
法
義
を
顕
し
て
い
く
こ
と
は
、
重
要
な
こ
と
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
親
鸞
の
教
え
を
相
承
し
て
い
く
集
団
に
と
っ
て
、
そ
の
基
軸
に
あ
る
の
は
「
如
来
の
教
法
」
で
あ
り
、
そ
の
「
法
義
」
を

さ
し
措
い
て
他
の
関
係
性
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
が
初
期
真
宗
に
お
い
て
示
さ
れ
た
集
団
の
あ
り
方
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

（
３
）
真
宗
諸
流
の
組
織
化
 

最
後
に
初
期
真
宗
に
お
け
る
集
団
の
組
織
化
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。
初
期
真
宗
に
お
け
る
集
団
と
は
、
法
然
の
門
弟
と
し
て
の
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親
鸞
、
そ
し
て
そ
の
親
鸞
を
法
義
の
師
と
し
た
門
弟
の
集
団
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
真
宗
の
門
流
は
、
組
織
化
と
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
特
徴

的
な
性
格
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。 

ま
ず
、
挙
げ
て
お
き
た
い
の
は
「
血
脈
相
承
」
で
あ
る
。
血
脈
相
承
と
は
、
身
体
の
血
管
が
切
れ
目
な
く
続
い
て
い
る
こ
と
に
喩
え

ら
れ
る
師
か
ら
弟
子
へ
教
え
が
代
々
伝
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
す
。
先
述
の
『
法
水
分
流
記
』
に
至
る
法
然
門
流
の
諸
記
録
が
示
す
よ
う

に
、
法
然
と
親
鸞
の
関
係
性
が
広
く
知
ら
れ
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
初
期
真
宗
に
お
い
て
は
、
法
然
・
親
鸞
の
密
接
な

繋
が
り
を
強
調
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
次
に
誰
が
位
置
す
る
の
か
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
の
特
徴
が

表
れ
て
く
る
。
以
下
に
、『
法
水
分
流
記
』
に
あ
っ
た
本
願
寺
・
錦
織
寺
・
佛
光
寺
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。 

本
願
寺
に
お
い
て
、
血
脈
相
承
を
強
調
し
た
の
は
覚
如
で
あ
る
。
覚
如
は
、
生
涯
を
か
け
て
親
鸞
を
法
然
の
正
統
な
継
承
者
と
し
て

顕
彰
し
て
い
く
が
、
そ
の
主
張
の
中
で
用
い
た
論
理
が
、
法
然
・
親
鸞
・
如
信
に
よ
る
「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

そ
れ
は
『
改
邪
鈔
』
の
後
跋
に
、 

 
右
此
抄
者
祖
師
本
願
寺
聖
人
﹇
親
鸞
﹈
面
授
口
決
于
先
師
大
網
如
信
法
師
之
正
旨
報
土
得
生
之
最
要
也
余
壯
年
之
往
日
忝
從
受
三

代
﹇
黑
谷
本
願
寺
﹈﹇
大
網
﹈
傳
持
之
血
脈
以
降
鎭
所
蓄
二
尊
興
說
之
目
足
也
                          （『
聖
典
全
書
』
四
、
三
二
七
） 

 
と
記
さ
れ
て
い
る
。
覚
如
に
と
っ
て
如
信
と
は
、
法
然
・
親
鸞
と
相
承
さ
れ
て
き
た
法
門
伝
授
の
師
で
あ
り
、
自
ら
が
そ
の
如
信
か
ら

教
え
を
受
け
た
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
親
鸞
を
「
本
願
寺
鸞
聖
人
」（『
聖
典
全
書
』
四
、
二
四
五
）
と
し
て
顕
彰
し
て
い

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、『
親
鸞
聖
人
門
侶
交
名
牒
』
で
は
、『
法
水
分
流
記
』
と
同
様
に
覚
恵
、
覚
如
の
親
子
は
如
信
の
門

弟
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
如
信
に
は
親
鸞
の
直
弟
と
し
て
「
奥
州
大
網
住
」、「
親
鸞
上
人
真
弟
■
公
子
息
也
」（
妙
源
寺
蔵
本
、『
聖

典
全
書
』
六
、
八
六
二
）
と
の
註
記
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
親
鸞
か
ら
の
相
承
者
を
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
一
流
が
形
成
さ
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れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ま
た
、
初
期
真
宗
に
お
け
る
集
団
が
血
脈
相
承
を
明
示
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
も
の
に
高
僧
連
座
像
と
い
わ

れ
る
も
の
が
あ
る
。
宮
崎
圓
遵
氏（

8
）は
、
奈
良
県
滝
上
寺
蔵
の
八
高
僧
像
に
つ
い
て
、 

 
善
導
の
法
門
が
正
し
く
源
空
に
う
け
つ
が
れ
、
親
鸞
に
伝
持
さ
れ
、
さ
ら
に
性
信
以
下
に
お
の
お
の
面
授
口
決
さ
れ
て
聖
空
に
至

っ
て
い
る
こ
と
を
現
わ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
一
群
像
は
、
こ
れ
を
安
置
し
た
聖
空
が
、
伝
持
す
る
と
こ
ろ
の
法
脈
を

示
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

 
と
述
べ
ら
れ
、
そ
の
八
高
僧
像
が
面
授
口
決
の
相
承
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
し
て
、「
初
期
真
宗
に
し
ば
し
ば
描
か
れ
て

い
る
連
座
像
は
、
こ
う
し
た
性
格
の
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
初
期
真
宗
に
お
け
る
高
僧
連
座
像
は
、
基
本
的
な
性
格
と

し
て
は
法
脈
の
伝
持
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
諸
例
は
『
存
覚
上
人
袖
日
記
』
に
多
く
み
ら
れ
る
。『
存
覚
上
人
袖
日
記
』
と
は
、

初
期
真
宗
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
名
号
本
尊
や
光
明
本
尊
、
あ
る
い
は
蓮
座
像
や
太
子
像
な
ど
、
存
覚
が
見
聞
し
た
も
の
つ
い
て

の
記
録
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
瓜
生
津
本
尊
」
に
つ
い
て
記
さ
れ
る
内
容
に
、 

 
一
鋪
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
﹇
親
鸞
聖
人
﹈
　
﹇
十
月
廿
二
日
入
滅
﹈ 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
願
寺
　
　
　
　
願
性
　
　
　
　
　
　
　
愚
咄
﹇
正
月
廿
二
日
□
﹈ 

太
子
﹇
眷
屬
六
人
／
如
恆
﹈
惠
心
　
　
　
　
　
﹇
七
月
十
七
日
入
滅
﹈﹇
八
月
十
五
日
入
滅
﹈ 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
黒
谷
　
　
　
　
　
性
信
　
　
　
　
　
　
　
善
明
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
﹇
日
本
源
空
聖
人
﹈﹇
釋
│
│
ト
／
書
無
上
人
字
﹈﹇
以
下
皆
同
﹈ 
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（『
聖
典
全
書
』
四
、
一
四
五
三
） 

 
と
あ
る
。
そ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
、『
法
水
分
流
記
』
に
あ
っ
た
錦
織
寺
の
系
譜
に
記
さ
れ
た
名
前
で
あ
り
、
同
様
の
も
の
が
複
数
み

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
初
期
真
宗
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
血
脈
相
承
を
明
示
す
る
の
は
一
般
的
な
傾
向
で
あ
り
、
高
僧
連
座
像
や
光

明
本
尊
以
外
に
も
、
親
鸞
の
御
消
息
集
で
あ
る
『
血
脈
文
集
』
に
つ
い
て
、
血
脈
相
承
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
横
曽
根
門
徒
に
よ

っ
て
編
集
さ
れ
た
と
す
る
説
が
あ
る
。
ま
た
、
佛
光
寺
の
了
源
に
は
、
描
き
列
ね
た
肖
像
を
系
図
の
よ
う
に
線
で
つ
な
ぎ
、
相
承
を
示

し
た
『
一
流
相
承
系
図
』
が
あ
る
。
存
覚
の
制
作
と
さ
れ
る
そ
の
序
題
に
は
、 

 
右
親
鸞
聖
人
ハ
、
眞
宗
ノ
先
達
、
一
流
ノ
名
德
ナ
リ
。
勸
化
都
鄙
ニ
ア
マ
ネ
ク
、
化
導
道
俗
ヲ
カ
ネ
タ
マ
ヘ
リ
。
カ
ノ
御
門
徒
ア

マ
タ
ニ
ア
ヒ
ワ
カ
レ
タ
マ
ヘ
ル
ナ
カ
ニ
、
予
ガ
信
知
シ
タ
テ
マ
ツ
ル
ト
コ
ロ
ノ
相
承
ハ
、
眞
佛
・
源
海
・
了
海
・
誓
海
・
明
光
コ

レ
ナ
リ
。
コ
ヽ
ニ
了
源
、
カ
ノ
明
光
ノ
ヲ
シ
ヘ
ヲ
タ
モ
チ
テ
、
ミ
ヅ
カ
ラ
モ
信
ジ
ヒ
ト
ヲ
シ
テ
モ
行
ゼ
シ
ム
（
中
略
）
カ
ツ
ハ
次

第
相
承
ノ
儀
ヲ
タ
ヾ
シ
ク
セ
シ
メ
ン
ガ
タ
メ
、
カ
ツ
ハ
同
一
念
佛
ノ
ヨ
シ
ミ
ヲ
オ
モ
フ
ニ
ヨ
リ
テ
、
現
存
ノ
ト
キ
ヨ
リ
ソ
ノ
面
像

ヲ
ウ
ツ
シ
テ
、
ス
ヱ
ノ
世
マ
デ
モ
ソ
ノ
カ
タ
ミ
ヲ
ノ
コ
サ
ン
ト
ナ
リ
。
                                （『
聖
典
全
書
』
六
、
一
二
五
三
） 

 
と
あ
る
。
こ
こ
で
も
、『
法
水
分
流
記
』
に
あ
っ
た
内
容
と
同
様
の
血
脈
相
承
が
示
さ
れ
、
そ
の
制
作
目
的
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

『
一
流
相
承
系
図
』
は
、
相
承
を
示
し
所
属
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
連
帯
感
を
高
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

次
に
、
集
団
が
そ
れ
ぞ
れ
組
織
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
集
団
内
外
の
問
題
や
そ
の
対
応
か
ら
組
織
の
強
化
、
統
制
の
た
め
に
集

団
の
規
則
を
制
定
す
る
よ
う
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
「
制
禁
」
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
歎
異
抄
』
第
十
三
条
に
は
、
念
仏
の
道
場
に
お

け
る
張
り
紙
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。 
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当
時
は
後
世
者
ぶ
り
し
て
、
よ
か
ら
ん
も
の
ば
か
り
念
仏
申
す
べ
き
や
う
に
、
あ
る
い
は
道
場
に
は
り
ぶ
み
を
し
て
、
な
ん
な
ん

の
こ
と
し
た
ら
ん
も
の
を
ば
、
道
場
へ
入
る
べ
か
ら
ず
な
ん
ど
と
い
ふ
こ
と
、
ひ
と
へ
に
賢
善
精
進
の
相
を
外
に
し
め
し
て
、
内

に
は
虚
仮
を
い
だ
け
る
も
の
か
。
                                                                                  （『
聖
典
全
書
』
二
、
一
〇
六
五
） 

 
こ
こ
で
は
、
縁
に
よ
っ
て
は
ど
の
よ
う
な
行
い
を
す
る
の
か
わ
か
ら
な
い
の
が
人
間
で
あ
る
の
に
、
近
頃
は
、
賢
げ
に
振
る
舞
う
者
が

お
り
、
外
に
賢
善
精
進
の
相
を
示
し
、
内
に
嘘
い
つ
わ
り
の
心
を
抱
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
批
判
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
一
例
と
し
て
、
念
仏
の
道
場
に
張
紙
を
し
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
者
を
道
場
に
入
れ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
を
挙
げ
て

い
る
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
の
内
容
の
是
非
で
は
な
く
、
当
時
す
で
に
、「
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
者
を
道
場
に

入
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
則
が
示
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
初
期
真
宗
の
集
団
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
規
則
は
、

「
制
禁
」「
掟
」、「
禁
制
」、「
定
」
な
ど
と
呼
ば
れ
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
成
立
年
代
や
地
域
の
委
細
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で

は
な
い
が
、
内
容
か
ら
当
時
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
「
制
禁
」
は
、
千
葉
乗
隆
氏（

9
）に
よ
れ
ば
、 

 
聖
人
在
世
中
は
、
成
文
化
さ
れ
た
制
禁
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
聖
人
の
日
常
の
行
動
や
書
状
に
よ
る
教
諭
な
ど
が
念
仏
集
団
の
規

範
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
念
仏
集
団
が
教
団
と
し
て
の
社
会
的
存
在
価
値
を
増
大
す
る
に
つ
れ
て
、
組
織
化
が
す
す
み
、
制

禁
が
生
ま
れ
、
法
規
が
整
備
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
っ
た
。 

 
と
さ
れ
、
成
文
化
さ
れ
る
の
は
親
鸞
没
後
の
集
団
の
中
に
お
い
て
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
以
下
に
、
一
部
で
は
あ
る
が
、
い

く
つ
か
の
例
を
あ
げ
て
み
た
い
。
弘
安
八
（
一
二
八
五
）
年
の
奥
書
を
も
つ
「
善
円
十
七
箇
条
」
に
は
、「
一
向
専
修
の
念
仏
者
の
な

か
に
停
止
せ
し
む
べ
き
条
々
事
」
と
冒
頭
に
あ
り
、 
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一
　
あ
や
ま
て
一
向
専
修
と
い
ひ
て
、
邪
義
を
と
き
て
師
匠
の
悪
名
を
た
つ
る
事
 

一
　
師
匠
な
れ
は
と
て
、
是
非
を
た
ゞ
さ
ず
、
弟
子
を
勘
当
す
べ
か
ら
ざ
る
事
 

（
中
略
） 

右
こ
の
む
ね
を
停
止
せ
し
め
て
、
十
七
ケ
條
の
是
非
、
制
禁
に
ま
か
せ
て
、
専
修
一
行
の
念
仏
者
等
、
あ
ひ
た
が
ひ
に
い
ま
し
め

を
い
た
し
て
信
ぜ
ら
る
べ
し
。
も
し
こ
の
む
ね
を
そ
む
か
ん
と
も
が
ら
に
お
き
て
は
、
同
朋
・
同
行
な
り
と
い
ふ
と
も
、
衆
中
を

ま
か
り
い
だ
し
、
同
座
・
同
列
を
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
。
仍
制
禁
之
状
、
如
件
                 （『
聖
典
全
書
』
六
、
八
八
三
） 

 
と
あ
る
。
ま
た
、「
浄
興
寺
二
十
一
箇
条
」
に
は
、 

 
一
　
縦
雖
写
賜
聖
教
并
師
判
於
背
師
説
之
輩
者
、
有
衆
徒
之
義
定
、
須
所
伝
聖
教
被
悔
還
 

一
　
未
不
伝
師
説
輩
、
私
説
邪
義
揚
師
匠
悪
名
事
、
尤
可
留
之
 

一
　
不
勘
是
非
私
不
可
勘
当
弟
子
等
 

一
　
不
可
軽
慢
師
長
々
々
者
愚
禿
抄
上
可
見
仁
邪
者
也
　
 

（
中
略
） 

已
前
廿
一
箇
條
甄
録
如
是
堅
守
此
法
敢
不
可
違
執
於
不
用
此
制
法
之
輩
者
宜
経
衆
徒
之
僉
議
可
被
停
廃
衆
中
者
也
抑
書
置
此
誓
文

事
者
如
新
選
五
念
門
『
註
論
』
及
不
違
先
師
作
以
願
力
成
就
之
五
念
門
依
伝
知
識
成
就
之
意
趣
也
 （『

聖
典
全
書
』
六
、
八
八
三
） 

 
な
ど
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
十
四
世
紀
初
頭
の
も
の
と
さ
れ
る
「
了
智
六
箇
条
」
に
は
冒
頭
に
、 
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門
徒
の
中
に
存
知
し
て
念
仏
を
勤
行
す
べ
き
事
。 

念
仏
を
申
し
宗
に
つ
ら
な
り
な
が
ら
、
私
邪
義
を
た
て
ん
輩
に
お
き
て
は
、
つ
た
う
る
と
こ
ろ
の
聖
敎
・
本
尊
を
悔
還
し
て
、
早

衆
中
を
停
廢
す
べ
し
。
ゆ
へ
は
い
か
ん
と
な
れ
ば
、
愚
癡
の
輩
は
よ
き
こ
と
を
ば
學
ず
し
て
、
わ
る
き
こ
と
を
ば
こ
の
み
ま
な

ぶ
。
一
人
わ
る
き
と
が
ゆ
へ
に
、
万
人
を
損
ず
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
す
で
に
門
徒
の
惡
名
を
な
す
。
し
か
る
あ
ひ
だ
、
か
た
く
い

ま
し
む
べ
き
な
り
。
                                                                                                        （『
聖
典
全
書
』
六
、
八
八
九
） 

 
と
示
し
、
本
文
に
は
、 

 
一
　
わ
た
く
し
に
弟
子
同
行
を
か
ん
だ
う
す
べ
か
ら
ず
。
と
が
あ
ら
む
に
お
き
て
は
、
門
徒
の
僉
議
を
へ
て
、
そ
の
お
も
む
き
に

し
た
が
ふ
て
、
罪
科
現
在
た
ら
ば
か
ん
だ
う
す
べ
し
。
し
か
り
と
い
ふ
と
も
、
先
非
を
懺
悔
せ
ば
、
ゆ
る
し
つ
べ
く
は
ゆ
る
す
べ

し
。
                                                                                                                             （『
聖
典
全
書
』
六
、
八
八
九
） 

な
ど
と
あ
る
。
こ
こ
に
挙
げ
た
三
つ
の
「
制
禁
」
の
条
目
に
共
通
す
る
の
は
、
親
鸞
の
御
消
息
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
造
悪
無
礙
の
者
を

誡
め
、
善
知
識
や
師
を
軽
侮
す
る
者
を
批
難
し
た
内
容
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
門
弟
の
時
代
と
な
っ
て
以
降
も
問
題
と
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、「
了
智
六
箇
条
」
に
つ
い
て
は
、
先
の
二
つ
に
比
べ
て
よ
り
具
体
的
で
あ
り
、
先
述
し
て
き
た
よ
う
な
、

集
団
に
お
け
る
師
弟
と
い
う
関
係
性
、
ま
た
聖
教
の
悔
い
返
し
の
問
題
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
他
に
は
、
勤
行
や
具
体
的
な
生
活
面
に
つ

い
て
の
条
目
も
あ
る
が
、「
制
禁
」
の
中
に
「
専
修
一
行
の
念
仏
者
等
あ
ひ
た
か
ひ
に
い
ま
し
め
を
い
た
し
て
」、「
衆
徒
之
僉
議
」、

「
門
徒
の
僉
議
」
等
の
言
葉
が
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
、
合
議
制
の
あ
る
自
治
集
団
の
姿
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

ま
た
、
佛
光
寺
の
了
源
に
よ
る
『
一
流
相
承
系
図
』
の
序
題
に
は
、「
条
々
日
ゴ
ロ
度
々
ノ
置
文
」（『
聖
典
全
書
』
六
、
一
二
五
四
）
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と
あ
り
、
そ
の
序
題
と
よ
く
対
応
し
た
内
容
を
も
つ
と
さ
れ
る
『
算
頭
録
』
の
冒
頭
で
は
、 

 
親
鸞
聖
人
の
一
流
に
お
い
て
定
め
を
き
た
ま
へ
る
条
、
わ
が
門
徒
の
と
も
が
ら
、
違
犯
な
か
ら
し
め
む
た
め
に
、
さ
だ
め
を
く

事
。
                                                                                                                          （『
聖
典
全
書
』
六
、
一
二
四
三
） 

 
と
あ
り
、
三
ケ
條
か
ら
な
る
制
法
を
集
団
に
示
し
て
い
る
。
佛
光
寺
に
は
、
集
団
内
の
統
制
を
は
か
る
た
め
、
他
に
「
制
禁
」
と
共
通

す
る
内
容
が
見
ら
れ
る
『
一
味
和
合
契
約
状
』、
弟
子
の
争
奪
に
対
応
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
念
仏
相
承

血
脈
掟
書
』
が
あ
る（

10
）。 

以
上
、
初
期
真
宗
の
諸
流
に
お
け
る
血
脈
相
承
と
「
制
禁
」
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
。
真
宗
諸
流
の
集
団
は
、
同
じ
法
義
を
基
軸

と
し
な
が
ら
も
、
系
譜
や
規
則
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
発
揮
し
、
組
織
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

お
わ
り
に
 

初
期
真
宗
に
お
け
る
集
団
の
姿
と
は
、
親
鸞
の
門
弟
た
ち
に
よ
る
活
動
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
は
や
が
て
諸
流
を
成
し
、
そ
れ
ぞ
れ

に
特
徴
を
生
ん
で
い
く
も
の
で
も
あ
っ
た
。
本
論
で
は
、
親
鸞
を
起
点
と
し
て
、
集
団
の
全
体
像
、
集
団
の
基
軸
、
そ
し
て
組
織
化
に

焦
点
を
あ
て
て
論
述
し
て
き
た
。
と
く
に
今
回
は
、
親
鸞
と
門
弟
集
団
の
あ
り
方
、
ま
た
『
法
水
分
流
記
』
に
示
さ
れ
て
い
た
本
願

寺
・
錦
織
寺
・
佛
光
寺
の
系
譜
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
真
宗
教
団
は
、
最
初
期
の
集
団
形
成
の
段
階
か
ら
、
共
通
の
基
軸
を
持
ち
な
が

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
に
よ
っ
て
時
代
に
応
じ
、
や
が
て
後
世
に
は
広
く
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。 
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【
註
】 

（
１
）
先
行
研
究
で
は
、
今
日
の
よ
う
な
「
教
団
」
で
は
な
く
原
初
的
な
集
団
を
指
し
て
「
門
流
」
や
「
門
徒
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
そ
の
点
に
つ
い

て
は
、『
親
鸞
・
初
期
真
宗
門
流
の
研
究
』（
二
〇
二
三
年
三
月
発
行
）
所
収
、
安
藤
弥
氏
「
親
鸞
・
初
期
真
宗
門
流
研
究
序
説
」
に
詳
し
い
。 

（
２
）
引
用
文
に
お
い
て
用
い
る
｛
　
｝
は
割
註
、﹇
　
﹈
は
細
字
、「
／
」
は
改
行
、
□
は
判
読
不
明
の
文
字
、
を
そ
れ
ぞ
れ
示
す
。
ま
た
、
と
く
に
断
ら
な

い
か
ぎ
り
引
文
の
後
に
（
　
）
で
示
す
内
容
は
、
引
用
典
籍
と
巻
数
、
頁
数
を
示
す
。
ま
た
、『
聖
典
全
書
（
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』）』、『
史
料
集
成

（
真
宗
史
料
集
成
）』
と
そ
れ
ぞ
れ
略
称
を
用
い
て
い
る
。 

（
３
）
牧
哲
義
氏
（「
尭
恵
堪
録
『
吉
水
分
流
記
』
に
つ
い
て
」『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
三
二
巻
二
号
、
一
九
八
四
年
）
に
よ
れ
ば
、
本
書
の
奥
書
に
は
、
永

和
元
（
一
三
七
五
）
年
に
尭
恵
が
浄
書
し
、
永
正
七
（
一
五
一
〇
）
年
に
康
翁
、
さ
ら
に
延
宝
七
（
一
六
七
九
）
年
に
霄
翁
が
そ
れ
ぞ
れ
書
写
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
三
年
後
に
成
立
す
る
『
法
水
分
流
記
』
は
、
諸
流
の
数
も
多
く
客
観
性
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
の
先
駆
的
な
役
割
を
果
た
し
た

も
の
が
本
書
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
書
に
は
明
ら
か
な
後
世
の
加
筆
が
み
ら
れ
る
が
、『
法
水
分
流
記
』（
後
掲
の
山
田
氏
が
紹

介
さ
れ
た
も
の
と
は
別
の
書
写
本
）
と
合
冊
さ
れ
て
お
り
、
最
古
の
書
写
本
と
さ
れ
て
い
る
。 

（
４
）
山
田
文
昭
氏
「『
法
水
分
流
記
』
解
題
」（
一
九
一
四
年
三
月
発
行
、『
日
本
仏
教
史
之
研
究
』〈
山
田
文
昭
遺
稿
刊
行
会
編
、
一
九
四
三
年
十
月
刊
行
〉

所
収
）。
そ
こ
で
は
、
①
「
覚
英
﹇
円
性
」」
は
「
覚
恵
﹇
専
証
﹈」
の
写
誤
で
あ
る
、
②
存
覚
、
乗
専
は
覚
如
の
下
に
出
す
べ
き
で
覚
恵
の
下
な
の
は
写

誤
で
あ
る
、
③
「
真
仏
﹇
住
阿
佐
府
﹈」
は
誓
海
以
後
佛
光
寺
了
源
の
系
統
を
阿
佐
布
門
徒
と
呼
ん
だ
た
め
で
本
来
は
下
野
高
田
の
住
人
で
あ
る
、
と
の

指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
引
用
し
た
『
史
料
集
成
』
八
で
は
、
以
上
の
点
を
含
め
た
五
箇
所
に
原
本
表
記
を
そ
の
ま
ま
翻
刻
し
て
い
る
こ
と
を
示

す
「
マ
マ
」
と
の
註
記
が
付
さ
れ
て
い
る
。 

（
５
）
清
水
谷
正
尊
氏
『「
西
方
指
南
抄
に
つ
い
て
」』（
二
〇
一
三
年
発
行
） 

（
６
）
先
掲
の
山
田
氏
が
紹
介
さ
れ
た
『
法
水
分
流
記
』
の
書
写
本
に
は
、
冒
頭
に
永
和
四
（
一
三
七
八
）
年
に
静
見
が
撰
述
し
た
こ
と
を
示
す
「
仏
子
静
見

勘
録
｛
永
和
四
年
戊
午
／
卯
月
十
四
日
｝」
と
の
記
述
が
あ
り
、
末
尾
に
は
、
永
正
七
（
一
五
一
〇
）
年
の
三
河
法
蔵
寺
の
康
翁
の
写
伝
、
大
永
七
（
一

五
二
七
）
年
の
記
録
、
元
禄
九
（
一
六
九
六
）
年
の
匪
空
の
書
写
奥
書
が
あ
り
、
最
後
に
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
西
山
派
の
明
空
沢
了
の
手
沢
本
と
さ

れ
る
。 

（
７
）「
御
文
章
」
第
一
帖
第
一
通
に
お
い
て
、
蓮
如
は
「
真
宗
に
お
い
て
、
僧
侶
は
門
徒
を
必
ず
我
が
弟
子
と
心
得
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も
如
来
や

親
鸞
聖
人
の
弟
子
と
申
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
、
判
断
が
つ
き
ま
せ
ん
」
と
い
う
質
問
に
対
し
、
自
身
が
聞
き
受
け
て
い
る
と
こ
ろ
と
し
て
、「
故
聖
人
の

仰
せ
に
は
、〈
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
〉
と
こ
そ
仰
せ
ら
れ
候
ひ
つ
れ
。〈
そ
の
ゆ
ゑ
は
、
…
」
と
し
て
、
や
は
り
「
如
来
の
教
法
」
が
中
心
で
あ

る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。 
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（
８
）
宮
崎
圓
遵
氏
「
初
期
真
宗
の
連
座
像
に
つ
い
て
－
滝
上
寺
蔵
八
高
僧
像
を
縁
と
し
て
－
」（『
初
期
真
宗
の
研
究
』〈
一
九
七
一
年
一
月
刊
行
〉
所
収
） 

（
９
）
千
葉
乗
隆
氏
「
本
願
寺
教
団
の
展
開
と
掟
」（『
本
願
寺
教
団
の
展
開
』〈
一
九
九
六
年
四
月
刊
行
〉
所
収
） 

（
10
）
宮
崎
圓
遵
氏
（「
初
期
真
宗
の
門
徒
制
条
一
斑
」『
真
宗
史
の
研
究
（
上
）』〈
一
九
八
七
年
十
一
月
刊
行
〉
所
収
）
に
よ
れ
ば
、
滋
賀
県
増
田
明
性
寺
に

余
仏
余
菩
薩
諸
法
諸
宗
を
誹
謗
す
る
こ
と
等
を
禁
じ
た
六
箇
条
や
、「
十
三
ヶ
条
」
と
い
う
貞
和
二
年
（
一
三
四
七
）
の
識
語
を
有
す
る
も
の
が
あ
り
、

鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
、
こ
の
種
の
制
禁
は
色
々
と
成
立
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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知
空
に
よ
る
本
願
寺
教
団
の
教
化
活
動
 

　――『
御
伝
鈔
照
蒙
記
』
撰
述
の
背
景
を
通
し
て
――
 

林
　
龍

樹
 

は
じ
め
に
 

本
稿
は
、
本
願
寺
第
二
代
能
化
知
空
（
一
六
三
四
│
一
七
一
八
）
著
『
御
伝
鈔
照
蒙
記
』（
以
下
、『
照
蒙
記
』
と
す
る
。）
撰
述
の

背
景
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
、
知
空
の
本
願
寺
教
団
に
お
け
る
教
化
活
動
の
一
端
を
探
る
も
の
で
あ
る
。 

浄
土
真
宗
の
宗
祖
親
鸞
像
を
形
成
す
る
に
お
い
て
そ
の
中
心
を
担
っ
て
き
た
の
は
、
本
願
寺
第
三
代
宗
主
覚
如
（
一
二
七
〇
│
一
三

五
一
）
が
著
し
た
『
御
伝
鈔
』
で
あ
ろ
う
。
知
空
著
『
照
蒙
記
』
は
、
こ
の
浄
土
真
宗
の
宗
祖
親
鸞
の
伝
記
『
御
伝
鈔
』
の
註
釈
書
で

あ
る
。
本
稿
で
は
、
江
戸
時
代
初
期
の
本
願
寺
に
お
い
て
指
導
者
的
立
場
に
あ
っ
た
知
空
の
著
作
で
あ
る
『
照
蒙
記
』
を
対
象
と
し
て

そ
の
撰
述
背
景
を
探
る
。
本
書
を
取
り
上
げ
る
理
由
は
、『
照
蒙
記
』
が
『
御
伝
鈔
』
を
訓
詁
註
釈
し
た
大
部
の
書
で
あ
り
、
明
治
に

至
る
ま
で
『
御
伝
鈔
』
の
正
統
な
註
釈
書
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る（

1
）。 

こ
の
『
照
蒙
記
』
は
、『
御
伝
鈔
』
の
註
釈
書
と
い
う
性
格
上
、
近
世
の
宗
祖
親
鸞
像
を
探
る
一
史
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
。
こ
の
よ
う
な
中
、
末
木
文
美
士
氏
が
、 
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そ
も
そ
も
宗
教
者
の
伝
記
は
、
biography
で
な
く
、
hagiography
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
客
観
的
な
事
実
を
記
し
た
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
故
、
そ
れ
ら
の
伝
記
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
ま
ず
必
要
で
あ
る（

2
）。 

 
と
述
べ
る
よ
う
に
、
各
時
代
に
著
さ
れ
た
親
鸞
の
伝
記
が
ど
の
よ
う
な
背
景
か
ら
著
さ
れ
た
の
か
、
さ
ら
に
、
後
世
の
註
釈
書
が
ど
の

よ
う
に
伝
記
を
註
釈
し
た
の
か
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
個
別
の
伝
記
、
並
び
に
そ
の
註
釈
書
の
撰
述
背
景
を
探
る
こ
と

は
、
各
時
代
に
お
い
て
そ
の
著
者
や
教
団
が
目
指
し
た
あ
り
方
、
方
向
性
を
探
る
上
で
重
要
で
あ
ろ
う
。 

『
照
蒙
記
』
に
つ
い
て
の
書
誌
を
は
じ
め
と
す
る
基
礎
的
な
情
報
は
塩
谷
菊
美
氏
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る（

3
）。
ま
た
、
塩
谷
氏

は
、
知
空
が
『
照
蒙
記
』
に
お
い
て
引
用
す
る
先
行
史
料
の
引
用
態
度
か
ら
、『
照
蒙
記
』
が
、
親
鸞
の
生
涯
を
通
し
て
教
義
を
わ
か

り
や
す
く
伝
え
る
こ
と
よ
り
も
、
史
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る（

4
）。
知
空
在
世
当
時
の

本
願
寺
に
お
け
る
聖
教
註
釈
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。 

ま
た
、
本
書
の
撰
述
背
景
と
し
て
特
筆
す
べ
き
は
、
大
澤
絢
子
氏
の
指
摘
で
あ
る
。
大
澤
氏
は
、
当
時
の
教
団
の
課
題
と
し
て
外
部

か
ら
批
判
を
受
け
て
い
た
妻
帯
に
注
目
し
、
知
空
が
特
に
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
意
識
し
て
真
宗
僧
侶
が
妻
帯
を
す
る
根
拠
を
宗
祖
親
鸞

に
求
め
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
大
澤
氏
が
、
指
摘
す
る
よ
う
に
知
空
は
肉
食
妻
帯
に
関
す
る
書
籍
を
多
く
著
し
て
お
り
、
そ
の
重

要
性
が
窺
え
る
。
そ
も
そ
も
、『
御
伝
鈔
』
に
こ
の
妻
帯
に
関
す
る
直
接
の
記
述
は
な
い
。
六
角
堂
で
の
夢
告
の
内
容
も
直
ち
に
妻
帯

と
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
く
、
知
空
に
お
い
て
妻
帯
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

5
）。 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
知
空
は
『
御
伝
鈔
』
を
註
釈
す
る
に
あ
た
り
史
実
を
追
求
し
て
い
く
中
で
、
内
容
を
順
番
に
追
っ
て
い
く
だ

け
で
な
く
、
当
時
本
願
寺
教
団
が
抱
え
て
い
た
問
題
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
解
決
を
宗
祖
親
鸞
の
生
涯
に
求
め
註
釈
を
施
し
て
い
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
。 

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
今
回
取
り
上
げ
る
『
照
蒙
記
』
を
知
空
が
著
す
に
至
っ
た
背
景
を
、
当
時
の
教
団
が
置
か
れ
た
状
況
な
ど
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か
ら
検
討
す
る
。
ま
た
、
知
空
が
ど
の
よ
う
な
目
的
で
著
作
活
動
を
行
っ
て
い
た
か
を
他
の
著
作
な
ど
か
ら
確
認
し
た
い
。
そ
の
上

で
、
知
空
が
『
照
蒙
記
』
を
著
し
た
背
景
に
つ
い
て
本
書
の
内
容
か
ら
探
る
。
特
に
、
本
稿
で
は
、『
照
蒙
記
』
内
で
知
空
が
具
体
的

に
書
名
を
挙
げ
て
批
判
す
る
『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』（
以
下
、
原
則
『
未
来
記
』
と
す
る
。）
並
に
、『
親
鸞
邪
義
決
』（
以
下
、

『
邪
義
決
』
と
す
る
。）
に
注
目
し
、『
照
蒙
記
』
と
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。 

Ⅰ
．
知
空
在
世
時
の
本
願
寺
教
団
と
知
空
 

ま
ず
、
知
空
在
世
当
時
の
幕
府
の
動
向
と
本
願
寺
教
団
の
状
況
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
戦
乱
の
世
が
終
わ
り
を
告
げ
、
江
戸
幕
府
が

諸
制
度
を
整
え
て
ゆ
く
中
で
、
文
治
主
義
政
策
も
あ
り
、
各
教
団
で
は
学
問
研
鑚
の
機
運
が
高
ま
っ
て
い
く
。『
龍
谷
大
学
三
百
五
十

年
史
』
通
史
篇
上
巻
で
は
、 

 
浄
土
宗
で
は
、
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
に
関
東
十
八
箇
所
を
談
林
と
し
た
。
な
か
で
も
増
上
寺
の
談
林
な
ど
、
後
世
の
教
学
に

大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
気
運
が
浄
土
真
宗
に
お
け
る
宗
学
研
鑚
に
刺
激
を
与
え
た
こ
と
は
、
充
分
考
え
ら
れ
る（

6
）。 

 
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
他
宗
の
動
き
に
合
わ
せ
て
真
宗
に
お
い
て
も
学
問
が
重
要
視
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、『
増
補
改

訂
本
願
寺
史
』
第
二
巻
で
は
、 

 
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）、
幕
府
に
よ
る
諸
宗
統
制
の
強
い
意
図
か
ら
、
各
宗
共
通
の
諸
宗
法
度
が
発
布
さ
れ
た
。
…
（
中
略
）

…
そ
う
し
た
幕
府
の
施
策
を
受
け
て
、
本
山
は
独
自
の
制
禁
を
定
め
て
、
坊
官
・
奉
行
中
の
連
名
で
院
家
衆
以
下
惣
坊
主
衆
宛
布
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令
し
た（

7
）。 

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
近
世
初
期
の
本
願
寺
教
団
に
お
い
て
、
教
団
構
造
の
確
立
や
学
問
の
向
上
が
求
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

知
空
は
、
慶
安
二
（
一
六
四
九
）
年
十
七
歳
で
学
林
に
入
る
。
学
林
の
取
り
つ
ぶ
し
や
初
代
能
化
西
吟
（
一
六
〇
五
│
一
六
六
三
）

没
後
、
知
空
の
他
、
戒
空
（
生
没
年
不
詳
）、
閑
隆
（
│
一
七
〇
一
）
に
よ
る
能
化
代
役
の
時
期
を
経
て
実
質
的
に
第
二
代
能
化
と
な

っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
知
空
の
活
動
に
つ
い
て
井
上
哲
雄
氏
は
、 

 
知
空
は
常
に
本
山
の
命
を
奉
じ
て
東
奔
西
走
、
諸
国
の
異
解
者
を
糺
明
、
即
ち
寛
文
元
年
六
月
、
紀
伊
に
至
り
、
黒
江
の
邪
義
を

破
し
、
…
（
中
略
）
…
策
励
の
邪
義
を
破
斥
し
た（

8
）。 

 
と
述
べ
る
。
知
空
が
、
い
つ
能
化
と
な
っ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
宮
崎
円
遵
氏
は
、『
光
隆
寺
知
空
師
遂
日
記
』「
学
林
之
由
来
」

に
あ
る
正
徳
二
（
一
七
一
二
）
年
の
知
空
の
門
下
生
に
よ
る
代
講
の
記
述
や
、
初
代
能
化
西
吟
か
ら
第
四
代
能
化
法
霖
（
一
六
九
三
│
■

一
七
四
一
）
ま
で
、
能
化
と
な
っ
た
者
が
定
め
る
こ
と
が
通
例
と
な
っ
て
い
た
制
法
制
定
の
年
代
か
ら
、
お
お
よ
そ
の
時
期
を
見
当
づ

け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る（

9
）。
一
方
で
、
明
暦
二
（
一
六
五
六
）
年
に
学
林
に
お
い
て
、
知
空
は
『
安
楽
集
』
を

講
じ
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
頃
に
は
師
西
吟
の
下
で
若
く
し
て
教
団
の
指
導
者
的
立
場
に
あ
っ
た
か
、
将
来
的
に
そ
の
よ
う
な
立
場
と

な
る
意
識
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
降
、
知
空
は
、
教
団
の
指
導
者
と
し
て
各
地
で
お
こ
る
異
義
を
糾
弾
し
正
し
い
教
学
の
普
及
に

奔
走
し
た
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
知
空
の
著
述
は
、
同
じ
く
井
上
哲
雄
著
『
真
宗
学
匠
著
述
目
録
』
に
よ
る
と
五
十
九
部
が
確
認
で
き
る（

10
）。
そ
の
内
容
は
『
安

楽
集
鑰
聞
』
や
『
往
生
論
註
翼
解
』
な
ど
の
聖
典
註
釈
書
か
ら
、『
真
宗
肉
食
妻
帯
弁
』
や
『
嬰
児
帰
仏
弁
』
な
ど
の
当
時
本
人
、
も
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し
く
は
教
団
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
特
定
の
課
題
に
つ
い
て
論
じ
た
書
物
、
更
に
他
宗
な
ど
に
よ
る
批
判
に
反
駁
し

た
書
、
ま
た
当
時
各
所
で
お
こ
っ
て
い
た
異
義
を
糾
弾
す
る
書
籍
な
ど
多
岐
に
亘
る
。 

教
団
の
構
造
が
確
立
し
て
い
く
中
で
、
聖
教
の
解
釈
な
ど
、
本
願
寺
の
正
統
が
求
め
ら
れ
た
。
知
空
は
、
そ
の
中
心
と
な
っ
て
、
教

団
の
構
築
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
の
で
あ
る
。 

Ⅱ
．『
御
伝
鈔
照
蒙
記
』
の
撰
述
背
景
 

次
に
、『
照
蒙
記
』
の
撰
述
背
景
を
確
認
し
た
い
。『
照
蒙
記
』
は
、
宮
崎
円
遵
氏
に
よ
れ
ば
、
寛
文
元
（
一
六
六
一
）
年
に
著
さ
れ

て
い
る（

11
）。
そ
の
後
本
書
は
、
寛
文
四
（
一
六
六
四
）
年
に
初
版
が
刊
行
さ
れ
、
寛
文
一
一
（
一
六
七
〇
）
年
に
第
二
版
、
延
宝
五
（
一

六
七
七
）
年
以
降
に
第
三
版
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
大
東
坊
蔵
本
を
翻
刻
し
た
『
大
系
真
宗
史
料
伝
記
篇
２
御
伝
鈔
注

釈
』（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
八
年
）
を
用
い
た（

12
）。 

こ
の
『
照
蒙
記
』
が
知
空
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
最
大
の
契
機
は
、
寛
文
元
年
に
本
願
寺
で
勤
修
さ
れ
た
宗
祖
親
鸞
の
四
〇
〇
回
忌
法

要
（
報
恩
講
）
で
あ
ろ
う
。『
御
伝
鈔
』
は
報
恩
講
に
お
い
て
拝
読
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、『
照
蒙
記
』
は
同
年
に
著
さ
れ
て
い
る
。
宗

祖
四
〇
〇
回
忌
は
、
寛
文
元
年
三
月
十
八
日
の
逮
夜
か
ら
、
十
昼
夜
に
わ
た
り
勤
め
ら
れ
た（

13
）。
そ
の
規
模
は
、
参
列
の
僧
侶
が
絹
袈
裟

衆
四
〇
〇
余
人
、
惣
坊
主
衆
三
〇
〇
〇
人
、
斎
・
非
時
の
坊
主
衆
二
二
〇
〇
余
人
の
他
、
多
く
の
在
家
門
徒
が
集
ま
り
盛
大
に
執
り
行

わ
れ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
報
恩
講
で
は
、
現
在
で
も
『
親
鸞
伝
絵
』
か
ら
絵
を
抜
き
出
し
た
絵
伝
が
奉
懸
さ
れ
る
が
、
こ
の
四
〇
〇

回
忌
報
恩
講
に
際
し
て
、
そ
れ
ま
で
四
幅
で
あ
っ
た
絵
伝
は
、
新
た
に
建
立
さ
れ
た
御
影
堂
の
大
き
さ
に
合
わ
せ
て
徳
力
善
雪
を
絵
師

と
し
て
八
幅
へ
と
作
り
直
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
の
知
空
に
つ
い
て
『
龍
谷
講
主
伝
』「
京
師
光
隆
寺
知
空
伝
」
に
は
、 
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寛
文
元
年
。
開
山
四
百
年
忌
。
修
二

大
会
一

。
将
二

諸
使
一

主
弁（

14
）。 

 
と
あ
り
、
法
要
執
行
の
中
心
と
な
っ
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
照
蒙
記
』
の
撰
述
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考

え
る
。
塩
谷
菊
美
氏
は
、 

 
江
戸
時
代
も
早
い
う
ち
か
ら
、
東
西
両
本
願
寺
の
学
僧
た
ち
は
実
証
的
な
親
鸞
伝
を
目
指
し
て
史
料
の
博
捜
を
開
始
し
て
い
た

（『
御
伝
照
蒙
記
』、
空
誓
『
本
願
寺
聖
人
伝
絵
探
証
記
』
な
ど
）。
個
々
の
寺
院
の
由
緒
が
荒
唐
無
稽
な
親
鸞
像
を
伝
え
る
の
は
や

む
を
得
な
い
と
し
て
も
、
正
統
的
な
親
鸞
伝
か
ら
は
奇
説
を
排
そ
う
と
努
め
て
い
た
の
で
る（

15
）。 

 
と
述
べ
る
。
知
空
は
仏
教
内
外
の
典
籍
を
数
多
く
用
い
、
基
本
的
に
一
句
一
句
丁
寧
に
訓
詁
註
釈
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
既
存
の
伝

記
類
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
誤
り
を
修
正
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
本
願
寺
歴
代
著
述
の
聖
教
に
つ
い
て
は
、「
シ
カ
レ
ド
モ
『
口
伝

鈔
』
ハ
当
流
ノ
実
録
ナ
リ
、
ソ
ム
ク
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ（

16
）。」
と
述
べ
て
い
る
。 

ま
た
、
そ
の
他
の
背
景
と
し
て
、
誤
り
を
記
し
た
書
物
や
他
宗
か
ら
本
願
寺
に
向
け
ら
れ
た
様
々
な
批
判
が
あ
る
。
知
空
は
、『
照

蒙
記
』
に
、『
御
伝
鈔
』
下
第
五
段
に
説
か
れ
る
「
熊
野
霊
告
」
平
太
郎
の
物
語
を
を
釈
す
る
に
あ
た
り
、
平
太
郎
に
つ
い
て
詳
し
く

記
し
た
書
物
一
巻
が
あ
る
こ
と
を
を
述
べ
、「
雁
書
」
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る（

17
）。
知
空
に
よ
れ
ば
、
こ
の
書
物
は
、
始
終
間
違
い
が

多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
皆
挙
っ
て
こ
の
書
を
読
み
、
聞
い
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
こ
と
対
し
て
、
い
つ
の
時
代
の
書
物
か
誰
の
著
作

か
も
わ
か
ら
ず
、
誤
り
の
多
い
こ
の
書
物
を
用
い
な
い
よ
う
に
と
述
べ
て
い
る
。
知
空
は
、
雁
書
と
す
る
こ
の
書
が
、
具
体
的
に
何
か

は
述
べ
て
い
な
い
が
、
当
時
、
知
空
に
は
認
め
が
た
い
内
容
の
書
物
が
、
当
然
の
よ
う
に
真
宗
寺
院
な
ど
で
読
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。 
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ま
た
、
知
空
は
続
い
て
、「
総
ジ
テ
近
世
カ
ヤ
ウ
ノ
偽
書
ヲ
ヽ
シ
。『
太
子
未
来
記
』・『
邪
義
決
』
等
ノ
ゴ
ト
シ（

18
）」
と
し
て
、
二
部
の

書
名
を
挙
げ
る
。『
照
蒙
記
』
を
こ
れ
ら
の
二
書
、
並
に
『
御
伝
鈔
』
の
内
容
と
対
照
さ
せ
る
と
、
知
空
が
『
御
伝
鈔
』
を
註
釈
す
る

上
で
、『
太
子
未
来
記
』・『
邪
義
決
』
の
二
書
の
批
判
に
対
応
出
来
る
よ
う
に
内
容
を
編
集
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
以
下
、
そ
れ

ぞ
れ
の
書
籍
に
対
応
す
る
註
釈
箇
所
を
考
察
し
た
い
。 

Ⅲ
．『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』
へ
の
対
応
 

ま
ず
、
前
者
『
太
子
未
来
記
』
と
は
、『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記（

19
）』
と
い
い
、
聖
徳
太
子
の
予
言
書
と
さ
れ
、
一
遍
・
日
蓮
・
親

鸞
の
三
者
を
日
域
末
世
の
三
魔
流
と
し
て
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。
奥
書
に
は
、 

 
右
此
書
出
二

干
摂
州
天
王
寺
宝
庫
一

。
慶
安
元
年
初
冬
吉
且
。 

 
と
あ
り
、
摂
津
の
四
天
王
寺
の
宝
庫
よ
り
見
つ
か
っ
た
書
で
あ
り
慶
安
元
（
一
六
四
八
）
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。 

本
書
に
お
け
る
親
鸞
に
対
す
る
批
判
を
列
挙
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。 

 Ａ
│
①
阿
弥
陀
仏
一
仏
を
信
じ
、
諸
仏
を
信
じ
な
い
こ
と
 

Ａ
│
②
諸
法
を
修
せ
ず
、
ひ
と
え
に
（
念
仏
）
一
法
を
修
す
る
こ
と
 

Ａ
│
③
諸
僧
を
供
養
せ
ず
、
自
流
の
僧
を
供
養
す
る
こ
と
 

Ａ
│
④
黒
衣
の
袈
裟
を
着
ず
、
鼠
毛
の
白
衣
を
着
る
こ
と
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Ａ
│
⑤
戒
律
を
犯
し
（
女
犯
、
斎
食
、
肉
食
）
寺
社
仏
閣
を
汚
す
こ
と
 

Ａ
│
⑥
俗
人
を
集
め
、
亡
者
を
吊
し
自
家
の
体
と
な
し（

20
）人
々
を
惑
わ
す
こ
と
 

Ａ
│
⑦
右
記
の
故
に
為
政
者
は
こ
れ
を
許
さ
ず
、
仏
法
王
法
に
背
い
て
い
る
こ
と
 

 こ
れ
ら
の
批
判
に
対
し
て
、『
御
伝
鈔
』
の
内
容
に
よ
っ
て
対
応
可
能
な
項
目
も
あ
る
。
一
方
で
、『
御
伝
鈔
』
の
内
容
だ
け
で
は
十

分
対
応
で
き
な
い
項
目
に
つ
い
て
、『
照
蒙
記
』
で
は
こ
れ
ら
の
批
判
を
意
識
し
内
容
を
付
加
し
た
と
思
わ
れ
る
註
釈
箇
所
が
見
ら
れ

る
。
以
下
、
順
番
に
対
応
を
確
認
し
た
い
。 

　
ⅰ
．
Ａ
│
①
に
つ
い
て
 

Ａ
│
①
「
阿
弥
陀
仏
一
仏
を
信
じ
、
諸
仏
を
信
じ
な
い
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、
幅
広
く
諸
仏
諸
菩
薩
神
明
に
対
し
す
る
念
仏
者
の
態

度
を
示
し
た
「
六
角
夢
想
」
段
や
「
熊
野
霊
告
」
段
で
対
応
可
能
で
あ
ろ
う
。 

ま
ず
、「
六
角
夢
想
」
段
の
註
釈
に
お
い
て
は
、 

 
カ
ノ
二
大
士
ノ
重
願
、
タ
ヾ
一
仏
名
ヲ
専
念
ス
ル
ニ
タ
レ
リ
。
イ
マ
ノ
行
者
、
錯
テ
脇
士
ニ
ツ
カ
フ
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
。
タ
ヾ
チ
ニ

本
仏
ヲ
ア
フ
グ
ベ
シ
ト
云云
（
21
）。 

 と
い
う
本
文
を
註
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
『
千
手
観
音
経
』
を
引
き
、
観
音
勢
至
二
菩
薩
の
本
意
は
、
た
だ
弥
陀
の
名
号
を
称
念
す
る
こ

と
に
あ
っ
て
、
そ
れ
に
従
い
弥
陀
一
仏
を
専
念
す
べ
き
で
あ
り
、
誤
っ
て
二
菩
薩
を
並
べ
称
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
。
往
生
の
た
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め
に
は
、
阿
弥
陀
仏
へ
の
一
向
専
念
に
背
く
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。 

ま
た
「
熊
野
霊
告
」
段
で
は
、
親
鸞
の
門
弟
で
あ
る
常
陸
の
平
太
郎
が
念
仏
者
で
あ
り
な
が
ら
、
領
主
の
従
者
と
し
て
熊
野
大
社
に

参
詣
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
説
か
れ
る
。
浄
土
真
宗
の
教
義
は
、
阿
弥
陀
仏
一
仏
へ
の
帰
依
を
説
く
も
の
で
あ

り
、
諸
仏
諸
神
へ
の
帰
依
は
阿
弥
陀
仏
へ
の
疑
心
と
し
て
否
定
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
平
太
郎
は
参
詣
の
是
非
に
つ
い
て
親
鸞
に

相
談
す
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
親
鸞
は
、
ま
ず
一
向
専
念
の
法
義
の
正
統
性
を
説
き
、
更
に
熊
野
権
現
の
本
地
が
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
こ

と
、
平
太
郎
は
領
主
の
命
で
熊
野
に
参
詣
す
る
の
で
あ
り
自
身
の
判
断
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
。
加
え
て
、
念
仏
者
の
あ
り
方
と
し
て

煩
悩
具
足
の
身
で
あ
り
な
が
ら
外
見
だ
け
を
と
り
繕
う
こ
と
を
誡
め
て
い
る
。
す
る
と
、
平
太
郎
は
そ
の
言
葉
に
従
い
、
本
来
熊
野
参

詣
の
際
に
行
う
べ
き
と
さ
れ
た
作
法
を
行
う
こ
と
な
く
一
念
仏
者
と
し
て
熊
野
に
参
詣
す
る
の
で
あ
る
。 

知
空
は
、
本
段
を
註
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、
平
太
郎
の
こ
と
に
つ
い
て
間
違
っ
た
内
容
を
述
べ
た
書
が
世
に
多
く
流
布
し
て
い
て
皆

盛
ん
に
読
ま
れ
て
い
る
が
、
ど
れ
も
偽
書
で
あ
り
読
む
べ
き
で
は
な
い
と
誡
め
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
偽
書
の
代
表
と
し
て

『
未
来
記
』
と
『
邪
義
決
』
を
取
り
上
げ
る
。
続
い
て
、
熊
野
権
現
に
つ
い
て
『
神
代
巻
』
や
『
神
名
帳
』
な
ど
を
引
用
し
詳
細
に
解

説
す
る
。
そ
の
後
、『
御
伝
鈔
』
本
文
の
語
句
説
明
を
し
て
、 

 
今
ハ
本
地
ノ
仏
菩
薩
ノ
霊
光
ヲ
カ
ク
シ
テ
、
カ
リ
ニ
神
明
ト
ア
ト
ヲ
タ
レ
テ
衆
生
ヲ
コ
シ
ラ
エ
ヘ
テ
、
ツ
ヰ
ニ
浄
土
ニ
生
セ
シ
メ

ン
ガ
タ
メ
ノ
方
便
善
巧
ナ
リ（

22
） 

 
と
し
て
、
熊
野
権
現
が
本
地
が
阿
弥
陀
如
来
で
あ
り
方
便
の
姿
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
さ
ら
に
、
知
空
は
、
存
覚
（
一
二
九
〇
│
一

三
七
三
）『
六
要
鈔
』
を
引
用
し
た
上
で
、 
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本
地
阿
弥
陀
如
来
ノ
本
願
ニ
相
応
シ
テ
、
一
向
専
念
ノ
行
者
ト
ナ
リ
ナ
バ
、
神
明
権
現
ハ
、
ア
ナ
ガ
チ
ニ
、
ワ
ガ
本
懐
ニ
カ
ナ
フ

ヨ
ト
ヨ
ロ
コ
ビ
玉
フ
ガ
ユ
ヘ
ニ
、
垂
迹
ノ
神
明
ヲ
バ
、
タ
ヾ
恭
敬
尊
重
ス
ベ
シ
。
シ
ヰ
テ
往
生
ノ
助
行
ト
タ
ノ
ミ
、
現
世
ノ
祈
祷

ヲ
モ
ト
ム
ル
コ
ト
、
一
向
ノ
言
ニ
ソ
ム
ケ
リ
。
ソ
ノ
ウ
ヘ
行
者
ノ
カ
タ
カ
ラ
、
別
シ
テ
信
ゼ
ズ
。
ア
ガ
メ
ネ
ド
モ
、
弥
陀
一
仏

ニ
、
神
明
モ
仏
陀
モ
、
コ
モ
リ
玉
フ
ガ
ユ
ヘ
ニ
、
信
ゼ
ズ
シ
テ
、
信
ズ
ル
イ
ハ
レ
ア
ル
ナ
リ （

23
）。 

 
と
述
べ
て
い
る
。
本
段
を
註
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
必
ず
し
も
神
明
や
諸
仏
に
対
す
る
信
ま
で
も
述
べ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

教
団
内
の
教
化
に
お
い
て
は
、
神
明
の
本
地
は
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
に
対
す
る
信
の
み
を
勧
め
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
諸
仏
神
明
に
対
す
る
信
に
つ
い
て
は
誤
解
を
生
む
危
険
性
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
知
空
は
、
本
地
垂
迹
の
説
に
よ
り
阿
弥
陀
仏

に
対
す
る
信
が
、
そ
の
ま
ま
諸
仏
神
明
に
対
し
て
信
じ
る
い
わ
れ
が
あ
る
と
し
て
、
浄
土
真
宗
が
諸
仏
神
明
を
蔑
ろ
に
す
す
も
の
で
は

な
い
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
教
団
外
部
か
ら
の
批
判
へ
の
対
応
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

ま
た
、『
未
来
記
』
で
は
、
阿
弥
陀
仏
一
仏
を
信
じ
、
諸
仏
を
信
じ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、『
照

蒙
記
』
に
お
い
て
は
、
諸
仏
・
神
明
に
及
ぶ
ま
で
言
及
が
な
さ
れ
、
阿
弥
陀
仏
を
信
じ
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
諸
仏
・
神
明
を
信
じ
る
こ

と
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
直
接
に
は
『
御
伝
鈔
』
の
本
文
に
よ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
当
時
の
本
願
寺
を
取
り
巻

く
情
勢
の
影
響
も
あ
る
と
考
え
る
。
慶
安
年
間
（
一
六
四
八
〜
一
六
五
二
）
中
に
、
出
さ
れ
た
良
如
消
息
に
は
「
念
仏
の
行
者
可
二

敬

慎
レ

法（
24
）」
と
し
て
五
箇
条
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
第
一
に
は
「
諸
仏
・
菩
薩
、
諸
神
等
不
レ

可
二

疎
略
一

」
と
あ
る
。
こ
れ

は
、
当
時
の
本
願
寺
教
団
に
対
す
る
批
判
の
中
心
課
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
『
照
蒙
記
』
で
は
、『
御

伝
鈔
』
の
記
述
に
よ
り
『
未
来
記
』
に
あ
る
諸
仏
へ
の
念
仏
者
の
態
度
だ
け
で
な
く
神
明
に
対
す
る
信
に
ま
で
言
及
し
、
批
判
に
つ
い

て
幅
広
く
対
応
し
た
と
考
え
る
。 
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ⅱ
．
Ａ
│
②
に
つ
い
て
 

Ａ
│
②
「
諸
法
を
修
せ
ず
、
ひ
と
え
に
（
念
仏
）
一
法
を
修
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
の
批
判
に
は
所
々
に
そ
の
対
応
が
見
ら
れ
る
。 

『
御
伝
鈔
』
第
一
段
「
出
家
学
道
」
冒
頭
の
題
号
「
本
願
寺
聖
人
親
鸞
伝
絵
上
」
に
あ
る
本
願
寺
の
寺
号
を
解
説
し
て
、 

 
浄
土
一
家
ノ
寺
号
オ
ヽ
シ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
ヨ
ロ
シ
ク
モ
教
門
相
応
ノ
尊
称
ナ
リ
。
ソ
レ
仏
教
多
門
ナ
レ
ド
モ
、
タ
ヾ
弥
陀
ノ
本
願

ノ
ミ
五
劫
思
惟
永
劫
薫
修
ノ
ユ
ヘ
ニ
、
悪
人
非
器
モ
往
生
ノ
大
益
ヲ
ア
ラ
ハ
ス
。
ソ
ノ
本
願
ノ
一
法
ヲ
フ
リ
ス
ヽ
ヰ
デ
オ
シ
ヘ
マ

シ
マ
ス
宗
風
ナ
ル
ユ
ヘ
ニ
、
天
鑑
歴
々
ト
シ
テ
賜
予
ノ
名
ニ
ア
ラ
ハ
レ
タ
リ
。
尤
モ
不
可
思
議
ト
イ
ヒ
ツ
ベ
シ（

25
）。 

 
と
述
べ
る
。
浄
土
真
宗
の
教
門
は
本
来
救
わ
れ
が
た
き
身
で
あ
る
者
の
た
め
に
、
阿
弥
陀
仏
が
五
劫
思
惟
し
兆
載
永
劫
の
修
行
を
し
て

大
益
で
あ
る
本
願
の
一
法
を
与
え
ら
れ
た
宗
風
で
あ
る
。
こ
の
念
仏
一
法
を
修
す
る
こ
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
教
え
に
依
る
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
同
第
一
段
で
は
、
親
鸞
が
本
来
、
栄
花
を
ほ
こ
り
栄
耀
な
る
身
で
あ
り
な
が
ら
、
造
悪
不
善
の
悪
人
を
救
わ
ん

が
た
め
に
阿
弥
陀
如
来
の
化
身
と
し
て
娑
婆
世
界
に
生
ま
れ
ら
れ
た
身
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
三
悪
の
火
坑
に
沈
む
人
び
と
を
救

う
た
め
に
、
西
方
の
一
門
を
開
き
弘
願
念
仏
の
一
法
を
、
後
に
広
め
て
い
く
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
知
空
は
、（
念
仏
）
一
法
を
修
す
る
こ
と
の
根
拠
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
依
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
Ａ
│
②
の
批
判

に
対
応
し
て
い
る
と
考
え
る
。 
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ⅲ
．
Ａ
│
③
に
つ
い
て
 

Ａ
│
③
「
諸
僧
を
供
養
せ
ず
、
自
流
の
僧
を
供
養
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、『
御
伝
鈔
』
巻
下
、
第
七
段
「
廟
堂
創
立
」
に
お
い

て
対
応
可
能
で
あ
ろ
う
。 

知
空
は
、
親
鸞
よ
り
教
化
を
受
け
報
土
往
生
の
真
因
を
得
た
真
宗
の
念
仏
者
が
、
そ
の
広
大
な
恩
に
対
し
て
報
じ
て
い
く
の
は
当
然

の
こ
と
と
述
べ
る
。
そ
の
上
で
『
長
阿
含
経
』
に
説
か
れ
る
「
五
事
」
を
引
用
す
る
。 

 
一
ニ
ハ
給
仕
ヲ
イ
タ
ス
、
二
ニ
ハ
礼
敬
供
養
ス
、
三
ニ
ハ
尊
重
頂
戴
ス
、
四
ニ
ハ
師
教
勅
ア
レ
バ
敬
順
シ
テ
タ
ガ
フ
コ
ト
ナ
シ
、

五
ニ
ハ
師
ニ
随
テ
法
ヲ
キ
ヽ
テ
ヨ
ク
持
ツ
ト（

26
）。 

 
こ
れ
ら
の
説
示
に
よ
っ
て
、
浄
土
真
宗
の
（
讃
嘆
）
供
養
が
い
い
加
減
な
も
の
で
は
な
く
、
経
典
の
説
示
に
倣
い
、
祖
師
の
示
し
に
随

っ
て
の
あ
り
方
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
で
批
判
に
対
応
し
て
い
る
と
考
え
る
。 

　
ⅳ
．
Ａ
│
④
に
つ
い
て
 

Ａ
│
④
「
黒
衣
の
袈
裟
を
着
ず
、
鼠
毛
の
白
衣
を
着
る
こ
と
」
の
批
判
に
つ
い
て
の
対
応
は
「
六
角
夢
想
」
段
に
見
え
る
。
当
段
の

註
釈
に
お
い
て
、
知
空
は
、
僧
侶
が
着
す
る
衣
に
つ
い
て
解
説
を
行
う
。
そ
し
て
救
世
観
音
が
夢
告
を
し
た
際
の
姿
で
あ
っ
た
「
白

衲
」（
白び

ゃ
く
衣え

）
に
つ
い
て
註
釈
す
る
。
知
空
は
ま
ず
、 
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古
記
ニ
白
衲
ハ
末
世
相
応
ノ
色
ナ
リ
。
仏
滅
後
千
三
百
年
ニ
ハ
袈
裟
変
シ
テ
白
カ
ラ
ン
ト
ノ
説
ナ
レ
バ
、
无
戒
ク
ニ
ヽ
ミ
テ
ル
ユ

ヘ
ニ
白
衲
ヲ
服
シ
タ
マ
フ
ト（

27
）。 

 
と
古
記
に
解
説
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。
し
か
し
こ
れ
は
、
末
世
に
は
僧
尼
が
白
衣
を
き
て
い
る
在
家
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を

示
し
た
の
で
あ
り
、
僧
侶
が
白
衣
を
着
る
べ
き
こ
と
を
示
し
た
の
で
は
な
い
と
す
る
。
ま
た
、
覚
如
『
改
邪
鈔
』
に
説
か
れ
る
袈
裟
が

白
色
に
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
袈
裟
変
白
ノ
御
評
義
ハ
、
別
ニ
激
発
シ
玉
フ
御
内
意
ア
ル
ト
ミ
ヘ
タ
リ
。」
と
し
て
直

接
の
解
釈
を
し
て
い
な
い
。
結
果
、
僧
侶
が
着
す
る
衣
体
の
色
に
つ
い
て
の
可
不
可
は
一
往
の
こ
と
で
あ
り
、
本
来
沙
汰
す
べ
き
で
は

な
い
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
文
証
と
し
て
『
大
智
度
論
』
を
引
用
し
て
い
る
。 

『
御
伝
鈔
』「
六
角
夢
想
」
段
の
註
釈
で
あ
れ
ば
、
観
音
菩
薩
の
衣
体
に
つ
い
て
の
註
釈
で
済
む
が
、
話
は
一
般
僧
侶
が
着
す
る
衣
体

に
ま
で
発
展
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
未
来
記
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
真
宗
僧
侶
が
着
用
す
る
衣
・
袈
裟
へ
の
批
判
に
対
応
す
る
た
め

の
註
釈
と
考
え
る
。 　

ⅴ
．
Ａ
│
⑤
に
つ
い
て
 

Ａ
│
⑤
「
戒
律
を
犯
し
（
女
犯
、
斎
食
、
肉
食
）
寺
社
仏
閣
を
汚
す
こ
と
」
に
つ
い
て
の
批
判
へ
の
対
応
は
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う

に
大
澤
氏
が
指
摘
し
た
妻
帯
に
関
す
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
戒
律
を
犯
す
こ
と
や
、
斎
食
、
肉
食
に
対
す
る
直
接
の
言
及
は

『
照
蒙
記
』
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、『
御
伝
鈔
』「
吉
水
入
室
」
に
出
る
「
小
路
大
道
」
の
語
に
対
す
る
註
釈
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。 

小
路
大
道
ト
云
ハ
、
大
道
無
レ

門
、
ナ
ン
ゾ
大
小
ノ
道
路
ヲ
ワ
カ
タ
ン
。
千
差
有
レ

路
、
ナ
ン
ゾ
難
易
ノ
曲
直
ナ
カ
ラ
ン
。
帰
元
性
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無
二
方
便
有
二

多
門
一

、
モ
シ
聖
道
ノ
大
道
モ
下
機
ノ
入
ガ
タ
キ
ニ
ノ
ゾ
ム
レ
バ
、
造
悪
不
善
ノ
悪
人
女
人
ハ
ヘ
ダ
ヽ
リ
ヌ
。
シ
カ

ラ
バ
機
ノ
カ
タ
カ
ラ
ハ
小
路
ト
イ
ヒ
ツ
ベ
シ
。
本
願
一
実
ノ
大
道
ハ
五
乗
斉
入
ノ
真
門
、
可
通
入
路
ノ
捷
径
ナ
リ（

28
） 

 『
御
伝
鈔
』
に
よ
れ
ば
、
親
鸞
は
、
建
仁
元
年
比
叡
山
を
下
り
念
仏
の
法
義
を
求
め
法
然
の
吉
水
の
住
房
を
訪
ね
た
。
そ
れ
は
、
限

ら
れ
た
者
し
か
歩
む
こ
と
が
で
き
な
い
難
行
の
小
路
で
は
な
く
、
全
て
の
も
の
に
開
か
れ
た
易
行
の
大
道
を
求
め
る
た
め
で
あ
る
。
知

空
は
、
こ
の
文
を
註
釈
し
て
聖
道
の
仏
道
も
機
の
側
か
ら
臨
む
な
ら
ば
、
造
悪
不
善
の
悪
人
に
は
閉
ざ
さ
れ
た
道
で
あ
る
た
め
に
小
路

で
あ
る
と
述
べ
る
。
続
け
て
、
知
空
は
、 

 『
改
邪
鈔
』
云
、
男
女
善
悪
ノ
凡
夫
ヲ
ハ
タ
ラ
カ
サ
ヌ
本
形
ニ
テ
、
本
願
ノ
不
思
議
ヲ
モ
テ
、
ム
マ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ヲ
ム
マ

レ
サ
セ
タ
レ
バ
コ
ソ
、
超
世
ノ
本
願
ト
モ
ナ
ヅ
ケ
、
横
超
ノ
直
道
ト
モ
キ
コ
エ
ハ
ン
ベ
レ
 

 
と
、
覚
如
『
改
邪
鈔
』
の
文
を
引
用
す
る
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
は
、
本
来
、
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
凡
夫
を
本
願
の
は
た

ら
き
に
よ
っ
て
生
ま
れ
さ
せ
る
故
に
、
超
世
の
本
願
と
も
横
超
の
直
道
と
も
い
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
知
空
は
、
更
に
存
覚
『
持

名
鈔
』
を
引
用
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
文
を
文
証
と
し
て
、
浄
土
真
宗
の
仏
道
が
、
造
悪
不
善
の
悪
人
で
あ
る
凡
夫
の
た
め
の
道
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

　
ⅵ
．
Ａ
│
⑥
に
つ
い
て
 

Ａ
│
⑥
「
俗
人
を
集
め
、
亡
者
を
吊
し
自
家
の
体
と
な
し
て
人
々
を
惑
わ
す
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、『
未
来
記
』
に
以
下
の
よ
う
に
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あ
る
。 

 
集
二

俗
男
俗
女
一

而
吊
二

亡
者
一

、
以
為
二

自
家
為
体
一

。
惑
二

帰
入
輩
一

而
令
レ

墮
二

畜
生
道（

29
）一

。 

 こ
の
表
現
は
解
釈
が
難
し
い
が
、
浄
土
真
宗
の
二
種
の
回
向
の
還
相
回
向
に
つ
い
て
の
批
判
で
あ
る
と
考
え
る
。
浄
土
真
宗
の
念
仏

者
は
命
終
わ
っ
て
後
に
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
よ
っ
て
浄
土
に
往
生
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
同
時
に
娑
婆
世
界
へ
還
り
来
て
人
び
と

を
教
化
す
る
還
相
の
用
き
に
で
る
。
つ
ま
り
、
真
宗
の
僧
侶
は
寺
院
や
道
場
に
集
う
人
び
と
に
対
し
て
、
亡
く
な
っ
た
人
は
浄
土
に
往

生
し
て
仏
と
な
る
と
同
時
に
娑
婆
世
界
に
還
り
来
て
人
び
と
を
導
く
と
説
く
の
で
あ
る
。
こ
の
還
相
回
向
は
、
親
鸞
が
主
著
『
教
行
信

証
』「
教
巻
」
に
お
い
て
、「
謹
按
二

浄
土
真
宗
一

有
二

二
種
回
向
一

。
一
者
往
相
、
二
者
還
相（

30
）。」
と
示
す
よ
う
に
、
浄
土
真
宗
の
教
義
体

系
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
真
宗
は
、
亡
く
な
っ
た
人
間
を
還
相
の
用
き
を
す
る
も
の
だ
と
し
て
利
用
し
、
教
義
体
系
の
根
幹
に

お
い
て
い
る
、
と
い
う
批
判
で
あ
ろ
う
。『
未
来
記
』
で
は
、
こ
の
還
相
回
向
の
教
義
が
俗
人
を
惑
わ
せ
て
い
て
慚
愧
の
念
が
な
い
畜

生
道
に
墮
ち
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。 

こ
の
還
相
回
向
に
関
す
る
言
及
は
『
照
蒙
記
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
親
鸞
の
伝
記
の
註
釈
故
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
で
、
俗

男
俗
女
を
惑
わ
す
と
い
う
批
判
に
つ
い
て
は
、
弥
陀
の
本
願
こ
そ
道
俗
貴
賤
を
問
わ
ず
、
全
て
の
者
が
救
い
の
対
象
で
あ
る
こ
と
が
諸

所
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。
還
相
に
対
す
る
批
判
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
は
対
応
で
き
て
い
な
い
が
、
真
宗
の
教
え
が
俗
男
俗
女
を
対
象
と

し
た
教
え
で
あ
る
こ
と
は
示
さ
れ
て
い
る
。 
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ⅶ
．
Ａ
│
⑦
に
つ
い
て
 

『
未
来
記
』
で
は
、
親
鸞
に
対
す
る
批
判
の
最
後
に
、
前
述
の
批
判
の
故
に
、 

 
王
臣
不
レ

許
而
名
二

犬
衆
一

。
将
守
不
レ

信
而
呼
二

悪
党
一

。
此
一
党
違
二

仏
法
僧
之
儀
式
一

而
外
背
二

王
公
将
守
之
法
度
一

。
是
兵
乱
之
因

縁
、
亡
国
之
基
、
禁
而
深
応
レ

禁
。
退
治
而
猶
可
二

退
治
一

者
也（

31
）。 

 
と
述
べ
ら
れ
る
。
当
時
の
為
政
者
・
武
士
は
、
仏
法
に
も
王
法
に
も
背
き
慚
愧
の
思
い
が
な
い
真
宗
の
念
仏
者
を
犬
衆
や
悪
党
と
呼
び

許
容
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
批
判
に
対
す
る
内
容
は
『
御
伝
鈔
』
第
六
段
「
信
行
両
座
」
に
み
ら
れ
る
。
当
段
は
、
法

然
門
下
に
起
っ
た
浄
土
往
生
の
不
退
の
因
が
、
信
で
あ
る
か
行
で
あ
る
か
の
論
争
で
あ
る
が
、『
御
伝
鈔
』
本
文
冒
頭
に
以
下
の
よ
う

に
あ
る
。 

 
お
ほ
よ
す
源
空
聖
人
在
生
の
い
に
し
へ
、
他
力
往
生
の
む
ね
を
ひ
ろ
め
給
し
に
、
世
あ
ま
ね
く
こ
れ
に
こ
ぞ
り
、
人
こ
と
ご
と
く

こ
れ
に
帰
し
き
。
紫
禁
・
青
宮
の
政
を
重
す
る
砌
に
も
、
先
黄
金
樹
林
の
萼
に
こ
ゝ
ろ
を
か
け
、
三
槐
・
九
棘
の
道
を
正
す
る
家

に
も
、
直
に
四
十
八
願
の
月
を
も
て
あ
そ
ぶ（

32
）。 

 知
空
は
、「
信
行
両
座
」
段
に
お
い
て
冒
頭
に
示
さ
れ
た
右
の
文
章
を
註
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、
為
政
者
・
武
士
の
法
然
（
専
修
念

仏
）
へ
の
帰
依
に
つ
い
て
大
幅
に
紙
幅
を
割
い
て
い
る
。
知
空
は
、
ま
ず
順
を
追
っ
て
典
拠
と
な
る
諸
書
を
引
用
し
な
が
ら
語
句
説
明
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を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
萼
」
の
語
を
註
釈
す
る
に
あ
た
り
、
法
然
の
伝
記
よ
り
後
白
河
法
皇
や
高
倉
院
、
後
鳥
羽
院
を
挙
げ
、

彼
ら
が
法
然
に
帰
依
し
、
仏
法
を
中
心
と
し
て
政
治
を
行
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
ま
た
、「
三
槐
・
九
棘
」
以
下
を
註
釈
す
る
に
あ
た

り
、
九
条
兼
実
の
他
、
七
名
の
大
臣
を
挙
げ
そ
れ
ぞ
れ
人
物
解
説
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
続
い
て
武
将
や
役
人
の
名
を
挙
げ
、
彼
ら

が
法
然
に
帰
依
し
念
仏
一
行
で
浄
土
往
生
を
願
っ
た
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
多
く
為
政
者
や
武
士
の
名
を
挙
げ

る
の
は
、
念
仏
の
教
え
が
王
公
将
守
の
法
度
に
背
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
Ａ
│
⑦
の
批
判
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え

る
。  以

上
の
よ
う
に
、『
未
来
記
』
で
は
七
点
の
浄
土
真
宗
に
対
す
る
批
判
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
知
空
は
『
照
蒙
記
』
に
お
い
て
こ
れ
ら

の
批
判
に
対
応
す
る
形
で
註
釈
し
て
い
る
。『
照
蒙
記
』
に
は
、
指
導
者
的
立
場
に
あ
る
知
空
が
、
真
宗
僧
侶
の
教
化
の
た
め
に
著
し

た
書
と
い
う
一
面
も
あ
る
。
知
空
は
、
当
時
の
本
願
寺
に
対
す
る
批
判
に
そ
れ
ぞ
れ
の
僧
侶
が
対
応
出
来
る
よ
う
に
、『
御
伝
鈔
』
の

註
釈
を
通
し
て
教
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
。 

Ⅳ
．『
親
鸞
邪
義
決
』
へ
の
対
応
 

次
に
、『
親
鸞
邪
義
決
』
と
は
、
当
時
西
山
浄
土
宗
に
属
す
る
紀
州
総
持
寺
の
学
僧
が
匿
名
で
親
鸞
の
教
義
を
批
判
し
た
書
物
で
あ

る
と
さ
れ
る（

33
）。
と
い
う
の
も
、
本
書
は
現
在
確
認
で
き
て
お
ら
ず
、
知
空
と
同
じ
く
西
吟
門
下
の
玄
覚
（
生
没
年
不
詳
）
が
寛
文
二

（
一
六
六
二
）
年
に
『
邪
義
決
』
を
反
駁
し
た
『
親
鸞
邪
義
決
之
虚
偽
決
』（
以
下
、『
虚
偽
決
』
と
す
る
。）
か
ら
批
判
の
内
容
を
読
み

取
る
し
か
な
い
。
前
田
壽
雄
氏
は
、『
虚
偽
決
』
に
お
け
る
『
邪
義
決
』
引
用
文
か
ら
、『
邪
義
決
』
が
親
鸞
教
学
を
批
判
し
た
内
容
に

つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る（

34
）。『
邪
義
決
』
に
お
け
る
親
鸞
へ
の
批
判
の
中
心
は
、
親
鸞
が
一
念
義
を
主
張
し
た
と
い
う
内
容
で
あ
る（

35
）。
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批
判
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
、
お
よ
そ
以
下
の
点
に
な
る
だ
ろ
う
。 

 Ｂ
│
①
親
鸞
が
主
張
し
た
と
さ
れ
る
一
念
義
に
対
す
る
批
判
 

Ｂ
│
②
造
罪
に
つ
い
て
の
批
判
 

Ｂ
│
③
『
選
択
集
』
を
伝
授
さ
れ
た
と
い
う
の
は
謀
言
で
あ
る
と
い
う
批
判
 

 知
空
は
、
前
述
の
『
未
来
記
』
と
同
様
に
、『
邪
義
決
』
の
批
判
に
対
し
て
も
対
応
す
る
形
で
『
照
蒙
記
』
を
著
し
て
い
た
と
考
え

る
。
以
下
、『
照
蒙
記
』
に
お
い
て
右
記
の
批
判
に
対
応
す
る
箇
所
を
確
認
し
た
い
。 

　
ⅰ
．
Ｂ
│
①
に
つ
い
て
 

前
述
の
よ
う
に
、『
邪
義
決
』
の
内
容
の
中
心
は
Ｂ
│
①
「
親
鸞
が
主
張
し
た
と
さ
れ
る
一
念
義
に
対
す
る
批
判
」
で
あ
る
。
こ
の

批
判
に
も
見
ら
れ
る
一
念
多
念
の
論
争
と
は
、
一
声
の
念
仏
ま
た
は
信
心
ひ
と
つ
で
往
生
が
定
ま
る
の
か
、
そ
れ
と
も
臨
終
ま
で
念
仏

を
続
け
て
臨
終
に
お
い
て
往
生
が
定
ま
る
の
か
と
い
う
論
争
で
あ
る
が
、
法
然
門
下
に
お
い
て
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
議
論
で
あ

る
。
な
お
、
一
念
義
で
は
往
生
決
定
後
の
称
名
を
軽
視
す
る
。『
邪
義
決
』
で
は
、
成
覚
房
幸
西
（
一
一
六
三
│
一
二
四
七
）
の
弟
子

で
あ
っ
た
親
鸞
が
、
越
後
国
に
お
い
て
一
念
義
の
偽
法
を
広
め
た
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
幸
西
は
、
元
々
比
叡
山
の
天
台
僧

で
、
三
十
六
歳
の
時
に
法
然
の
弟
子
と
な
り
、
念
仏
よ
り
も
信
心
を
重
要
視
し
一
念
義
を
主
張
し
た
。 

こ
の
批
判
に
対
応
で
き
る
箇
所
は
、
諸
所
に
あ
る
が
「
選
択
附
属
」
の
段
で
は
、
親
鸞
が
図
画
し
た
法
然
の
御
影
に
記
さ
れ
た
銘

（
善
導
『
往
生
礼
讃
』
自
解
の
文
）
を
釈
し
て
、
こ
の
文
に
お
い
て
善
導
が
本
願
文
に
「
至
心
信
楽
欲
生
我
国
」
と
あ
る
の
を
「
称
我
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名
号
」
と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
、「
信
行
具
足
ノ
他
力
ノ
一
念
ハ
名
号
ヲ
称
ス
ル
ニ
至
極
ス
ル
ナ
リ
。
又
口
業
ニ
ア
ラ
ハ
ル
ヽ
ヲ
称

名
ト
イ
ヒ
、
意
業
ニ
フ
ク
ム
ヲ
三
信
ト
ス
。
念
声
コ
レ
ヒ
ト
ツ
ナ
リ（

36
）。」
と
述
べ
る
。 

ま
た
、「
信
行
両
座
」
の
段
に
お
い
て
は
、
信
不
退
・
行
不
退
に
つ
い
て
註
釈
し
て
、
そ
の
後
結
論
と
し
て
『
最
要
鈔
』
を
引
い
て

い
る
。
そ
し
て
、
真
宗
で
は
往
生
が
定
ま
る
の
に
臨
終
を
待
つ
の
で
は
な
く
、
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
の
と
き
往
生
が
定
ま
る
の
で
あ

り
、
そ
の
後
の
称
名
は
仏
恩
報
謝
の
念
仏
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
信
心
を
往
生
の
正
因
と
す
る
点
は
一
念
義
と
共
通
す
る

が
、
称
名
は
本
願
の
は
た
ら
き
が
衆
生
の
口
に
現
れ
出
た
も
の
で
あ
り
往
生
決
定
後
も
報
恩
行
と
し
て
相
続
さ
れ
て
軽
視
す
る
こ
と
は

な
い
。
浄
土
真
宗
は
、
一
念
義
で
も
多
念
義
で
も
な
い
。
一
念
多
念
を
論
じ
な
い
の
が
浄
土
真
宗
で
あ
る
。
Ｂ
│
①
の
批
判
に
つ
い
て

は
こ
れ
ら
の
註
釈
で
対
応
可
能
で
あ
ろ
う
。 

　
ⅱ
．
Ｂ
│
②
に
つ
い
て
 

次
の
Ｂ
│
②
「
造
罪
に
つ
い
て
の
批
判
」
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
Ａ
│
⑤
「
戒
律
を
犯
し
（
女
犯
、
斎
食
、
肉
食
）
寺
社
仏
閣
を
汚

す
こ
と
」
に
お
い
て
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
同
様
の
箇
所
で
対
応
可
能
で
あ
ろ
う
。 

　
ⅲ
．
Ｂ
│
③
に
つ
い
て
 

Ｂ
│
③
「『
選
択
集
』
を
伝
授
さ
れ
た
と
い
う
の
は
謀
言
で
あ
る
と
い
う
批
判
」
に
つ
い
て
の
対
応
は
、
ま
ず
標
題
の
註
釈
に
見
ら

れ
る
。
知
空
は
、
題
号
に
出
る
「
親
鸞
」
の
名
を
註
釈
す
る
に
あ
た
り
、
儒
者
で
あ
る
永
田
善
斎
『
膾
余
雑
録（

37
）』
を
引
く
が
、
そ
こ
で

は
「
蓋
源
空
上
足
五
人
之
随
一
也
。」
と
親
鸞
が
評
価
さ
れ
て
い
る
。
知
空
は
、
儒
学
者
の
言
葉
を
引
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、 
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カ
ノ
善
斎
ハ
南
紀
ノ
大
儒
ナ
リ
、『
雑
録
』
ノ
中
ニ
往
生
ニ
仏
氏
ヲ
排
ス
、
ヒ
ト
リ
コ
ノ
小
伝
ヲ
結
コ
ト
、
今
師
ノ
徳
行
高
目
下

耳
ニ
シ
テ
、
カ
レ
ガ
黙
ス
ル
ニ
忍
ビ
ザ
ル
ト
コ
ロ
ア
ル
乎
。
世
儒
ノ
筆
墨
強
ニ
コ
ノ
ム
ト
コ
ロ
ニ
ア
ラ
ズ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
今
師
ノ

徳
沢
、
世
儒
ノ
扁
担
ニ
流
溢
ス
ル
コ
ト
ヲ
ヨ
ミ
ン
ジ
テ
コ
ヽ
ニ
ノ
ス
ル
ノ
ミ（

38
）。 

 
と
述
べ
て
仏
教
徒
を
批
判
す
る
儒
者
で
あ
っ
て
も
、
法
然
門
下
随
一
の
門
弟
で
あ
る
親
鸞
の
徳
を
看
過
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
記
し
て

い
る
。
仏
教
界
の
外
部
か
ら
の
評
価
を
記
す
こ
と
で
、
親
鸞
が
『
選
択
集
』
付
属
に
相
応
し
い
人
物
で
あ
る
こ
と
を
強
く
示
す
の
で
あ

る
。 ま

た
、
知
空
は
「
選
択
付
属
」
段
の
註
釈
に
お
い
て
、
非
常
に
多
く
の
紙
幅
を
割
い
て
い
る
。
は
じ
め
に
、『
選
択
集
』
は
、
一
部

の
門
弟
以
外
が
書
写
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
書
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
法
然
存
命
中
に
『
選
択
集
』
を
付
属
さ
れ
た
僧
侶
を
列
挙
す

る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
中
で
『
選
択
集
』
の
内
題
と
親
鸞
自
身
の
名
を
法
然
に
書
い
て
も
ら
っ
た
の
は
親
鸞
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
、
い
か
に
法
然
の
親
鸞
に
対
す
る
信
頼
が
大
き
か
っ
た
か
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、
上
記
に
続
い
て
法
然
示
寂
後
に
『
選
択
集
』

を
伝
授
さ
れ
た
も
の
や
、
は
じ
め
は
法
然
を
批
判
し
な
が
ら
後
に
専
修
念
仏
に
帰
依
し
て
い
っ
た
人
び
と
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
で
、
親
鸞
へ
の
『
選
択
集
』
の
付
属
が
い
か
に
重
く
正
統
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
示
す
意
図
が
あ

る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
註
釈
は
、『
邪
義
決
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
浄
土
異
流
か
ら
の
批
判
を
意
識
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 以
上
の
よ
う
に
、
知
空
は
『
御
伝
鈔
』
を
註
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、
浄
土
異
流
の
書
で
あ
る
『
邪
義
決
』
に
み
ら
れ
る
当
時
本
願
寺

教
団
に
寄
せ
ら
れ
て
い
た
批
判
を
意
識
し
、
必
要
な
場
合
は
情
報
を
付
加
し
て
註
釈
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
る
。 
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お
わ
り
に
 

本
稿
で
は
、
知
空
著
『
御
伝
鈔
照
蒙
記
』
を
取
り
上
げ
、
そ
の
撰
述
背
景
を
探
る
こ
と
で
知
空
の
本
願
寺
教
団
に
お
け
る
教
化
活
動

の
一
端
を
探
る
こ
と
を
試
み
た
。
教
団
の
体
制
が
確
立
し
て
い
き
、
学
問
の
向
上
が
求
め
ら
れ
た
近
世
前
期
の
本
願
寺
教
団
に
お
い

て
、
知
空
は
、
若
く
し
て
指
導
者
的
立
場
に
あ
り
、
聖
教
の
註
釈
書
だ
け
で
な
く
当
時
本
願
寺
が
抱
え
て
い
た
問
題
に
対
応
す
る
書
を

数
多
く
著
し
て
い
る
。 

覚
如
『
御
伝
鈔
』
は
、
本
願
寺
教
団
に
お
い
て
宗
祖
親
鸞
像
を
構
成
す
る
上
で
の
中
心
史
料
で
あ
る
が
、
知
空
著
『
照
蒙
記
』
は
、

明
治
期
に
至
る
ま
で
そ
の
正
統
な
註
釈
書
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
『
照
蒙
記
』
は
、『
御
伝
鈔
』
を
註
釈
す
る
上
で
史
実
を
探
る
こ
と

に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
単
に
内
容
を
順
を
追
っ
て
註
釈
す
る
だ
け
で
な
く
、『
未
来
記
』
に

あ
る
よ
う
な
他
宗
か
ら
の
批
判
や
『
邪
義
決
』
に
あ
る
よ
う
な
浄
土
異
流
か
ら
の
批
判
に
対
応
出
来
る
よ
う
に
内
容
を
付
加
し
て
『
御

伝
鈔
』
を
註
釈
し
て
い
る
。 

『
未
来
記
』
に
お
け
る
批
判
、
特
に
、
真
宗
僧
侶
が
黒
衣
の
袈
裟
を
着
ず
鼠
毛
の
白
衣
を
着
る
こ
と
や
、
仏
法
王
法
に
背
い
て
お
り

為
政
者
が
真
宗
を
許
し
て
い
な
い
と
い
う
批
判
に
対
し
て
は
明
確
に
内
容
を
追
加
し
て
対
応
し
て
い
る
と
考
え
る
。 

ま
た
、
浄
土
異
流
に
よ
る
『
邪
義
決
』
に
対
し
て
は
、
仏
教
界
外
部
か
ら
の
親
鸞
に
対
す
る
評
価
や
、
書
写
し
た
『
選
択
集
』
に
法

然
に
よ
っ
て
直
筆
で
内
題
と
自
身
の
名
を
か
い
て
も
ら
っ
た
の
は
親
鸞
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
親
鸞
へ
の
選
択
付
属
が
い
か
に
正

統
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
対
応
し
て
い
る
。 

こ
の
『
照
蒙
記
』
は
実
質
的
に
教
団
の
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
知
空
が
、
教
団
に
所
属
す
る
僧
侶
を
教
化
す
る
意
図
を
も
っ
て
著
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
本
書
を
も
っ
て
、
各
方
面
か
ら
お
こ
っ
て
い
た
本
願
寺
教
団
に
対
す
る
批
判
に
対
応
で
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き
る
真
宗
僧
侶
の
育
成
を
目
指
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
実
質
的
な
指
導
者
と
し
て
の
知
空
の
立
場
か
ら
求
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

り
、
知
空
に
は
そ
の
責
務
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
知
空
に
よ
る
真
宗
の
念
仏
者
と
し
て
の
あ
り
方
を
宗
祖
親
鸞
の
生
涯
に
見
い
だ
し
て
ゆ
く
試
み
は
、
現
代
を
生
き
る
私

に
も
改
め
て
重
要
な
方
向
性
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 
【
註
】 

（
１
）
塩
谷
菊
美
「
す
べ
て
の
人
が
救
わ
れ
る
た
め
に
―
真
宗
に
お
け
る
絵
画
・
語
り
・
文
字
―
」
真
宗
史
料
刊
行
会
編
『
大
系
真
宗
史
料
　
伝
記
編
１
　
親

鸞
伝
』
法
藏
館
、
二
〇
一
一
年
、
五
二
三
頁
。 

（
２
）
末
木
文
美
士
「
親
鸞
像
の
形
成
―
親
鸞
の
見
た
親
鸞
、
惠
信
尼
の
見
た
親
鸞
―
」『
東
方
學
報
』
京
都
八
八
、
二
〇
一
三
年
。 

（
３
）
塩
谷
菊
美
「
解
題
」
真
宗
史
料
刊
行
会
編
『
大
系
真
宗
史
料
　
伝
記
編
２
　
御
伝
鈔
注
釈
』
法
藏
館
、
二
〇
〇
八
年
、
四
三
六
頁
。 

（
４
）
塩
谷
菊
美
『
語
ら
れ
た
親
鸞
』
法
藏
館
、
二
〇
一
一
年
、
第
四
章
、
五
『
御
伝
鈔
照
蒙
記
』
―
「
正
し
い
解
釈
」
と
「
正
し
い
史
実
」
―
。 

（
５
）
大
澤
絢
子
『
親
鸞
「
六
つ
の
顔
」
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
九
年
、
第
三
章
「
妻
帯
し
た
僧
・
親
鸞
」
の
誕
生
。 

（
６
）
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
編
集
委
員
会
『
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
』
通
史
篇
上
巻
、
同
朋
舎
、
二
〇
〇
〇
年
、
六
六
頁
。 

（
７
）
本
願
寺
史
料
研
究
所
『
増
補
改
訂
本
願
寺
史
』
第
二
巻
、
本
願
寺
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
、
四
四
頁
。 

（
８
）
井
上
哲
雄
『
学
僧
逸
伝
』
永
田
文
昌
堂
、
一
九
七
九
年
、
二
二
二
頁
。 

（
９
）
宮
崎
円
遵
「
知
空
の
能
化
就
職
事
情
管
見
」『
真
宗
史
の
研
究
（
下
）』
宮
崎
円
遵
著
作
集
第
五
巻
、
永
田
文
昌
堂
、
一
九
八
九
年
、
三
五
八
頁
。 

（
10
）
井
上
哲
雄
『
真
宗
学
匠
著
述
目
録
』
龍
谷
大
学
出
版
部
、
一
九
三
〇
年
、
一
七
四
頁
。 

（
11
）
宮
崎
円
遵
「
知
空
の
能
化
就
職
事
情
管
見
」
前
掲
書
『
真
宗
史
の
研
究
（
下
）』
三
六
三
頁
。 

（
12
）
真
宗
史
料
刊
行
会
編
『
真
宗
大
系
史
料
　
伝
記
篇
２
　
御
伝
鈔
注
釈
』
法
藏
館
、
二
〇
〇
八
年
、
所
収
。
な
お
、
初
版
と
第
三
版
の
本
文
の
相
違
に
つ

い
て
は
「
解
題
」
中
に
表
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。 

（
13
）
本
願
寺
史
料
研
究
所
、
前
掲
書
『
増
補
改
訂
本
願
寺
史
』
第
二
巻
、
三
二
頁
。 

（
14
）
妻
木
直
良
『
真
宗
全
書
』
六
六
巻
、
藏
經
書
院
、
一
九
一
四
年
、
四
一
六
頁
。 

（
15
）
塩
谷
菊
美
「
近
世
に
お
け
る
神
話
的
親
鸞
伝
の
展
開
」
真
宗
史
料
刊
行
会
編
『
大
系
真
宗
史
料
　
伝
記
編
３
　
近
世
親
鸞
伝
』
法
藏
館
、
二
〇
〇
七
年
、
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四
七
一
頁
。 

（
16
）
真
宗
史
料
刊
行
会
編
、
前
掲
書
『
大
系
真
宗
史
料
　
伝
記
編
２
　
御
伝
鈔
注
釈
』
一
二
六
頁
。 

（
17
）
真
宗
史
料
刊
行
会
編
、
前
掲
書
『
大
系
真
宗
史
料
　
伝
記
編
２
　
御
伝
鈔
注
釈
』
二
一
二
頁
。 

（
18
）
真
宗
史
料
刊
行
会
編
、
前
掲
書
『
大
系
真
宗
史
料
　
伝
記
編
２
　
御
伝
鈔
注
釈
』
二
一
三
頁
。 

（
19
）「
早
稲
田
大
学
図
書
館
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
な
ど
に
て
初
版
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。 

（
https://w
w
w
.w
ul.w
aseda.ac.jp/kotenseki/index.htm
l） 

（
20
）
真
宗
教
義
の
根
幹
を
な
す
往
生
し
た
者
の
還
相
に
対
す
る
批
判
か
。
後
に
詳
述
す
る
。 

（
21
）
真
宗
史
料
刊
行
会
編
、
前
掲
書
『
大
系
真
宗
史
料
　
伝
記
編
２
　
御
伝
鈔
注
釈
』
一
三
六
頁
。 

（
22
）
真
宗
史
料
刊
行
会
編
、
前
掲
書
『
大
系
真
宗
史
料
　
伝
記
編
２
　
御
伝
鈔
注
釈
』
二
一
七
頁
。 

（
23
）
真
宗
史
料
刊
行
会
編
、
前
掲
書
『
大
系
真
宗
史
料
　
伝
記
編
２
　
御
伝
鈔
注
釈
』
二
一
八
頁
。 

（
24
）
福
間
光
超
・
佐
々
木
孝
正
・
早
島
有
毅
『
真
宗
史
料
集
成
　
第
六
巻
　
各
派
門
主
消
息
』
同
朋
舎
メ
デ
ィ
ア
プ
ラ
ン
、
二
〇
〇
三
年
、
三
二
頁
。
な
お
、

返
り
点
は
引
用
元
に
従
っ
た
。 

（
25
）
真
宗
史
料
刊
行
会
編
、
前
掲
書
『
大
系
真
宗
史
料
　
伝
記
編
２
　
御
伝
鈔
注
釈
』
八
九
頁
。 

（
26
）
真
宗
史
料
刊
行
会
編
、
前
掲
書
『
大
系
真
宗
史
料
　
伝
記
編
２
　
御
伝
鈔
注
釈
』
二
三
二
頁
。 

（
27
）
真
宗
史
料
刊
行
会
編
、
前
掲
書
『
大
系
真
宗
史
料
　
伝
記
編
２
　
御
伝
鈔
注
釈
』
一
二
三
頁
。 

（
28
）
真
宗
史
料
刊
行
会
編
、
前
掲
書
『
大
系
真
宗
史
料
　
伝
記
編
２
　
御
伝
鈔
注
釈
』
一
一
七
頁
。 

（
29
）『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』
八
丁
ウ
。 

（
30
）
教
学
伝
道
セ
ン
タ
ー
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
　
第
二
巻
　
宗
祖
篇
上
』
本
願
寺
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
、
九
頁
。 

（
31
）『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』
八
丁
ウ
。 

（
32
）
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
　
第
四
巻
　
相
伝
篇
上
』
本
願
寺
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
、
八
三
頁
。 

（
33
）
妻
木
直
良
『
真
宗
全
書
』
五
九
巻
、
藏
經
書
院
、
一
九
一
三
年
、
三
頁
。 

（
34
）
前
田
壽
雄
「『
親
鸞
邪
義
決
之
虚
偽
決
』
の
研
究
」『
龍
谷
教
学
』
四
〇
、
二
〇
〇
五
年
。 

（
35
）
前
田
氏
は
、『
邪
義
決
』
に
よ
る
親
鸞
が
一
念
義
を
主
張
し
た
と
す
る
批
判
は
、『
法
然
上
人
伝
記
』（
九
巻
伝
）
と
ほ
と
ん
ど
内
容
が
一
致
す
る
こ
と
を

指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
当
時
流
布
し
て
い
た
「
遺
北
陸
道
書
状
」
に
『
親
鸞
邪
義
決
』
と
い
う
書
名
を
付
け
た
の
で
は
な
い
か
、
と
し
て
い
る
。
前

田
氏
、
前
掲
論
文
。 
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（
36
）
真
宗
史
料
刊
行
会
編
、
前
掲
書
『
大
系
真
宗
史
料
　
伝
記
編
２
　
御
伝
鈔
注
釈
』
一
四
二
頁
。 

（
37
）
儒
学
者
で
あ
る
永
田
善
斎
が
、
漢
文
体
で
著
し
た
随
筆
書
。
承
応
二
（
一
六
五
三
）
年
刊
。 

（
38
）
真
宗
史
料
刊
行
会
編
、
前
掲
書
『
大
系
真
宗
史
料
　
伝
記
編
２
　
御
伝
鈔
注
釈
』
九
二
頁
。 
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近
世
真
宗
に
お
け
る
「
教
団
教
学
」
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
（
序
説
） 

隅
　
倉
　
浩
　
信
 

■
本
稿
の
目
的
 

本
稿
で
は
、
本
号
の
紀
要
テ
ー
マ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
「
仏
教
に
お
け
る
教
団
│
歴
史
と
現
在
│
」
に
も
と
づ
き
、「
教
学
」
理
解

の
変
遷
を
思
想
史
的
に
う
か
が
い
、
真
宗
教
団
に
お
け
る
「
教
学
」
の
形
成
過
程
を
確
認
し
た
い
。
領
域
と
し
て
は
主
に
、
三
業
惑
乱

が
起
こ
っ
た
「
近
世
」
を
時
代
的
領
域
と
し
、
同
時
代
の
民
衆
の
心
性
、
同
時
代
の
仏
教
思
潮
を
鑑
み
な
が
ら
、「
教
団
教
学
」
が
周

辺
領
域
と
の
関
連
の
中
で
如
何
に
形
成
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
た
い
。
結
果
と
し
て
、「
教
団
教
学
」
を
形
成
す
る
諸
要
因
を
う
か

が
い
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
「
教
学
」
を
客
観
化
・
対
峙
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
に
お
い
て
、
よ
り
柔
軟
な
教
学
理
解
が
可
能

と
な
る
視
座
を
得
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 さ
て
、
本
稿
を
構
想
す
る
に
あ
た
っ
て
、
当
初
「
教
団
教
学
の
研
究
」
と
い
う
広
い
視
点
か
ら
、
次
の
よ
う
な
展
望
を
持
っ
た
。 

 
は
じ
め
に
 

（
１
）
親
鸞
教
義
の
特
徴
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（
２
）
教
団
教
学
の
は
じ
ま
り
 

　
①
覚
如
教
学
 

　
②
存
覚
教
学
 

　
③
蓮
如
教
学
 

（
３
）
近
世
教
学
 

　
①
承
応
の
鬩
牆
・
②
三
業
惑
乱
 

（
４
）
近
代
教
学
 

　
①
戦
時
教
学
の
反
省
 

お
わ
り
に
 

 し
か
し
、
今
回
、
与
え
ら
れ
た
時
間
内
で
す
べ
て
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
主
に
 

（
３
）
近
世
教
学
　
　
①
承
応
の
鬩
牆
・
②
三
業
惑
乱
 

を
中
心
に
、 

（
４
）
近
代
教
学
　
　
①
戦
時
教
学
 

に
つ
い
て
若
干
ふ
れ
、
最
後
に
今
後
の
展
望
を
示
し
た
い
。 

（
１
）
親
鸞
教
義
の
特
徴
 

親
鸞
教
義
は
、
親
鸞
が
著
し
た
著
書
や
親
鸞
が
依
用
し
た
経
典
や
論
疏
等
の
聖
教
に
も
と
づ
い
て
客
観
的
に
記
述
さ
れ
る
も
の
で
あ
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る
。
そ
の
内
容
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
厳
密
に
は
記
述
す
る
人
に
よ
っ
て
記
述
の
仕
方
は
変
わ
っ
て
く
る
。
何
を
特
徴
と
見
て

抽
出
し
て
い
る
か
、
ど
の
よ
う
な
切
り
口
で
親
鸞
教
義
が
記
述
さ
れ
て
い
る
か
を
見
て
い
く
と
、
そ
こ
に
は
、
記
述
す
る
人
の
「
視

点
」
と
い
う
も
の
が
介
在
し
て
い
る
。 

親
鸞
教
義
を
「
学
」
と
い
う
形
態
で
捉
え
た
の
が
「
教
義
学
」
で
あ
る
。
教
義
学
は
、
親
鸞
に
よ
っ
て
開
説
さ
れ
た
真
宗
の
教
法

が
、
普
遍
妥
当
な
る
真
理
で
あ
る
こ
と
を
現
代
人
の
理
性
に
合
致
し
た
形
態
に
お
い
て
論
理
的
体
系
的
に
弁
証
し
説
述
す
る
こ
と
を
任

務
と
す
る
。
普
賢
大
円
氏
に
よ
れ
ば
、
真
宗
学
と
は
、「
真
宗
教
義
の
追
及
及
び
そ
の
真
理
性
の
闡
明
を
目
的
と
す
る
の
学
」
で
あ
っ

て
、
そ
の
中
心
と
な
る
教
義
学
は
、「
聖
典
の
中
に
顕
示
さ
れ
て
ゐ
る
真
宗
の
『
教
義
』
を
、
現
代
の
感
覚
を
も
つ
て
把
握
し
、
こ
れ

を
一
種
の
体
系
あ
る
『
学
説
』
と
し
て
組
織
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
い
う
。（
普
賢
大
円
「
真
宗
学
の
新
展
開
」『
真
宗
学
会
会
報
』、

一
九
四
〇
〈
昭
和
一
五
〉
年
、
四
〇
・
四
五
頁
） 

普
賢
氏
が
志
向
し
た
教
義
学
は
、
戦
後
具
体
的
な
形
を
な
し
て
い
く
。
そ
の
代
表
と
し
て
、『
真
宗
概
論
』（
普
賢
大
円
、
百
華
苑
、

一
九
五
〇
〈
昭
和
二
五
〉
年
）、『
真
宗
学
概
論
』（
大
原
性
実
、
永
田
文
昌
堂
、
一
九
六
〇
〈
昭
和
三
五
〉
年
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。 

普
賢
大
円
氏
の
『
真
宗
概
論
』
は
、「
如
来
論
」「
衆
生
論
」「
救
済
論
」「
往
生
論
」「
生
活
論
」
な
ど
七
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
根
底
に
は
、
仏
教
を
「
自
証
教
」、
キ
リ
ス
ト
教
を
「
救
済
教
」
と
み
な
し
、
そ
の
止
揚
的
統
一
の
可
能
性
を
両
者
の
要
素
を
併

せ
も
つ
、
親
鸞
の
教
義
の
上
に
見
出
し
、
親
鸞
教
義
の
普
遍
妥
当
性
を
論
理
体
系
的
に
弁
証
し
て
い
る
。
そ
の
論
理
は
、
西
田
哲
学
の

「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
の
論
理
を
援
用
し
、
如
来
と
衆
生
の
交
渉
を
「
対
立
即
包
摂
」
の
関
係
と
捉
え
、
仏
性
論
（
如
来
と
衆
生

の
同
質
・
異
質
論
）
の
現
代
的
意
義
を
弁
証
法
神
学
と
の
連
関
で
掘
り
起
こ
し
て
い
る
。 

大
原
性
実
氏
の
『
真
宗
学
概
論
』
は
、
救
済
の
体
験
を
裏
打
ち
す
る
も
の
と
し
て
「
先
験
の
論
理
（
他
力
回
向
の
原
理
）」
に
着
目

し
、
本
願
名
号
法
に
内
在
す
る
そ
の
救
済
の
論
理
を
究
明
す
る
こ
と
が
真
宗
学
の
根
本
課
題
と
捉
え
て
い
る
。
哲
学
的
態
度
は
用
い

ず
、
教
理
史
と
教
学
史
を
基
礎
と
し
、「
真
宗
救
済
の
根
拠
と
し
て
の
教
法
」「
真
宗
の
救
済
と
そ
の
論
理
」「
救
済
の
力
用
と
し
て
の
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名
号
」「
救
済
の
実
証
と
し
て
の
信
」
な
ど
九
章
に
わ
た
り
、
第
１
章
に
「
真
宗
学
」
の
意
義
と
し
て
、
名
称
・
対
象
・
性
格
・
研
究

法
な
ど
の
方
法
論
を
展
開
し
、
そ
の
対
象
論
で
は
、
真
宗
を
宗
派
（
sect）
と
し
て
の
真
宗
で
は
な
く
、『
大
経
』
に
説
か
れ
た
名
号

法
と
規
定
し
て
い
る
。
今
日
の
「
真
宗
教
義
学
」
は
、
教
理
史
・
教
学
史
を
基
礎
と
し
、
哲
学
の
援
用
や
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
の
対
話

を
試
み
つ
つ
、
と
く
に
教
理
史
を
媒
介
と
し
た
教
義
の
解
明
と
い
う
堅
実
な
手
法
が
特
色
と
な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る（

1
）。 

普
賢
大
円
氏
に
お
い
て
は
、
仏
と
衆
生
を
同
質
か
異
質
か
と
い
う
視
点
で
分
類
し
、
仏
教
を
「
自
証
教
」、
キ
リ
ス
ト
教
を
「
救
済

教
」
と
捉
え
、
そ
の
止
揚
的
統
一
の
可
能
性
を
教
義
に
求
め
て
い
る
。
大
原
性
実
氏
に
お
い
て
は
、『
大
経
』
の
名
号
法
に
も
と
づ
き
、

教
義
が
「
救
済
」
と
い
う
視
点
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
普
賢
大
円
氏
は
、『
真
宗
思
想
史
』（
明
治
書
院
、
一
九
四
二
〈
昭
和
一

七
〉
年
）
に
お
い
て
も
、「
宗
教
の
も
っ
と
も
理
想
的
な
形
態
は
、
救
済
者
と
被
救
済
者
と
が
、
超
え
ゆ
べ
か
ら
ざ
る
深
淵
を
距
て
て

相
対
峙
し
つ
つ
、
し
か
も
そ
の
間
に
救
済
な
る
事
実
が
成
立
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
救
う
も
の
と
救
は
れ
る
も
の
と

が
、
絶
対
他
者
と
し
て
相
対
立
し
つ
つ
、
し
か
も
同
一
基
盤
の
上
に
あ
る
と
い
う
弁
証
法
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
。」（
一
頁
）
と
述
べ
て
、
如
来
論
、
衆
生
論
、
救
済
論
、
生
活
論
に
わ
た
っ
て
、
異
質
論
と
同
質
論
の
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
立
つ
宗

学
の
学
説
を
紹
介
し
つ
つ
、
論
を
展
開
し
て
い
る
。 

 
「
教
学
」
の
定
義
に
つ
い
て
 

一
九
七
一
年
に
、「
伝
道
院
研
究
部
」
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
真
宗
教
学
研
究
』
の
第
一
集
の
「
ま
え
が
き
」
に
は
、 

 
教
学
（
宗
学
）
は
教
団
の
ひ
と
つ
の
営
み
と
し
て
歴
史
的
な
営
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
勿
論
歴
史
の
な
か
に
お
け
る
単
な
る
歴
史
的

な
営
み
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
一
定
の
歴
史
的
状
況
に
お
け
る
歴
史
的
な
存
在
と
永
遠
に
し
て
真
実
な
る
も
の

と
の
決
定
的
な
関
わ
り
を
模
索
す
る
学
と
し
て
歴
史
的
な
営
み
な
の
で
あ
る
。 
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教
学
的
な
営
み
は
過
去
の
教
学
的
営
み
を
単
に
継
承
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
一
切
の
過
去
の
教
学
的
な
営
み
を
集
大

成
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
不
断
に
変
化
す
る
歴
史
的
状
況
に
お
い
て
不
断
に
続
け
ら
れ
る
あ
ら
た
な
る
い
と
な
み
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
                                                                           （『
真
宗
教
学
研
究
』
第
一
集
、
永
田
文
昌
堂
、
一
九
七
一
年
） 

 
と
「
教
学
（
宗
学
）」
は
、
教
団
の
歴
史
的
な
営
み
で
、
過
去
の
教
学
的
な
営
み
を
単
に
継
承
す
る
こ
と
で
も
、
集
大
成
す
る
こ
と
で

も
な
く
、
不
断
に
変
化
す
る
歴
史
的
状
況
に
お
い
て
、
不
断
に
続
け
ら
れ
る
新
た
な
る
営
み
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 私
は
ま
ず
、「
浄
土
真
宗
に
お
け
る
教
学
的
営
み
」
と
は
、
宗
祖
・
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
依
り
ど
こ
ろ
と
し
て
き
た
人
び
と
の
営
み

の
総
体
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
性
や
社
会
的
状
況
や
課
題
を
考
慮
し
つ
つ
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
に
照
ら
し
て
適
切
で
あ
る
か
、

ま
た
人
間
の
営
み
と
し
て
健
全
で
あ
る
か
、
を
検
証
す
る
営
み
で
あ
る
と
仮
定
し
た
い
。 

そ
も
そ
も
「
教
学
」
と
は
、
確
立
さ
れ
た
一
つ
の
命
題
と
い
っ
た
教
条
的
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
問
い
を
前
に
し
た
人
が
置
か
れ

た
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
、
多
様
な
視
点
か
ら
探
求
す
る
こ
と
が
可
能
な
営
み
の
総
体
で
あ
り
、
そ
の
人
が
意
識
す
る
・
し
な
い
に
か

か
わ
ら
ず
、
時
代
的
社
会
的
な
影
響
を
帯
び
て
お
り
、
結
果
と
し
て
、
そ
の
探
求
を
通
し
て
「
偏
っ
た
あ
り
方
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た

か
、
い
な
い
か
」
と
反
省
的
に
過
去
と
今
を
振
り
返
り
、
健
全
な
今
と
未
来
を
展
望
で
き
る
営
み
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。 

よ
っ
て
「
教
学
」
に
つ
い
て
私
は
、
次
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
。 

・「
教
学
」
は
、
時
代
・
社
会
な
ど
の
影
響
を
受
け
て
、
そ
れ
を
取
り
扱
う
人
の
受
け
止
め
方
に
よ
っ
て
「
異
な
り
」「
変
化
」
し
て

い
る
。 

・「
教
学
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
や
社
会
の
影
響
を
帯
び
て
い
る
た
め
、
恣
意
的
な
受
け
止
め
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
見

直
し
が
常
に
図
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。 
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・「
教
学
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
・
社
会
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
、
あ
る
時
代
で
は
機
能
し
て
い
て
も
、
あ
る
時
代
に
は
適

切
で
な
い
こ
と
も
あ
る
。 

・「
教
学
」
は
、
教
条
的
に
受
け
止
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
つ
ね
に
「
反
省
的
に
」
受
け
止
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

言
い
換
え
る
と
、「
教
団
教
学
」
と
い
う
用
語
に
お
け
る
「
教
学
」
と
い
う
語
は
、
い
つ
の
時
代
も
普
遍
的
な
も
の
が
「
教
義
」
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
「
教
義
」
の
本
質
を
解
明
・
弁
証
す
る
作
業
を
「
教
学
」
と
考
え
、「
教
学
」
は
時
代
の
歴
史
的
社
会
的
状

況
や
人
間
性
の
限
定
を
受
け
て
変
化
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
お
く（

2
）。
時
代
の
歴
史
的
社
会
的
状
況
の
影
響
を
受
け
る
と
い
う
こ

と
は
、「
教
学
」
は
、
必
ず
し
も
宗
祖
・
親
鸞
聖
人
の
教
え
に
対
し
て
正
当
な
理
解
と
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
、
戦
争
時
期
に

お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
戦
時
教
学
」
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
教
学
は
、
超
国
家
的
な
色
彩
を
帯
び
た
教
学
と
な
り
、
そ
の
聖
典
解
釈
と
そ

れ
に
よ
る
社
会
的
実
践
の
も
た
ら
す
解
釈
の
具
体
化
に
よ
っ
て
成
立
す
る
救
済
理
論
の
体
系
は
、
親
鸞
聖
人
の
思
想
と
乖
離
し
て
い

た（
3
）。
だ
か
ら
常
に
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
ま
た
逆
に
、
教
義
の
正
し
さ
を
求
め
る
あ
ま
り
、
か
え
っ
て
閉
鎖
的
な
雰
囲
気
が
教
団
内

に
醸
成
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。「
教
団
教
学
」
と
言
う
場
合
は
、
そ
の
時
々
の
教
団
に
お
い
て
認
知
さ
れ
て
い
る
教
学
を
「
教
団
教
学
」

と
い
う
こ
と
に
す
る
が
、
し
か
し
、「
教
団
教
学
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
を
認
知
し
て
い
る
人
の
間
に
お
い
て
、
間
主
観
的
に

存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
認
知
の
さ
れ
方
は
、
人
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
可
視
化
・
同
定
す
る
こ
と

は
、
非
常
に
難
し
い
。 

な
お
、「
思
想
史
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
、「
個
別
分
野
の
諸
思
想
の
歴
史
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
を
横
断
し
て
な
ん
ら
か
の
全
体

的
な
思
想
の
動
向
、
様
式
、
構
造
な
ど
を
と
ら
え
る
歴
史
記
述
を
い
う（

4
）」
と
辞
書
で
は
定
義
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、

「
思
想
史
研
究
」
を
、「
同
時
代
の
共
通
の
思
想
的
課
題
を
切
り
口
と
し
」
て
、「
社
会
全
体
の
意
識
構
造
の
中
で
思
想
・
教
学
」
を
位

置
づ
け
る
営
み
と
定
義
し
て
お
き
た
い（

5
）。 
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（
２
）
教
団
教
学
の
は
じ
ま
り
 

ま
ず
、
親
鸞
か
ら
現
代
に
至
る
真
宗
教
団
の
歴
史
を
鳥
瞰
す
る
。 

 

親
鸞
を
開
祖
と
す
る
浄
土
真
宗
は
、
親
鸞
の
曽
孫
の
覚
如
（
一
二
七
〇
―
一
三
五
一
）
の
代
に
寺
院
化
さ
れ
、
本
願
寺
と
号
し

た
。
そ
の
後
、
本
願
寺
は
第
八
代
蓮
如
（
一
四
一
五
―
一
四
九
九
）
に
よ
っ
て
そ
の
勢
力
を
飛
躍
的
に
拡
大
し
た
。 

蓮
如
に
よ
る
本
願
寺
教
団
の
拡
大
は
、
真
宗
門
徒
の
結
束
力
を
頼
る
地
方
武
士
を
も
門
徒
化
し
、
戦
国
大
名
間
の
争
い
に
加
担

と
抗
争
を
繰
り
返
す
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
一
向
一
揆
に
よ
っ
て
本
願
寺
門
徒
は
約
一
世
紀
の
間
、
加
賀
一
国
を
支
配

し
た
。 

そ
の
後
、
本
願
寺
は
第
十
一
代
顕
如
（
一
五
四
三
―
一
五
九
二
）
に
い
た
っ
て
、
織
田
信
長
と
大
坂
石
山
の
本
願
寺
を
中
心
と

し
て
直
接
戦
い
を
ま
じ
え
る
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
、
当
時
の
本
願
寺
は
、
信
長
に
対
し
て
不
顧
身
命
に
て
戦
う
も
の
で
な
け
れ

ば
門
徒
と
な
さ
な
い
、
と
激
を
飛
ば
す
ほ
ど
武
家
化
し
て
い
た
。
し
か
し
、
天
正
八
（
一
五
八
〇
）
年
三
月
、
本
願
寺
と
織
田
信

長
の
講
和
に
よ
り
、
一
向
一
揆
は
事
実
上
の
幕
を
閉
じ
る
。
そ
の
間
、
本
願
寺
は
紀
伊
鷺
森
、
貝
塚
、
天
満
を
経
て
、
天
正
十
九

（
一
五
九
一
）
年
、
豊
臣
秀
吉
か
ら
寄
進
を
受
け
た
京
都
西
七
条
（
現
在
の
西
本
願
寺
）
の
地
に
移
っ
た
。 

顕
如
の
死
後
、
長
男
の
教
如
（
一
五
五
八
―
一
六
一
四
）
は
法
嗣
を
弟
の
准
如
（
一
五
七
七
―
一
六
三
〇
）
に
譲
り
、
徳
川
家

康
よ
り
寄
進
さ
れ
た
京
都
東
六
条
の
地
に
寺
を
別
立
し
、
以
後
、
准
如
方
を
西
本
願
寺
、
教
如
方
を
東
本
願
寺
と
呼
び
、
現
在
に

い
た
っ
て
い
る
。 

江
戸
時
代
の
幕
藩
体
制
下
、
真
宗
教
団
は
教
学
の
体
系
化
、
門
信
徒
の
教
化
な
ど
に
つ
と
め
た
。
教
学
は
大
い
に
振
興
し
た
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が
、
そ
の
教
化
は
「
王
法
・
国
法
を
守
り
て
寺
法
に
そ
む
か
ず
」
と
教
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
大
勢
と
し
て
は
寺
檀
関
係
に
胡
坐
を

か
い
て
安
逸
に
流
れ
た
。 

時
代
は
江
戸
か
ら
明
治
へ
と
移
り
、
西
本
願
寺
第
二
十
一
代
明
如
（
一
八
五
〇
―
一
九
〇
三
）
は
、
廃
仏
毀
釈
を
は
じ
め
、
激
動

の
明
治
初
期
、
新
時
代
に
対
応
す
べ
く
、
若
き
学
僧
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
派
遣
し
、
そ
の
宗
教
事
情
や
制
度
を
学
ば
せ
、
西
本
願
寺

教
団
の
近
代
化
に
意
を
注
い
だ
。
し
か
し
明
治
以
降
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
に
い
た
る
真
宗
教
団
の
近
代
化
は
、
そ
の
教

学
・
思
想
の
面
に
お
い
て
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
い
わ
ゆ
る
「
戦
時
教
学
」
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
い
か
に
近
代
天
皇
制
国
家

に
真
宗
教
団
を
適
応
さ
せ
る
べ
き
か
の
苦
悶
の
時
代
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。 

（
池
田
行
信
『
真
宗
教
団
の
思
想
と
行
動
』
法
蔵
館
、
一
九
九
七
年
） 

　
①
覚
如
教
学
 

親
鸞
教
学
の
本
格
的
な
研
究
は
、
本
願
寺
第
三
代
覚
如
（
一
二
七
〇
―
一
三
五
一
）
に
は
じ
ま
る
。
覚
如
の
教
学
の
特
色
は
、
信
心

正
因
、
称
名
報
恩
、
平
生
業
成
、
本
師
本
仏
論
と
い
わ
れ
る
。
覚
如
は
、
親
鸞
没
後
八
年
目
に
親
鸞
の
曽
孫
と
し
て
誕
生
し
、
生
涯
を

通
し
て
親
鸞
の
遺
徳
の
顕
彰
に
つ
と
め
た
。
ま
た
、
親
鸞
の
廟
堂
で
あ
る
大
谷
廟
堂
に
つ
い
て
、
寺
号
を
公
称
し
阿
弥
陀
如
来
像
を
安

置
す
る
な
ど
し
て
寺
院
化
し
、
真
宗
教
団
の
統
一
を
は
か
っ
た
。
時
代
背
景
と
し
て
は
、
真
宗
草
創
期
に
あ
た
り
、
浄
土
真
宗
の
地
位

の
是
認
・
確
立
が
求
め
ら
れ
た
時
代
で
あ
り
、
真
宗
を
除
く
、
浄
土
宗
西
山
派
・
鎮
西
派
な
ど
の
法
然
門
下
の
浄
土
異
流
が
隆
盛
し
、

諸
行
往
生
、
臨
終
来
迎
、
一
念
多
念
の
争
論
等
が
発
生
し
、
真
宗
教
団
内
に
お
い
て
も
異
義
が
発
生
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
で
覚
如

は
、『
口
伝
鈔
』
や
『
改
邪
鈔
』
で
、「
三
代
伝
持
の
血
脈
（
法
然
―
親
鸞
―
如
信
）」
を
主
張
し
、
本
願
寺
の
親
鸞
こ
そ
が
法
然
の
門

流
の
正
統
で
あ
り
、
覚
如
自
身
も
そ
の
血
脈
を
受
け
つ
ぐ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
、
真
宗
教
団
を
統
一
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
際
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に
真
宗
の
安
心
の
根
本
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
た
の
が
、
第
十
八
願
成
就
文
を
す
わ
り
と
し
た
信
心
正
因
・
称
名
報
恩
・
平
生
業
成
の
教

説
で
あ
っ
た（

6
）。
そ
の
よ
う
に
、
教
団
と
し
て
親
鸞
教
学
の
特
色
を
打
ち
出
し
た
の
は
覚
如
が
は
じ
ま
り
と
考
え
ら
れ
る
。 

神
祇
思
想
に
関
し
て
、
鎌
倉
旧
仏
教
は
、
本
地
垂
迹
説
に
立
脚
す
る
神
国
思
想
を
根
底
と
す
る
王
法
と
仏
法
の
相
資
を
主
張
し
て
い

た
が
、
親
鸞
は
反
律
令
の
立
場
か
ら
神
祇
不
拝
の
姿
勢
を
示
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
覚
如
・
存
覚
の
時
代
は
、
法
然
・
親
鸞
の
時
代

か
ら
続
く
、
既
成
仏
教
・
国
家
か
ら
の
弾
圧
は
避
け
ら
れ
ず
、
既
存
の
体
制
と
の
妥
協
が
行
わ
れ
、
教
団
と
し
て
の
社
会
的
地
位
の
確

立
が
再
重
要
課
題
と
な
り
、
神
明
に
よ
っ
て
擁
護
さ
れ
る
国
家
体
制
（
王
法
）
と
仏
法
と
の
相
資
が
主
張
さ
れ
て
く
る
。
覚
如
は
、
本

地
垂
迹
説
を
受
容
し
（『
親
鸞
伝
絵
』
下
、
平
太
郎
熊
野
参
詣
）、
律
令
体
制
で
公
認
さ
れ
た
八
宗
の
中
、
天
台
宗
と
の
教
法
の
同
体
を

主
張
（『
出
世
願
意
』）
す
る
な
ど
し
対
応
し
て
い
る（

7
）。 

　
②
存
覚
教
学
 

覚
如
を
父
に
持
つ
存
覚
（
一
二
九
〇
―
一
三
七
三
）
に
は
、
覚
如
に
み
ら
れ
る
三
代
伝
持
の
血
脈
の
主
張
、
大
谷
本
願
寺
を
中
心
と

し
た
真
宗
教
団
の
統
一
、
ま
た
浄
土
異
流
に
対
す
る
浄
土
真
宗
の
顕
揚
と
い
っ
た
意
図
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
む
し
ろ
存
覚

は
、
親
鸞
の
教
学
を
法
然
の
教
学
、
浄
土
宗
の
正
統
と
理
解
し
、
浄
土
宗
と
い
う
埒
内
で
親
鸞
の
一
流
を
理
解
し
て
い
た
。
よ
っ
て
存

覚
の
教
学
は
「
念
仏
往
生
」
の
立
場
を
取
っ
て
い
た
。
覚
如
の
行
論
が
所
行
説
を
取
る
の
に
対
し
て
、
存
覚
の
行
論
は
能
行
説
の
立
場

を
取
り
、
能
行
立
信
の
念
仏
往
生
を
主
張
し
て
い
る
。 

法
然
門
下
へ
の
専
修
念
仏
に
対
す
る
非
難
・
弾
圧
は
、
承
元
の
法
難
以
来
、
覚
如
・
存
覚
の
時
代
ま
で
続
い
て
い
た
。
存
覚
は
『
破

邪
顕
正
抄
』
を
撰
述
し
、
当
時
の
専
修
念
仏
に
対
す
る
非
難
に
答
え
て
い
る
。
そ
こ
で
存
覚
は
浄
土
宗
の
埒
内
で
親
鸞
の
教
義
を
把
握

し
、
専
修
念
仏
の
正
当
性
を
明
確
に
し
て
い
る
。
法
然
の
念
仏
往
生
の
教
説
に
対
し
て
、
日
蓮
は
『
守
護
国
家
論
』『
立
正
安
国
論
』
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等
に
よ
っ
て
、
非
難
を
加
え
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
存
覚
は
、『
決
智
鈔
』『
法
華
問
答
』
等
に
よ
っ
て
、
日
蓮
の
批
判
に
応
え
、
念

仏
往
生
の
立
場
を
主
張
し
た（

8
）。 

覚
如
と
同
じ
く
存
覚
の
生
き
た
鎌
倉
末
期
か
ら
室
町
初
期
の
時
代
は
、
法
然
・
親
鸞
の
時
代
か
ら
引
き
続
き
、
既
成
仏
教
、
国
家
か

ら
の
弾
圧
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
覚
如
・
存
覚
に
は
、
既
成
の
体
制
と
の
妥
協
が
見
ら
れ
、
教
団
と
し
て
の
社
会
的
地
位
の
確
立
が

最
重
要
課
題
で
あ
っ
た
。
存
覚
は
、
公
認
の
律
令
仏
教
で
あ
る
「
八
宗
」
に
禅
宗
と
浄
土
宗
（
浄
土
真
宗
）
を
加
え
「
十
宗
」
と
主
張

し
て
い
る
（『
歩
船
鈔
』）。
八
宗
と
対
等
の
立
場
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
的
地
位
を
得
よ
う
と
す
る
立
場
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。 

ま
た
、
神
祇
観
に
関
し
て
、
親
鸞
は
神
仏
の
本
垂
関
係
を
容
認
せ
ず
、
弥
陀
一
仏
以
外
の
諸
天
諸
神
へ
の
帰
依
を
否
定
し
て
い
た

が
、
存
覚
に
は
、
本
地
垂
迹
説
や
神
国
思
想
の
受
容
が
見
ら
れ
る
。
神
明
の
多
く
は
諸
仏
・
菩
薩
の
垂
迹
で
あ
り
、
念
仏
の
行
者
は
垂

迹
の
本
意
を
知
る
べ
き
と
述
べ
（『
破
邪
顕
正
抄
』）、
権
社
と
は
仏
・
菩
薩
が
衆
生
利
益
の
た
め
に
、
か
り
に
神
明
の
か
た
ち
を
現
じ

た
も
の
と
し
、
日
本
は
神
国
で
あ
り
、
日
本
の
国
神
の
本
地
は
究
極
的
に
は
阿
弥
陀
仏
の
智
慧
に
お
さ
ま
る
と
主
張
し
て
い
る
（『
諸

神
本
懐
集
』）。
ま
た
存
覚
は
、『
化
巻
』
外
教
釈
の
親
鸞
の
神
祇
不
拝
に
つ
い
て
、
不
拝
と
は
異
域
の
邪
神
で
あ
っ
て
、
日
本
の
権
社

は
そ
の
限
り
で
は
な
く
、
日
本
を
神
国
と
し
、
国
神
の
本
地
は
阿
弥
陀
如
来
で
あ
り
、
神
恩
を
忽
諸
に
す
べ
き
で
な
い
と
い
っ
て
い
る

（『
六
要
鈔
』）。 

王
法
・
仏
法
観
に
つ
い
て
は
、「
仏
法
王
法
は
一
双
の
法
で
あ
り
、
鳥
の
二
つ
の
つ
ば
さ
、
車
の
両
輪
の
ご
と
し
」（『
破
邪
顕
正

抄
』）
と
い
っ
て
律
令
体
制
に
お
け
る
王
法
仏
法
の
相
依
相
資
の
関
係
を
主
張
し
、
律
令
体
制
の
上
に
真
宗
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る

意
図
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
皇
恩
の
重
き
を
述
べ
、
王
法
を
忽
諸
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
い
、
一
食
に
至
る
ま
で
、
公
家
関
東
の
恩
化
、

領
地
地
頭
の
恩
致
で
あ
り
、
公
私
に
わ
た
り
違
反
あ
る
べ
か
ら
ず
（『
破
邪
顕
正
抄
』）
と
い
い
、
阿
弥
陀
仏
を
息
災
延
命
　
護
国
の
仏

（『
持
名
鈔
』）
と
規
定
し
て
お
り
、
法
然
浄
土
教
を
弾
圧
し
た
律
令
体
制
の
枠
組
み
の
中
で
社
会
的
公
認
を
得
る
こ
と
が
最
重
要
課
題
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で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
末
法
時
に
お
け
る
持
戒
を
容
認
し
て
、
旧
仏
教
と
の
共
存
を
志
向
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る（

9
）。 

　
③
蓮
如
教
学
 

本
願
寺
中
興
の
祖
と
い
わ
れ
る
第
八
代
蓮
如
（
一
四
一
五
―
一
四
九
九
）
の
時
代
は
、
荘
園
制
が
衰
退
し
、
一
方
で
守
護
大
名
、
国

人
領
主
制
が
進
展
し
つ
つ
あ
っ
た
中
で
、
本
願
寺
教
団
は
、
惣
村
制
の
形
成
を
中
心
に
発
展
し
、
王
法
（
守
護
・
地
頭
）、
既
存
の
寺

社
権
門
勢
力
と
対
等
の
勢
力
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
本
願
寺
教
団
の
農
民
と
権
門
寺
社
勢
力
・
在
地
の
守
護
地
頭
と
の
間
に
対
立
を
生

む
に
至
り
、
特
に
加
賀
国
に
お
け
る
富
樫
正
親
と
本
願
寺
門
徒
と
の
衝
突
は
一
向
一
揆
を
発
生
さ
せ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
蓮
如
は
文

明
六
年
か
ら
十
年
に
か
け
て
『
御
文
章
』
を
通
し
て
、「
王
法
為
本
仁
義
為
先
」
の
用
語
を
用
い
て
、
武
士
群
と
門
徒
と
の
抗
争
を
教

誡
し
た（

10
）。 

ま
た
蓮
如
は
、
民
衆
へ
の
伝
道
の
場
に
お
い
て
独
自
の
教
学
を
展
開
し
て
い
る
。
覚
如
と
同
様
蓮
如
は
第
十
八
願
成
就
文
を
す
わ
り

と
し
、
善
導
の
六
字
釈
を
通
し
て
、
成
就
文
の
「
聞
其
名
号
信
心
歓
喜
」
の
信
心
の
内
容
説
明
と
し
て
六
字
釈
を
展
開
し
て
い
る
。
善

導
の
約
生
門
の
六
字
釈
を
約
仏
の
立
場
か
ら
理
解
し
機
法
門
の
六
字
釈
を
成
立
さ
せ
て
い
る
。「
南
無
」
を
機
、「
阿
弥
陀
仏
」
を
法
と

す
る
「
機
法
一
体
」
の
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
六
字
釈
を
展
開
し
て
い
る
。
よ
り
詳
し
く
言
え
ば
、「
南
無
」
の
二
字
は
「
衆
生
の
阿

弥
陀
仏
を
た
の
む
機
」
＝
「
衆
生
の
阿
弥
陀
仏
後
生
た
す
け
た
ま
へ
と
た
の
み
た
て
ま
つ
る
こ
こ
ろ
な
り
」
と
解
し
、「
阿
弥
陀
仏
」

の
四
字
は
、「
信
ず
る
機
を
た
す
け
た
ま
ふ
法
」
＝
「
た
の
む
と
こ
ろ
の
衆
生
を
摂
取
し
て
す
く
い
た
ま
ふ
こ
こ
ろ
」
と
解
し
、
衆
生

が
阿
弥
陀
仏
を
た
の
む
信
心
の
機
も
、
た
の
む
衆
生
を
た
す
く
る
法
も
、
同
一
体
と
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
の
上
に
成
就
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
釈
顕
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
蓮
如
は
、
機
法
一
体
の
六
字
釈
に
よ
っ
て
、
他
力
回
向
に
よ
っ
て
成
立
す
る
親
鸞
の
六
字

釈
を
具
体
化
し
、「
聞
其
名
号
」
の
信
心
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 
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な
お
、「
機
法
一
体
」
と
い
う
名
目
は
、
西
山
派
祖
証
空
と
推
定
さ
れ
る
が
、『
御
文
章
』
に
出
る
「
機
法
一
体
の
南
無
阿
弥
陀
仏
」

と
い
う
表
現
は
、『
安
心
決
定
鈔
』
に
見
ら
れ
る
特
殊
な
表
現
で
あ
る
。
西
山
家
、『
安
心
決
定
鈔
』
に
お
け
る
機
法
一
体
論
は
、
仏
心

凡
心
の
一
体
、
生
仏
一
体
論
を
根
底
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
蓮
如
の
上
に
お
い
て
は
生
仏
一
体
の
上
に
主
張
は
さ
れ
て
い
な

い
。
名
号
六
字
の
上
で
機
法
を
論
じ
、
他
力
回
向
の
名
号
と
し
て
の
説
明
が
な
さ
れ
、
用
語
は
受
容
し
つ
つ
も
、
随
義
転
用
が
な
さ
れ

て
い
る（

11
）。 

以
上
、
親
鸞
以
後
の
真
宗
教
学
と
し
て
、
覚
如
、
存
覚
、
蓮
如
の
教
学
を
概
観
し
た
。
親
鸞
の
教
学
は
、
時
代
と
共
に
、
教
団
の
置

か
れ
て
い
る
状
況
に
よ
り
、
親
鸞
を
伝
統
と
し
つ
つ
も
、
変
容
や
特
色
あ
る
展
開
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。 

（
３
）
近
世
教
学
 

近
世
に
お
い
て
幕
府
は
、
寺
院
法
度
に
よ
っ
て
、
仏
教
教
団
の
活
動
に
厳
し
い
制
約
を
加
え
る
と
同
時
に
、
学
問
を
大
い
に
奨
励
し

た
。
幕
府
の
定
め
た
寺
院
法
度
と
本
末
制
度
に
よ
っ
て
、
仏
教
各
宗
は
諸
本
山
に
よ
る
末
寺
と
僧
侶
支
配
権
を
一
元
的
に
掌
握
し
た
。

近
世
の
一
元
的
な
教
団
体
制
が
確
立
さ
れ
て
い
く
に
つ
れ
、
そ
れ
ま
で
あ
い
ま
い
な
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
宗
派
間
の
境
界
は
明
確
化
さ

れ
、
兼
学
・
兼
行
が
不
可
能
な
、
い
わ
ゆ
る
近
世
的
な
宗
派
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
際
に
求
め
ら
れ
た
も
の
は
、
各
宗
の
特
徴

と
な
り
う
る
固
有
の
教
学
で
あ
り
、
そ
れ
を
宗
の
内
外
に
知
ら
し
む
る
べ
く
諸
宗
に
お
け
る
典
籍
の
出
版
も
推
進
さ
れ
て
い
っ
た
。 

東
西
本
願
寺
に
お
け
る
学
問
の
動
向
と
し
て
は
、
近
世
前
半
に
は
仏
教
一
般
の
中
で
浄
土
真
宗
が
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
か
が

研
究
さ
れ
、
後
半
に
は
宗
学
の
研
究
が
な
さ
れ
た
。 

西
本
願
寺
で
は
、
寛
永
十
三
（
一
六
三
六
）
年
に
、
親
鸞
の
主
著
『
教
行
信
証
』
が
出
版
さ
れ
、
二
年
後
の
寛
永
十
五
（
一
六
三

八
）
年
に
は
寺
内
に
学
校
を
興
し
て
宗
学
研
究
を
奨
励
し
た
。
第
十
四
代
寂
如
（
一
六
五
一
―
一
七
二
五
）
は
、
自
ら
『
教
行
信
証
』
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を
講
義
し
て
い
る
。 

研
究
が
盛
ん
に
な
る
な
か
で
、
時
の
学
頭
で
あ
っ
た
西
吟
を
め
ぐ
り
論
争
が
起
こ
り
、
紛
争
が
激
し
く
な
っ
た
た
め
幕
府
が
介
入

し
、
い
っ
た
ん
西
本
願
寺
の
学
校
は
閉
鎖
さ
れ
た
。
四
十
年
ほ
ど
後
の
元
禄
八
（
一
六
九
五
）
年
に
「
学
林
」
と
し
て
再
建
さ
れ
、
そ

れ
以
後
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
を
経
な
が
ら
、
現
在
の
龍
谷
大
学
に
至
っ
て
い
る
。 

西
本
願
寺
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
論
争
は
、
近
世
中
期
に
お
こ
り
約
四
十
年
間
に
わ
た
り
、
教
団
の
ト
ッ
プ
か
ら
一
般
信
者
ま
で
を

巻
き
込
ん
で
続
い
た
三
業
惑
乱
で
あ
る
。
三
業
惑
乱
当
時
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
学
派
が
起
こ
っ
て
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
以
後

は
学
説
が
慎
重
に
な
り
、
堅
実
で
は
あ
る
が
目
立
っ
た
発
展
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た（

12
）。 

日
本
に
お
け
る
近
世
の
特
徴
と
し
て
、
次
の
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
①
儒
学
や
心
学
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
世
俗
超
越
の
立
場
が

衰
え
、
世
俗
的
な
人
倫
社
会
に
価
値
を
置
く
立
場
が
強
く
な
る
。
②
科
学
的
な
世
界
観
は
必
ず
し
も
た
だ
ち
に
中
心
と
は
な
ら
な
か
っ

た
が
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
の
洋
学
の
移
入
や
自
由
思
想
家
の
な
か
か
ら
新
し
い
世
界
観
へ
の
模
索
が
進
め
ら
れ
た
。
③
仏
教
・
儒

学
・
国
学
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
が
入
り
乱
れ
、
価
値
観
の
多
様
化
は
顕
著
に
う
か
が
わ
れ
る
。 

こ
う
し
た
な
か
で
、
仏
教
界
に
は
西
欧
に
お
け
る
宗
教
改
革
に
あ
た
る
よ
う
な
運
動
は
な
か
っ
た
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い
動
向
を

示
し
て
い
る
。
価
値
観
の
多
様
化
の
な
か
、
①
キ
リ
シ
タ
ン
と
の
対
決
や
儒
学
そ
の
他
の
側
か
ら
の
排
仏
論
へ
の
対
応
、
②
戒
律
復
興

や
教
学
振
興
に
よ
る
教
団
の
再
建
、
さ
ら
に
ま
た
③
世
俗
化
に
対
応
す
る
民
衆
教
化
の
活
動
な
ど
で
あ
る
。 

近
世
の
仏
教
者
は
、
幕
藩
体
制
下
で
政
治
的
に
規
制
を
受
け
、
他
方
で
は
他
思
想
か
ら
批
判
を
浴
び
な
が
ら
、
新
し
い
仏
教
の
あ
り

方
を
求
め
て
模
索
し
て
い
た
。
そ
の
動
向
は
第
一
に
諸
宗
の
教
学
の
振
興
（
諸
宗
の
法
度
に
も
明
記
）、
第
二
に
戒
律
の
復
興
で
あ
る
。

諸
宗
の
教
学
は
、
自
宗
の
開
祖
の
著
作
を
中
心
に
、
そ
の
他
、
各
宗
で
重
ん
じ
る
中
国
・
日
本
の
高
層
の
著
作
や
依
拠
す
る
経
典
の
研

究
を
主
と
す
る
。
そ
の
ほ
か
、
各
宗
共
通
で
仏
教
の
基
礎
学
と
も
い
う
べ
き
倶
舎
、
唯
識
、
三
論
、
華
厳
、
天
台
な
ど
の
学
問
も
研
究

さ
れ
た（

13
）。 
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①
承
応
の
鬩
牆
 

東
西
本
願
寺
に
お
け
る
学
問
の
動
向
と
し
て
、
近
世
前
半
に
お
い
て
、
仏
教
一
般
の
中
で
浄
土
真
宗
が
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る

か
が
研
究
さ
れ
た
。
そ
の
時
期
に
初
代
能
化
・
西
吟
（
一
六
〇
五
―
一
六
六
三
）
と
熊
本
の
学
僧
・
月
感
（
一
六
〇
一
―
一
六
七
四
）

と
の
間
で
起
こ
っ
た
浄
土
真
宗
の
教
学
論
争
が
「
承
応
の
鬩
牆
」
で
あ
る
。 

承
応
二
（
一
六
五
三
）
年
、
月
感
が
西
吟
の
講
義
を
聴
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
内
容
に
自
力
的
・
禅
的
な
も
の
が
含
ま
れ
て
お
り
、
他

力
本
願
を
教
義
と
す
る
浄
土
真
宗
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
弾
劾
状
を
西
本
願
寺
に
提
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
西
吟
も
告
訴
状
を

提
出
し
、
紛
争
へ
発
展
し
た
。
事
態
は
本
願
寺
と
興
正
寺
と
の
対
立
に
発
展
し
、
承
応
四
（
一
六
五
五
）
年
に
幕
府
は
、
学
寮
の
取
毀

し
、
興
正
寺
の
准
秀
と
月
感
の
塞
逼
を
命
じ
終
結
と
な
っ
た
。
月
感
の
「
謹
奉
訴
状
」
よ
り
は
じ
ま
る
自
性
唯
心
の
思
想
に
つ
い
て
西

吟
は
、
自
性
唯
心
は
「
学
解
」
と
し
て
語
る
の
で
あ
り
、
一
宗
の
本
意
と
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
返
答
し
て
い
る
。
こ
の
西
吟
の
対

応
に
つ
い
て
、
伊
藤
顕
慈
氏
の
研
究
（
二
〇
二
一
年
）
に
よ
れ
ば
、
先
学
の
評
価
は
以
下
の
よ
う
に
分
か
れ
る（

14
）。 

【
先
学
の
評
】 

Ⅰ
西
吟
の
信
心
論
に
鑑
み
れ
ば
月
感
の
論
難
に
も
多
少
の
理
は
あ
る
。 

Ⅱ
西
吟
に
見
ら
れ
る
自
性
唯
心
の
思
想
は
一
般
仏
教
を
援
用
し
て
宗
義
を
荘
厳
し
よ
う
と
す
る
態
度
へ
の
誤
解
で
あ
り
、
そ
の
教
学

理
解
を
月
感
の
論
難
す
る
ご
と
く
に
自
性
唯
心
の
理
談
に
沈
む
と
す
る
こ
と
は
聊
か
酷
で
あ
る
。 

近
年
で
は
、
歴
史
学
の
立
場
よ
り
思
想
史
の
面
か
ら
西
吟
の
学
的
態
度
の
背
景
を
探
ろ
う
と
す
る
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、

西
吟
に
見
ら
れ
る
自
性
唯
心
の
思
想
は
、
歴
史
学
の
視
点
か
ら
は
、 

Ⅰ
幕
藩
制
国
家
と
い
う
新
た
な
封
建
体
制
下
に
お
け
る
教
団
的
課
題
を
担
う
か
た
ち
で
真
宗
僧
俗
の
支
配
秩
序
へ
の
恭
敬
心
を
積
極
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的
に
喚
起
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

Ⅱ
現
世
主
義
と
い
う
時
代
思
潮
を
背
景
と
す
る
中
で
、
そ
こ
に
応
じ
る
教
化
手
段
と
し
て
自
性
唯
心
の
思
想
を
用
い
た
。 

Ⅲ
近
世
前
期
の
民
衆
仏
教
が
極
め
て
唯
心
論
的
で
あ
っ
た
た
め
、
西
吟
は
民
衆
教
化
に
お
い
て
効
果
を
あ
げ
る
た
め
に
自
性
唯
心
の

思
想
を
取
り
込
ん
だ
。 

と
い
っ
た
見
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。
近
世
前
期
に
お
い
て
「
現
世
主
義
」
と
い
う
時
代
思
潮
の
中
で
、
民
衆
仏
教
が
唯
心
論
的
な
傾
向

に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
教
学
上
の
論
点
と
し
て
は
、
西
吟
が
便
宜
的
に
一
般
仏
教
を
援
用
し
て
、
自
性
唯
心
の
思
想
を
用
い
た

の
か
、
西
吟
の
教
学
理
解
そ
の
も
の
に
自
性
唯
心
的
傾
向
が
あ
っ
た
の
か
が
論
点
と
な
っ
て
い
る
。 

　
②
三
業
惑
乱
 

三
業
惑
乱
は
、
宝
暦
年
間
に
、
越
前
で
浄
願
寺
の
龍
養
が
無
帰
命
安
心
の
教
説
を
流
布
さ
せ
た
こ
と
に
対
し
、
宝
暦
十
二
（
一
七
六

二
）
年
に
本
山
か
ら
派
遣
さ
れ
た
功
存
が
龍
養
を
糾
明
し
改
心
さ
せ
、
そ
の
内
容
を
も
っ
て
僧
俗
へ
教
誡
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。
そ

の
教
誡
の
内
容
を
も
と
に
功
存
著
『
願
生
帰
命
弁
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
同
十
四
年
に
出
版
さ
れ
た
。
同
書
に
説
か
れ
た
三
業
帰
命

説
が
、
三
業
惑
乱
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
な
っ
た
。
功
存
は
、
明
和
六
（
一
七
六
九
）
年
四
月
に
、
西
本
願
寺
の
学
林
の
能
化
に
就
任

し
た
。
そ
の
後
、
寛
政
八
（
一
七
九
六
）
年
九
月
に
功
存
が
死
去
し
た
後
、
翌
年
寛
政
九
（
一
七
九
七
）
年
浄
教
寺
の
智
洞
が
能
化
と

な
り
、
三
業
帰
命
説
を
伝
え
た
こ
と
で
、
惑
乱
が
拡
大
し
た
。
享
和
元
（
一
八
〇
一
）
年
以
降
に
は
、
美
濃
大
垣
藩
領
で
騒
動
が
激
化

し
、
や
が
て
幕
府
の
介
入
を
招
い
た
。
そ
し
て
、
文
化
三
（
一
八
〇
六
）
年
七
月
に
幕
府
の
寺
社
奉
行
は
、
三
業
帰
命
を
不
正
義
と
す

る
立
場
か
ら
、
事
件
関
係
者
を
処
罰
す
る
と
共
に
、
西
本
願
寺
に
閉
門
を
命
じ
た
。
同
年
十
一
月
開
門
を
許
さ
れ
た
西
本
願
寺
で
門
主

本
如
に
よ
る
「
御
裁
断
御
書
」
が
披
露
さ
れ
「
正
統
」
な
教
義
が
示
さ
れ
た（

15
）。 
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■
三
業
惑
乱
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
 

三
業
惑
乱
の
思
想
史
研
究
に
つ
い
て
、
二
〇
二
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
近
世
思
想
と
仏
教
』
に
お
い
て
末
木
文
美
士
氏
は
、「
近
世

真
宗
に
お
け
る
最
大
の
論
争
で
あ
る
三
業
惑
乱
は
、
宗
門
内
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
た
め
に
、
広
い
思
想
史
の
枠
の
中
で
ど

の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
必
ず
し
も
十
分
に
議
論
を
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
宗
門
外
の
研
究

者
か
ら
見
て
、
三
業
惑
乱
の
思
想
史
的
な
研
究
は
ま
だ
充
分
に
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
評
価
さ
れ
て
い
る（

16
）。 

 三
浦
真
証
氏
の
研
究
（
二
〇
一
二
年
）
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
三
業
惑
乱
に
関
す
る
主
な
先
行
研
究
を
見
て
み
る
と（

17
）、 

・『
龍
谷
大
学
三
百
年
史
』（
龍
谷
大
学
出
版
部
、
一
九
三
九
年
） 

・『
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
』（
龍
谷
大
学
、
一
九
八
九
年
） 

・
西
谷
順
誓
『
真
宗
教
義
及
宗
学
之
大
系
』（
興
教
書
院
、
一
九
一
一
年
） 

・
中
島
覚
亮
『
異
安
心
史
』（
無
我
山
房
、
一
九
一
二
） 

・
大
原
性
実
『
真
宗
願
生
論
の
展
開
』（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
五
二
年
） 

・
可
西
大
秀
『
真
宗
の
異
義
と
そ
の
歴
史
』（
清
文
堂
出
版
、
一
九
七
七
年
） 

と
い
っ
た
書
物
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

「
三
業
帰
命
説
の
淵
源
」
に
つ
い
て
は
、
近
世
初
期
に
活
躍
し
た
初
代
能
化
西
吟
と
月
感
・
空
誓
と
を
先
駆
と
し
て
、
二
代
能
化
知

空
を
萌
芽
と
し
、
そ
し
て
そ
の
門
下
の
峻
諦
・
月
荃
・
性
均
に
よ
っ
て
培
養
さ
れ
、
五
代
能
化
義
教
の
他
、
善
意
・
卞
閑
・
慧
鐙
な
ど

に
よ
っ
て
拍
車
が
か
け
ら
れ
、
六
代
能
化
功
存
に
お
い
て
大
成
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。（
大
原
性
実
『
真
宗
願
生
論
の
展
開
』
一
〇
二
頁
、

中
島
覚
亮
『
異
安
心
史
』
七
六
頁
） 

三
業
惑
乱
を
契
機
と
し
て
「
教
学
的
問
題
の
整
理
」
が
な
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
学
林
側
が
主
張
す
る
三
業
帰
命
説
・
欲
生
帰
命
説
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を
契
機
と
し
て
、
聞
信
義
相
・
三
心
一
心
・
信
願
交
際
・
歓
喜
初
後
・
信
一
念
義
・
タ
ノ
ム
タ
ス
ケ
タ
マ
ヘ
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
論
題
、

さ
ら
に
信
願
論
・
行
信
論
な
ど
の
各
論
、
一
念
覚
知
の
問
題
、
小
児
往
生
の
問
題
、
代
だ
の
み
の
問
題
な
ど
、
実
に
様
々
な
教
学
的
問

題
点
が
惹
起
さ
れ
整
理
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
問
題
点
は
「
衆
生
の
自
力
性
」
に
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
こ
れ
ら
真
宗
学
に
よ

る
研
究
は
、
正
し
い
真
宗
教
学
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
。 

ま
た
、
近
世
思
想
と
し
て
三
業
惑
乱
に
注
目
す
る
歴
史
学
者
に
よ
る
研
究
が
あ
る
。 

歴
史
学
者
に
よ
る
三
業
惑
乱
研
究
と
し
て
次
の
よ
う
な
研
究
が
あ
げ
ら
れ
る
。 

・
辻
善
之
助
『
日
本
仏
教
史
』（
一
九
一
九
〜
一
九
三
一
）
…
…
近
世
仏
教
は
檀
家
制
度
・
本
末
制
度
に
胡
座
を
か
い
た
堕
落
仏
教
 

・「
寺
檀
制
度
や
寺
請
制
度
を
あ
つ
か
う
政
治
史
的
研
究
」（
藤
井
学
・
圭
室
文
雄
・
朝
尾
直
弘
・
大
桑
斉
） 

・「
在
地
庶
民
と
仏
教
と
の
関
連
を
扱
う
民
俗
学
的
・
社
会
史
的
研
究
」（
竹
田
聴
州
・
児
玉
識
・
奈
倉
哲
三
・
有
元
正
雄
・
澤
博
勝
・

引
野
亨
輔
） 

そ
の
後
の
著
作
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
著
書
が
あ
る
。 

・
芹
口
真
結
子
『
近
世
仏
教
の
教
説
と
教
化
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
九
年
） 

・
井
上
見
淳
『「
た
す
け
た
ま
へ
」
の
浄
土
教
―
三
業
帰
命
説
の
源
泉
と
展
開
』（
法
藏
館
、
二
〇
二
二
年
） 

・
上
野
大
輔
・
小
林
准
士
『
日
本
近
世
史
を
見
直
す
６
宗
教
・
思
想
・
文
化
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
三
年
） 

・
三
業
惑
乱
研
究
会
『
大
瀛
『
横
超
直
道
金
剛
錍
』
の
意
訳
と
翻
刻
（
一
）』（
法
藏
館
、
二
〇
二
四
年
） 

 ま
た
三
業
惑
乱
以
後
の
論
題
研
究
と
教
団
の
関
係
に
つ
い
て
石
田
慶
和
氏
は
、「
本
願
寺
派
で
は
、
と
く
に
三
業
惑
乱
（
一
七
九
七
　

■

―
一
八
〇
六
）
以
後
、
こ
の
論
題
、
と
く
に
「
安
心
論
題
」
を
中
心
に
宗
義
を
研
究
す
る
こ
と
が
宗
学
研
鑽
の
肝
要
と
さ
れ
、
安
居
等

に
お
い
て
広
く
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
意
義
は
、
何
よ
り
も
宗
義
と
し
て
伝
承
さ
れ
た
教
義
理
解
の
一
貫
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性
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
…
…
論
題
研
究
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
教
団
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
し
よ
う

と
す
る
試
み
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
多
く
の
宗
学
者
は
そ
の
論
述
や
研
究
に
心
血
を
注
い
だ
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
従
来
の
真
宗
教
団
の
布
教
伝
道
に
生
か
さ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。 

し
た
が
っ
て
、
論
題
の
中
に
は
、
か
な
ら
ず
し
も
親
鸞
の
思
想
に
は
重
要
性
を
も
た
な
か
っ
た
も
の
も
、
そ
の
後
の
教
団
の
展
開
に

お
い
て
、
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
歓
喜
初
後
」「
二
種
深
信
」「
称
名
報
恩
」

等
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
浄
土
真
宗
の
重
要
な
問
題
と
し
て
、
宗
学
者
た
ち
は
、
そ
の
弁
証
に
力
を
注
い
だ
の
で
あ
る
。 

し
か
し
今
日
、
教
団
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
は
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
論
題
研
究
に
つ
い
て
も
新
た
な
課
題

が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
安
心
論
題
が
教
団
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

そ
の
よ
う
に
伝
統
宗
学
は
、「
論
題
研
究
」
と
し
て
精
緻
な
研
究
成
果
を
提
示
し
た
が
、
そ
の
研
究
は
、
本
願
寺
教
団
と
不
可
分
の

関
係
を
も
っ
て
い
た
た
め
に
、
他
の
仏
教
諸
派
と
は
異
な
り
、
親
鸞
教
義
の
独
自
性
・
特
殊
性
を
強
調
し
す
ぎ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
と

い
う（

18
）。 

三
業
惑
乱
に
関
す
る
思
想
史
的
研
究
と
し
て
、
一
九
七
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
大
桑
斉
氏
の
『
寺
檀
の
思
想
』（
教
育
社
歴
史
新
書
日

本
史
一
七
七
）
の
中
に
は
、
三
業
惑
乱
を
含
む
浄
土
真
宗
の
教
団
教
学
の
成
立
に
関
す
る
論
及
が
あ
る
。
こ
の
書
は
二
〇
二
三
年
に
法

蔵
館
よ
り
文
庫
版
と
し
て
再
版
さ
れ
て
い
る
。（
論
文
は
大
桑
斉
「
近
世
真
宗
異
義
の
歴
史
的
性
格
」『
仏
教
研
究
論
集
』
清
文
堂
出

版
、
一
九
七
五
〈
昭
和
五
〇
〉
年
）。
大
桑
斉
氏
は
「
三
業
惑
乱
」
に
至
る
近
世
思
想
史
に
お
け
る
「
教
団
教
学
」
の
成
立
過
程
を
次

の
よ
う
に
見
立
て
て
い
る
。 

・
唯
心
弥
陀
思
想
と
名
づ
け
た
こ
の
思
惟
、
つ
ま
り
仏
と
い
う
絶
対
真
理
は
、
自
分
の
心
の
う
ち
に
し
か
な
い
の
で
あ
っ
て
、
自
分

を
は
な
れ
て
別
個
に
存
在
し
て
、
外
か
ら
自
分
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
思
惟
が
、
近
世
民
衆
の
思
惟
の
基
本
で
あ

り
、
民
衆
信
仰
の
う
ち
に
さ
ま
ざ
な
形
で
見
い
だ
さ
れ
る
（
一
八
六
頁
） 
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・
鎌
倉
新
仏
教
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
基
本
的
に
本
来
成
仏
主
義
を
か
か
げ
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
が
、
…
…
ま
た
本
来
成
仏
主
義

は
、
…
…
真
宗
で
は
異
端
と
さ
れ
た
こ
と
、
禅
の
正
三
、
真
言
の
慈
雲
な
ど
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
教
団
正
統
教
学
の
場
を
は

な
れ
て
、
民
衆
教
化
を
そ
の
立
場
と
し
た
人
々
に
見
い
だ
さ
れ
た
こ
と
の
も
つ
意
味
も
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
…
…
い
い
か
え

れ
ば
、
唯
心
弥
陀
思
想
＝
本
来
成
仏
主
義
は
、
近
世
で
は
正
統
教
団
教
学
と
は
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
近
世
仏
教
の
民
衆
と

教
団
へ
の
二
元
分
離
が
あ
る
よ
う
に
思
う
（
一
八
七
頁
） 

・
民
衆
信
仰
を
母
体
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
換
骨
奪
胎
し
て
い
っ
た
の
が
正
統
教
団
真
宗
で
あ
っ
た
（
二
〇
一
頁
） 

・
寛
文
四
年
の
黒
江
の
異
計
と
い
う
事
件
は
、
黒
江
の
作
太
夫
の
信
仰
が
能
化
・
知
空
に
よ
っ
て
異
義
と
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
西
本

願
寺
の
教
学
は
こ
こ
で
百
八
十
度
の
転
換
を
と
げ
た
と
い
え
る
。
知
空
の
教
学
は
「
蓮
如
イ
ズ
ム
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
（
薗
田
香

融
「
黒
江
の
異
計
」『
近
世
仏
教
』
一
・
三
）、「
た
す
け
た
ま
へ
」
と
い
う
「
帰
命
」
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。『
南
窓
塵

壺
』
で
、「
能
帰
の
心
」
＝
「
能
起
の
信
」
＝
「
た
す
け
た
ま
へ
と
た
の
む
信
心
」
が
強
調
さ
れ
る
。
ひ
た
す
ら
に
た
の
む
こ
と

に
よ
っ
て
、
弥
陀
と
一
体
に
な
る
の
で
は
な
く
、
弥
陀
の
光
明
に
収
め
ら
れ
て
往
生
が
定
ま
る
。
そ
れ
以
後
は
報
謝
の
念
仏
の
み

が
信
仰
の
実
践
と
な
る
。
こ
の
教
学
こ
そ
が
近
世
真
宗
の
正
統
教
学
の
基
本
で
あ
り
、
知
空
は
そ
の
先
駆
者
と
言
っ
て
よ
い
。
そ

の
後
、
近
世
真
宗
の
教
学
は
、「
帰
命
」
＝
「
た
す
け
た
ま
へ
と
た
の
む
」、
と
い
う
こ
と
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
展
開
す
る
。
そ

の
最
右
翼
に
三
業
帰
命
説
が
成
立
し
、
そ
の
対
立
形
態
と
し
て
無
帰
命
安
心
や
地
獄
秘
事
が
あ
る
の
で
あ
る
（
二
〇
二
頁
） 

■
三
業
惑
乱
の
思
想
史
的
な
動
向
 

先
に
あ
げ
た
よ
う
に
近
世
真
宗
に
お
け
る
最
大
の
論
争
で
あ
る
三
業
惑
乱
は
、
宗
門
内
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
た
め
に
、

広
い
思
想
史
の
枠
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
必
ず
し
も
十
分
に
議
論
を
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
指
摘
さ
れ

て
い
る（

19
）。 
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「
三
業
惑
乱
」
は
、
本
願
寺
第
六
代
能
化
・
功
存
（
一
七
二
〇
―
一
七
九
六
）
が
そ
の
著
作
『
願
生
帰
命
弁
』（
一
七
六
四
）
に
お
い

て
、
当
時
の
異
安
心
を
批
判
す
る
な
か
で
示
し
て
い
た
三
業
帰
命
説
が
、
か
え
っ
て
問
題
と
さ
れ
、
異
安
心
と
認
定
さ
れ
る
に
至
っ
た

一
連
の
論
争
で
あ
る
。『
願
生
帰
命
弁
』
が
批
判
し
て
い
る
異
安
心
は
、
十
劫
秘
事
に
類
す
る
も
の
で
、
越
前
地
方
の
浄
元
寺
の
龍
養

が
唱
え
た
無
帰
命
安
心
で
、
阿
弥
陀
仏
が
十
劫
の
昔
に
誓
願
を
成
就
し
た
時
に
救
い
は
決
ま
っ
て
い
る
た
め
、「
あ
あ
」
と
受
け
止
め

れ
ば
い
い
と
い
っ
た
信
仰
形
態
で
あ
る
。 

そ
れ
に
対
し
、
功
存
は
身
口
意
の
三
業
を
も
っ
て
帰
命
す
る
こ
と
、「
た
す
け
た
ま
へ
と
た
の
む
」
こ
と
が
必
要
だ
と
主
張
し
た
。

そ
れ
は
本
覚
思
想
的
な
実
践
不
要
な
あ
り
方
を
否
定
し
、
身
口
意
の
行
動
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
は
、

近
世
中
期
の
仏
教
界
の
動
向
に
一
致
す
る
。
こ
う
し
た
動
き
に
は
、
西
大
寺
な
ど
の
律
宗
、
日
蓮
宗
の
草
山
律
（
法
華
律
）、
浄
土
宗

の
浄
土
律
、
真
言
宗
の
正
法
律
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る（

20
）。 

天
台
宗
の
霊
空
光
謙
（
一
六
五
二
―
一
七
三
九
）
は
、
世
界
の
あ
る
が
ま
ま
を
肯
定
す
る
思
想
を
批
判
し
、
修
行
と
教
学
の
確
立
を

求
め
、
安
楽
律
派
に
よ
る
具
足
戒
を
採
用
し
た
。 

功
存
は
『
願
生
帰
命
弁
』
に
お
い
て
、
三
業
帰
命
説
を
説
く
な
か
で
、
受
戒
の
時
に
戒
体
を
獲
得
す
る
譬
え
を
挙
げ
て
い
る
。
戒
体

と
は
受
戒
の
作
法
に
よ
っ
て
身
の
内
に
形
成
さ
れ
、
悪
を
防
ぎ
善
を
な
す
は
た
ら
き
を
持
つ
も
の
で
、
ひ
と
た
び
獲
得
す
る
と
失
わ
れ

る
こ
と
が
な
い
（
一
得
不
失
）
と
い
う
こ
と
で
、
三
業
を
も
っ
て
帰
命
す
る
時
に
往
生
は
決
定
し
て
、
戻
る
こ
と
は
な
い
と
こ
ろ
が
、

戒
体
の
一
得
不
失
と
類
比
的
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る（

21
）。 

■
同
時
代
史
的
な
動
向
 

安
楽
律
運
動
と
は
、
禅
宗
か
ら
天
台
宗
に
移
っ
た
妙
立
慈
山
（
一
六
三
七
―
一
六
九
〇
）
の
主
張
に
端
を
発
す
る
。
妙
立
は
最
澄
以

来
比
叡
山
で
行
わ
れ
て
き
た
大
乗
戒
を
批
判
し
、
大
小
乗
に
通
ず
る
四
分
律
を
学
ぶ
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
弟
子
の
霊
空
光
謙
は
叡
山
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の
安
楽
律
院
に
拠
っ
て
こ
の
説
を
広
め
た
。
彼
ら
の
主
張
は
、
中
世
以
来
本
覚
思
想
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
戒
律
が
き
ち
ん
と
守
ら
れ

な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
反
省
か
ら
、
最
澄
以
前
の
厳
し
い
四
分
律
を
復
活
さ
せ
、
そ
れ
と
と
も
に
教
理
的
に
も
本
覚
思
想
を

批
判
し
、
中
国
の
正
統
天
台
の
教
学
に
復
帰
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
安
楽
律
派
は
次
第
に
勢
力
を
拡
大
し
た
が
、
最
澄

以
来
の
日
本
天
台
の
伝
統
で
あ
る
大
乗
戒
の
立
場
を
守
ろ
う
と
す
る
真
流
（
生
没
年
不
詳
）
ら
は
こ
れ
に
反
対
し
、
こ
こ
に
両
派
の
争

い
が
起
こ
っ
た
が
、
結
局
幕
府
の
裁
定
で
、
安
楽
律
派
の
正
当
性
が
認
め
ら
れ
て
、
終
結
し
た
。 

三
業
惑
乱
の
騒
動
も
、
中
世
以
来
の
本
覚
的
な
傾
向
に
対
し
て
、
新
た
に
そ
れ
を
批
判
す
る
立
場
が
正
当
性
を
主
張
す
る
と
こ
ろ
に

問
題
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
、
安
楽
律
論
争
と
同
じ
で
あ
り
、
そ
こ
に
近
世
仏
教
の
教
学
思
想
の
特
徴
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。 

本
覚
思
想
は
あ
る
が
ま
ま
主
義
の
立
場
か
ら
、
何
を
し
て
も
よ
い
と
い
う
堕
落
に
結
び
つ
き
や
す
く
、
こ
れ
が
排
仏
論
者
の
指
摘
す

る
よ
う
な
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
改
革
派
は
本
覚
思
想
的
な
傾
向
へ
の
批
判
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
実
践

面
に
現
れ
る
と
戒
律
復
興
の
運
動
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
天
台
宗
の
み
な
ら
ず
他
の
各
宗
に
も
み
ら
れ
、
こ
れ
も
近
世
仏
教

の
一
つ
の
特
徴
と
い
う
こ
と
が
で
き
る（

22
）。 

（
４
）
近
代
教
学
 

　
①
戦
時
教
学
の
反
省
 

近
代
に
お
け
る
真
宗
教
学
の
骨
子
と
な
っ
た
真
俗
二
諦
論
は
、
性
海
が
述
べ
た
『
真
俗
二
諦
十
五
門
』
の
説
示
が
嚆
矢
と
言
わ
れ

る
。
そ
れ
よ
り
早
く
、
智
洞
の
『
浄
土
勧
化
文
選
』（
一
七
六
一
刊
）
に
も
「
真
俗
二
諦
不
二
ノ
法
門
」
と
し
て
『
仁
義
五
常
ノ
規
矩
』

を
守
る
よ
う
説
示
が
見
ら
れ
る
が
、
真
俗
二
諦
を
体
系
的
な
教
学
論
と
し
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
性
海
の
『
真
俗
二
諦
十
五
門
』
が
最
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初
と
な
る
。 

幕
藩
体
制
の
庇
護
の
も
と
安
定
し
た
基
盤
を
確
保
し
た
仏
教
は
、
一
方
で
近
世
を
通
じ
て
常
に
儒
学
や
国
学
か
ら
の
批
判
に
曝
さ
れ

た
。
批
判
の
焦
点
は
多
岐
に
亘
る
が
、
そ
の
一
つ
に
仏
教
思
想
に
内
在
す
る
反
世
俗
倫
理
的
な
性
格
に
対
す
る
批
判
が
あ
る
。
封
建
制

が
崩
壊
へ
と
向
か
う
幕
末
に
い
た
っ
て
、
復
古
国
学
を
中
心
と
し
た
排
仏
の
機
運
が
一
気
に
高
ま
り
、
そ
の
矛
先
が
真
宗
に
向
け
ら
れ

た
こ
と
も
概
ね
こ
れ
に
起
因
す
る
。 

真
宗
の
学
者
た
ち
は
、
外
部
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
排
仏
論
に
対
し
て
、
次
々
に
反
論
の
書
を
著
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
排
仏
の
論
理

が
時
代
の
思
潮
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
反
駁
は
容
易
で
は
な
く
、
結
果
と
し
て
、
殆
ど
の
学
者
が
仏
法
を
守
る
と
い
う

使
命
感
に
お
い
て
、
時
代
の
思
潮
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
方
法
を
選
ん
で
い
っ
た
。 

性
海
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
真
俗
二
諦
論
も
、
文
化
文
政
期
に
お
け
る
対
外
論
争
の
渦
中
に
あ
っ
て
、
真
宗
の
教
法
を
護
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
と
い
う
目
的
か
ら
構
築
さ
れ
た
護
法
論
だ
っ
た
。
性
海
に
よ
る
提
示
以
来
、
真
俗
二
諦
論
は
同
時
代
や
後
代
の
学
者
に
も
受
容
さ

れ
、
そ
し
て
、
広
如
宗
主
の
消
息
を
俟
っ
て
正
式
な
教
義
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
こ
こ
に
至
り
真
俗
二
諦
論
は
、
近
代
に
お
け
る

真
宗
教
学
の
骨
格
そ
れ
自
体
へ
と
昇
華
し
た
の
で
あ
っ
た（

23
）。 

お
わ
り
に
 

浄
土
真
宗
に
お
い
て
最
も
大
切
な
こ
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
こ
こ
ろ
を
正
し
く
頂
き
、
自
力
と
他
力
を
峻
別
す
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
教
義
の
「
正
し
さ
」
を
求
め
る
こ
と
は
時
と
し
て
、
異
質
な
る
も
の
を
排
除
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
無
意
識
に
も
、
正
統
か
異
端
（
異
義
）
と
い
っ
た
構
図
に
陥
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
か
に
す
れ
ば
、
教
義
の
正
し
さ
と
教

団
内
外
の
寛
容
さ
を
両
立
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
教
学
論
争
が
起
き
る
と
、
ど
う
す
れ
ば
そ
の
拮
抗
状
態
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
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の
だ
ろ
う
か
と
深
い
悩
み
に
陥
る
。
現
代
に
お
い
て
教
団
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
実
現
す
る
際
に
、
教
義
の
正
し
さ
を
求
め
る
営

み
と
の
間
で
、
ズ
レ
や
拮
抗
状
態
が
発
生
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
浄
土
真
宗
に
お
い
て
、
二
者
択
一
的
な
あ
り
方

か
ら
、
多
様
な
あ
り
方
は
実
現
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
教
義
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
膠
着
し
た
拮
抗
状
態
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
複
雑
な
膠
着
状
態
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
、
膠
着
状
態
を
可
視
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。 

こ
れ
ま
で
の
浄
土
真
宗
の
教
学
の
歴
史
的
変
遷
の
反
省
を
踏
ま
え
て
、
浄
土
真
宗
の
教
義
的
な
必
要
要
件
と
教
団
と
い
う
組
織
と
現

実
の
世
界
で
求
め
ら
れ
る
諸
要
因
と
の
力
学
的
な
相
関
関
係
を
可
視
化
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
少
し
で
も
対
立
が
解
消
さ
れ
る

の
で
は
な
い
か
。 

例
え
ば
、
Ｊ
Ｓ
Ｃ
Ｐ
Ｒ
（
日
本
脱
カ
ル
ト
協
会
）
が
「
集
団
健
康
度
チ
ェ
ッ
ク
」
と
い
う
指
標
を
作
成
し
て
い
る
。
１
１
４
の
尺
度

（
質
問
項
目
）
に
よ
っ
て
、
集
団
の
健
康
度
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
指
標
で
あ
る
。 

私
は
、
浄
土
真
宗
の
教
団
に
関
し
て
、
教
学
と
教
団
の
持
つ
閉
鎖
性
と
開
放
性
と
の
相
関
性
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
の
尺
度
の
候
補

と
し
て
、
次
の
項
目
を
想
起
す
る
。 

 
　
閉
鎖
性
（
正
し
さ
の
追
及
）
■
開
放
性
（
実
践
性
・
社
会
貢
献
性
） 

　
特
殊
性
（
真
宗
別
途
）
■
普
遍
性
（
浄
土
真
宗
の
普
遍
性
・
多
様
性
） 

　
教
条
主
義
・
権
威
主
義
・
規
範
性
■
経
験
主
義
・
自
由
主
義
・
主
体
性
 

　
正
統
■
異
端
（
異
義
）
＊
造
悪
無
碍
・
専
修
賢
善
 

 今
は
、
こ
れ
ら
の
言
葉
の
候
補
が
漠
然
と
浮
か
ぶ
だ
け
で
、
こ
れ
ら
の
言
葉
を
も
と
に
し
て
、
ど
う
い
う
状
態
が
健
全
で
あ
る
の
か

を
描
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
現
実
に
不
具
合
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
教
義
的
な
必
要
要
件
と
教
団
と
現
実
の
世
界
に
お
い
て
求
め
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ら
れ
る
諸
要
因
同
士
が
バ
イ
ア
ス
と
な
り
、
膠
着
し
て
い
る
状
態
が
不
具
合
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
バ
イ
ア
ス
の
力
学

の
相
関
関
係
を
可
視
化
し
て
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
教
団
と
し
て
健
康
な
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

さ
て
、
覚
如
上
人
は
、
親
鸞
聖
人
の
遺
徳
を
顕
彰
し
、
本
願
寺
の
正
統
性
を
伝
え
、
本
願
寺
教
団
と
し
て
の
基
礎
を
お
作
り
く
だ
さ

っ
た
が
、
基
本
的
な
態
度
と
し
て
は
、『
改
邪
鈔
』
の
「
改
邪
」
と
い
う
言
葉
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
願
寺
の
正
統
と
は
異
な

る
も
の
に
対
し
て
は
、「
邪
な
る
も
の
を
改
め
る
」
と
い
う
「
他
を
裁
く
」
厳
し
い
姿
勢
で
あ
っ
た
。
ま
た
親
鸞
聖
人
を
顕
彰
す
る
と

い
う
意
図
は
あ
っ
た
も
の
の
、「
如
来
の
化
身
」（『
御
伝
鈔
』
上
巻
第
四
段
）
と
し
て
親
鸞
聖
人
を
過
度
に
崇
拝
し
て
い
た
傾
向
も
あ

っ
た
。
ま
た
、
親
鸞
聖
人
が
反
律
令
の
立
場
か
ら
神
祇
不
拝
の
姿
勢
を
堅
持
し
て
い
た
の
に
対
し
、
日
本
を
「
神
国
」
と
受
け
止
め
、

王
法
と
仏
法
の
相
資
を
主
張
し
、
既
存
の
体
制
へ
の
妥
協
が
見
ら
れ
た
。
総
合
し
て
考
え
る
と
、
権
威
主
義
的
な
態
度
と
い
え
る
。
そ

う
い
う
態
度
の
傾
向
は
、
存
覚
上
人
に
も
見
ら
れ
、
近
代
で
は
「
戦
時
教
学
」
で
も
同
じ
構
図
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
態
度
の
根

底
に
は
、
教
団
を
保
持
す
る
た
め
の
「
教
団
と
し
て
の
自
己
中
心
的
な
意
識
」
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
戦
時
教
学
の

成
立
の
背
景
に
は
、
教
団
存
続
の
自
己
目
的
化
が
そ
の
内
実
に
あ
っ
た
と
指
摘
が
あ
る
（
大
西
修
「
教
団
史
に
お
け
る
Positivitatの

問
題
│
真
宗
教
団
史
に
お
け
る
集
団
原
理
の
登
場
」『
戦
時
教
学
と
浄
土
真
宗
』、
一
九
九
五
年
、
一
七
七
頁
）。
そ
う
い
う
視
点
か
ら
、

「
浄
土
真
宗
の
教
章
（
私
の
歩
む
道
）」（
二
〇
〇
八
年
）
の
「
こ
の
宗
門
は
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
仰
ぎ
、
念
仏
を
申
す
人
々
の
集
う

同
朋
教
団
で
あ
り
、
人
々
に
阿
弥
陀
如
来
の
智
慧
と
慈
悲
を
伝
え
る
教
団
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
他
と
も
に
心
豊
か
に
生
き
る

こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
に
貢
献
す
る
」
と
い
う
宗
門
の
定
義
を
う
か
が
う
と
、
教
団
自
体
の
存
続
が
目
的
で
は
な
く
、
自
他
と
も

に
心
豊
か
に
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
に
そ
の
目
的
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。 

現
代
と
い
う
時
代
は
、
多
様
性
や
個
性
が
求
め
ら
れ
る
時
代
で
、
権
力
に
よ
っ
て
弱
者
を
支
配
す
る
家
父
長
的
な
あ
り
方
（
パ
タ
ー

ナ
リ
ズ
ム
Paternalism
）
が
問
題
と
さ
れ
る
時
代
で
あ
る
。
ま
た
日
本
で
は
特
に
最
近
は
い
ろ
ん
な
場
面
で
、「
倫
理
的
な
正
し
さ
」
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が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
時
代
と
感
じ
る
。
一
方
で
、
日
本
で
は
阪
神
・
淡
路
大
震
災
（
一
九
九
五
年
）
や
東
日
本
大
震
災
（
二
〇
一

一
年
）
を
契
機
と
し
て
人
と
人
が
助
け
合
う
こ
と
の
大
切
さ
が
実
感
さ
れ
、
ま
た
世
界
的
に
は
国
連
か
ら
、
社
会
、
経
済
、
環
境
の
側

面
か
ら
気
球
規
模
で
、
人
類
が
暮
ら
し
続
け
て
い
く
た
め
の
目
標
と
し
て
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
時
代
で
あ
る
。
振
り
返
れ

ば
、
倫
理
性
や
実
践
性
は
、
近
世
・
近
代
を
通
し
て
、
い
や
い
つ
の
時
代
も
仏
教
界
に
求
め
ら
れ
て
き
た
。 

浄
土
真
宗
は
無
条
件
の
救
い
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
規
範
的
な
こ
と
を
強
要
し
な
い
こ
と
が
そ
の
性
格
に
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

社
会
実
践
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
識
で
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
の
か
は
、『
浄
土
真
宗
総
合
研
究
』
第
一
三
号
（
二
〇
二
〇
年
）

で
、
岡
崎
秀
麿
氏
が
、「
実
践
的
／
倫
理
的
」
た
り
得
な
い
人
間
に
お
い
て
は
、
帰
結
主
義
や
義
務
論
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、「
偏
り

の
な
い
公
平
な
視
点
」
か
ら
「
…
…
す
べ
き
」
等
の
規
範
を
導
き
出
す
の
で
は
な
く
、
人
間
の
個
別
性
、
か
け
が
え
の
な
さ
、
後
ろ
め

た
さ
、
後
悔
、
怒
り
、
憎
し
み
と
い
っ
た
当
事
者
そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ
「
弱
さ
」
へ
の
眼
差
し
を
持
ち
続
け
る
こ
と
に
お
い
て
語
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
「
人
間
の
弱
さ
に
眼
差
し
を
向
け
る
倫
理
学
」
に
浄
土
真
宗
の
特
性
と
の
親
和
性
を
求
め
て
い

る（
24
）。「
人
間
の
弱
さ
」
と
い
え
ば
、
善
導
大
師
が
「
遇
縁
の
凡
夫
」（『
観
経
疏
』）
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
ま
た
「
さ
る
べ
き
業
縁
の
も

よ
ほ
さ
ば
い
か
な
る
ふ
る
ま
い
も
す
べ
し
」（『
歎
異
抄
』
第
十
三
条
）
と
い
う
親
鸞
聖
人
の
言
葉
に
現
れ
た
、「
縁
が
あ
っ
た
ら
何
を

し
で
か
す
か
も
わ
か
な
い
危
う
さ
を
抱
え
た
人
間
」
と
し
て
の
気
づ
き
が
人
間
の
弱
さ
の
気
づ
き
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。 

ま
た
「
多
様
性
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、「
イ
ン
ト
ラ
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
」（
Intrapersonal Diversity
内
な

る
多
様
性
）
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
自
ら
の
内
に
、
さ
ま
ざ
な
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
の
要
素
が
あ
る
こ
と
へ
の
気
づ
き
が
、
他
の
人

を
差
別
す
る
の
で
は
な
く
、
他
の
人
に
共
感
し
て
い
く
態
度
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る（

25
）。 

今
回
、
先
行
研
究
を
振
り
返
っ
て
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
横
断
的
な
視
点
を
記
し
て
小
結
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。 
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【
註
】 

（
１
）『
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
』
通
史
編
　
上
巻
（
龍
谷
大
学
編
、
同
朋
舎
、
二
〇
〇
〇
〈
平
成
一
二
〉
年
）
七
〇
三
〜
七
〇
五
頁
参
照
 

以
下
、
上
記
の
理
解
に
関
す
る
意
見
を
置
い
て
お
く
。
村
上
速
水
氏
は
、
普
賢
大
円
氏
が
『
真
宗
概
論
』
に
お
い
て
「
仏
と
衆
生
と
は
同
じ
一
如
法

性
の
上
に
在
る
こ
と
は
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
若
し
こ
れ
を
強
い
て
否
定
す
る
と
き
は
、
迷
悟
・
生
仏
二
元
と
な
り
、
仏
教
の
根
本
的
立
場
を

離
れ
、
む
し
ろ
基
督
教
の
立
場
に
同
ず
る
こ
と
に
な
る
」（
八
九
一
頁
）
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
普
賢
氏
が
、
生
仏
異
質
性
を
否
定
し
な
が
ら
も
、

他
面
、
如
来
論
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
の
特
質
を
述
べ
ら
れ
る
中
に
、「（
一
）
阿
弥
陀
仏
は
相
対
的
制
約
を
越
え
た
絶
対
者
で
あ
る
。（
二
）
阿
弥
陀
仏
は

単
な
る
自
覚
者
に
あ
ら
ず
し
て
、
救
済
者
で
あ
る
。（
三
）
阿
弥
陀
仏
は
人
間
が
仏
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
本
来
の
仏
な
の
で
あ
る
。（
四
）
阿
弥
陀

仏
は
諸
神
諸
仏
諸
菩
薩
の
最
高
統
一
者
で
あ
る
」
と
い
い
、
仏
教
は
十
方
三
世
の
諸
仏
を
説
き
、
多
神
教
と
し
て
の
面
目
を
も
っ
て
い
る
が
、
阿
弥
陀

仏
は
そ
れ
ら
の
諸
仏
諸
菩
薩
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
諸
神
ま
で
も
統
一
す
る
唯
一
最
高
の
仏
で
あ
る
か
ら
、
結
局
一
神
教
と
し
て
の
特
色
を
も
つ
こ
と

に
な
る
」
と
阿
弥
陀
仏
と
衆
生
を
二
元
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
村
上
氏
は
、
衆
生
と
阿
弥
陀
仏
の
関
係
に
つ
い
て
親
鸞
は
、

二
元
的
な
理
解
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
仏
と
衆
生
の
同
質
性
に
立
っ
て
い
た
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
村
上
氏
は
、
真
宗
教
学
の
展
開
史
に
つ
い
て
、

覚
如
、
存
覚
以
来
、
学
匠
た
ち
の
努
力
に
よ
り
、
他
力
救
済
思
想
を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
親
鸞
教
義
の
特
色
が
明
確
に
さ
れ
て
き
た
そ
の
過
程
で
、

聖
道
教
と
の
相
違
性
と
優
位
性
が
主
張
さ
れ
、
阿
弥
陀
仏
の
絶
対
性
が
強
調
さ
れ
、
人
間
の
凡
夫
性
や
罪
悪
性
が
力
説
さ
れ
、
本
具
仏
性
を
否
定
す
る

学
説
が
発
生
し
た
。
そ
の
よ
う
に
、
如
来
と
衆
生
を
異
質
的
二
元
的
存
在
と
み
な
し
、
絶
対
他
力
の
救
済
思
想
を
確
立
し
た
か
に
見
え
る
の
が
真
宗
学

の
現
状
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
主
張
の
な
か
か
ら
、「
別
途
不
共
」
と
い
う
解
釈
が
行
わ
れ
て
き
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
。（
村
上
速
水
「
真
宗
教
学
に

お
け
る
通
途
と
別
途
」
㈡
『
続
・
親
鸞
教
義
の
研
究
』
永
田
文
昌
堂
、
一
九
八
九
年
） 

（
２
）「「
教
義
」
の
本
質
は
普
遍
的
で
あ
り
、「
教
学
」
は
「
教
義
」
の
本
質
を
時
代
（
或
は
社
会
）
的
に
弁
証
し
た
も
の
」（
桃
井
信
之
「
真
宗
教
学
の
方
法

論
的
課
題
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
四
二
巻
二
号
、
平
成
六
年
三
月
） 

（
３
）
大
西
修
『
戦
時
教
学
と
浄
土
真
宗
』（
社
会
評
論
社
、
一
九
九
五
年
）
九
頁
 

（
４
）『
改
訂
新
版
　
世
界
大
百
科
事
典
』
第
一
二
巻
（
平
凡
社
、
二
〇
〇
七
年
） 

（
５
）
満
井
秀
城
『
蓮
如
教
学
の
思
想
史
』（
法
蔵
館
、
一
九
九
六
年
）、
一
五
頁
 

（
６
）
普
賢
晃
寿
『
中
世
真
宗
教
学
の
特
色
』（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
九
四
年
）「
覚
如
教
学
の
特
色
」
五
六
頁
〜
九
六
頁
 

（
７
）
普
賢
晃
寿
『
中
世
真
宗
教
学
の
特
色
』（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
九
四
年
）
第
六
章
「
中
世
真
宗
に
お
け
る
王
法
と
仏
法
」
四
四
八
頁
〜
四
五
〇
頁
 

そ
の
他
、
覚
如
教
学
に
つ
い
て
の
特
徴
と
評
価
に
つ
い
て
あ
げ
て
お
く
。
覚
如
の
教
学
の
特
色
に
つ
い
て
、
梯
實
圓
『
親
鸞
教
学
の
特
色
と
展
開
』

二
六
〇
頁
（
法
藏
館
、
二
〇
一
六
年
）
で
は
、「
鎌
倉
時
代
に
い
わ
ゆ
る
鎌
倉
仏
教
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
仏
教
が
開
か
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
宗
祖
や
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派
祖
た
ち
の
教
説
を
教
学
的
に
組
織
し
、
整
理
す
る
時
代
が
、
鎌
倉
の
末
期
か
ら
南
北
朝
時
代
、
ち
ょ
う
ど
覚
如
上
人
の
時
代
に
な
る
わ
け
で
す
。
浄

土
教
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
派
に
、
そ
れ
ぞ
れ
優
れ
た
人
た
ち
が
出
て
、
自
ら
の
信
奉
す
る
派
の
教
学
の
特
色
を
強
調
し
て
い
く
時
代
な
の
で
す
。
共
通
点

よ
り
も
相
違
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
宗
の
立
場
を
鮮
明
に
す
る
こ
と
に
力
を
尽
く
す
よ
う
な
時
代
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う

な
か
で
覚
如
上
人
も
、
親
鸞
聖
人
の
教
学
の
特
色
は
何
か
、
親
鸞
聖
人
で
な
け
れ
ば
い
え
な
か
っ
た
こ
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
探
り
、
確
認
し
て
い

く
、
そ
う
い
う
の
が
覚
如
上
人
の
教
学
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
覚
如
上
人
は
、
一
つ
に
は
法
然
門
下
の
異
流
、
い
い
か
え
れ
ば
浄
土

宗
内
の
異
流
に
対
し
て
親
鸞
聖
人
の
教
え
の
特
色
を
鮮
明
に
す
る
と
同
時
に
、
真
宗
の
正
当
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
に
は
親
鸞
聖
人
の
門
弟
集
団

の
な
か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
派
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
な
か
で
、
三
代
伝
持
の
血
脈
を
伝
え
る
本
願
寺
の
教
学
が
正
当
で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
よ
う
と
さ

れ
た
わ
け
で
す
。
ま
ず
真
宗
の
集
団
の
な
か
に
一
般
的
に
見
ら
れ
る
法
然
中
心
主
義
か
ら
親
鸞
中
心
主
義
へ
と
転
換
し
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
の
本
質
を

は
っ
き
り
と
確
立
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
覚
如
上
人
が
目
指
さ
れ
た
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。」
と
述
べ
ら
れ
る
。 

ま
た
、
信
楽
峻
麿
『
現
代
真
宗
教
学
』（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
七
九
年
）
に
は
、「
覚
如
に
お
け
る
真
宗
理
解
」
一
二
五
頁
〜
と
し
て
次
の
よ
う
な
指

摘
が
あ
る
。
①
教
団
形
成
の
基
礎
原
理
と
し
て
主
張
し
た
の
が
、
三
代
伝
持
の
血
脈
で
あ
り
、
覚
如
は
親
鸞
を
「
如
来
の
化
身
」
と
い
う
形
で
表
現
し

て
親
鸞
中
心
主
義
を
主
張
し
た
。
②
善
知
識
に
よ
る
聞
法
の
意
義
を
主
張
し
た
。『
改
邪
鈔
』
の
「
改
邪
」
に
は
、
親
鸞
と
い
う
権
威
を
背
中
に
背
お
っ

て
自
ら
が
異
義
を
嘆
く
と
い
う
意
趣
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。『
歎
異
抄
』
の
よ
う
に
、
と
も
に
如
来
や
浄
土
の
方
に
向
き
な
が
ら
同
朋
同
行
の
つ
な

が
り
の
中
で
友
の
誤
り
を
悲
嘆
し
た
も
の
で
は
な
く
、
向
き
直
っ
て
他
者
を
裁
く
と
い
う
姿
勢
で
は
な
い
か
。
そ
の
他
、
③
真
宗
教
義
の
基
本
綱
格
と

し
て
「
信
心
正
因
、
称
名
報
恩
」
を
示
し
て
い
る
こ
と
。
④
信
心
は
現
実
の
生
活
に
は
た
だ
ち
に
関
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
内
面
の
も
の

で
あ
り
、
世
俗
の
生
き
方
は
、
ひ
と
え
に
儒
教
の
倫
理
に
従
っ
て
い
き
よ
と
い
う
、
後
世
の
「
真
俗
二
諦
論
」
の
原
型
が
見
ら
れ
る
。
親
鸞
聖
人
は
現

実
か
ら
未
来
に
貫
く
「
た
だ
念
仏
」「
た
だ
信
心
」
と
い
う
唯
一
の
原
理
と
は
異
質
の
真
宗
理
解
が
生
ま
れ
て
い
る
、
な
ど
と
指
摘
し
て
い
る
。 

ま
た
、
大
西
修
「
教
団
史
に
お
け
る
Positivitatの
問
題
│
真
宗
教
団
史
に
お
け
る
集
団
原
理
の
登
場
」『
戦
時
教
学
と
浄
土
真
宗
　
フ
ァ
シ
ズ
ム
の

仏
教
思
想
』（
一
九
九
五
年
、
社
会
評
論
社
）
で
は
、
覚
如
に
お
け
る
善
知
識
の
強
調
は
、「
教
団
信
仰
」
の
信
徒
の
側
の
自
己
意
識
の
喪
失
と
世
界
へ

の
関
心
の
放
棄
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
し
て
、「
真
宗
に
お
け
る
行
道
、
聞
法
の
実
践
に
お
い
て
、「
よ
き
人
」
と
し
て
の
善
知
識
の
も
つ
意
味

は
決
し
て
軽
く
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
を
教
団
統
制
的
意
図
の
も
と
に
、「
如
来
の
代
官
」
と
い
い
、「
生
来
の
如
来
に
も
あ
ひ
か
は
ら
ず
」
と
ま
で

い
っ
て
、
如
来
と
衆
生
（
人
間
）
の
間
に
お
け
る
仲
介
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
に
つ
い
て
は
、
親
鸞
に
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
発
想
で
あ
っ
て
、
覚

如
独
自
の
真
宗
理
解
、
な
い
し
は
信
心
理
解
と
し
て
、
充
分
に
留
意
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
」（
信
楽
峻
麿
「
覚
如
に
お
け
る
信
の
思
想
」『
龍
谷
大
学
論

集
』
四
二
四
号
、
一
九
八
四
年
）
と
い
う
指
摘
を
あ
げ
、「
生
来
の
如
来
に
も
あ
ひ
か
は
ら
ず
」（
生
ま
れ
な
が
ら
の
仏
）
と
い
う
仲
介
者
の
発
想
は
、

人
間
の
神
格
化
に
他
な
ら
ず
、
宗
教
的
権
威
へ
の
帰
依
を
救
い
の
条
件
に
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。 
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（
８
）
普
賢
晃
寿
『
中
世
真
宗
教
学
の
展
開
』（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
九
四
年
）
第
三
章
「
存
覚
教
学
の
特
色
」
一
三
六
頁
 

（
９
）
普
賢
晃
寿
『
中
世
真
宗
教
学
の
特
色
』（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
九
四
年
）
第
六
章
「
中
世
真
宗
に
お
け
る
王
法
と
仏
法
」
四
五
一
頁
〜
四
六
二
頁
 

（
10
）
普
賢
晃
寿
『
中
世
真
宗
教
学
の
特
色
』（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
九
四
年
）
第
六
章
「
中
世
真
宗
に
お
け
る
王
法
と
仏
法
」
四
六
二
頁
〜
四
六
二
頁
 

（
11
）
普
賢
晃
寿
『
中
世
真
宗
教
学
の
特
色
』（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
九
四
年
）
第
六
章
「
中
世
真
宗
に
お
け
る
王
法
と
仏
法
」
四
八
三
頁
〜
四
八
四
頁
 

（
12
）『
民
衆
仏
教
の
定
着
　
新
ア
ジ
ア
仏
教
史
一
三
日
本
Ⅲ
』
第
四
章
「
教
学
の
進
展
と
仏
教
改
革
運
動
」（
佼
成
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
一
八
七
〜
一
八

八
頁
・
一
九
三
〜
一
九
四
頁
 

（
13
）
末
木
文
美
士
『
日
本
仏
教
史
―
思
想
史
と
し
て
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』「
第
Ⅴ
章
　
近
世
仏
教
の
思
想
」
一
七
六
〜
一
七
七
頁
・
一
八
六
〜
一
八
七
頁
（
新
潮

社
、
一
九
九
二
年
） 

（
14
）
伊
藤
顕
慈
「
西
吟
の
行
信
論
研
究
―
自
性
唯
心
の
思
想
に
つ
い
て
」（『
真
宗
研
究
』
六
五
号
、
二
〇
二
一
年
）
参
照
。 

（
15
）
上
野
大
輔
「
研
究
ノ
ー
ト
１
　
三
業
惑
乱
研
究
の
可
能
性
」（『
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
報
』
第
三
五
号
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
 

（
16
）
末
木
文
美
士
『
近
世
思
想
と
仏
教
』（
法
蔵
館
、
二
〇
二
三
年
）、
一
三
二
頁
 

（
17
）
三
浦
真
証
「
三
業
惑
乱
研
究
に
関
す
る
方
法
論
の
一
考
察
」「
共
同
研
究
　
三
業
惑
乱
関
連
書
籍
の
註
釈
的
研
究
（
一
）」（『
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究

所
紀
要
』
五
一
号
、
二
〇
一
二
〈
平
成
二
四
〉
年
） 

（
18
）
石
田
慶
和
『
教
行
信
証
の
思
想
』（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
五
年
）、
三
四
〜
五
〇
頁
 

（
19
）
末
木
文
美
士
『
近
世
思
想
と
仏
教
』（
法
藏
館
、
二
〇
二
三
年
）、
一
三
二
頁
 

（
20
）
末
木
文
美
士
『
日
本
仏
教
史
―
思
想
史
と
し
て
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』（
新
潮
社
、
一
九
九
二
年
）「
第
Ⅴ
章
　
近
世
仏
教
の
思
想
」
一
八
九
頁
 

（
21
）
末
木
文
美
士
『
近
世
思
想
と
仏
教
』（
法
藏
館
、
二
〇
二
三
年
）、
一
三
二
頁
参
照
。『
願
生
帰
命
弁
』（
宝
暦
一
四
〈
一
七
六
四
〉
年
刊
本
）
二
九
丁
 

（
22
）
末
木
文
美
士
『
日
本
仏
教
史
│
思
想
史
と
し
て
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』（
新
潮
社
、
一
九
九
二
年
）「
第
Ⅴ
章
　
近
世
仏
教
の
思
想
」
一
八
八
〜
一
八
九
頁
 

（
23
）
原
田
宗
司
「
性
海
『
真
俗
二
諦
十
五
門
』
の
概
要
」（『
浄
土
真
宗
と
社
会
―
真
俗
二
諦
を
め
ぐ
る
諸
問
題
』
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
勧
学
寮
、
二
〇
〇
八

（
平
成
二
〇
）
年
）、
柏
原
祐
泉
「
近
世
の
排
仏
思
想
」
お
よ
び
「
護
法
思
想
と
庶
民
教
化
」（『
日
本
思
想
大
系
』
五
七
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
） 

（
24
）
岡
崎
秀
麿
「「
仏
教
の
社
会
的
実
践
を
問
う
」
と
い
う
試
み
」（『
浄
土
真
宗
総
合
研
究
』
第
一
三
号
、
二
〇
二
〇
年
）
五
六
頁
 

（
25
）「
内
な
る
多
様
性
」
に
関
し
て
、
梯
實
圓
氏
の
『
歎
異
抄
セ
ミ
ナ
ー
』（
本
願
寺
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）
第
一
条
「
弥
陀
の
本
願
に
は
老
少
善
悪
の
ひ

と
を
え
ら
ば
れ
ず
」
の
記
述
を
想
起
し
た
。「
老
少
、
善
悪
を
選
ば
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
救
い
の
普
遍
性
を
表
し
て
い
る
が
、
そ
の
ま
ま
私
一
人
の
救

い
を
確
証
し
て
い
る
教
語
と
頂
く
べ
き
で
、「
若
い
と
き
の
私
も
、
年
老
い
た
と
き
の
私
も
、
善
い
心
の
お
き
て
い
る
と
き
の
私
も
、
悪
い
行
い
に
け
が

れ
は
て
て
い
る
と
き
の
私
も
、
わ
け
へ
だ
て
な
く
救
う
と
仰
せ
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
、
私
は
い
た
だ
い
て
い
ま
す
」（
五
〇
頁
）
と
あ
る
。 
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「
カ
ル
ト
問
題
」
研
究
序
説
 

溪
　
英

俊
 

は
じ
め
に
 

二
〇
二
二
年
七
月
八
日
に
、
奈
良
県
で
遊
説
中
の
安
倍
晋
三
元
首
相
が
襲
撃
さ
れ
る
事
件
が
発
生
し
た
。
事
件
を
起
こ
し
た
山
上
徹

也
被
告（

1
）は
、
世
界
平
和
統
一
家
庭
連
合
（
旧
称
「
世
界
基
督
教
統
一
神
霊
協
会
」、
以
下
「
旧
統
一
教
会
」
と
略
称
す
る
）
へ
母
親
が

多
額
の
献
金
を
し
た
こ
と
、
そ
れ
に
伴
う
家
庭
崩
壊
の
怨
恨
に
よ
っ
て
犯
行
に
及
ん
だ
と
い
う
報
道
が
な
さ
れ
た
。 

ま
た
、
安
倍
元
首
相
を
狙
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
旧
統
一
教
会
関
連
団
体
で
あ
る
天
宙
平
和
連
合
（
Universal Peace Feder-

ation : UPF）
主
催
の
イ
ベ
ン
ト
に
、
同
氏
が
ビ
デ
オ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
な
ど
し
て
い
た
た
め
、
旧
統
一
教
会
と
の
関
係
が
密
接
だ

っ
た
と
山
上
被
告
が
考
え
て
い
た
か
ら
だ
と
も
報
じ
ら
れ
た
。 

そ
の
後
、
安
倍
元
首
相
の
祖
父
で
あ
る
岸
信
介
と
、
文
鮮
明
（
旧
統
一
教
会
の
創
始
者
）
や
国
際
勝
共
連
合（

2
）と
の
間
に
関
係
が
あ
っ

た
こ
と
、
ま
た
自
民
党
議
員
の
選
挙
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
旧
統
一
教
会
信
者
や
旧
統
一
教
会
関
連
団
体
の
メ
ン
バ
ー
が
動
員
さ
れ
て

い
た
こ
と
、
さ
ら
に
旧
統
一
教
会
関
連
団
体
主
催
の
イ
ベ
ン
ト
等
に
複
数
の
自
民
党
議
員
が
参
加
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
話
題
と
な
っ
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た
。 そ

し
て
、
二
〇
二
二
年
九
月
二
七
日
に
は
、
殺
害
さ
れ
た
安
倍
元
首
相
の
「
国
葬
」
が
行
わ
れ
た
。 

ま
た
、
二
〇
二
二
年
一
二
月
一
〇
日
に
は
「
法
人
等
に
よ
る
寄
付
の
不
当
な
勧
誘
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
」
が
成
立
し
、
さ
ら
に

同
月
二
十
七
日
に
は
厚
生
労
働
省
か
ら
「
宗
教
の
信
仰
等
に
関
係
す
る
児
童
虐
待
等
へ
の
対
応
に
関
す
る
Q&A」
が
出
さ
れ
た
。 

ま
た
、
宗
教
法
人
法
に
基
づ
く
「
質
問
権
」
が
は
じ
め
て
行
使
さ
れ
、
二
〇
二
三
年
一
〇
月
一
三
日
に
、
文
部
科
学
省
は
旧
統
一
教

会
に
対
す
る
解
散
命
令
を
東
京
地
方
裁
判
所
に
請
求
し
た
。 

事
件
後
の
出
来
事
を
時
系
列
で
追
っ
て
み
た
が
、
こ
の
中
で
種
々
の
問
題
が
露
わ
と
な
っ
た
。
先
の
出
来
事
に
添
っ
て
ピ
ッ
ク
ア
ッ

プ
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
よ
う
。 

 
（
１
）
多
額
の
寄
付
・
献
金
の
問
題
（
山
上
被
告
の
母
親
の
献
金
等
） 

（
２
）
宗
教
２
世
問
題
（
そ
れ
に
伴
う
家
庭
崩
壊
、
精
神
的
虐
待
等
） 

（
３
）
政
教
分
離
の
問
題
（
自
民
党
と
旧
統
一
教
会
関
連
団
体
の
関
係
、
選
挙
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
協
力
等
） 

（
４
）
信
教
の
自
由
の
問
題
（
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
姿
勢
、
宗
教
ヘ
イ
ト
問
題
、
教
団
に
よ
る
信
仰
の
強
制
、「
国
葬
」
の
問
題
、「
解
散

命
令
」
請
求
等
） 

 こ
れ
ら
の
問
題
は
、
い
わ
ゆ
る
「
カ
ル
ト
問
題
」
と
い
う
枠
組
み
の
中
に
お
け
る
個
別
の
課
題
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。 

カ
ル
ト
問
題
を
考
え
る
際
、
宗
教
学
的
な
視
点
等
か
ら
検
討
す
る
方
法
が
あ
る
。
そ
の
場
合
は
、
集
団
の
教
義
や
儀
式
を
中
心
に
検

討
す
る
こ
と
に
な
る
。 

一
方
、
実
践
的
な
側
面
で
の
検
討
も
存
在
す
る
。
つ
ま
り
、
現
に
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
た
人
た
ち
が
存
在
し
、
そ
の
被
害
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者
を
ど
の
よ
う
に
し
て
救
済
す
る
か
と
い
う
視
点
で
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
カ
ル
ト
に
よ
る
人
権
侵
害
等
の
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

に
取
り
組
む
か
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
た
だ
し
、
両
者
は
全
く
切
り
離
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
特
に
被
害
者
救
済
に
お
い
て
学
術
的

な
研
究
領
域
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
重
要
に
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。 

そ
こ
で
拙
論
で
は
、
カ
ル
ト
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
、「
カ
ル
ト
」
の
定
義
と
そ
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
述
べ
る
。
そ
し

て
、
カ
ル
ト
問
題
の
一
因
と
な
る
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
最
後
に
、
宗
教
団
体
と
カ
ル
ト
問
題
の
関
係
、

お
よ
び
宗
教
団
体
の
カ
ル
ト
化
に
対
し
て
そ
れ
を
抑
制
す
る
教
義
に
つ
い
て
、
浄
土
真
宗
の
教
義
か
ら
試
論
を
述
べ
る
。
以
上
に
よ

り
、
今
後
カ
ル
ト
問
題
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
の
序
説
と
し
た
い
。 

第
一
章
「
カ
ル
ト
」
と
は
何
か
 

　
第
一
節
「
カ
ル
ト
」
の
定
義
 

「
カ
ル
ト
」
と
は
何
か
。
ま
ず
、
そ
の
定
義
か
ら
考
え
て
み
る
。 

先
行
研
究
を
参
考
に
す
る
と
「
カ
ル
ト
」
の
語
は
多
義
的
で
あ
り
、
使
用
者
に
よ
っ
て
意
味
が
異
な
る
。
櫻
井
義
秀
は
、「
カ
ル
ト

概
念
が
論
者
の
自
説
や
社
会
的
実
践
に
あ
わ
せ
て
自
由
に
構
築
さ
れ
て
き
た
と
い
う
歴
史
が
あ
る（

3
）」
と
い
う
。
そ
し
て
、
ロ
ド
ニ
ー
・

ス
タ
ー
ク
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ベ
イ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
「
一
九
六
〇
年
代
以
降
ア
メ
リ
カ
に
も
た
ら
さ
れ
た
東
洋
系
の
新
宗
教
を
は
じ
め
、

社
会
と
緊
張
関
係
に
あ
る
新
宗
教
を
カ
ル
ト
と
定
義
し
た（

4
）」
例
を
紹
介
し
て
い
る
。 

ま
た
、
カ
ル
ト
の
被
害
者
救
済
を
目
的
に
設
立
さ
れ
た
日
本
脱
カ
ル
ト
協
会
（
JSCPR

（
５
））
で
は
、 
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社
会
学
で
は
カ
ル
ト
を
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
ば
か
り
の
宗
教
集
団
と
し
ま
す
。
人
類
学
で
は
呪
術
的
な
儀
礼

そ
の
も
の
を
カ
ル
ト
と
い
い
、
祖
霊
や
神
霊
が
憑
依
す
る
霊
媒
師
の
顧
客
集
団
を
カ
ル
ト
と
言
っ
て
い
ま
す
。
宗
教
学
で
は
宗
教

的
体
験
を
重
視
す
る
神
秘
主
義
を
カ
ル
ト
の
特
長
と
考
え
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
定
義
は
、
カ
ル
ト
の
特
長
を
そ
れ
ぞ
れ
の

学
問
領
域
で
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
社
会
問
題
を
重
視
し
た
定
義
で
は
あ
り
ま
せ
ん（

6
）。 

 
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
術
分
野
で
の
使
用
例
を
ま
と
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、 

 
現
在
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
は
じ
め
、
一
般
社
会
が
用
い
る
カ
ル
ト
と
い
う
言
葉
は
、
社
会
問
題
の
所
在
を
示
す
言
葉
で
す
。
宗
教
団

体
と
社
会
と
の
葛
藤
的
側
面
が
あ
ま
り
に
長
い
間
続
き
、
そ
の
特
長
が
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
よ
う
な
団
体
に
あ
え
て
カ
ル
ト
と

い
う
標
識
を
付
け
て
、
そ
の
社
会
問
題
性
を
際
立
た
せ
て
い
る
の
で
す（

7
）。 

 
と
、「
カ
ル
ト
」
と
い
う
語
の
使
用
が
、
社
会
問
題
の
側
面
に
あ
る
と
い
う
。 

そ
れ
で
は
原
点
に
立
ち
返
り
、「
カ
ル
ト
」
の
語
に
つ
い
て
語
源
や
使
用
例
の
展
開
を
確
認
す
る
。 

ま
ず
語
源
は
、
崇
拝
や
礼
拝
を
意
味
す
る
ラ
テ
ン
語
の
 “cultus” か
ら
派
生
し
た
語
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
英
語
 “cult” は
こ
の
語
源

を
も
と
に
、
第
一
義
に
は
「
崇
拝
・
信
仰
・
祭
式
・
儀
礼
」
等
の
意
味
を
上
げ
、
第
二
義
と
し
て
「
熱
狂
的
な
（
グ
ル
ー
プ
）」
と
い

っ
た
意
味
を
上
げ
る
。
第
一
義
は
、
先
に
確
認
し
た
人
類
学
や
宗
教
学
的
な
使
用
例
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。 

次
に
、
使
用
例
の
展
開
を
概
観
す
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
「
異
端
」
の
意
味
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
位

置
付
け
は
、
あ
く
ま
で
も
「
正
統
（
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
）」
と
は
異
な
る
も
の
、
と
い
う
意
識
が
背
景
に
あ
る
。 

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
同
様
に
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
（
異
端
的
な
）
諸
派
や
信
仰
の
宗
教
、
ま
た
は
新
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宗
教
を
指
し
て
「
カ
ル
ト
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
七
八
年
に
南
米
ガ
イ
ア
ナ
で
お
き
た
人
民
寺
院
事
件（

8
）以
降
、
反

社
会
的
な
宗
教
団
体
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
例
が
増
加
し
、
こ
れ
ら
を
「
破
壊
的
カ
ル
ト
（
destructive cult）」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な

る
。
前
出
の
ロ
ド
ニ
ー
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
が
指
摘
す
る
「
社
会
と
緊
張
関
係
に
あ
る
」
と
い
う
点
と
共
通
す
る
要
素
が
見
ら
れ
る
。 

さ
ら
に
、
日
本
に
お
い
て
は
、
少
数
の
熱
狂
的
な
フ
ァ
ン
の
つ
い
た
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
例
が
散
見
さ
れ
る（

9
）。

し
か
し
、
一
九
九
〇
年
代
頃
、
特
に
オ
ウ
ム
真
理
教
に
よ
る
一
九
九
四
年
の
松
本
サ
リ
ン
事
件
や
一
九
九
五
年
の
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件

以
降
、
メ
デ
ィ
ア
を
中
心
に
反
社
会
的
な
宗
教
団
体
に
対
し
て
「
カ
ル
ト
」
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
メ
デ
ィ
ア

で
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
「
カ
ル
ト
」
に
つ
い
て
社
会
心
理
学
者
の
西
田
公
昭
は
、 

 
俗
に
い
う
カ
ル
ト
と
は
、
強
固
な
信
念
を
共
有
し
て
熱
狂
的
に
実
践
し
、
表
面
的
に
は
合
法
的
で
社
会
正
義
を
ふ
り
か
ざ
す
が
、

実
質
に
は
自
ら
の
利
益
追
求
の
た
め
に
手
段
を
選
ば
な
い
集
団
の
こ
と
を
さ
す（

10
） 

 
と
説
明
す
る
。 

次
に
、
実
際
に
被
害
者
救
済
活
動
を
行
っ
て
い
る
弁
護
士
や
心
理
職
等
に
お
け
る
「
カ
ル
ト
」
の
使
用
例
を
確
認
す
る
。
旧
統
一
教

会
か
ら
の
脱
会
支
援
や
、
霊
感
商
法
訴
訟
等
の
弁
護
人
を
務
め
る
紀
藤
正
樹
は
、 

 
定
義
あ
り
き
、
で
は
な
く
、
実
態
あ
り
き
。 

過
去
に
多
く
の
社
会
的
問
題
や
事
件
を
引
き
起
こ
し
て
き
た
か
否
か
。 

こ
れ
が
大
き
な
判
断
基
準
に
な
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
そ
の
宗
教
団
体
が
行
っ
た
行
為
に
よ
っ
て
な
ん
ら
か
の
実
害
や
被
害
が
生

ま
れ
て
き
た
実
態
が
確
認
で
き
て
初
め
て
、
カ
ル
ト
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
す（

11
）。 
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と
い
う
。
被
害
者
救
済
活
動
に
関
わ
る
実
務
者
の
視
点
と
い
え
よ
う
。 

こ
の
よ
う
に
語
源
的
・
歴
史
的
・
実
務
的
立
場
で
の
違
い
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
考
え
た
う
え
で
、
拙

論
の
立
場
は
、
社
会
問
題
の
側
面
に
軸
を
置
く
。 

そ
こ
で
、
拙
論
で
は
「
カ
ル
ト
」
を
「
特
有
の
（
主
と
し
て
宗
教
的
）
言
説
を
用
い
、
公
共
の
福
祉
に
反
す
る
行
為
を
行
う
団
体
」

と
定
義
す
る
。 

ま
ず
「
特
有
の
（
主
と
し
て
宗
教
的
）
言
説
」
と
は
、
そ
の
団
体
内
の
み
に
通
じ
る
言
葉
・
論
理
・
物
語
の
こ
と
で
あ
る
。
実
際
の

「
カ
ル
ト
」
は
、
宗
教
団
体
に
限
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
「
X JAPAN」
の
ボ
ー
カ
ル
TOSHI（
現
Toshi）
氏

が
入
会
し
、
同
バ
ン
ド
の
解
散
原
因
に
な
っ
た
の
は
、
自
己
啓
発
セ
ミ
ナ
ー
「
ホ
ー
ム
オ
ブ
ハ
ー
ト
（
HOH）」
で
あ
る（

12
）。
こ
の
よ
う

な
自
己
啓
発
セ
ミ
ナ
ー
以
外
に
も
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
系
の
団
体
、
マ
ル
チ
・
マ
ル
チ
ま
が
い
商
法
の
グ
ル
ー
プ（

13
）な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

団
体
に
よ
る
被
害
が
確
認
で
き
る
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
そ
の
団
体
に
特
有
の
言
説
に
よ
っ
て
人
を
惹
き
つ
け
、
団
体
に
利
す
る
よ

う
な
搾
取
が
行
わ
れ
て
い
る
点
が
共
通
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
搾
取
さ
れ
て
い
る
段
階
に
お
い
て
、
信
者
や
入
会
者
は
、
そ
の
団
体
の

被
害
者
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
勧
誘
活
動
等
に
関
わ
る
よ
う
に
な
る
と
、
次
の
被
害
者
を
生
む
加
害
者
と
な
り
得
る
と
い
う
被
害
の
再

生
産
を
起
こ
す
構
造
が
見
ら
れ
る
。 

次
に
「
公
共
の
福
祉
に
反
す
る
行
為
」
と
は
、
主
と
し
て
人
権
侵
害
―
経
済
的
搾
取
（
多
額
の
献
金
）、
肉
体
的
搾
取
（
強
制
的
な

奉
仕
活
動
・
拘
束
・
性
的
虐
待
）、
精
神
的
搾
取
（
信
仰
・
思
想
・
信
条
の
自
由
の
制
限
・
性
的
虐
待
）
な
ど
―
が
あ
る
。
さ
ら
に
そ

れ
が
拡
大
し
、
社
会
そ
の
も
の
に
悪
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
り
、
犯
罪
行
為
に
発
展
し
た
り
す
る
場
合
も
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
そ
の
最

た
る
も
の
は
、
先
出
の
オ
ウ
ム
真
理
教
に
よ
る
一
連
の
テ
ロ
事
件
だ
と
い
え
よ
う
。 

以
下
、
拙
論
で
は
こ
の
よ
う
な
団
体
を
「
カ
ル
ト
」
と
定
義
し
、
そ
の
団
体
が
引
き
起
こ
す
問
題
を
「
カ
ル
ト
問
題
」
と
称
す
る（

14
）。 
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第
二
節
「
カ
ル
ト
」
の
判
断
基
準
 

次
に
、「
カ
ル
ト
」
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
が
、
そ
の
前
に
注
意
す
べ
き
点
が
あ
る
。
筆
者
の
「
カ
ル
ト
」
の
定
義

に
お
い
て
も
、
ま
た
紀
藤
﹇
二
〇
二
三
﹈
等
に
よ
る
定
義
で
も
、
あ
る
特
定
の
団
体
を
「
カ
ル
ト
」
と
呼
称
す
る
こ
と
は
、
当
該
団
体

が
公
共
の
福
祉
に
反
す
る
行
為
を
行
う
団
体
や
、
社
会
的
問
題
や
事
件
を
起
こ
す
団
体
で
あ
る
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
こ
と
に
な
り

か
ね
な
い
点
で
あ
る
。
た
と
え
社
会
的
問
題
を
起
こ
し
た
こ
と
が
事
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
当
該
団
体
が
名
誉
毀
損
を
理
由
と
し
た

訴
訟
を
お
こ
す
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
を
ス
ラ
ッ
プ
訴
訟
（
SLAPP）
と
も
呼
ぶ（

15
）。
そ
の
目
的
は
当
該
団
体
に
対
す
る
自
由
な
言
論
の
封

殺
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
一
部
の
州
で
規
制
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
日
本
に
お
い
て
実
質
的
な
法
規
制
は
な
く
、
法
整
備
を
求
め
る

声
も
上
が
っ
て
い
る（

16
）。
そ
の
た
め
、「
カ
ル
ト
」
と
い
う
語
の
使
用
に
つ
い
て
は
注
意
を
要
す
る
。 

そ
れ
で
は
実
際
に
、
あ
る
団
体
が
カ
ル
ト
か
否
か
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
判
断
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
JSCPR
は
、

特
定
集
団
の
反
社
会
性
の
レ
ベ
ル
を
相
対
化
し
た
指
標
を
開
発
し
よ
う
と
試
み
、「
集
団
健
康
度
」
を
点
数
化
す
る
形
式
で
測
定
す
る

目
録
を
作
成
、
公
開
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い（

17
）。
た
だ
し
設
問
が
一
一
四
項
目
と
多
く
、
そ
の
組
織
の
内
部
事
情
に
つ
い
て
も
相

当
な
知
識
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
回
答
が
困
難
な
も
の
も
多
い
。
そ
の
点
か
ら
す
る
と
、
こ
の
「
集
団
健
康
度
」
の
調
査
は
、
団
体
内

部
に
い
る
者
が
、
自
団
体
の
健
康
度
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
際
に
有
用
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。 

実
際
に
判
断
す
る
際
に
は
、
そ
の
団
体
が
過
去
に
事
件
や
社
会
問
題
等
を
起
こ
し
て
い
な
い
か
、
ま
た
多
く
の
訴
訟
を
起
こ
し
た
り

起
こ
さ
れ
た
り
し
て
い
な
い
か
、
さ
ら
に
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
や
SNS
等
で
「
被
害
者
の
会
」
と
い
っ
た
グ
ル
ー
プ
が
立
ち
上
が
っ
て
い

な
い
か
、
と
い
っ
た
点
が
材
料
と
な
る
。 

た
だ
し
筆
者
は
、
そ
の
団
体
の
主
張
す
る
言
説
、
特
に
宗
教
的
言
説
（
＝
教
義
内
容
）
は
、
一
旦
保
留
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
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え
る
。
も
し
そ
の
団
体
が
掲
げ
る
言
説
が
、
い
か
に
珍
奇
に
映
る
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
奇
怪
な
儀
式
・
儀
礼

を
行
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
カ
ル
ト
の
判
断
基
準
と
す
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
日
本
国
憲
法
第
一

九
条
「
思
想
及
び
良
心
の
自
由
」、
第
二
〇
条
「
信
教
の
自
由
」
等
で
あ
る
。
思
想
や
宗
教
的
言
説
の
み
で
カ
ル
ト
と
断
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
し
、
ま
た
、
し
て
は
な
ら
な
い
。
あ
く
ま
で
も
カ
ル
ト
問
題
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
団
体
の
問
題

点
・
問
題
行
動
が
表
面
化
し
た
時
で
あ
る
。 

拙
論
に
お
け
る
「
カ
ル
ト
」
の
定
義
は
「
団
体
」
で
あ
る
か
ら
、
当
該
団
体
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
に
反
す
る
よ
う
な
要
素
の
有
無

を
一
つ
の
判
断
基
準
と
考
え
る（

18
）。
日
本
国
憲
法
は
、
集
会
・
結
社
の
自
由
を
認
め
て
い
る（

19
）た
め
、
何
ら
か
の
目
的
を
持
っ
て
一
堂
に
会

し
た
り
、
団
体
を
つ
く
っ
た
り
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
制
限
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
団
体
が
公
共
の
福
祉
に
反
す
る
活
動
を
行
っ

た
場
合
は
別
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
当
該
団
体
の
活
動
や
構
成
員
の
行
為
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る（

20
）。
そ
れ
で
は
、
団

体
の
主
張
す
る
言
説
の
検
討
に
つ
い
て
は
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
、
当
該
団
体
の
公
共
の
福
祉
に
反
す
る
行
為
を
分
析
す
る
段
階
や
、

構
成
員
の
脱
会
支
援
を
行
う
段
階
に
な
っ
て
か
ら
行
う
べ
き
も
の
だ
と
考
え
る
。 

付
言
す
る
と
、
宗
教
系
カ
ル
ト
の
場
合
、
宗
教
者
が
当
該
団
体
の
教
義
に
つ
い
て
論
じ
る
場
合
、
教
義
論
争
に
発
展
し
て
し
ま
う
可

能
性
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
宗
教
学
や
比
較
思
想
の
視
点
か
ら
、
学
術
研
究
と
し
て
教
義
を
論
じ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
が
、
カ
ル
ト

問
題
の
視
点
か
ら
論
じ
る
際
に
は
、
被
害
者
の
救
済
と
い
う
目
的
が
あ
る
。
教
義
論
争
に
陥
り
、
本
来
の
目
的
か
ら
外
れ
な
い
よ
う
に

意
識
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。 

ま
た
、
教
団
対
カ
ル
ト
と
い
う
対
立
に
な
る
と
、
自
身
の
所
属
教
団
が
ス
ラ
ッ
プ
訴
訟
の
対
象
に
な
る
危
険
性
が
あ
る
と
い
う
点
に

も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。 
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第
二
章
　
カ
ル
ト
問
題
と
そ
の
原
因
に
つ
い
て
 

　
第
一
節
　
危
険
な
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
 

カ
ル
ト
問
題
の
原
因
の
一
つ
に
、
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
語
が
有
名
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
山
崎
浩

子
氏
（
元
体
操
選
手
）
の
旧
統
一
教
会
脱
会
報
道
が
あ
る
。
山
崎
氏
は
一
九
九
二
年
八
月
二
十
五
日
に
、
桜
田
淳
子
氏
（
元
歌
手
）、

徳
田
敦
子
氏
（
元
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
選
手
）
ら
と
と
も
に
、
韓
国
の
ソ
ウ
ル
で
開
催
さ
れ
た
旧
統
一
教
会
の
合
同
結
婚
式
に
参
加
し
た
。

山
崎
氏
は
、
そ
の
後
、
家
族
や
牧
師
ら
の
説
得
に
よ
り
脱
会
。
一
九
九
三
年
四
月
二
十
一
日
に
、
山
崎
氏
が
記
者
会
見
で
「
マ
イ
ン

ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
ま
し
た
」
と
語
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
語
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
山
崎
氏
が

「
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
と
表
現
し
た
背
景
に
は
、
同
じ
く
旧
統
一
教
会
の
脱
会
者
で
あ
る
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ハ
ッ
サ
ン
が
、

自
身
の
体
験
を
元
に
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
論
じ
たC

om
batting

 Cult M
ind C

ontrol （
21
）

と
い
う
著
書
の
存
在
が
あ
る
。 

マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
日
本
語
に
す
る
と
「
精
神
操
作
」「
心
理
操
作
」
で
あ
る
。
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い

て
は
、
特
に
社
会
心
理
学
の
分
野
で
研
究
が
行
わ
れ
て
お
り
、
西
田
﹇
一
九
九
五
﹈
は
、 

 
他
者
が
自
ら
の
組
織
の
目
的
成
就
の
た
め
に
、
本
人
が
他
者
か
ら
意
思
の
誘
導
や
操
作
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
あ
い

だ
に
、
一
時
的
あ
る
い
は
永
続
的
に
、
個
人
の
精
神
過
程
や
行
動
に
影
響
を
及
ぼ
し
操
作
す
る
こ
と（

22
）。 

 
と
定
義
し
て
い
る
。 

浄土真宗総合研究 18

97



し
か
し
同
一
条
件
下
で
あ
っ
て
も
、
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
影
響
に
は
個
人
差
が
あ
る
た
め
、
定
量
化
し
て
論
じ
る
こ
と
が

困
難
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
広
い
意
味
で
考
え
る
と
、
教
育
や
購
買
意
欲
を
沸
き
立
た
せ
る
テ
レ
ビ
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
等
も
、
一
様
に
マ
イ

ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
あ
る
と
い
う
見
解
や
、
そ
も
そ
も
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
論
そ
れ
自
体
が
誤
り
だ
と
す
る
見
解
も
あ
　

り（
23
）、
議
論
し
に
く
い
側
面
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
カ
ル
ト
問
題
の
裁
判
に
お
い
て
も
、
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
る
被
害
と
断

定
さ
れ
る
ケ
ー
ス
は
現
在
の
と
こ
ろ
な
い（

24
）。 

ま
た
、
二
〇
二
三
（
令
和
五
）
年
六
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
「
法
人
等
に
よ
る
寄
附
の
不
当
な
勧
誘
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
以

下
、「
防
止
法
」
と
略
称
）」
に
お
い
て
も
配
慮
義
務
と
し
て
、
第
三
条
第
一
項
に
、 

 
寄
附
の
勧
誘
が
個
人
の
自
由
な
意
思
を
抑
圧
し
、
そ
の
勧
誘
を
受
け
る
個
人
が
寄
附
を
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
適
切
な
判
断
を
す

る
こ
と
が
困
難
な
状
態
に
陥
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
個
人
の
自
由
な
意
思
を
抑
圧
し
、
そ
の
勧
誘
を
受
け
る
個
人
が
寄
附
を
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
適
切
な
判
断

を
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
態
」
が
、
ま
さ
に
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
あ
る
状
態
を
指
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
「
マ
イ
ン

ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
と
断
言
す
る
事
が
で
き
な
い
状
況
で
あ
る（

25
）。 

マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
複
雑
さ
は
、
こ
の
「
個
人
の
自
由
な
意
思
」
に
あ
る
。
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
手
法
に
つ
い

て
紀
藤
﹇
二
〇
一
七
﹈
は
保
険
の
セ
ー
ル
ス
ト
ー
ク
を
例
に
説
明
し（

26
）、
自
ら
そ
の
商
品
を
選
び
購
入
し
た
つ
も
り
で
も
、
販
売
員
か
ら

の
心
理
操
作
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
全
面
的
に
悪
い
わ
け
で
は
な
く
、
購
入
し
た
商
品
に
満
足
し
て
い
る
な

ら
ば
問
題
は
な
い
し
、
さ
ら
に
購
入
後
で
も
冷
静
に
な
り
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
制
度
を
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
一
般
的
な
社
会
生
活
の
中
に
お
い
て
も
、
他
者
か
ら
の
影
響
、
心
理
操
作
は
あ
り
得
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
無
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害
な
も
の
か
ら
極
め
て
悪
質
な
も
の
ま
で
が
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
る
状
態
な
の
で
あ
る（

27
）。 

し
か
し
、
自
分
自
身
で
選
択
し
た
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
心
理
操
作
が
悪
用
さ
れ
た
場
合
、
実
際
に
は
他
者
か
ら
の
誘
導
に
よ
っ
て
選

択
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
作
ら
れ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、「
個
人
の
自
由
な
意
志
」
に
よ
っ
て
選
択
し
た
と
判
断
し
て
し
ま
う
。

そ
の
判
断
は
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
の
で
あ
る
。
殊
に
宗
教
行
為
の
一
環
と
し
て
の
寄
付
や
献
金
、
布
施
に
つ
い
て
い
え
ば
、
信
教
の
自
由

と
の
関
係
も
あ
り
、「
個
人
の
自
由
な
意
志
」
に
よ
る
献
金
な
の
か
、
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
判
断
が
困

難
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
先
の
「
防
止
法
」
第
三
条
第
二
項
に
は
、 

 
寄
附
に
よ
り
、
個
人
又
は
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
親
族
（
当
該
個
人
が
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
七
十

七
条
か
ら
第
八
百
八
十
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
扶
養
の
義
務
を
負
う
者
に
限
る
。
第
五
条
に
お
い
て
同
じ
。）
の
生
活
の
維
持
を

困
難
に
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 
と
、
配
偶
者
や
親
族
の
生
活
が
困
窮
す
る
ほ
ど
の
多
額
の
献
金
に
つ
い
て
配
慮
義
務
が
設
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も

配
慮
義
務
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
経
済
状
況
は
個
々
人
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
ど
こ
ま
で
が
生
活
の
維
持
を
困

難
に
す
る
と
い
え
る
の
か
、
判
断
が
難
し
い
と
い
う
点
も
あ
る
。
よ
っ
て
被
害
者
や
、
そ
の
救
済
活
動
を
し
て
い
る
全
国
霊
感
商
法
対

策
弁
護
士
連
絡
会
等
か
ら
は
、
内
容
が
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る（

28
）。
さ
ら
に
「
防
止
法
」
第
三
条
第
三
項
に
は
、 

 
寄
附
の
勧
誘
を
受
け
る
個
人
に
対
し
、
当
該
寄
附
の
勧
誘
を
行
う
法
人
等
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も

に
、
寄
附
さ
れ
る
財
産
の
使
途
に
つ
い
て
誤
認
さ
せ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 
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と
あ
る
。「
当
該
寄
附
の
勧
誘
を
行
う
法
人
等
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
」
と
い
う
部
分
は
、
い
わ
ゆ
る
偽
装
勧

誘
、
正
体
隠
し
の
勧
誘
等
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ

に
つ
い
て
も
禁
止
行
為
で
は
な
く
、
配
慮
義
務
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。 

ま
た
「
防
止
法
」
で
は
、
禁
止
行
為
と
し
て
第
四
条
「
寄
付
の
勧
誘
に
関
す
る
禁
止
行
為
」「
借
入
れ
等
に
よ
る
資
金
調
達
の
要
求

の
禁
止（

29
）」
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
の
罰
則
も
十
分
で
は
な
い
と
い
う
意
見
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
防
止
法
」
に
お
い
て
も
マ
イ
ン

ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
そ
の
も
の
の
抑
制
は
、
十
分
だ
と
は
い
い
難
い
。 

た
だ
し
、
拙
論
で
は
こ
れ
以
上
「
防
止
法
」
の
内
容
に
つ
い
て
の
批
評
は
一
旦
保
留
し
て
お
く
。
そ
の
上
で
、
カ
ル
ト
問
題
を
考
え

る
に
あ
た
り
、
カ
ル
ト
を
構
成
す
る
集
団
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。 

　
第
二
節
　
入
信
か
ら
定
着
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
と
そ
の
問
題
点
 

カ
ル
ト
に
は
集
団
の
凝
集
性
を
高
め
る
組
織
的
な
仕
組
み
が
存
在
す
る
。
カ
ル
ト
の
勧
誘
手
法
の
一
つ
に
、
正
体
隠
し
の
勧
誘
が
あ

る
。
こ
れ
は
ア
ン
ケ
ー
ト
等（

30
）を
装
っ
て
声
を
か
け
、
個
人
情
報
等
を
入
手
す
る
も
の
で
あ
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
の
場
合
、
住
所
の
み
な
ら

ず
職
業
や
家
族
構
成
な
ど
を
聞
き
取
っ
た
と
し
て
も
、
不
自
然
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
自
体
が
問
題
な
の
で
は
な

い
。
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
目
的
が
明
示
さ
れ
、
得
ら
れ
た
情
報
が
適
正
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
一
般
的
な
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
の
範
疇
だ
か
ら
で
あ
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
知
り
得
た
個
人
情
報
を
、
実
際
に
は
別
の
目
的
で
あ
る
勧
誘

に
、
告
知
せ
ず
に
用
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
個
人
情
報
の
悪
用
で
あ
る
。
ま
た
、
先
に
確
認
し
た
「
防
止
法
」
第
三
条
第
三
項
に

お
い
て
、「
当
該
寄
附
の
勧
誘
を
行
う
法
人
等
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
」
こ
と
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
は
じ
め
に
名
乗
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
時
点
で
断
り
、
関
わ
る
こ
と
も
な
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い
団
体
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
よ
っ
て
、
最
初
の
接
触
時
点
か
ら
欺
瞞
性
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
正
体
隠

し
の
勧
誘
は
、
組
織
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る（

31
）。
そ
の
他
に
も
、
歴
史
や
文
学
、
思
想
家
・
宗
教
者
等
の
勉
強
会
を
装
っ
た
偽
装
勧
誘

活
動
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る（

32
）。
こ
の
場
合
も
、
導
入
と
し
て
は
勉
強
会
で
あ
る
が
、
そ
の
目
的
は
連
絡
先
の
収
集
と
人
間
関
係
の
構
築

で
あ
る
。
社
会
的
な
存
在
で
あ
る
人
間
は
、
親
密
な
人
間
関
係
が
築
か
れ
る
と
、
そ
こ
か
ら
離
れ
に
く
く
な
る
。
こ
れ
は
組
織
内
の
人

間
関
係
が
密
に
な
る
、
つ
ま
り
集
団
の
凝
集
性
が
高
い
と
、
組
織
か
ら
の
脱
退
に
対
し
す
る
心
理
的
ハ
ー
ド
ル
が
上
が
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
カ
ル
ト
問
題
の
研
究
と
は
関
係
の
無
い
、
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
ク
ラ
ブ
（
FC）
に
お
け
る
入
退
会
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
も
、 

 
｢対
人
関
係
｣得
点
が
高
い
者
で
は
、
FC
入
会
後
に
さ
ら
に
交
友
関
係
が
広
が
り
、
FC
に
定
着
し
や
す
い
こ
と
が
推
察
さ
れ
た（

33
）。 

 
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
親
密
な
人
間
関
係
を
構
築
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
生
活
を
営
む
上
で
基
本
的
か
つ
重
要
な
要
素
で
あ
る

が
、
カ
ル
ト
は
団
体
か
ら
離
れ
に
く
く
す
る
た
め
に
そ
れ
を
悪
用
す
る
。 

こ
の
よ
う
に
正
体
を
隠
し
た
勧
誘
に
よ
っ
て
人
間
関
係
を
構
築
し
た
後
、
次
の
段
階
と
し
て
、
日
帰
り
の
研
修
か
ら
泊
ま
り
が
け
の

研
修
へ
と
、
徐
々
に
関
わ
る
時
間
を
長
期
化
し
て
い
く
。
そ
し
て
外
部
の
情
報
を
管
理
し
、
団
体
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
情
報
を
遮
断

し
て
い
く
。
さ
ら
に
一
般
的
な
社
会
生
活
か
ら
、
団
体
の
所
有
す
る
寮
な
ど
に
住
所
を
変
更
さ
せ
、
集
団
生
活
を
さ
せ
る
ケ
ー
ス
も
確

認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
い
く
ケ
ー
ス
が
確
認
さ
れ
る（

34
）。 

ま
た
、
集
団
の
凝
集
性
を
強
化
す
る
た
め
に
、
宗
教
的
な
言
説
が
用
い
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
系
カ
ル

ト
の
場
合
、
こ
の
世
界
の
人
間
を
神
側
と
悪
魔
側
に
二
分
し
、
教
祖
や
そ
の
教
え
を
信
じ
る
者
だ
け
が
神
側
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
。

そ
の
際
、
神
側
に
目
覚
め
た
者
は
、
選
ば
れ
た
者
で
あ
る
と
い
っ
た
選
民
思
想
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
も
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
仏
教
系
カ
ル

ト
の
場
合
、
先
祖
か
ら
の
因
縁
に
よ
っ
て
先
祖
や
自
身
が
地
獄
に
落
ち
る
と
い
っ
た
恐
怖
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
、
家
族
や
先
祖
を
救
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う
た
め
に
は
、
家
族
を
入
信
さ
せ
た
り
、
高
額
の
献
金
を
伴
う
儀
式
を
お
こ
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
説
く
。
た
だ
し
、

キ
リ
ス
ト
教
系
カ
ル
ト
に
お
い
て
も
先
祖
の
祟
り
を
説
く
な
ど
混
交
し
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
た
め
、
単
純
な
類
型
化
は
困
難
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
カ
ル
ト
は
最
初
の
勧
誘
段
階
で
、
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
活
動
に
お
い
て
は
、

人
間
関
係
の
構
築
、
情
報
の
遮
断
に
よ
る
凝
集
性
の
強
化
を
伴
い
、
宗
教
的
な
言
説
に
も
と
づ
く
恐
怖
の
強
調
等
に
よ
り
、
精
神
的
・

宗
教
的
支
配
│
い
わ
ゆ
る
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
│
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
い
え
る
。 

第
三
章
　
宗
教
団
体
の
カ
ル
ト
化
の
可
能
性
と
そ
れ
を
抑
制
す
る
論
理
 

　
第
一
節
　
宗
教
団
体
と
カ
ル
ト
 

宗
教
を
分
類
す
る
際
、
信
仰
す
る
民
族
や
地
域
を
も
と
に
し
た
分
類
（
民
族
宗
教
と
世
界
宗
教
）
や
、
創
唱
宗
教
と
非
創
唱
宗
教
と

い
う
分
類
が
あ
る
。 

こ
の
中
で
、
非
創
唱
宗
教
と
は
自
然
発
生
的
な
宗
教
、
つ
ま
り
そ
の
集
団
の
な
か
で
社
会
の
形
成
と
と
も
に
誕
生
し
た
よ
う
な
宗
教

―
日
本
に
お
け
る
原
初
的
な
神
道
や
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
ヴ
ェ
ー
ダ
の
宗
教
（
バ
ラ
モ
ン
教
）
等
―
の
よ
う
に
、
創
始
者
が
明
確
で
は

な
い
宗
教
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
非
創
唱
宗
教
の
場
合
、
宗
教
が
そ
の
社
会
体
制
と
密
接
に
関
係
す
る
か
、
一
致
し
て
い
る
場
合
が
大

方
を
占
め
て
い
る
と
い
え
る
。 

他
方
、
創
唱
宗
教
と
は
、
創
始
者
や
開
祖
と
い
っ
た
人
物
（
ま
た
は
グ
ル
ー
プ
）
を
明
確
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
宗
教
で
あ
る
。
こ

の
場
合
、
何
ら
か
の
反
体
制
的
な
性
格
を
有
し
て
誕
生
し
た
と
い
え
る
。 

例
え
ば
、
仏
教
を
例
に
す
る
と
、
古
代
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
バ
ラ
モ
ン
教
が
広
く
信
仰
さ
れ
て
い
た
が
、
紀
元
前
六
世
紀
頃
の
経
済
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的
な
発
展
等
に
よ
る
社
会
の
成
熟
を
迎
え
、
新
思
想
家
・
自
由
思
想
家
と
呼
ば
れ
る
修
行
者
た
ち
が
勃
興
し
た
。
釈
尊
も
そ
の
一
人
で

あ
り
、
彼
は
「
生
ま
れ
に
よ
っ
て
尊
い
の
で
は
な
い
。
行
い
に
よ
っ
て
尊
い
」
と
述
べ
た
と
い
う
。
今
日
の
一
般
的
な
価
値
観
か
ら
す

れ
ば
、
釈
尊
の
こ
の
言
葉
は
常
識
的
な
も
の
と
い
え
る
が
、
当
時
の
イ
ン
ド
社
会
の
中
に
お
い
て
、
反
体
制
的
な
意
味
で
理
解
さ
れ
た

で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
業
報
輪
廻
の
思
想
に
も
と
づ
く
バ
ラ
モ
ン
を
頂
点
と
す
る
カ
ー
ス
ト
制
の
あ
り
か
た
を
批
判
す

る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
釈
尊
以
外
の
新
思
想
家
・
自
由
思
想
家
達
も
、
何
ら
か
の
点
で
バ
ラ
モ
ン
教
を
批
判
す
る

形
で
誕
生
し
て
お
り
、
当
時
の
イ
ン
ド
社
会
に
、
そ
の
よ
う
な
思
想
家
達
を
許
容
す
る
よ
う
な
風
土
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 

ま
た
日
本
に
お
い
て
、
平
安
末
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
浄
土
宗
の
開
祖
源
空
（
一
一
三
三
〜
一
二
一
二
）
は
、
は
じ
め

比
叡
山
で
学
び
な
が
ら
も
山
を
下
り
、
東
山
吉
水
で
専
修
念
仏
を
説
い
て
い
た
が
、
そ
の
念
仏
集
団
が
弾
圧
（
建
永
の
法
難
）
を
受
け

て
い
る
。
こ
れ
は
、
比
叡
山
を
中
心
と
す
る
仏
教
の
あ
り
か
た
か
ら
逸
脱
し
た
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
、「
専
修
念
仏
」
を
主
張
し
た
こ

と
な
ど
が
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
や
は
り
、
当
時
の
仏
教
の
大
勢
（
体
制
）
に
反
す
る
側
面
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

こ
の
よ
う
に
、
誕
生
当
時
は
反
体
制
的
な
側
面
が
比
較
的
強
く
見
ら
れ
る
宗
教
集
団
が
、
一
般
社
会
と
の
軋
轢
の
中
で
、
徐
々
に
穏

や
か
に
な
り
、
社
会
の
中
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
見
ら
れ
る
。 

単
純
化
す
る
と
、
社
会
常
識
と
は
異
な
る
思
想
が
提
示
さ
れ
、
そ
れ
が
一
部
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
先
鋭
化
し
た
集
団
を
形
成

す
る
。
そ
の
後
、
社
会
と
の
軋
轢
の
中
で
距
離
感
を
掴
み
な
が
ら
、
穏
当
に
な
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
先
鋭
的
な
部
分
が
、
外
部
か
ら

批
判
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
程
度
時
間
を
か
け
て
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る（

35
）。 

一
方
で
、
社
会
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
こ
と
に
よ
り
、
迎
合
的
な
側
面
が
生
じ
る
こ
と
に
も
な
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
集
団
の
特
長

が
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。「
日
本
の
お
寺
は
、
単
な
る
風
景
に
す
ぎ
な
か
っ
た（

36
）」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
れ
は
オ
ウ
ム
真

理
教
に
よ
る
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
後
に
、
教
団
幹
部
が
も
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。
仏
教
が
、
広
く
い
え
ば
伝
統
宗
教
が
、
特
に
高
学
歴

の
若
年
層
に
対
し
、
宗
教
的
な
役
割
と
し
て
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
端
的
に
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 
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そ
の
意
味
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て
苦
悩
を
抱
え
て
い
る
人
に
対
し
て
訴
求
力
を
持
つ
宗
教
団
体
が
誕
生
す
る
こ
と
も
あ

り
得
る
し
、
既
存
の
宗
教
団
体
も
改
革
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
既
存
宗
教
団
体
か
ら
派
生
し
た
宗
教
団
体
が
生
ま
れ
る

事
も
あ
る（

37
）。 

さ
ら
に
、
既
存
の
宗
教
団
体
が
カ
ル
ト
化
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
・
ズ
ィ
ヴ
ィ
ー
は
、
自
ら
の
経
験
と
具
体
的
な
例
を
紹

介
し
な
が
ら
、
比
較
的
長
い
伝
統
を
持
つ
教
会
の
中
の
カ
ル
ト
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る（

38
）。
ま
た
、
櫻
井
﹇
二
〇
〇
九
﹈
は
、
キ
リ

ス
ト
教
会
を
例
に
、
優
良
教
会
と
カ
ル
ト
化
し
た
教
会
の
連
続
面
を
指
摘
し
、
そ
の
上
で
、 

 
カ
ル
ト
と
は
宗
教
団
体
の
組
織
特
性
が
生
み
出
す
副
次
的
効
果
を
批
判
的
に
評
価
し
た
概
念
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な

い
か（

39
）。 

 
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
お
お
む
ね
同
意
で
き
る
が
、
カ
ル
ト
化
す
る
の
は
宗
教
団
体
の
み
で
は
な
い
。
マ
ル
チ
・
マ
ル
チ
ま
が

い
商
法
な
ど
の
経
済
的
カ
ル
ト
や
、
い
わ
ゆ
る
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
に
お
い
て
も
共
通
す
る
問
題
点
が
あ
る（

40
）。
ま
た
、
カ
ル
ト
問
題
に
取
り

組
む
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
―
反
カ
ル
ト
と
呼
ば
れ
る
―
に
内
包
す
る
カ
ル
ト
性
を
指
摘
す
る
視
点
も
存
在
す
る（

41
）。
さ
ら
に
、
脱
会
支
援
に
お

い
て
も
信
者
獲
得
を
目
的
と
す
る
こ
と
は
厳
に
謹
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
カ
ル
ト
の
構
造
を
再
生
産
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
組
織
論
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
側
面
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

　
第
二
節
　
教
学
に
内
包
さ
れ
る
カ
ル
ト
化
を
抑
制
す
る
論
理
 

先
述
の
よ
う
に
、
現
時
点
で
は
カ
ル
ト
的
要
素
が
少
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
す
べ
て
の
宗
教
団
体
は
カ
ル
ト
化
す
る
可
能
性
を
有
す
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る（
42
）。
ま
た
宗
教
団
体
の
一
部
が
分
派
・
独
立
し
て
先
鋭
化
す
る
場
合
も
あ
る
。 

カ
ル
ト
的
要
素
の
一
つ
に
、
教
祖
や
宗
教
的
リ
ー
ダ
ー
等
、
宗
教
指
導
者
へ
の
絶
対
的
な
帰
依
と
い
う
も
の
が
あ
る（

43
）。
一
例
を
あ
げ

る
と
、
呉
智
英
は
、 

 
浄
土
真
宗
で
は
始
祖
親
鸞
の
血
を
引
く
法
主
が
入
浴
し
た
残
り
湯
を
門
徒
た
ち
は
あ
り
が
た
く
飲
む
し
、
日
蓮
宗
で
は
法
華
経
を

絶
対
視
し
こ
れ
を
中
心
に
国
を
立
て
る
『
立
正
安
国
論
』
も
根
本
聖
典
に
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
絶
対
的
帰
依
は
宗
教
で
は
珍

し
く
な
い
は
ず
で
あ
る（

44
）。 

 
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
話
の
内
容
は
、
筆
者
も
法
座
な
ど
で
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
真
偽
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
呉
﹇
二
〇
一

一
﹈
の
中
で
も
、
出
典
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
今
日
の
浄
土
真
宗
本
願
寺
派（

45
）の
教
義
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
話
の
内
容
は
首
肯
さ
れ
な

い
だ
ろ
う
が
、
け
れ
ど
も
俗
説
的
な
側
面
か
ら
は
事
実
だ
っ
た
可
能
性
も
ま
た
否
定
で
き
な
い
。 

一
方
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
伝
道
方
法
の
中
に
、
カ
ル
ト
化
を
防
止
す
る
方
向
に
働
く
論
理
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は

「
自
信
教
人
信
」
で
あ
る
。 

こ
の
語
は
、
善
導
『
往
生
礼
讃
』
に
、 

 
自
信
教
人
信
　
難
中
転
更
難
　
大
悲
伝
普
化
　
真
成
報
仏
恩（

46
） 

 
と
あ
る
。 

親
鸞
は
こ
の
文
を
、『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』「
信
文
類
」
末
の
真
仏
弟
子
釈（

47
）と
、「
化
身
土
文
類
」
真
門
釈（

48
）の
二
ヶ
所
に
引
用
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し
て
い
る
。
た
だ
し
、
ど
ち
ら
も
「
大
悲
伝
普
化
」
が
「
大
悲
弘
普
化
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
化
身
土
文
類
」

の
「
弘
」
の
字
に
、 

 
弘
字
智
昇
法
師
懺
儀
文
也（

49
） 

 
と
注
記
が
あ
り
、
智
昇
の
『
集
諸
経
礼
懺
儀
』
の
文
に
よ
っ
て
改
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
る（

50
）。 

な
ぜ
親
鸞
は
、
善
導
の
『
往
生
礼
讃
』
か
ら
直
接
で
は
な
く
、
智
昇
の
『
集
諸
経
礼
懺
儀
』
か
ら
引
用
し
た
の
か
。
そ
の
理
由
に
つ

い
て
玉
木
興
慈
は
、 

 
大
悲
を
伝
え
る
と
い
う
衆
生
の
行
為
で
は
な
く
、
大
悲
の
は
た
ら
き
を
表
明
す
る
た
め
に
、
善
導
の
『
往
生
礼
讃
』
で
は
な
く
、

智
昇
の
『
集
諸
経
礼
懺
儀
』
か
ら
引
用
さ
れ
た
と
考
え
る（

51
）。 

 
と
ま
と
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
行
為
性
を
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
超
越
者
―
こ
の
場
合
は
阿
弥
陀
仏
―
に
よ
る
救
済
と
し

て
表
現
さ
れ
、
主
体
を
人
間
か
ら
阿
弥
陀
仏
へ
と
転
換
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
親
鸞
の
特
長
が
見
ら
れ
る
。 

こ
の
点
は
、
カ
ル
ト
問
題
を
検
討
す
る
上
で
も
、
重
要
な
視
座
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
宗
教
指
導
者
の
絶
対
化
を
抑

制
す
る
方
向
性
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

次
に
、「
自
信
教
人
信
」
の
内
容
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
貴
島
信
行
は
、 

 
浄
土
真
宗
で
伝
道
を
語
る
と
き
、
自
信
教
人
信
が
基
本
的
な
概
念
及
び
構
造
を
提
示
す
る
語
と
し
て
理
解
さ
れ
今
日
に
至
っ
て
い
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る
こ
と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
れ
は
真
宗
が
往
生
浄
土
の
真
因
で
あ
る
信
心
を
根
本
義
と
す
る
教
え
で
あ
り
、
そ
の
真
実

信
心
を
拠
り
処
と
す
る
信
心
の
行
者
の
実
践
に
お
い
て
、
つ
ね
に
如
来
と
自
己
、
自
己
と
他
者
と
の
関
係
性
を
自
覚
さ
せ
る
用
語

と
し
て
機
能
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い（

52
）。 

 
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
如
来
と
自
己
、
自
己
と
他
者
と
の
関
係
性
を
自
覚
さ
せ
る
」
と
い
う
点
が
、
組
織
の
中
に
お
け
る
人
間
関
係

を
考
え
る
う
え
で
重
要
に
な
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。 

こ
れ
ら
を
背
景
に
、
伝
道
上
の
注
意
点
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
の
が
「
教
化
者
意
識
の
払
拭
」
で
あ
る
。
自
分
自
身
が
教
え
を
説

き
、
門
末
を
教
化
す
る
と
い
う
意
識
を
取
り
除
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。 

こ
れ
は
困
難
な
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
論
理
が
構
築
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
浄
土
真
宗
本
願

寺
派
と
い
う
教
団
に
お
け
る
伝
道
活
動
の
中
に
、
宗
教
指
導
者
の
絶
対
化
を
抑
制
す
る
方
向
性
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。 

お
わ
り
に
 

九
〇
年
代
の
オ
ウ
ム
真
理
教
に
よ
る
一
連
の
事
件
以
降
、
カ
ル
ト
問
題
に
つ
い
て
一
部
の
メ
デ
ィ
ア
や
宗
教
学
者
の
声
明
や
研
究
論

文
は
発
表
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
宗
教
団
体
か
ら
の
公
式
の
声
明
等
は
、
わ
ず
か
な
例
を
除
き
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
そ

こ
に
は
、「
カ
ル
ト
」
は
宗
教
と
は
異
な
る
存
在
で
あ
り
、
我
々
（
の
教
団
）
と
は
異
な
る
と
い
っ
た
意
識
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。 

し
か
し
、
カ
ル
ト
問
題
の
背
景
に
は
、
多
く
宗
教
的
な
言
説
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
宗
教
的
な
恐
怖
に
よ
っ
て
人
権
侵
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害
が
な
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
対
し
て
宗
教
者
は
反
意
を
示
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
、
カ
ル

ト
問
題
の
枠
組
み
を
検
討
し
て
き
た
。
は
じ
め
に
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
個
別
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

 
【
参
考
資
料
】 

《
書
籍
》 

・
Steven Hassan Com

batting C
ult M

ind C
ontrol

　
Park Street Press,1989 

・
浅
見
定
雄
訳
『
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
恐
怖
』（
恒
友
出
版
、
一
九
九
三
年
） 

・
西
田
公
昭
『
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
は
何
か
』（
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
九
五
年
） 

・
降
幡
賢
一
『
オ
ウ
ム
法
廷
』
シ
リ
ー
ズ
（
朝
日
新
聞
出
版
、
一
九
九
八
〜
二
〇
〇
四
年
） 

・
パ
ス
カ
ル
・
ズ
ィ
ヴ
ィ
ー
『「
信
仰
」
と
い
う
名
の
虐
待
』（
い
の
ち
の
こ
と
ば
社
、
二
〇
〇
二
年
） 

・
パ
ス
カ
ル
・
ズ
ィ
ヴ
ィ
ー
『〝『
信
仰
』
と
い
う
名
の
虐
待
〞
か
ら
の
回
復
―
心
の
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
』（
い
の
ち
の
こ
と
ば
社
、
二
〇
〇
八
年
） 

・
日
本
脱
カ
ル
ト
協
会
編
『
カ
ル
ト
か
ら
の
脱
会
と
回
復
の
た
め
の
手
引
き
』（
遠
見
書
房
、
二
〇
〇
九
年
） 

・
呉
智
英
『
つ
ぎ
は
ぎ
仏
教
入
門
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
一
年
） 

・
吉
川
肇
子
・
杉
浦
淳
吉
・
西
田
公
昭
編
『
大
学
生
の
リ
ス
ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
三
年
） 

・
紀
藤
正
樹
『
決
定
版
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
』（
株
式
会
社
ア
ス
コ
ム
、
二
〇
一
七
年
） 

・
西
尾
潤
『
マ
ル
チ
の
子
』（
徳
間
書
店
、
二
〇
二
一
年
） 

・
紀
藤
正
樹
『
カ
ル
ト
宗
教
』（
ア
ス
コ
ム
、
二
〇
二
二
年
） 

・
魚
谷
俊
輔
『
間
違
い
だ
ら
け
の
「
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
論
』（
賢
仁
舎
、
二
〇
二
三
年
） 

 《
論
文
》 

・
櫻
井
義
秀
「「
宗
教
」
と
「
カ
ル
ト
」
の
あ
い
だ
」（『
宗
教
研
究
』
八
二
巻
二
号
、
二
〇
〇
九
年
） 

・
貴
島
信
行
「
真
宗
伝
道
に
お
け
る
自
信
教
人
信
の
意
義
」（『
真
宗
学
』
一
二
九
・
一
三
〇
号
、
二
〇
一
四
年
） 

・
玉
木
興
慈
「
釈
尊
と
親
鸞
の
伝
道
」（
龍
谷
大
学
ア
ジ
ア
仏
教
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
　
ワ
ー
キ
ン
グ
ペ
ー
パ
ー
No.17-01、
二
〇
一
八
年
） 

・
菊
賀
信
雅
・
福
島
教
照
・
澤
田
享
・
松
下
宗
洋
・
丸
藤
祐
子
・
渡
邊
夏
海
・
橋
本
有
子
・
中
田
由
夫
・
井
上
茂
｢フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
ク
ラ
ブ
新
規
入
会
者
の
大
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会
に
関
連
す
る
心
理
的
要
因
：
前
向
き
コ
ホ
ー
ト
研
究
｣（『
日
本
公
衛
誌
』
第
六
八
巻
第
四
号
、
二
〇
二
一
年
） 

・
大
喜
多
紀
明
「〈
研
究
ノ
ー
ト
〉
カ
ル
ト
と
い
う
蔑
称
と
反
カ
ル
ト
に
内
在
す
る
カ
ル
ト
性
―
定
義
な
き
言
説
と
対
立
の
諸
相
―
」（『
人
文
×
社
会
』
第
二

巻
第
八
号
、
二
〇
二
二
年
） 

 【
註
】 

（
１
）
論
文
執
筆
の
二
〇
二
四
年
一
〇
月
現
在
 

（
２
）
国
際
勝
共
連
合
（
International Federation for Victory over Com
m
unism
 : IFVOC）
は
、
文
鮮
明
が
反
共
産
主
義
を
掲
げ
て
設
立
し
た
政
治
団

体
で
あ
る
。 

（
３
）
櫻
井
義
秀
「「
宗
教
」
と
「
カ
ル
ト
」
の
あ
い
だ
」（『
宗
教
研
究
』
八
二
巻
二
号
、
二
〇
〇
九
年
） 

（
４
）
櫻
井
「
同
論
文
」 

（
５
）
日
本
脱
カ
ル
ト
協
会
（
JSCPR）
は
、
心
理
学
者
、
聖
職
者
、
臨
床
心
理
士
、
弁
護
士
、
精
神
科
医
、
宗
教
社
会
学
者
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
、
そ
し
て
「
議
論
あ
る
団
体
」
の
元
メ
ン
バ
ー
や
家
族
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
参
考
「
日
本
脱
カ
ル
ト
協
会
」
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

（
http://w
w
w.jscpr.org/）。 

（
６
）
日
本
脱
カ
ル
ト
協
会
編
『
カ
ル
ト
か
ら
の
脱
会
と
回
復
の
た
め
の
手
引
き
』（
遠
見
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）
二
七
〜
二
八
頁
 

（
７
）
日
本
脱
カ
ル
ト
協
会
編
『
同
書
』
二
八
頁
 

（
８
）
人
民
寺
院
：
Peoples Tem
ple of the Disciples of Christ 

「
人
民
寺
院
事
件
」
と
は
、
一
九
七
八
年
一
一
月
一
八
日
、
人
民
寺
院
が
開
拓
し
た
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
ジ
ョ
ー
ン
ズ
タ
ウ
ン
に
お
い
て
、
集
団
自
殺
も
し

く
は
殺
人
に
よ
っ
て
、
信
者
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
等
、
九
一
八
名
が
死
亡
し
た
事
件
の
こ
と
。 

（
９
）「
カ
ル
ト
映
画
」「
カ
ル
ト
ム
ー
ビ
ー
」
な
ど
。
こ
の
場
合
の
「
カ
ル
ト
」
は
、「
熱
狂
的
」、「
熱
狂
的
な
フ
ァ
ン
の
つ
い
た
」
の
意
。
例
え
ば
、
松
竹
株

式
会
社
で
は
、「
１
０
０
年
の
１
０
０
選
」（
https://m
ovies.shochiku.co.jp/100th/）
と
い
う
コ
ン
テ
ン
ツ
内
に
、「
#こ
れ
ぞ
カ
ル
ト
ム
ー
ビ
ー
」

（
https://m
ovies.shochiku.co.jp/100th/tag/023/）
と
い
う
ペ
ー
ジ
を
設
け
て
い
る
（
二
〇
二
四
年
一
〇
月
現
在
）。
た
だ
し
、
著
名
人
の
死
去

に
伴
う
後
追
い
自
殺
等
と
い
っ
た
事
例
が
あ
る
た
め
、
熱
狂
的
な
フ
ァ
ン
の
付
い
た
コ
ン
テ
ン
ツ
に
つ
い
て
も
課
題
は
あ
る
（
参
考
、
厚
生
労
働
大
臣

指
定
法
人
・
一
般
社
団
法
人
「
い
の
ち
支
え
る
自
殺
対
策
推
進
セ
ン
タ
ー
「
自
殺
報
道
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
踏
ま
え
た
報
道
の
呼
び
か
け
（
著
名
人
の
自

殺
に
可
能
性
に
触
れ
る
報
道
に
つ
い
て
 12/19）」（
https://jscp.or.jp/action/w
ho_guideline1219.htm
l））。 

（
10
）
吉
川
肇
子
・
杉
浦
淳
吉
・
西
田
公
昭
編
『
大
学
生
の
リ
ス
ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
三
年
）
四
二
頁
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（
11
）
紀
藤
正
樹
『
カ
ル
ト
宗
教
』（
ア
ス
コ
ム
、
二
〇
二
二
年
）
一
八
頁
 

（
12
）「「
X
JAPAN」
の
TOSHI氏
に
み
る
自
己
啓
発
セ
ミ
ナ
ー
の
危
険
」（『
し
ん
ぶ
ん
赤
旗
』
二
〇
一
〇
年
二
月
一
六
日
）、「
TOSHIの
「
洗
脳
」
で
話
題

に
な
っ
た
ホ
ー
ム
オ
ブ
ハ
ー
ト
の
今
。
TOSHI脱
会
後
も
、
名
前
を
変
え
て
活
動
」（『
ハ
ー
バ
ー
･ビ
ジ
ネ
ス
・
オ
ン
ラ
イ
ン
』
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
二

日
（
https://hbol.jp/pc/229504/））
な
ど
参
考
。 

（
13
）
マ
ル
チ
商
法
の
被
害
を
描
い
た
作
品
と
し
て
、
西
尾
潤
『
マ
ル
チ
の
子
』（
徳
間
書
店
、
二
〇
二
一
年
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
著
者
の
実
体
験
を
元
に
し
た

創
作
で
あ
る
が
、
マ
ル
チ
商
法
被
害
の
実
態
を
克
明
に
描
い
て
い
る
と
評
さ
れ
て
い
る
。 

（
14
）
比
較
的
規
模
の
大
き
な
団
体
以
外
に
も
、
近
年
問
題
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
、
SNS
等
を
介
し
た
少
人
数
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
「
ミ
ニ
カ
ル
ト
」
と
呼

ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
個
人
間
の
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
論
の
定
義
で
は
カ
バ
ー
で
き
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
に
つ

い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

（
15
）
ス
ラ
ッ
プ
訴
訟
と
さ
れ
る
例
と
し
て
最
近
の
例
は
、
旧
統
一
教
会
が
テ
レ
ビ
番
組
の
発
言
に
よ
り
名
誉
を
傷
つ
け
ら
れ
た
と
し
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

の
有
田
芳
生
氏
と
報
道
し
た
日
本
テ
レ
ビ
に
対
し
、
計
二
二
〇
〇
万
円
の
損
害
賠
償
等
を
求
め
た
訴
訟
が
あ
っ
た
。
二
〇
二
四
（
令
和
六
）
年
三
月
一

二
日
、
東
京
地
裁
は
名
誉
毀
損
に
は
当
た
ら
な
い
と
し
て
請
求
を
棄
却
し
た
（
参
考
「
有
田
芳
生
さ
ん
の
「
反
社
会
的
集
団
」
発
言
、
旧
統
一
教
会
側

が
敗
訴
　
東
京
地
裁
「
名
誉
毀
損
に
当
た
ら
ず
」」『
東
京
新
聞
』
二
〇
二
四
年
三
月
一
二
日
）。 

ま
た
、
同
じ
く
旧
統
一
教
会
が
テ
レ
ビ
番
組
の
発
言
に
よ
り
名
誉
を
傷
つ
け
ら
れ
た
と
し
て
、
紀
藤
正
樹
氏
と
読
売
テ
レ
ビ
に
対
し
、
計
二
二
〇
〇

万
円
の
賠
償
を
求
め
た
訴
訟
が
あ
っ
た
。
二
〇
二
四
（
令
和
六
）
年
三
月
一
三
日
、
東
京
地
裁
は
請
求
を
棄
却
す
る
判
決
を
言
い
渡
し
た
（
参
考
「
旧

統
一
教
会
の
請
求
棄
却
　
テ
レ
ビ
番
組
で
の
弁
護
士
ら
発
言
め
ぐ
り
　
東
京
地
裁
」『
朝
日
新
聞
』
二
〇
二
四
年
三
月
一
三
日
）。 

（
16
）「
反
ス
ラ
ッ
プ
法
の
制
定
に
関
す
る
請
願
」（
第
二
一
二
回
国
会
） 

最
高
裁
判
所
は
、 

訴
え
の
提
起
は
、
提
訴
者
が
当
該
訴
訟
に
お
い
て
主
張
し
た
権
利
又
は
法
律
関
係
が
事
実
的
、
法
律
的
根
拠
を
欠
く
も
の
で
あ
る
上
、
同
人
が
そ

の
こ
と
を
知
り
な
が
ら
又
は
通
常
人
で
あ
れ
ば
容
易
に
そ
の
こ
と
を
知
り
得
た
の
に
あ
え
て
提
起
し
た
な
ど
、
裁
判
制
度
の
趣
旨
目
的
に
照
ら
し

て
著
し
く
相
当
性
を
欠
く
場
合
に
限
り
、
相
手
方
に
対
す
る
違
法
な
行
為
と
な
る
。
                           最
高
裁
判
所
　
昭
和
六
三
年
一
月
二
六
日
 

と
し
て
お
り
、
訴
訟
の
提
起
が
違
法
な
行
為
と
な
る
場
合
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
憲
法
第
三
十
二
条
に
「
何
人
も
、
裁
判
所
に
お
い
て
裁
判
を
受

け
る
権
利
を
奪
は
れ
な
い
。」
と
あ
り
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
は
最
大
限
保
障
さ
れ
る
た
め
、
訴
訟
そ
の
も
の
を
禁
止
す
る
こ
と
は
現
状
困
難
で
あ
る
。 

（
17
）
日
本
脱
カ
ル
ト
協
会
編
『
カ
ル
ト
か
ら
の
脱
会
と
回
復
の
た
め
の
手
引
き
』
二
二
〇
〜
二
二
四
頁
 

ま
た
、
同
じ
内
容
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
http://w
w
w.cnet-sc.ne.jp/jdcc/GHI/index.htm
l）
で
公
開
し
、
判
定
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 
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（
18
）
極
端
な
例
を
あ
げ
る
と
、
世
界
征
服
を
企
む
悪
の
秘
密
結
社
が
あ
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
、
構
成
員
が
集
ま
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
断
罪
さ
れ
る

に
は
至
ら
な
い
。
た
だ
し
、「
組
織
的
な
犯
罪
の
共
謀
罪
」
や
「
テ
ロ
等
準
備
罪
」
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
。
正
義
の
ヒ
ー
ロ
ー
に
倒
さ

れ
る
の
は
、
そ
の
秘
密
結
社
が
悪
巧
み
を
実
行
に
移
し
た
（
犯
罪
行
為
な
ど
を
し
た
）
時
で
あ
る
。 

（
19
）
日
本
国
憲
法
第
二
十
一
条
 

集
会
、
結
社
及
び
言
論
、
出
版
そ
の
他
一
切
の
表
現
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。 

検
閲
は
、
こ
れ
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
通
信
の
秘
密
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
20
）
た
だ
し
当
該
団
体
に
指
示
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
っ
た
「
使
用
者
責
任
」
が
問
わ
れ
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
限
定
さ
れ
る
。
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、

構
成
員
が
所
属
団
体
の
活
動
と
は
無
関
係
な
と
こ
ろ
で
犯
し
た
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
、
所
属
団
体
を
カ
ル
ト
と
は
判
断
さ
れ
な
い
。 

（
21
）
Steven Hassan Com

batting C
ult M

ind C
ontrol

　
Park Street Press,1989 

同
著
の
邦
訳
と
し
て
、
浅
見
定
雄
訳
『
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
恐
怖
』（
恒
友
出
版
、
一
九
九
三
年
）
が
あ
る
。
な
お
『
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
の
恐
怖
』
は
、
山
崎
氏
の
脱
会
記
者
会
見
と
同
日
に
発
売
さ
れ
た
。
山
崎
氏
は
出
稿
前
の
原
稿
を
読
ん
だ
と
い
わ
れ
る
。 

（
22
）
西
田
公
昭
『
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
は
何
か
』（
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
九
五
年
） 

（
23
）
魚
谷
俊
輔
『
間
違
い
だ
ら
け
の
「
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
論
』（
賢
仁
舎
、
二
〇
二
三
年
）。
本
書
の
著
者
魚
谷
氏
は
、
旧
統
一
教
会
が
開
校
し

た
米
国
統
一
神
学
大
学
院
神
学
課
程
を
卒
業
（
一
九
九
五
年
）、
二
〇
一
七
年
か
ら
旧
統
一
教
会
の
関
連
団
体
と
さ
れ
る
天
宙
平
和
連
合
（
UPF）
の
日

本
事
務
総
長
を
勤
め
て
い
る
人
物
で
あ
る
。 

（
24
）
た
だ
し
、
オ
ウ
ム
真
理
教
に
関
す
る
一
連
の
法
廷
弁
論
の
中
で
は
、
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
詳
細
に
議
論
さ
れ
て
い
る
（
参
考
文
献
、

降
幡
賢
一
著
『
オ
ウ
ム
法
廷
』
シ
リ
ー
ズ
（
朝
日
新
聞
出
版
、
一
九
九
八
〜
二
〇
〇
四
年
））。
宗
教
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
藤
田
庄
市
氏
か
ら
、
判
決
文

以
外
に
法
廷
記
録
を
検
討
す
べ
き
意
義
が
あ
る
と
ご
教
示
頂
い
た
。
氏
に
甚
深
の
感
謝
を
表
す
る
。 

（
25
）
二
〇
二
四
年
七
月
一
一
日
に
、
旧
統
一
教
会
に
対
す
る
献
金
を
返
還
し
な
い
旨
を
記
載
し
た
「
念
書
」
が
無
効
で
あ
る
と
さ
れ
、
最
高
裁
か
ら
高
裁
に

差
し
戻
さ
れ
た
（
令
和
四
年
（
受
）
第
二
二
八
一
号
　
損
害
賠
償
請
求
事
件
）。
判
断
理
由
に
つ
い
て
、「
家
庭
連
合
の
心
理
的
な
影
響
の
下
に
あ
っ
た
」

と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
相
当
す
る
表
現
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
「
心
理
的
影
響
の
下
に
あ
っ
た
」
こ
と
の
み

で
判
断
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、「
念
書
」
が
テ
ン
プ
レ
ー
ト
の
よ
う
に
綺
麗
に
書
式
が
整
っ
て
い
た
こ
と
（
高
齢
の
被
害
女
性
が
主
体
的
に
作
製
し
た

も
の
で
は
な
く
、
第
三
者
の
指
示
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
）
な
ど
、
複
数
の
理
由
に
も
と
づ
い
て
判
断
さ
れ
た
。 

（
26
）
紀
藤
正
樹
『
決
定
版
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
』（
株
式
会
社
ア
ス
コ
ム
、
二
〇
一
七
年
）
七
〇
〜
七
二
頁
参
照
。 

（
27
）
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
類
似
し
た
語
に
「
洗
脳
（
ブ
レ
イ
ン
ウ
ォ
ッ
シ
ン
グ
：
brainw
ashing）」
が
あ
る
。
こ
れ
も
心
理
操
作
で
は
あ
る
が
、
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こ
ち
ら
は
特
異
な
環
境
下
で
、
暴
行
や
監
禁
、
薬
物
投
与
等
に
よ
り
、
人
の
思
想
や
主
義
を
根
本
的
に
変
え
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
中
国
共
産

党
が
資
本
主
義
的
思
想
を
持
つ
者
に
教
育
を
施
し
、
共
産
主
義
的
な
思
想
に
改
造
し
た
と
紹
介
さ
れ
、
有
名
に
な
っ
た
語
で
あ
る
。「
洗
脳
」
の
手
法
を

描
い
た
作
品
と
し
て
、
映
画
「
フ
ル
メ
タ
ル
・
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
（
“Full M
etal Jacket”）」（
ワ
ー
ナ
ー
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
、
ス
タ
ン
リ
ー
・
キ
ュ
ー
ブ
リ
ッ
ク

監
督
、
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
合
作
、
一
九
八
七
年
）
が
あ
る
。
志
願
し
た
青
年
達
が
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の
ほ
ぼ
無
い
状
況
下
で
、
人
格
を
否
定
す
る

罵
倒
と
暴
力
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
訓
練
さ
れ
る
様
は
、
ま
さ
に
思
想
改
造
と
言
え
よ
う
。 

ま
た
、
映
画
「
ウ
ェ
イ
ヴ
（
“The W
AVE”）」（
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ン
・
フ
ィ
ル
ム
、
デ
ニ
ス
・
ガ
ン
ゼ
ル
、
二
〇
〇
八
年
）
は
、
高
校
で
独
裁
政
治

に
つ
い
て
の
体
験
授
業
を
行
い
、
次
第
に
生
徒
が
の
め
り
込
む
様
子
を
描
い
て
い
る
。
生
徒
達
は
自
由
意
志
に
よ
っ
て
選
択
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な

が
ら
も
、
集
団
の
暗
黙
の
強
制
力
に
よ
っ
て
方
向
付
け
ら
れ
て
い
る
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
状
態
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
本
作
は
一
九
六
七
年

に
ア
メ
リ
カ
の
高
等
学
校
で
行
わ
れ
た
、
ド
イ
ツ
人
が
ナ
チ
ス
政
権
の
政
策
を
受
け
入
れ
た
事
を
説
明
す
る
社
会
学
的
実
験
を
も
と
に
し
て
い
る
。 

両
作
品
と
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
あ
る
が
、
洗
脳
や
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
の
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。 

（
28
）
全
国
霊
感
商
法
対
策
弁
護
士
連
絡
会
の
声
明
「
統
一
教
会
被
害
者
に
関
す
る
「
新
法
概
要
」
と
「
消
費
者
契
約
法
等
改
正
案
」
の
問
題
点
に
つ
い
て
」

（
二
〇
二
二
（
令
和
四
）
年
一
一
月
二
十
九
日
） 

（
29
）「
防
止
法
」
第
二
節
　
禁
止
行
為
 

（
寄
附
の
勧
誘
に
関
す
る
禁
止
行
為
） 

第
四
条
　
法
人
等
は
、
寄
附
の
勧
誘
を
す
る
に
際
し
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
寄
附
の
勧
誘
を
受
け
る
個
人
を
困
惑
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

一
　
当
該
法
人
等
に
対
し
、
当
該
個
人
が
、
そ
の
住
居
又
は
そ
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
所
か
ら
退
去
す
べ
き
旨
の
意
思
を
示
し
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
れ
ら
の
場
所
か
ら
退
去
し
な
い
こ
と
。 

二
　
当
該
法
人
等
が
当
該
寄
附
の
勧
誘
を
し
て
い
る
場
所
か
ら
当
該
個
人
が
退
去
す
る
旨
の
意
思
を
示
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
場
所
か
ら

当
該
個
人
を
退
去
さ
せ
な
い
こ
と
。 

三
　
当
該
個
人
に
対
し
、
当
該
寄
附
に
つ
い
て
勧
誘
を
す
る
こ
と
を
告
げ
ず
に
、
当
該
個
人
が
任
意
に
退
去
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
所
で
あ
る
こ

と
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
個
人
を
そ
の
場
所
に
同
行
し
、
そ
の
場
所
に
お
い
て
当
該
寄
附
の
勧
誘
を
す
る
こ
と
。 

四
　
当
該
個
人
が
当
該
寄
附
の
勧
誘
を
受
け
て
い
る
場
所
に
お
い
て
、
当
該
個
人
が
当
該
寄
附
を
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
相
談
を
行
う
た
め
に
電

話
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
当
該
法
人
等
以
外
の
者
と
連
絡
す
る
旨
の
意
思
を
示
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
威
迫
す
る
言
動

を
交
え
て
、
当
該
個
人
が
当
該
方
法
に
よ
っ
て
連
絡
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
こ
と
。 

五
　
当
該
個
人
が
、
社
会
生
活
上
の
経
験
が
乏
し
い
こ
と
か
ら
、
当
該
寄
附
の
勧
誘
を
行
う
者
に
対
し
て
恋
愛
感
情
そ
の
他
の
好
意
の
感
情
を
抱
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き
、
か
つ
、
当
該
勧
誘
を
行
う
者
も
当
該
個
人
に
対
し
て
同
様
の
感
情
を
抱
い
て
い
る
も
の
と
誤
信
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
に
乗

じ
、
当
該
寄
附
を
し
な
け
れ
ば
当
該
勧
誘
を
行
う
者
と
の
関
係
が
破
綻
す
る
こ
と
に
な
る
旨
を
告
げ
る
こ
と
。 

六
　
当
該
個
人
に
対
し
、
霊
感
そ
の
他
の
合
理
的
に
実
証
す
る
こ
と
が
困
難
な
特
別
な
能
力
に
よ
る
知
見
と
し
て
、
当
該
個
人
又
は
そ
の
親
族
の

生
命
、
身
体
、
財
産
そ
の
他
の
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
そ
の
ま
ま
で
は
現
在
生
じ
、
若
し
く
は
将
来
生
じ
得
る
重
大
な
不
利
益
を
回
避
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
の
不
安
を
あ
お
り
、
又
は
そ
の
よ
う
な
不
安
を
抱
い
て
い
る
こ
と
に
乗
じ
て
、
そ
の
重
大
な
不
利
益
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、

当
該
寄
附
を
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
旨
を
告
げ
る
こ
と
。 

（
借
入
れ
等
に
よ
る
資
金
調
達
の
要
求
の
禁
止
） 

第
五
条
　
法
人
等
は
、
寄
附
の
勧
誘
を
す
る
に
際
し
、
寄
附
の
勧
誘
を
受
け
る
個
人
に
対
し
、
借
入
れ
に
よ
り
、
又
は
次
に
掲
げ
る
財
産
を
処
分

す
る
こ
と
に
よ
り
、
寄
附
を
す
る
た
め
の
資
金
を
調
達
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
。 

一
　
当
該
個
人
又
は
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
親
族
が
現
に
居
住
の
用
に
供
し
て
い
る
建
物
又
は
そ
の
敷
地
 

二
　
現
に
当
該
個
人
が
営
む
事
業
（
そ
の
継
続
が
当
該
個
人
又
は
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
親
族
の
生
活
の
維
持
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
に

限
る
。）
の
用
に
供
し
て
い
る
土
地
若
し
く
は
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利
又
は
建
物
そ
の
他
の
減
価
償
却
資
産
（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第

三
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
減
価
償
却
資
産
を
い
う
。）
で
あ
っ
て
、
当
該
事
業
の
継
続
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の

（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。） 

（
30
）
そ
の
他
に
、
手
相
・
面
相
占
い
な
ど
を
装
う
ケ
ー
ス
も
あ
る
。 

（
31
）
旧
統
一
教
会
に
お
い
て
は
、
勧
誘
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
脱
会
者
の
証
言
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
過
去
の
裁
判
に
お

い
て
も
、
正
体
隠
し
の
勧
誘
に
違
法
性
が
あ
る
と
し
た
「
青
春
を
返
せ
裁
判
」（
札
幌
地
裁
判
決
（
二
〇
一
二
年
三
月
）、
札
幌
高
裁
判
決
（
二
〇
一
三

年
一
〇
月
）
等
）
の
判
例
が
あ
る
。 

（
32
）
こ
の
よ
う
な
勉
強
会
は
、
連
絡
先
が
個
人
名
、
携
帯
番
号
に
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
さ
ら
に
会
場
と
し
て
公
共
施
設
や
大
学
施
設
等
が
用
い
ら

れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
行
政
や
大
学
が
公
認
し
て
い
る
よ
う
に
錯
誤
さ
せ
る
目
的
も
あ
る
。 

（
33
）
菊
賀
信
雅
・
福
島
教
照
・
澤
田
享
・
松
下
宗
洋
・
丸
藤
祐
子
・
渡
邊
夏
海
・
橋
本
有
子
・
中
田
由
夫
・
井
上
茂
｢フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
ク
ラ
ブ
新
規
入
会
者
の

大
会
に
関
連
す
る
心
理
的
要
因
：
前
向
き
コ
ホ
ー
ト
研
究
｣（『
日
本
公
衛
誌
』
第
六
八
巻
第
四
号
、
二
〇
二
一
年
四
月
一
五
日
） 

（
34
）
オ
ウ
ム
真
理
教
は
信
者
や
出
家
者
に
集
団
生
活
さ
せ
、
外
部
と
の
接
触
を
限
っ
て
い
た
。
ま
た
、
後
継
団
体
で
あ
る
ア
レ
フ
も
、
信
者
に
集
団
生
活
を

さ
せ
る
ケ
ー
ス
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
参
考
「
オ
ウ
ム
同
様
に
ア
レ
フ
信
者
も
出
家
、
家
族
ら
と
の
関
係
絶
つ
例
相
次
ぐ
…
「
サ
リ
ン
事
件
は
陰
謀
」

洗
脳
め
い
た
説
明
も
」『
読
売
新
聞
』
二
〇
二
四
年
三
月
一
九
日
）。 
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（
35
）
た
だ
し
、
カ
ル
ト
の
場
合
は
反
体
制
的
な
部
分
を
内
包
し
な
が
ら
、
表
面
的
に
は
穏
当
な
組
織
で
あ
る
よ
う
に
振
る
舞
う
ケ
ー
ス
が
あ
る
た
め
、
注
意

を
要
す
る
。
ま
た
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
一
旦
穏
当
に
な
っ
た
集
団
が
カ
ル
ト
化
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
た
め
、
こ
の
点
も
注
意
を
要
す
る
。 

（
36
）「「
オ
ウ
ム
七
人
死
刑
」
を
現
役
大
学
生
は
ど
う
見
た
か
」（『
日
経
ビ
ジ
ネ
ス
』、
二
〇
一
八
年
七
月
一
八
日
） 

（
37
）「
宗
教
法
人
法
」
第
二
条
で
、 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
宗
教
団
体
」
と
は
、
宗
教
の
教
義
を
ひ
ろ
め
、
儀
式
行
事
を
行
い
、
及
び
信
者
を
教
化
育
成
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と

す
る
下
に
掲
げ
る
団
体
を
い
う
。 

一
　
礼
拝
の
施
設
を
備
え
る
神
社
、
寺
院
、
教
会
、
修
道
院
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
団
体
 

二
　
団
体
を
包
括
す
る
教
派
、
宗
派
、
教
団
、
教
会
、
修
道
会
、
司
教
区
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
団
体
 

と
「
宗
教
団
体
」
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
判
例
等
で
も
、「
宗
教
団
体
」
の
規
定
と
し
て
用
い
ら
れ
る
例
が
あ
る
。
た
だ
し
、「
こ
の
法
律
に
お
い
て
」、

つ
ま
り
「
宗
教
法
人
法
」
の
中
で
と
い
う
限
定
が
あ
る
。「
宗
教
法
人
法
」
は
第
一
条
に
、 

こ
の
法
律
は
、
宗
教
団
体
が
、
礼
拝
の
施
設
そ
の
他
の
財
産
を
所
有
し
、
こ
れ
を
維
持
運
用
し
、
そ
の
他
そ
の
目
的
達
成
の
た
め
の
業
務
及
び
事

業
を
運
営
す
る
こ
と
に
資
す
る
た
め
、
宗
教
団
体
に
法
律
上
の
能
力
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

と
あ
る
よ
う
に
、
宗
教
団
体
に
法
人
格
を
与
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
国
憲
法
第
二
一
条
に
お
い
て
「
集
会
・
結
社
の
自
由
」
が
謳

わ
れ
て
い
る
た
め
、
宗
教
法
人
格
の
取
得
を
別
に
し
て
宗
教
団
体
の
設
立
は
可
能
で
あ
る
。 

（
38
）
パ
ス
カ
ル
・
ズ
ィ
ヴ
ィ
ー
『「
信
仰
」
と
い
う
名
の
虐
待
』（
い
の
ち
の
こ
と
ば
社
、
二
〇
〇
二
年
）、
パ
ス
カ
ル
・
ズ
ィ
ヴ
ィ
ー
『
"『
信
仰
』
と
い
う

名
の
虐
待
"か
ら
の
回
復
―
心
の
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
』（
い
の
ち
の
こ
と
ば
社
、
二
〇
〇
八
年
）
な
ど
。 

（
39
）
櫻
井
義
秀
「「
宗
教
」
と
「
カ
ル
ト
」
の
あ
い
だ
」（『
宗
教
研
究
』
八
二
巻
二
号
、
二
〇
〇
九
年
） 

（
40
）
参
考
「
ま
さ
か
２
日
で
洗
脳
さ
れ
る
と
は
　
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
、
５
つ
の
洗
脳
テ
ク
」『
日
経
ビ
ジ
ネ
ス
電
子
版
』
二
〇
二
四
年
七
月
二
六
日

（
https://business.nikkei.com
/atcl/gen/19/00659/071900008/?n_cid=nbpnb_tw
ad_240806&tw
clid=2-2vg4hyukdeb1avpevl07b1ttl#） 

（
41
）
大
喜
多
紀
明
「〈
研
究
ノ
ー
ト
〉
カ
ル
ト
と
い
う
蔑
称
と
反
カ
ル
ト
に
内
在
す
る
カ
ル
ト
性
―
定
義
な
き
言
説
と
対
立
の
諸
相
―
」（『
人
文
×
社
会
』
第

二
巻
第
八
号
、
二
〇
二
二
年
） 

（
42
）
付
言
す
れ
ば
、
宗
教
団
体
が
カ
ル
ト
化
す
る
可
能
性
と
い
う
よ
り
も
、
団
体
と
し
て
複
数
の
人
数
が
集
ま
っ
た
段
階
で
役
割
や
、
上
下
関
係
等
が
自
ず

と
発
生
す
る
こ
と
に
要
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
自
体
が
悪
い
の
で
は
な
い
。
団
体
内
で
発
生
し
た
役
割
や
上
下
関
係
が
悪
用
さ
れ
、

人
権
侵
害
に
つ
な
が
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。 

（
43
）
カ
ル
ト
の
判
断
基
準
と
し
て
教
義
内
容
は
一
旦
保
留
す
べ
き
と
述
べ
た
が
、
教
祖
の
交
代
に
よ
っ
て
教
義
が
大
幅
に
変
更
さ
れ
る
よ
う
な
団
体
は
注
意
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す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
は
、
教
義
で
は
な
く
教
祖
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の
証
左
と
い
え
よ
う
。
例
え
ば
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
系
団
体
で

は
、
イ
エ
ス
の
再
誕
と
称
し
て
い
た
開
祖
の
教
義
が
後
継
者
に
よ
っ
て
撤
廃
さ
れ
、
後
継
者
の
教
義
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
た
。
こ
の
場
合
、
宗
教
団
体

と
し
て
の
教
義
に
関
す
る
同
一
性
は
ど
の
よ
う
に
保
証
さ
れ
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
教
義
や
そ
の
理
解
が
徐
々
に
変
化
す
る
こ
と
は
あ
り
得

る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
の
教
義
が
後
継
者
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
別
の
宗
教
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、

伝
道
方
法
等
が
国
や
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
事
は
あ
ろ
う
が
、
教
義
内
容
そ
の
も
の
が
異
な
る
場
合
、
は
た
し
て
同
一
の
宗
教
と
見
做
せ
る
の
か
疑
問

が
あ
る
。 

（
44
）
呉
智
英
『
つ
ぎ
は
ぎ
仏
教
入
門
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
一
一
八
頁
 

（
45
）
こ
の
よ
う
な
伝
道
論
を
語
る
場
合
、「
浄
土
真
宗
の
伝
道
法
」
と
し
て
語
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
浄
土
真
宗
」
と
い
っ
た
場
合
に
、
親
鸞

に
よ
っ
て
開
顕
さ
れ
た
教
え
と
、
宗
教
団
体
と
の
区
別
を
明
瞭
に
せ
ず
語
ら
れ
る
例
が
散
見
さ
れ
る
。
拙
論
で
は
「
カ
ル
ト
」
を
「
特
有
の
（
主
と
し

て
宗
教
的
）
言
説
を
用
い
、
公
共
の
福
祉
に
反
す
る
行
為
を
行
う
団
体
」
と
定
義
し
た
。
そ
こ
で
教
え
と
し
て
の
「
浄
土
真
宗
」
と
、
宗
教
団
体
と
し

て
の
「
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
」
と
い
う
区
別
は
重
要
と
な
る
。 

（
46
）『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
一
　
三
経
七
祖
篇
、
九
二
八
頁
 

（
47
）『
同
』
二
　
宗
祖
篇
上
、
一
〇
一
頁
 

（
48
）『
同
』
二
　
宗
祖
篇
上
、
二
〇
九
頁
 

（
49
）『
同
』
二
　
宗
祖
篇
上
、
二
〇
九
頁
 

（
50
）『
集
諸
経
礼
懺
儀
』
で
は
、「
大
慈
弘
普
化
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
四
十
七
巻
・
四
六
九
頁
中
段
）
と
な
っ
て
い
る
。 

（
51
）
玉
木
興
慈
「
釈
尊
と
親
鸞
の
伝
道
」（
龍
谷
大
学
ア
ジ
ア
仏
教
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
　
ワ
ー
キ
ン
グ
ペ
ー
パ
ー
No.17-01、
二
〇
一
八
年
） 

（
52
）
貴
島
信
行
「
真
宗
伝
道
に
お
け
る
自
信
教
人
信
の
意
義
」（『
真
宗
学
』
一
二
九
・
一
三
〇
号
、
二
〇
一
四
年
）
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編
集
後
記
 

 こ
の
度
、『
浄
土
真
宗
総
合
研
究
』
第
十
八
号
を
発
刊
い
た
し
ま

す
。 今

、
急
激
な
時
代
の
変
化
の
な
か
で
、
宗
教
教
団
の
意
義
が
問
わ

れ
て
い
ま
す
。
一
九
八
八
年
に
『
寺
が
消
え
る
』
と
い
う
Ｎ
Ｈ
Ｋ
特

集
が
放
送
さ
れ
大
変
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
「
急
激
な
過

疎
化
」
が
寺
が
消
え
る
主
な
原
因
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
し

た
が
、
そ
れ
か
ら
三
十
七
年
が
経
過
し
た
今
日
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
（
特
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
）
の
普
及
、
人
々
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
価
値

観
の
変
化
、
さ
ら
に
は
宗
教
教
団
が
絡
む
社
会
問
題
な
ど
、
問
題
は

さ
ら
に
複
雑
に
な
り
、
単
に
「
こ
れ
ま
で
こ
う
し
て
き
た
」
と
い
う

だ
け
で
は
物
事
が
継
承
さ
れ
な
く
な
り
、
改
め
て
宗
教
教
団
が
存
在

す
る
意
義
を
問
い
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
背
景
を
鑑
み
て
、
今
号
の
テ
ー
マ
「
仏
教
に
お
け

る
教
団
│
歴
史
と
現
在
│
」
は
設
定
さ
れ
ま
し
た
。
テ
ー
マ
に
込
め

た
意
味
や
各
論
文
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
寺
本
副
所
長
の
「
総
論
」

に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
ご
一
読
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
そ
こ
で
は
、「
歴
史
学
領
域
」「
文
献
学
領
域
」「
教
学
領
域
」

「
実
践
学
領
域
」
と
い
う
浄
土
真
宗
に
関
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
領

域
が
、
互
い
に
交
渉
を
持
っ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
そ

の
具
体
例
と
し
て
浄
土
真
宗
の
学
問
体
系
に
お
け
る
「
教
団
論
の
欠

如
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
一

概
に
言
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
教
団
に
関
わ
る
者
に
と
っ
て
、

過
去
か
ら
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
教
団
が
あ
る
こ
と
が
「
自
明

の
こ
と
」
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
、
い
わ
ば
一
種
の
正
常
性
バ
イ
ア
ス

の
よ
う
な
も
の
が
働
い
て
き
た
こ
と
も
そ
の
一
因
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
そ
し
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
っ
て
、
そ
の

問
題
が
ご
ま
か
し
よ
う
の
な
い
状
況
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た

の
が
現
在
の
状
況
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
見
方
を
変
え
れ

ば
、
こ
れ
は
今
ま
で
欠
如
し
て
い
た
教
団
論
に
つ
い
て
議
論
を
深
め

る
出
発
点
で
あ
る
と
も
言
え
ま
す
。
そ
の
意
味
で
本
論
集
が
今
後
の

議
論
の
一
助
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。 

 浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
は
、
昨
年
度
よ
り
「
現
代
教

学
・
課
題
研
究
室
」「
伝
わ
る
伝
道
研
究
室
」「
東
京
支
所
」
の
二
室

一
支
所
の
体
制
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
性
を
活
か
し
た
研
究
・

調
査
・
編
纂
の
事
業
を
継
続
し
て
い
ま
す
。「
自
他
共
に
心
豊
か
に

生
き
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
」
に
向
け
、
今
後
も
、
そ
の
成

果
を
『
浄
土
真
宗
総
合
研
究
』
や
さ
ま
ざ
ま
な
研
修
会
・
刊
行
物
な

ど
を
通
し
て
公
開
し
て
参
り
ま
す
。 

                                  （『
浄
土
真
宗
総
合
研
究
』
編
集
委
員
会
） 
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仏教における教団論 
──教団の存在意義── 

香 川 真 二  

はじめに 

『総合研究所紀要』第18号の共通テーマは「教団論」であり、論文執筆者はそれ
ぞれの専門分野から教団について論ずることになっている。「教団」という言葉は、
仏教に限らず宗教団体全般で使用される一般用語であるが、厳密に言えば仏教の場
合「教団」に該当する原語は「サンガ」（sam

・
gha）であり、その始原は釈尊在世当

時にまで遡る。 
仏教におけるサンガ成立の経緯については後述するが、紀元前5・6世紀頃に成

立したサンガは、当初より仏教徒の敬うべき「三宝」（ratanattaya, ti ratana）の一
つ「僧宝」（sam

・
gha-ratana）として位置づけられ、爾来現在まで2500年間に亘り

厳存してきた。何故、仏教徒はサンガを宝（ratana）と敬い、2500年の永きに亘
り護持してきたのであろうか。 

三宝の中、さとりを完成した「ブッダ」（仏）とブッダが説いた「ダルマ」（法）
の二宝は仏教の根幹をなすものであるから、仏教徒にとって不可欠の存在であるこ
とに議論の余地はない。しかし、ブッダの教えを実践する人々の集まりである「サ
ンガ」（僧）に関しては、ブッダ（仏）・ダルマ（法）の二宝と同列に扱われる若干
の説明がなければ、その存在意義は不明確である。 

ところで現在、日本の仏教教団を取り巻く状況は、極めて厳しいと言わざるを得
ない。社会状況の変化に伴う村社会・家制度の崩壊、人口流動による過疎過密の問
題、若者世代の宗教離れ、宗教教団に対する不信感、さらには教団内部の不祥事や
内紛等々、現代社会の中で仏教教団はその内外に多くの解決困難な問題を抱え、教
団の存続さえも危ぶまれる状況になりつつあるといっても過言ではない。 

そもそも仏教教団は、釈尊の時代から在家者の経済的支援のうえに存続してきた
のであり、換言すれば、教団は在家者によって構成される社会（世間）と健全な関
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係性を保ってきたということでもある。出家者一人ひとりが世間的価値観に埋没す
ることなく、「解脱」「涅槃」という出世間的価値観に生きる修行者としての矜恃が
あったからこそ世間の人々から尊敬されたのである。 

激動の現代社会の中において仏教教団はまさに今その存在意義を厳しく問われて
いる。人々が仏教教団を宝と敬い、経済的に支援し、後世に存続させる意義とは何
か。 

本稿では、そのような問題意識を持ちつつ、サンガの原初的な姿について阿含・
ニカーヤ及び律文献等を資料として概観する。さらに、サンガ内部で対立や紛争が
起きた場合に仏教はどのように対処してきたのかに関して、部派伝持の『律蔵』を
資料として検討し、ひいては仏教教団の存在意義を明らかにすることができればと
思う。 

１．「サンガ」と「教団」 

「サンガ」（sam
・
gha）という語は一般的に「教団」と訳されることが多い。しか

し「サンガ」と「教団」とは語義的に相違する部分があるので、その点を検討して
おきたい。 

仏教は紀元前後頃に、インドからインド以外の地域へと伝播していった。北伝仏
教は北インドからガンダーラを経て、中央アジア、中国に伝わり、中国からさらに
朝鮮、日本などに伝播した仏教であるが、その伝播過程において、古代インド語の

「サンガ」が「教団」と漢訳された事例がそもそも存在しているのかを確認してお
く必要がある。つまり「教団」が仏教語であるかの確認である。 

そこで漢訳大蔵経データベース〈SAT 大正新脩大蔵経テキストデータベース〉
を使用して「教団」という語を検索したところ、そのヒット数はゼロであった。古
代インド語「サンガ」は、中国で「僧伽」「僧」「衆」「和合僧伽」「和合僧」「和合
衆」など、種々に漢訳されているが、検索結果から明らかなように「教団」と漢訳
された事例は一例も存在しないのである。「教団」という語が仏教由来の言葉でな
いのであれば、日本において「サンガ」を「教団」と呼称し始めたのはいつ頃から
であろうか。 
『宗務時報』（No. 116－宗務課百周年記念号－）には、宗教団体法に関して「戦

時体制下において、宗教団体法（昭和14年4月8日法律第77号）は公布された。計
37条からなる法律で、ようやく宗教団体に関する体系的な法律が制定されたので
あった。＊1」と解説されており、また宗教団体法と「教団」の関係について以下の
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ように述べている。 

「教団」は団体法によって初めて生まれた制度であるから、施行の際に現
に存する教団というものはなかった。それまでキリスト教は「神仏道以外
ノ宗教」と表現していた。この団体法では明確に「基督教」という文字を
用い、キリスト教の包括団体を「教団」と名付け、ほかの「教派」と「宗
派」と同格とし、また宗教団体と法人との法的な関係を明確にしたのであ
る。また従前の宗教団体と法人との関係については法規上では不明な点が
あったのを、この団体法では宗教法人に関する多くの規定を新たに設け、
宗教団体の法律上の人格を確立した ＊2。 

この記述によれば、日本で「教団」という呼称が使われ始めたのは、宗教団体法
（昭和14年4月8日公布）が施行されて以降であり、それ以前に「教団」という語は
存在しなかったということになる。 

以上のことから、「教団」という語は、古代インド語を漢訳した仏教由来の語で
なく、昭和14年に施行された宗教団体法において使用された造語であったと言え
る。 

次に、「教団」と「サンガ」の語義について、一般的な辞書を確認しておきたい。 
まずは「教団」について、『日本国語大辞典』「教団」の項には、「①共通の宗教

活動を目的として結成された団体。多くは教義、経典、職階制などが備わってい
る。②精神的な鍛錬を目的として共同生活を行なう修養団体」と説明されてい　　
る ＊3。つまり「教団」とは、共通の宗教活動を目的とする団体や精神的な鍛錬を
目的として共同生活を行う団体を意味する。 

次に「サンガ」について、『広説佛教語大辞典』「僧伽」の項には、「①sam
・
gha

の音写。衆・和合衆と漢訳する。仏となるための道を実践、修行する人たちの集
団。修行僧の集まり。また仏教徒の集団。単に僧ともいう」と説明されている ＊4。
つまり「サンガ」（僧伽）とは、「仏となるための道を実践、修行する人たちの集
団、修行僧の集まり」と「仏教徒の集団」の二つの意味があり、前者は原始仏教や
部派仏教における一般的な「サンガ」の語義であり、後者は後代の仏教、特に日本
仏教における語義を示していると考えられる。 
「教団」と「サンガ」の語は、宗教団体の意で共通性があり、他方、「サンガ」は

原則その構成員を出家修行者に限定するという点で、「教団」と相違すると言える。
特に現代の日本で「仏教教団」と聞けば、多くの人は僧侶や門信徒の集団をイメー
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ジするであろう。しかし仏教本来の「サンガ」は、釈尊を中心とする出家修行者の
集団を意味するものであり、そこに在家信者は含まれていなかったのである。その
ことは原始仏典の『アングッタラ・ニカーヤ』の次の記述でも確認できる。 

戒めを身にそなえた比丘と学問ある比丘尼、信仰ある在俗信者と信仰ある
在俗信女――これらはじつにサンガを飾る。けだしこれらはサンガの飾り

（san
・
ghasobhana）なのである ＊5。 

サンガの正式な構成員は、出家で具足戒を受けた男性の修行者「比丘」と出家で
具足戒を受けた女性の修行者「比丘尼」であり、男性の在俗信者「優婆塞」と女性
の在俗信者「優婆夷」はそこに含まれず、「サンガの飾り（san

・
ghasobhana）」とし

て位置づけられている。 
以上、見てきたように、「教団」と「サンガ」とは厳密には同一概念とは言えな

いが、後の大乗仏教、特に日本仏教などでは、在家仏教化するなかで在俗生活を送
る僧侶や在俗信者の集団を所謂「教団」と呼称するようになるのである。 

２．サンガの始まり 

仏教におけるサンガの始まりについて見ておきたい。 
ゴータマ・シッダッタは、29歳の時に出家し6年間の苦行の後、35歳の時に覚

りを完成しブッダとなった。人々はブッダとなったゴータマ・シッダッタを讃え
「釈尊」（釈迦族の尊者）と呼んだ。『律蔵』「大品」（Mahāvagga）によれば、成道
後、釈尊は人々に法を説くことを躊躇したと伝えられる。ブラフマー（梵天）は釈
尊に三度にわたり説法を懇願したという。その結果、釈尊はついに説法を決意し、
菩提樹下の座より立ち上がりヴァーラーナシーへと向かった。そして、ヴァーラー
ナシー郊外のイシパタナ（仙人堕処）にあるミガダーヤ（鹿野苑）において、かつ
て苦行を共にした5人の修行仲間に対して初めて法を説いた。いわゆる「初転法
輪」である。5人は釈尊の出家の弟子「比丘」となった。その後、5人の比丘は釈
尊の説法と指導によって、順々に釈尊と同じ覚りを得て阿羅漢となった ＊6。ここ
に仏教史上はじめての釈尊を含め６人の阿羅漢からなるサンガが誕生したのであ
る。『増一阿含経』はその場面を次のように叙述している。 

爾時教誨。此時成無生涅槃法。亦成無生無病無老無死。是時五比丘盡成阿
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羅漢。是時三千大千刹土有五阿羅漢佛為第六。爾時世尊告五比丘。汝等盡
共人間乞食愼莫獨行。然復衆生之類諸根純熟。応得度者我今当往優留毘村
聚在彼説法。爾時世尊便往至優留毘村聚所。爾時連若河側有迦葉在彼止
住。知天文地理靡不貫博。算數樹葉皆悉了知。將五百弟子日日教化 ＊7。 

釈尊の教誨によって５人の比丘は阿羅漢となり、この時点をもって釈尊と５人の
阿羅漢からなるサンガが成立したのである。同場面について律蔵の『五分律』に
は、 

説是法時。五比丘一切漏盡。得阿羅漢道。爾時世間有六阿羅漢 ＊8。 

とあり、釈尊と五比丘とを完全に同格に扱っている。 
『増一阿含経』は仏と阿羅漢を区別しているが、『五分律』は釈尊と五比丘を「六

阿羅漢」と同列に扱っている点は興味深い。いずれにしても仏教史上、最初のサン
ガは覚者の集まりであったという点において共通している 

仏教におけるサンガの始まりは、釈尊の説法により五比丘が仏弟子となった時で
ある。またサンガの構成員６人全員が阿羅漢であることから、最初期のサンガは覚
者の集まりであったといえる。サンガのあり方も集団での定住生活ではなく、自己
確立した阿羅漢たちはそれぞれに遍歴遊行し、『スッタニパータ』に「犀の角のよ
うにただ一人歩め」と教えているように、独り住むことが釈尊によって奨励されて
いた。 

しかしその後、サンガへの入団者希望者が増えはじめると、未だ覚りを完成して
いない非阿羅漢の出家者たちが入団してくるようになる。サンガの肥大化に伴い、
遊行生活から集団での定住生活へと生活形態が変化していった。そして出家修行者
たちの生活全般を支え、衣食住に必要なものを支援する在家信者の存在が、サンガ
の存続に欠くことのできないものとなっていったのである。そして、サンガの構成
員は元来出家の比丘・比丘尼のみであったが、後には在家信者の優婆塞・優婆夷を
加え「四衆」と呼ばれるようになったのである。しかし、先述の『アングッタラ・
ニカーヤ』に、優婆塞・優婆夷は「サンガの飾り（san

・
ghasobhana）」と表現され

ていたように、「四衆がサンガである」ということは原始仏典中のどこにも語られ
ていない。つまり、原始仏教におけるサンガは在家信者を含まない出家者のみによ
って構成される集団を意味していたのである。 
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３．サンガ（僧伽）とは 

「サンガ」（sam
・
gha）は、インドにおいて仏教興起以前から使用されていた語で

ある。もともとは「集団」「集会」「会議」等を意味する語であったが、のちに転じ
て経済上の「組合」（ギルド）、政治上の「共和国」を意味するようになり、当時の
宗教団体でも「集団」「教団」の意味に用いられ、仏教においても「サンガ」とい
う名称を採用するように至ったとされる ＊9。その後、中国に「サンガ」の語が伝
わると、「僧伽」「衆」「和合衆」等と漢訳された。 

ところでサンガはどのような人々によって構成されていたのであろうか。伝統的
には「比丘僧伽」（比丘衆）、「比丘尼僧伽」（比丘尼衆）といわれるように、比丘
戒・比丘尼戒を受けた男女の出家者によって構成されていた。 

例えば『増一阿含経』には三宝の「僧宝」について、次のように説明している。 

亦当念僧。如来衆者上下和順、無有諍訟法法成就。聖衆者、戒成就、三昧
成就、智慧成就、解脱成就、見慧成就。所謂僧者、四雙八輩。此名如来聖
衆、可尊可貴、是世間無上福田。長者。若修行念佛・念法・念比丘僧者、
其徳不可稱計、獲甘露滅盡之処。若善男子善女人、念三尊已、佛・法・聖
衆、墮三悪趣者終無此事。若彼善男子善女人、修念三尊、必至善処天上人
中 ＊10。 

すなわち僧（サンガ）とは、「如来衆」「聖衆」「四双八輩」「如来聖衆」のことであ
る。 

四双八輩とは、原始仏教や部派仏教における修行階位の一つであり、①預流向・
預流果（srotāpanna sotāpanna）、②一来向・一来果（sakr

・
d-āgāmin sakad-

āgāmin）、③不還向・不還果（anāgāmin）、④阿羅漢向・阿羅漢果（arhat ara-
hanta）の八種の修行段階にある修行者を意味する。「預流」とは聖者の流れ、す
なわち見道位に入ることで、最大７回欲界の人と天の間を生れかわれば悟りを開く
位である。「一来」とは１回人と天の間を往来して悟りに至る位であり、「不還」は
欲界には再び還らず色界に上って悟りに至る位である。「阿羅漢」は今生の終りに
涅槃に至り再び三界には生れない位をいう。この位に到達した者を「無学」とい
い、これ以前の聖者（七輩）を「有学」という。 

最初のサンガは阿羅漢（無学）の集まりであったが、その後サンガに多くの出家
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者が入団してくるようになると、当然のことながら有学の者たちの割合が増えてい
ったであろう。とはいっても、四双八輩と呼ばれる修行者たちは、あくまで「聖
衆」「如来聖衆」であり、聖者の位に入った修行者であったから僧宝とされたので
ある。 

４．サンガの規則 

初転法輪以後、釈尊のサンガは次第に増大し、集団での遊行生活から定住生活へ
と変わっていった。それに伴ってサンガ内部では種々の事件が起こり、集団生活に
支障をきたす事態となった。釈尊はサンガの集団生活を円滑に行うために、サンガ
内で問題が起きるたびに再発防止のための規則を制定していった。所謂「随犯随
制」であるが、いつ頃から規則が制定され始めたのかは明らかではないが、大衆部
所伝の『摩訶僧祇律』には以下の記述がある。 

若比丘於和合僧中受具戒。不還戒戒羸不出相行婬法。乃至共畜生。是比丘
犯波羅夷。不応共住。世尊於毘舍離城成佛五年冬分第五半月十二日中食
後。東向坐一人半影為長老耶舍迦蘭陀子。制此戒。已制。当隨順行。是名
隨順法。（婬戒竟）＊11 

『摩訶僧祇律』によれば、最初の制戒は初転法輪から五年余りを経てからであっ
たとされる。換言すれば、五年余は無戒の期間であり、仏弟子達の行為は他から何
等の批判を受けるようなものではなかった。 

最初のサンガは釈尊と五比丘からなる六人の集団であり、彼らはすべて阿羅漢で
あった。在俗者にとってサンガは尊敬の対象たり得る出家者の集まりであったが、
その後、サンガ入団者の増加に伴いサンガの状況は変化していった。当初、入団者
は仏道修行者としての自覚を持ち、真面目に修行に専念していたので、サンガ内に
おいて特段の問題も生じず、よって規則の必要はなかった。しかしその後、サンガ
に不純な動機で入団する者や目的意識のない者が増加してくると、サンガの内外で
種々の事件を起こすようになった。釈尊は、それらの事件を速やかに収束させ、サ
ンガの和合をたもち、個々の修業が円滑に進むように規則を制定していったのであ
る。その規則は事件が生じるたびに制定されたので、その数は徐々に増えていっ
た。釈尊の入滅以降は新しいルールを制定することができないので、その時点でル
ールは固定化された。それが所謂比丘の二百五十戒、比丘尼の三百四十八戒であ
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る。 

５．規則制定の目的 

釈尊はサンガ内で問題や事件が起こるたびに規則を制定したとされる。もちろん
最初から規則をしてしたわけはなかった。最初のサンガは阿羅漢の集まりであった
ので規則は必要なかった。その後しばらくの間、サンガは少人数で、修行者たちは
それぞれに遊行しながら、自律的な生活を送っていた。しかしサンガへの入団者が
増え始めると、大人数で遊行することは困難になり、サンガは定住生活へと移行し
ていったのである。当然、集団での共同生活においては、個人間のトラブルをはじ
めサンガ内で様々な問題、事件が起きるようになった。このような事態に対し、釈
尊は問題解決のための指導と規則の制定を行ない、再発防止を図ったのである。 
『律蔵』経分別中には、所謂「二百五十戒」のそれぞれの戒に「十利の為の故に

結戒する」と、戒制定の目的として十項目を挙げている。十項目について、『四分
律』では「十句義」と称し、『五分律』『十誦律』『根本説一切有部律』では「十
利」、『摩訶僧祇律』では「十事利益」、パーリ律では dasa atthavase pat

・
icca（十利）

と称している ＊12。 
『四分律』の四波羅夷法には、 

爾時世尊無數方便呵責已告諸比丘。須提那癡人。多種有漏處最初犯戒。自
今已去。與諸比丘結戒。集十句義。一攝取於僧。二令僧歓喜。三令僧安
樂。四令未信者信。五已信者令増長。六難調者令調順。七慚愧者得安樂。
八断現在有漏。九断未來有漏。十正法得久住。欲説戒者当如是説。若比丘
犯不淨行行婬欲法。是比丘波羅夷不共住 ＊13。 

と「十句義」が定められている。すなわち、①攝取於僧（僧伽の統制の為に）、②
令僧歓喜（僧伽の構成員を歓ばしめる為に）、③令僧安樂（僧伽の構成員を安楽な
らしめる為に）、④令未信者信（非仏教徒に仏教を信ぜしめる為に）、⑤已信者令増
長（すでに仏教徒である者に信を深めさせる為に）、⑥難調者令調順（比丘として
相応しく無い者を真の比丘に教育する為に）、⑦慚愧者得安樂（出家者に反する行
為をして慚愧している者に反省の機会を与え、心を平安にさせる為に）、⑧断現在
有漏（現在持っている煩悩を断つ為に）、⑨断未來有漏（未来に起こるであろう煩
悩を断つ為に）、⑩正法得久住（仏陀の教えが滅することなく末永く正しく伝えら
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れるように）とある。 
戒制定の目的は十種あり、要約すれば、世間の人々（仏教徒・非仏教徒）から好

意的に受け容れられるため（④、⑤）、比丘各人の修行が進むため（⑥、⑦、⑧、
⑨）、サンガが支障なく運営できるため（①、②、③）、仏法（及びサンガ）が永続
するため（⑩）である。 

釈尊が戒を制定された目的は、出家者のさとりに向かう修行が円滑に進むためで
あり、また出家者の集まりであるサンガの運営が問題なく行なえるためであり、さ
らには仏法が後世に久しく伝わるためであったといえる。 

またこれをサンガという観点からいえば、仏法を後世に伝えるためにサンガは不
可欠の存在であり、そのサンガを維持するためにはその構成員である出家者一人ひ
とりのあり方が重要であるといえよう。 

６．サンガの構成員（四衆・七衆） 

「四衆」「七衆」は、仏教徒全体を四種或いは七種に分類したものである。四衆と
は、出家の比丘・比丘尼、在家の優婆塞・優婆夷を意味し、七衆とは、出家の五衆
である比丘・比丘尼・沙弥・沙弥尼・式叉摩那（正学女）、在家の優婆塞・優婆夷
を意味する。 

出家の五衆それぞれの規定は以下の通りである。 
①比丘（bhikkhu）は、20歳以上の男性で具足戒を受けた正式な出家修行者。 
②比丘尼（bhikkhunī）は、20歳以上の女性で具足戒を受けた正式な出家修行
者。 
③沙弥（sāman

・
era）は、20歳に満たない十戒を受けた男性の見習い出家修行者。 

④沙弥尼（sāman
・
erī）は、20歳に満たない十戒を受けた女性の見習い出家修行

者。 
⑤式叉摩那（sikkhamānā）は、18歳から20歳までの女性で六法戒を受けた出家
修行者。沙弥尼の中で、サンガの許可を得たものが式叉摩那になれる。そして2
年以上の期間を経過し、サンガの許可を得れば比丘尼になることができる。 
原始仏教、部派仏教におけるサンガの構成員は出家者だけで在家信者は含まれな

い。出家者を具体的に示したものが出家の五衆（比丘・比丘尼・沙弥・沙弥尼・式
叉摩那）である。ちなみに五衆の「衆」の原語は paris

・
ad, parisā である。 

阿含・ニカーヤ及び律文献には「比丘僧伽（bhikkhu-sam
・
gha）」「比丘尼僧伽

（bhikkhunī-sam
・
gha）」と、出家の五衆の中で比丘と比丘尼だけに限定して僧伽
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（sam
・
gha）の語が使われているので、原始仏教、部派仏教におけるサンガの正式な

構成員は、比丘・比丘尼だけであり、それ以外の沙弥・沙弥尼・式叉摩那は付随的
存在であったと考えられる。 

また比丘僧伽と比丘尼僧伽の関係性は、あくまで比丘僧伽がサンガの主体であ
り、比丘尼僧伽は比丘僧伽の従属的存在として位置づけられていた。 

７．サンガの種類 

サンガとは元来、仏弟子としての聖者の団体を意味し、悟りを得ていない凡夫は
含まれない。ただし「仏弟子としての聖者」が、出家か在家かは限定していないの
で、在家の聖者ということも考えられるが、現実的には在家信者がサンガとしての
団体生活を営むことは不可能であるので、仏弟子の聖者とは出家を指していると理
解できる。 

前述のサンガの定義によれば、僧伽は四双八輩の聖者で、人びとから供養・共
敬・布施・合掌礼拝されるべき無上の福田である。つまり僧宝として在家信者から
の絶対の帰依信奉の対象となるべき存在である。その資格ある者は聖者でなければ
ならないとされる。 

サンガの種類について、『パーリ律』「大品」には以下の如く説明されている。 
 

僧伽に五あり、謂く、四比丘僧伽（catuvagga-bhikkhusam
・
gha）」、五比丘

僧 伽 （ pañcavagga-bhikkhusam
・
gha）、 十 比 丘 僧 伽 （ dasavagga-

bhikkhusam
・
gha）、二十比丘僧伽（vīsativagga-bhikkhusam

・
gha）、過二十

比丘僧伽（atirekavīsativagga-bhikkhusam
・
gha）なり。比丘等よ、此の中、

四比丘僧伽は、受具、自恣、出罪の三羯磨を除いて、余の一切の如法和合
羯磨を作すを得。比丘等よ、此の中、五比丘僧伽は、中国にての受具出罪
の二羯磨を除き、余の一切の如法和合羯磨を作すを得。比丘等、此の中、
十比丘僧伽は、出罪の一羯磨を除き、余の一切の如法和合羯磨を作すを
得。比丘等よ、二十比丘僧伽は…過二十比丘僧伽は、一切の如法和合羯磨
を作すを得。 
 

また『五分律』には次のようにある。 
 

有五種僧。四比丘僧。五比丘僧。十比丘僧。二十比丘僧。無量比丘僧。四
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比丘僧者。除受戒羯磨出罪羯磨。餘羯磨皆得共作。五比丘僧者。中國除受
戒出罪羯磨。邊國除出罪羯磨餘羯磨皆得共作。十比丘僧者。除出罪羯磨。
餘羯磨皆得共作。二十比丘僧者。一切羯磨皆得共作 ＊14。 

 
以上のように、律蔵で説かれ、また伝統的に一般に伝えられている僧伽は、具足

戒を受けた出家者の団体である。団体の人数としては四人僧伽・五人僧伽・十人僧
伽・二十人僧伽・過二十人僧伽の別があるとされる。 

大都市では二十人僧伽以上、小都市では十人僧伽、地方の辺鄙な土地では五人・
四人の僧伽が認められる。三人以下では決して僧伽とはいわない。すなわち三人や
二人はこれを別衆（gan

・
a）といって僧伽と区別される。団員は理想からいえば聖

者であることが望ましいが、実際には具足戒を受けた者がすべて聖者であること
は、釈尊在世にもなかったことであるから、凡夫僧が含まれていることはいうまで
もない。それでは僧伽の団員はなぜに聖者であることが望ましいかといえば、それ
は僧伽の意義や機能を考察すれば明瞭である。 

８．サンガの目的（和合僧伽） 

サンガは「和合僧伽」と漢訳されているように、争いのない和合集団でなければ
ならない。しかし現実的にはサンガは凡夫僧の集まりであり、日常生活の中で種々
の争いが生じたであろう。律蔵にはサンガ内部に問題が生じた場合、その問題をど
の様に処理すべきか、またその具体的な解決方法について規定されている。 

サンガは在家信者からの支援の上に成り立つ団体であるから、在家信者や社会と
の関係性は極めて重要である。そもそも出家者たちがサンガを形成し集団生活を送
るのは、一切の生産活動を放棄し仏道修行に専念するためであった。衣食住等の日
常生活全般は、在家信者の支援に完全依存することによって悟りを目指したのであ
る。 

在家信者たちは、出家修行者の日々の修行や生活の態度、或いは在家信者に対す
る伝道姿勢にふれるなかで、支援の可否について判断したであろう。在家信者は、
怠慢で不誠実な出家修行者に対して、その行為に対する批判や布施等の支援をしな
いということもあったであろう。その点において、出家修行者及びサンガは世俗社
会と密接に関わり合っており、必然的に出家修行者個人及びサンガの倫理性や社会
貢献性が問われることになったのである。 
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９．サンガ内部で紛争が生じた際の対処方法について 

釈尊はサンガの秩序を維持するために規則（戒）を制定された。既に述べたよう
に、諸律には制戒の目的を「制戒十利」として明示している。それを要約すれば、
サンガは、一切の生産活動を放棄した修行者が修行に専念するための生活基盤であ
り、また新たな出家者を生み出すための機関であり、在家信者から帰依の対象とな
る存在である。そして最も重要なことは、サンガは後世に仏法を伝えるために不可
欠なシステムであるということであった。 

したがってサンガがそのような機能を失うことは決してあってはならない。サン
ガの機能停止は、在家信者にとっても出家修行者にとっても、さらには未来の人々
にとっても大きな損失となる。仏教ではサンガの機能停止状態を「破僧伽」と呼
び、そのような状態に陥らないための様々な対処方法が説かれている。それが「滅
諍法」と呼ばれるものである。 

滅諍法は、サンガに諍いが起こった場合、その争いを鎮めるための方法であり、
出家修行者の行為を直接的に規正するものではない。国家の法律にも、個人を規正
する法律と、法律違反した者を裁判する裁判規則とがあるように、サンガにも戒律
が制定されており、それを守らない者、あるいは犯・不犯の諍いが起こったとき
に、それを裁定する組織が必要である。それを規定したものが滅諍法である ＊15。 

律蔵には「七滅諍法」（satta adhikaran
・
asamathā dhammā）として七種の紛争解

決方法が規定されている。すなわち「現前毘尼」（sammukhāvinaya）、「憶念毘尼」
（sativinaya）、「不癡毘尼」（amūl

・
havinaya）、「自言治」（pat

・
iññā）、「多人語」

（yebhuyyasikā）、「覓罪相」（tassapāpiyyasikā）、「如草覆地」（tin
・
avatthāraka）の

七種 ＊16 であるが、特に「如草覆地」（tin
・
avatthāraka）には、サンガ内部において

解決困難な対立・紛争が起きた場合の和解方法が示されているので、諸律に示され
るその発端となった事件について取り上げてみたい。 

10．部派教団内部の紛争における出家と在家の関係 

律蔵の〈コーサンビー犍度〉は、比丘間の些細な出来事がきっかけとなり破僧伽
にまで発展したという教団史上極めて深刻な事件を収録した犍度である。事件の概
略は次のとおりである。Ａ比丘の行為をＢ比丘が「犯戒である」と指摘したとこ
ろ、Ａ比丘はそれを認めず、Ｂ比丘を批判した。その後、両者はそれぞれに仲間を
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募り、サンガ内部でＡ比丘を支持するグループとＢ比丘を支持するグループとの二
つに分かれ、互いに争い対立し、ついには破僧伽（教団分裂）に至った。この事態
に対し釈尊は、破僧伽状態を収束させるための指導と再発防止のための対処方法を
制定したのである。 

諸律の該当箇所は以下の通りである ＊17。 
・『四分律』第十拘睒弥揵度（大正22・879頁ｂ～885頁ａ） 
・『五分律』第十一羯磨法上（大正22・158頁ｃ～161頁ａ） 
・『十誦律』第九倶舎弥法（大正23・214頁ａ～217頁ｃ） 
・『パーリ律』大品第十拘睒弥犍度（Oldenberg, Vinaya pit

・

akam
・

, I, pp. 337-360 ; 南
伝3・587～623頁） 

・Mūlasarvāstivādavinaya（Skt: Kośāmbakavastu, N. Dutt, Gilgit Manuscripts, vol. Ⅲ-
2, pp. 173-196, Tib: 北京版Ne 119b8-129b7 ; デルゲ版Ga 124a7-143b3） 

・『摩訶僧祇律』雑法膽比丘（大正22・439頁ｂ～440頁ｂ、440頁ｂ～441頁ａ、
334頁ｃ～335頁ｂ） 

尚、『四分律』、『五分律』、『十誦律』、『パーリ律』、Mūlasarvāstivādavinaya（以下、
MSV）の上座部系諸律における〈コーサンビー犍度〉の記述内容はほぼ一致する
が、大衆部所伝の『摩訶僧祇律』には上座部系諸律と明確に対応する部分が見当た
らない。しかし断片的に、コーサンビーに関する記述が存在するので、その箇所に
ついて検討する。 

11．上座部系諸律にみられる出家者（僧伽）と在家信者の関係 

コーサンビーの僧伽内部で起きた事件を収録したのが、コーサンビー犍度であ
る。その事件とは、『四分律』拘睒弥揵度によって概観すると以下のようなもので
あった。 

世尊が拘睒弥（コーサンビー）におられた時、ある比丘（＝Ａ）が戒を犯し　　
た ＊18。それを見た比丘（＝Ｂ）は「犯戒である」と指摘し、他の比丘たちにも

「Ａが戒を犯したこと」を伝え、仲間をつくりＡの罪を主張した。しかし、Ａ比丘
は「不犯である」と主張し、その弁明を聞いた比丘達は彼の仲間となった。そして
遂には、Ａ比丘達とＢ比丘達とは、別々に説戒羯磨する。そしてＢ比丘の報告によ
って、世尊は破僧伽の状態に至ったことを知った。 

その後も、Ａ比丘達とＢ比丘達は、互いに闘諍し、罵詈誹謗し、長短を求めあっ
た。この事態に対して、比丘達は如何に為すべきかを世尊に相談する。 

（13）
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世尊はＡ比丘達に対して、またＢ比丘達に対して、僧伽の和合を保つべきである
と再三教誡したが、彼等は聞き入れず闘諍し続けた。その結果、世尊は喜ばず、拘
睒弥を去り、舍衛国に還ってしまう。拘睒弥の優婆塞達は、世尊が拘睒弥を去られ
たのは比丘達の闘諍が原因であると知り、彼等に対して布施を止めてしまう。遂
に、闘諍比丘達は生活出来なくなり闘諍解決のため世尊に会いに舎衛国へ行く。 

一方、舎衛国の人々は、拘睒弥から闘諍比丘達が来ることを聞き、彼等に対して
如何なる態度をとるべきかを世尊に質問する。世尊は如何に接すべきかを説示す
る。 

舎衛国への移動中、Ａ比丘は自らの罪に気付き反省し、仲間の比丘に語り、彼ら
はＢ比丘にそれを説明する。Ｂ比丘は、Ａ比丘とその仲間を将いて世尊の所に往
き、因縁を具さに語る。世尊は、和合法について説き示した。 

以上がコーサンビー犍度の概略であるが、特に拘睒弥の比丘等の闘諍に対して、
在家信者が如何なる態度で対応しているのかについて諸律を検討する。 
『四分律』では、拘睒弥の優婆塞達は、世尊が拘睒弥を去られたのは比丘たちが

互いに闘諍し、誹謗罵詈して、僧伽を悩乱したことが原因であると聞き、 

時諸優婆塞。自共作制限。我等衆人。都不応見拘睒彌比丘起迎恭敬禮拜問
訊語言及供養衣服飲食病痩醫薬。彼諸比丘如似被舉住。比丘比丘尼。優婆
塞優婆夷国王大臣種種沙門外道。盡皆遠離無有与語者。彼諸鬥諍比丘遂無
有利養 ＊19。 

と、闘諍比丘達に対して「我等はすべて、拘睒弥の比丘を見ても、起って迎え、恭
敬・礼拝・問訊・語言、及び衣服・飲食・病痩医薬を供養すべきではない」と制限
をなす。比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷・国王・大臣・種々の沙門外道は、拘睒弥
比丘を遠ざけ、ともに語る者はいなくなる。遂に闘諍比丘には布施がなくなり、そ
のため「我等は世尊の所に於いて、この闘諍事を滅すべきである」と考え、舎衛国
に行く。 
『五分律』では、拘舎弥城の優婆塞たちは「我等は今、大利を失せり、諸比丘が

よく闘諍するが故に世尊はここに住さず、遠くに去ってしまった」と言い、 

便共立要不復共語及施衣食。彼諸比丘亦作是語。由我等罪致使世尊捨此而
去。我今寧可共往佛所苦自悔過。便著衣持缽来詣佛所 ＊20。 
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と、闘諍した比丘達に対して「共語及び施衣食をしない」と共に約束をする。闘諍
比丘等は反省し、「世尊の所へ往き、悔過すべし」と言い仏所に来詣する。 
『十誦律』では、倶舎弥の諸賢者は、仏が舍衛国に行かれた原因が倶舎弥比丘の

闘諍であると聞き、 

作是念。我等応輕賤是諸比丘少起敬心。作是念已。即便相語咸共輕賤。不
復尊重供養讃歎。敬心轉少 ＊21。 

と、「我等は諸比丘を軽賤し、敬心をあまり起すべきでない」と考え、闘諍する比
丘達に対し一致団結して軽賤し、尊重供養讃歎しなかった。これに対し、倶舎弥の
諸比丘は舎衛国に行き仏所に詣でる。 
『パーリ律』では、拘睒弥の比丘等の間に諍いが絶えず、世尊は舎衛城へと遊行

される。拘睒弥の優婆塞等は「拘睒弥の比丘等は我等に多く不利を作した。世尊は
彼等に悩されて去られたのだ」と言い、拘睒弥の比丘達に対して、 

敬礼せじ、迎送せじ、合掌、恭敬を作さじ、尊敬せじ、尊重せじ、奉事せ
じ、供養せじ、来るとも施食を与へじ、此の如く我等、尊敬せず尊重せず
奉事せず供養せずば彼等は尊敬を受けずして去り、或は還俗し、或は世尊
に和せん ＊22。 

とした。これに対し、拘睒弥の比丘達は諍事を滅すべく舎衛城へと往く。 
MSV では、コーシャーンビーの比丘等の騒ぎ（kalaha）を起こす等のよろしく

ない（vipratipatti）所行を理由に、世尊は舎衛城へと遊行される。コーシャーンビ
ーの在家者達は、「コーシャーンビーの比丘等は行いがよろしくない」と述べるが、
しかし続けて「皆々様、これはこの者達の過失（dos

・
a）ではない。そうではなく

て、我々の［過失］である。［なぜなら］この者達の為に施食を与え、あるいは、
会話を［なしている］のは、我々であるから」と述べ、比丘達の悪行を自らの責任
として捉えている。これらの会話の結果、彼等は以下の様な取り決めをする。 

etam
・
 vayam

・
 kriyākāram

・
 vyavasthāpayāmah

・
/ na es

・
ām

・
 kenacit pin

・
d
・
ako deyo 

vāksam
・
bhās

・
an

・
am

・
 ca iti/＊23 

「我々は、このような制約を課しましょう。いずれの者によっても、この
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者達に対して、施食が与えられるべきでなく、また、会話［も］なされる
べきでない」と。 

その後、比丘達は自分たちに対するこのような扱いの理由を問うと、在家者達は、
比丘達のよろしくない所行の故に、世尊は十二年間コーシャーンビーに来られない
のだと説明する。これを聞いた比丘達は世尊の許しを請うため舎衛城へ向かう。 

以上の上座部系諸律では、世尊が拘睒弥を去り舍衛国に往かれたのは、拘睒弥の
比丘等の闘諍が原因であるとして、拘睒弥の優婆塞達は一致団結して彼等に対して
尊敬供養しなかったとする。その結果、拘睒弥の比丘等は衣服・飲食・病痩医薬等
の布施を受けられなくなり、生活を続けることが出来ず、闘諍解決のため仏所へ行
ったとしている。ここに見られる在家信者と出家者との関係は、対立する関係にあ
る。在家信者が闘諍する出家者達の間を取り持ち、和合へと導くというような積極
的な態度は見られない。ただ、一致団結して布施を止めることは『パーリ律』にあ
る様に、消極的ではあるが闘諍解決を促す効果も期待できる。しかしあくまで、闘
諍する出家者と在家信者とは対立する関係にある。 

次に、コーサンビーの闘諍比丘がやって来ると聞いた舍衛城の人々が、闘諍比丘
に対する対応について世尊に質問する場面を検討する。そこには、世尊が説示する

「闘諍比丘に対する在家信者の理想的態度」が示されているからである。 
『四分律』では、阿難邠坻は、闘諍誹謗し互いに罵詈し相手の長短を求めあう拘
睒弥の比丘達が、舍衛国に来至することを聞き、五百の優婆塞と倶に世尊のところ
に行き、拘睒弥比丘達に対して如何に接すべきかを質問する。仏は、これに答え
て、 

佛言。応聴二部語如上。若有檀越布施。応分作二分。此亦是僧。彼亦是
僧。居士如破金杖為二分。二倶是金。如是居士布施物。応分為二分。此亦
是僧彼亦是僧 ＊24。 

と、対立する両グループの語を聴くべきこと、布施する場合は二分して両方になす
べきことを説示する。その理由として、金杖を二分しても、どちらとも金であるよ
うに、僧伽の場合も両方ともに正しき僧伽だというのである。 
『五分律』では、給孤独長者は、闘諍比丘が来ることを聞き、五百の優婆塞と仏

所に往き「世尊、拘舎弥闘諍比丘今来れり、我等云何が敬待せん」と質問する。仏
は答えて 
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佛言。汝当聴彼二衆語。若如法如律如佛所教者。受其教誡。至於敬待供
養。悉応平等。所以者何。譬如真金断為二段不得有異 ＊25。 

と、対立する両グループの語を聴き、法の如く・律の如く・仏所教の如くである場
合には、その教誡を受けるべきであるが、敬待供養は悉く平等にすべきことを説示
する。その理由について、真金を二つに切断しても両方とも同じ金である如きとす
る。つまり僧伽の場合も内部紛争で二つのグループに分かれても、両方とも正しい
僧伽であるということである。 
『十誦律』では、倶舎弥の比丘が闘諍相言を喜ぶという理由で、諸賢者は尊重供

養しなかった結果、闘諍比丘がこの国に向かっていることを、憍薩羅王波斯匿は聞
く。そこで、波斯匿王は仏所に往き、闘諍比丘に対して如何に接すべきかを質問す
る。 

佛言。大王。是中有説非法者。不応敬重供養。有説法者応供養。世尊。云
何知説法者説非法者。佛言。大王。応聴両人語。若比丘非法説法法説非
法。是名説非法者。不応敬重供養讃歎。不応教読誦経法答所問疑。不応従
受読誦経法従問所疑。不応与衣缽戸鉤時薬時分薬七日薬盡形薬。大王。若
有比丘。非法説非法。法説是法。応恭敬供養讃歎教読誦経法答所問疑。亦
応従受読誦経法従問所疑。応与衣缽戸鉤時薬時分薬七日薬盡形薬。大王。
応与一切二部僧飲食。大居士須達多。阿難邠坻梨師達多。富羅那亦如是　
問 ＊26。 

世尊は、非法を説く者には敬重供養すべきではなく、法を説く者には供養すべきと
答える。また、両方の語を聴き、非法を説く者には敬重供養讃歎せず、衣鉢・戸
鉤・時薬・時分薬・七日薬・盡形薬を与えず、法を説く者には恭敬供養讃歎し、衣
鉢・戸鉤・時薬・時分薬・七日薬・盡形薬を与えるべきとする。但し飲食は、両方
の僧伽に与えるべきとしている。 
『パーリ律』では、舎衛城の人々は拘睒弥の比丘等がやって来ること聞き、給孤

独居士は彼等諸比丘に対し如何に接すべきかを世尊に質問する。世尊は次のように
答える。 

tena hi tvam
・
 gahapati ubhayattha dānam

・
 dehi, ubhayattha dānam

・
 

datvāubhayattha dhammam
・
 sun

・
a, ubhayattha dhammam

・
 sutvā ye tattha 
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bhikkhū dhammavādino tesam
・
 dit

・
t
・
hiñ ca khantiñ ca ruciñ ca ādāyañ ca 

rocehīti. 

居士よ、汝は二部に布施を与へよ、二部に布施を与へて二部より法を聞
け、二部より法を聞きて、其中、如法説法比丘等の見、忍、喜、執を以て
所喜とせよ ＊27。 

MSV では、以下のようになっている。 

aśraus
・
īd anāthapin

・
d
・
ado gr

・
hapatih

・
 kośāmbakā bhiks

・
ava āgacchanti 

kalahakārakā bhan
・
d
・
akārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaran

・
ikā iti 

śrutvā ca punar asya etad abhavat/ gacchāmi bhagavantam avalokayāmi 
tes

・
ām

・
 mayā katham

・
 pratipattavyam iti viditvā yena bhagavām

・
s tena 

upasam
・
krāntah

・
/ upasam

・
kramya bhagavatah

・
 pādau śirasā vanditvā ekānte 

nis
・
an

・
n
・
ah

・
/ ekāntanis

・
an

・
n
・
o 'nāthapin

・
d
・
ado gr

・
hapatir bhagavantam idam avo-

cat/ śrutam
・
 mayā bhadanta kośāmbakā bhiks

・
ava āgacchanti kalahakārakā 

bhan
・
d
・
akārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaran

・
ikā iti tes

・
ām

・
 mayā 

katham
・
 pratipattavyam iti/ kośāmbakās tvayā gr

・
hapate bhiks

・
avo na 

ālaptavyā na sam
・
laptavyā na ālokayitavyā na vyavalokayitavyāna 

vanditavyāh
・
 pin

・
d
・
apātas tu deyo dānam

・
 na virudhyate iti/ ＊28 

anāthapin
・
d
・
ada 長者は［以下の様に］聞いた。「コーシャーンビーの比丘

達がやってくる。［彼らは］争いを為す者達であり、道化を為す者達であ
り、分離を為す者達、口論を為す者達、訴訟を為す者達である」と。［以
上の様に］聞いたので、また、彼は以下の様に考えた。〈私は行こう。世
尊にお会いしよう。彼らに対して、私は、どのように振る舞うべきなの
か？〉と考えると、世尊がいらっしゃるところに詣でた。到着すると、世
尊の両足に頭［を付けて］尊敬を示し、一方に坐した。一方に坐した
anāthapin

・
d
・
ada 長者は、世尊に以下の様に述べた。「大徳よ、私は［この

様に］聞きました。『コーシャーンビーの比丘達がやってきます。［彼ら
は］争いを為す者達であり、道化を為す者達であり、分離を為す者達、口
論を為す者達、訴訟を為す者達である』と。彼らに対して、私はどのよう
に振る舞うべきでしょうか？」と。 
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長者よ、お前によって、コーシャーンビーの比丘達は、［一方的に］話し
かけられるべきでなく、［互いに］談話されるべきでなく、まみえるべき
でなく、お辞儀されるべきでない。しかし、施食は与えられるべきであ
り、布施は、差し支えない。 

以上、世尊によって示された闘諍比丘等に対する在家信者の取るべき態度は、
MSV を除き、闘諍する両者の語を聴き、如法の比丘を支持する点で諸律一致をみ
る。また、布施に関しては、MSV を含めた諸律が、両者平等になすべきであると
している。但し『十誦律』のみは、飲食に限定している。ここでは、在家信者が、
闘諍を積極的に解決しようとする態度は示されていない。以上が上座部系諸律の立
場である。 

12．大衆部所伝『摩訶僧祇律』にみられる出家者（僧伽）と在家信者の関係 

『摩訶僧祇律』には、「拘睒弥犍度」と明確に対応する部分はない。しかし、断片
的ではあるが、コーサンビーの事件に関する記述が存在するので、その箇所を手が
かりとして、在家と出家の関係を見たい。ここでは、上座部系諸律とは異なる在家
信者と出家者の関係が見られる ＊29。 
『摩訶僧祇律』巻第十三では、拘睒弥比丘が「世尊。拘睒弥比丘同止不和更相言

説。唯願世尊滅此諍事」と、世尊に拘睒弥比丘の闘諍解決を願い出る。仏は拘睒弥
比丘に長寿王の忍辱物語を以て教誡し、優波離に拘睒弥に往き諍事を滅すべきこと
を告げる。そして、 

是諍事淨者。当共優婆塞断。莫是。不淨事。当喩遣優婆塞出隨是比丘事
實。如法如律。為作如草布地毘尼滅 ＊30。 

と、諍事が浄ならば優婆塞と共に断ずべきであり、不浄ならば優婆塞を出して、如
草布地毘尼滅を作すべきであると述べる。ここでは、優婆塞が出家者と共に諍事解
決に加わっている。但し、諍事が浄である場合としているので、諍事すべてに参加
するのではない。 
『摩訶僧祇律』巻第二六では、 

若知是欲破僧人者。諸比丘応語長老。莫破僧。破僧罪重墮悪道。入泥犁。
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我当与汝衣缽。授経誦経。問事教誡。若故不止者。応語有力勢優婆塞言。
長壽。此人欲破僧。当往諫曉。語令止優婆塞。応語尊者。莫破僧。破僧罪
重。墮悪道入泥犁中。我当与尊者衣缽病痩湯薬。若不楽修梵行者。可還
俗。我当与汝婦。供給所須。若故不止者。応拔舍羅籌駆出 ＊31。 

と、破僧しようとする比丘がいれば、他の諸比丘は彼等を破僧させないように説得
する。しかしそれでも破僧をやめない場合には、「有力勢優婆塞」に依頼し、破僧
を企てる者を諫め諭して、破僧を止めさせるのである。優婆塞は破僧を企てる比丘
に対して、衣鉢・病痩湯薬を与えるので破僧を止めよと説得し、また梵行を修する
ことを楽わないのであれば、婦を与えるので還俗せよと勧告するのである。それで
も応じない場合は、舎羅籌を抜いて駆出するのである。 

ここでは、優婆塞が闘諍比丘を説得し、破僧伽を防ごうとしている。また闘諍比
丘に対して、婦を与えるので還俗せよと迫る点からは、優婆塞の僧伽に対する影響
力が伺える。 
『摩訶僧祇律』巻第十二では、「断事人」に関して次の様に説いている。 

欲滅諍事者。当先自籌量身力福徳力辯才力無畏力。知事縁起。比丘先自思
量有如是等力。又此諍事起来。未久此人心調軟諍事易可滅。此比丘爾時応
作滅諍。若自思量無上諸力。諍事起已久。其人剛強非可卒滅。当求大徳比
丘共滅此事。若無大徳比丘者。当求多聞比丘。若無多聞者。当求阿練若比
丘。若無阿練若比丘者。当求大勢力優婆塞。彼諍比丘見優婆塞已。心生慚
愧諍事易滅。若復無此優婆塞者。当求於王。若大臣有勢力者。彼諍比丘見
此豪勢。心生敬畏諍事易滅。（中略）彼比丘若不隨僧語。復応語言。汝若
不受僧教者。我当僧中拔籌駆汝出衆。是比丘若復不隨語者。爾時復応遣優
婆塞。問是比丘言。汝当隨僧教不。若不隨者。我当与汝白衣法。駆汝出聚
落城邑。知是比丘所諍事。若是小小諍事者。僧即優婆塞前滅。若是鄙穢事
慰喩優婆塞令出已。僧如法如律如修多羅。隨其事実用現前毘尼除滅 ＊32。 

断事人は、身力・福徳力・弁才力・無畏力の諸力を具えていれば諍事を滅すること
ができるのである。しかし、比丘は自ら思量して、それらの力が無いのであれば、
大徳比丘と共に諍事を滅し、大徳比丘がいなければ多聞比丘と共に、多聞比丘がい
なければ阿練若比丘と共に、そして阿練若比丘もいなければ大勢力優婆塞と共に諍
事を滅するのである。闘諍比丘は優婆塞が加わることによって慚愧を生じ、諍事が
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滅し易くなるのである。また大勢力優婆塞がいない場合には、王・大臣・有勢力者
を加えることにより諍事が滅し易くなるのである。それでも事態が治まらない場合
には、優婆塞を遣わし、僧伽の教に随わないのであれば、白衣法を与え聚落城邑よ
り追い出すのである。 

以上、『摩訶僧祇律』を資料として、出家者闘諍時に在家信者が如何に関わるか
を見た。ここでは、どうしても解決がつかない場合には、在家信者を闘諍解決に加
え、その役割を果たすべきことが世尊によって示されている。上座部系諸律では、
在家信者が出家者の闘諍に直接関与して、解決するという態度は見られない。しか
し『摩訶僧祇律』では、在家信者が僧伽の闘諍解決に直接的に関与しており、この
点からは、上座部系諸律とは立場が異なっていると言える。僧伽の闘諍解決のプロ
セスの中に在家信者が組み込まれ、闘諍解決の一端を担わされていることは教団の
性格を考える上において重要な点である。 

結　び 

仏教における教団論というテーマで、阿含・ニカーヤ、律文献を資料として、初
期のサンガについて検討した。すでに指摘した点について、その要点をまとめ結び
としたい。 

原始仏教、部派仏教におけるサンガは、釈尊の初転法輪時に五比丘が仏弟子とな
ったことに始まる。最初のサンガは釈尊を含め6人すべてが阿羅漢であり、在家信
者の帰依の対象「僧宝」として相応しい存在であった。しかしその後、聖者の集ま
りであったサンガも入団者の増加に伴い肥大化し、遊行生活から定住生活へと移行
していった。その結果、悟りを完成していない修行者たちによる集団生活におい
て、様々な事件や問題を生じることになった。釈尊はサンガ内の事件や問題が起き
るたびに、その解決と再発防止の規則を制定していった。 

サンガは出家修行者にとって悟りを目指す修行の場であり、また在家者の支援を
受けて日々の生活を送る場でもあった。したがって、出家者の生活は在家者の支援
なくして存続することは不可能であり、出家者及びサンガのあり方が在家者から批
判されないように努め、僧宝として敬われるべき集団を維持することが求められ
た。そのために釈尊は出家者の生活を律する戒を制定したのである。 

また戒を制定する十種の目的（十利）に正法久住が示されているように、サンガ
の重要な役割は仏法を後世に伝えるということであり、またその担い手となる出家
者を生み出すという点にある。したがってサンガ内部に対立や争いが起きた場合に
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は、速やかに解決することが求められる。 
律蔵の〈コーサンビー犍度〉には、釈尊在世時、サンガ内部で解決困難な問題が

生じ、最終的に破僧伽の状態に至ったという深刻な事件が記されている。釈尊はそ
のような事態に対して具体的な和合方法を提示している。 

釈尊によって示されたサンガ内部に解決困難な対立が生じた場合の具体的な解決
方法は、犯罪行為の疑いをかけられたＡ比丘には「罪を認めよ」と諭し、犯罪行為
を指摘したＢ比丘には「犯罪行為を指摘するな」と諭すというものであり、どちら
の比丘の主張が正当であるかを明らかにすることよりも、サンガ内部で対立が起き
破僧伽の状態にあることが最大の罪とし、正邪の判定よりもＡとＢの両グループ
は、両者が自らの非を認め、互いに謝罪し合うことで、速やかに和合僧伽を回復す
るという方法である。 

このことからサンガにおける最優先事項は「和合」であり、いかなる理由があっ
たとしても「破僧伽」は許されないということである。仏教における正邪の判定
は、釈尊の説きのこされた教法に合致しているか否か（法・非法）、律に一致して
いるか否か（律・非律）によって行われるが、それよりも優先されるべきはサンガ
の和合であったといえる。 

以上のことから、サンガは仏法を伝える専門家を育成し、後世に仏法を伝える責
務を担っているといえる。もしサンガ内部において、出家者同士が、正しさにとら
われて対立し、争いを続けるならば、最終的にサンガは破れる。サンガが破れたな
らば、仏法を未来に伝えることはできない。複数の人間がサンガで円滑に集団生活
を行うために、釈尊は規則を制定されたが、その規則を巡って対立や論争が起きる
ことがあった。それぞれの立場で自らの正当性を主張すれば、正しさ同士がぶつか
りあい、解決困難な対立や紛争へと発展するということを示している。 

サンガの構成員一人ひとりが、釈尊の説かれた法と律を正しく学び、サンガの和
合状態を維持することこそ、釈尊が説かれた仏教者の精神だといえる。また仏教の
和合の精神は、国際社会における人類の存亡に関わる問題を考えるうえにおいても
重要な視点であることは言うまでもない。 

 

【註】 
＊１  『宗務時報』No. 116－宗務課百周年記念号－，2013年10月，文化庁文化部宗務課，

10頁． 
＊２  『宗務時報』No. 116－宗務課百周年記念号－，2013年10月，文化庁文化部宗務課，

11頁． 
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曇鸞研究の歴史と現状 
附：曇鸞研究文献目録（鎌倉期～江戸期篇） 

遠 山 信 証  

曇鸞研究の歴史と現状―研究文献目録作成の経緯― 

曇鸞（476-542）は、中国の北魏から東魏にかけて活躍した学僧として知られ、
その研究の蓄積は、今日に至るまで膨大な量に及んでいる。曇鸞に関する研究は、
鎌倉期の学僧らを嚆矢として開始され、江戸期には主著『無量寿経優婆提舎願生偈
註』に関する多くの註釈書や講義録が編纂・作成された。鎌倉期から大正期の間に
は、同書の緻密な出典考証と本文読解が並行して進められ、昭和期以降には、文献
学的・歴史学的な観点から曇鸞とその教学を捉え直そうとする研究が開始された。
特に戦後においては、着実な教学研究が進められていく一方で、新出資料を駆使し
た研究や、曇鸞の思想的・社会的背景に関する研究が進展したことなどにより、昭
和期以前には未解明であった多くの事柄が明らかにされた。また近年では、隣接領
域である北朝仏教研究の成果を積極的に援用しようとする試みも行われている。今
後の曇鸞研究に求められる課題は、このような先学の研究成果を十分に踏まえた上
で、研究史上に残された問題を一つひとつ解決していくことだろう。 

しかし、近年の曇鸞研究を俯瞰すると、必ずしもその課題が十分に達成されてい
るとは言い難い現状にある。それは、すでに相馬一意［1993:pp.110-111］に、 

 
いかなる分野においても、すでに得られた成果を踏まえて研究が進められる

ことが望ましい。仮に、以前の成果を無視して研究を進めたとして、それで
も、先行の研究を凌駕するすばらしい業績が得られたとしよう。この場合は、
結果の良さによって方法論上のまずさはあまり問題にされないが、誰にでもで
きることだというわけにはゆかない。人間には能力に限界があるから、やはり
先輩諸氏の研究を踏まえた方が、より有意義な結果をもたらすことになるであ
ろうと考えられる。 
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『往生論註』の研究においても、事情は同断である。これまでに到達し得た
成果を踏まえたうえで、さらに残されている問題の解明に向かわねばならない
こと、改めていうまでもないことである。けれども現今の『往生論註』研究の
様子をみてみると、必ずしもそのようにはなされていないように思う。すでに
ずっと以前に解決済みの問題を、ああでもないこうでもないと論じていて、屋
上に屋を重ねるならまだしも、せっかく建てた家を壊しているような感じすら
するのである。ことさら批判的な言辞をもてあそぼうというのではない。あく
まで冷静にみても、以前の業績をまるで踏まえていない研究が多いような気が
する。よって、すでに獲得せられている成果をはっきりと指し示し、その地平
から研究を出発すべきであることを強く訴えたい。 

 
と指摘されているように、研究者自身が先行研究を十分に把握しきれなくなりつつ
あるという事例が研究史の上に散見されるからである。この指摘は、1990年代初
頭になされたものであるが、そこから30年余りが経過した現在においても未だ改
善の傾向はみられない。 

ではなぜ、このような初歩的かつ根本的な問題が研究史の上に散見されるように
なったのか。その主たる要因は、曇鸞研究そのものが膨大な蓄積量を有している点
に起因するものと推察されるが、その膨大な研究史を束ねる文献目録が十分に整備
されていないという点も、上述の問題を生じさせる要因の一つとして考えられる。 

無論、曇鸞研究に関する文献目録の作成が皆無であったわけではない。戦前の河
原静雄（編）［1942］を皮切りに、戦後には、直海玄洋・大田利生（共編）

［1963］、神子上恵龍［1969］、早島鏡正・大谷光真［1987］、青山法城［1996］、
日野慶之・弘中満雄［2008］、矢田了章（編）［2012］などの文献目録が断続的に
作成されてきた。 

しかし、上記の文献目録は、いずれもその文献目録が作成された年代までの代表
的な研究については収録しているものの、必ずしも先行する文献目録に記載された
すべての研究を収録しているわけではない。また、これらの文献目録は、資料の収
集方法や収集範囲が各目録ごとに限定的なため、決して網羅的であるとは言いがた
い。 

そこで本研究では、既存の文献目録が有する課題を踏まえ、今後の研究者が曇鸞
に関する先行研究を容易に把握することができるよう、曇鸞研究に関する既存の文
献目録を整理・統合した上で、目録・辞書・データベースなどの各種工具書によっ
てその不備を補うことで、研究史上において最も整備された研究文献目録を提示す
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る。なお、紙幅の都合上、今回は鎌倉期から江戸期にかけて編纂・作成された註釈
書や講義録を整理した文献目録（鎌倉期～江戸期篇）を公表の対象とし、明治期以
降に成立した研究書籍・研究論文などを整理した文献目録（明治期～令和期篇）に
ついては、別の機会に公表することとしたい。 

 

附：曇鸞研究文献目録（鎌倉期～江戸期篇） 

〔目　次〕 
鎌倉期～江戸期篇 

1.無量寿経優婆提舎願生偈註…………………………………………………………32 
　1-1.浄土宗……………………………………………………………………………32 
　　1-1-1.鎮西義………………………………………………………………………32 
　　1-1-2.西山義………………………………………………………………………39 
　　1-1-3.九品寺流……………………………………………………………………43 
　　1-1-4.その他………………………………………………………………………44 
　1-2.浄土真宗…………………………………………………………………………45 
　　1-2-1.浄土真宗本願寺派…………………………………………………………45 
　　1-2-2.真宗大谷派…………………………………………………………………57 
　　1-2-3.真宗高田派…………………………………………………………………66 
　　1-2-4.真宗仏光寺派………………………………………………………………67 
　　1-2-5.真宗木辺派…………………………………………………………………67 
　1-3.その他……………………………………………………………………………67 
　1-4.撰者未詳…………………………………………………………………………70 
2.讃阿弥陀仏偈…………………………………………………………………………73 
　2-1.浄土真宗…………………………………………………………………………73 
　　2-1-1.浄土真宗本願寺派…………………………………………………………73 
　　2-1-2.真宗大谷派…………………………………………………………………77 
　　2-1-3.真宗仏光寺派………………………………………………………………79 
　　2-1-4.その他………………………………………………………………………80 
　2-2.撰者未詳…………………………………………………………………………80 
3.略論安楽浄土義………………………………………………………………………80 
　3-1.浄土宗……………………………………………………………………………80 
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　3-2.浄土真宗…………………………………………………………………………82 
　　3-2-1.浄土真宗本願寺派…………………………………………………………82 
　　3-2-2.真宗大谷派…………………………………………………………………82 
　3-3.その他……………………………………………………………………………83 
　3-4.撰者未詳…………………………………………………………………………83 
 

〔凡　例〕 
1、本目録について 
本目録は、曇鸞研究に関する既存の文献目録を整理・統合したデータに、目録・

辞書・データベースなどの各種工具書から得られた情報を追録し、一つの文献目録
として集成したものである。本目録は、鎌倉期から江戸期にかけて編纂・作成され
た註釈書や講義録を整理した「鎌倉期～江戸期篇」と、明治期以降に成立した研究
書籍・研究論文などを整理した「明治期～令和期篇」の2篇によって構成される
が、本稿では紙幅の都合上、「鎌倉期～江戸期篇」のみを公表の対象とする。 

 
2、鎌倉期～江戸期篇について 
本篇に収録した註釈書や講義録は、曇鸞の著作である『無量寿経優婆提舎願生偈

註』『讃阿弥陀仏偈』『略論安楽浄土義』のいずれかについて註釈または講義を行っ
たものである。本篇では、原則として明治期以前（～1867年）に成立した註釈書
や講義録を収録し、明治期以後（1868年～）に成立した註釈書や講義録は「明治
期～令和期篇」に分類した。本篇の構成と内容は次の通りである。 

 
①構成 
本篇では、「無量寿経優婆提舎願生偈註」「讃阿弥陀仏偈」「略論安楽浄土義」の

項目を大見出しとして設定した。また、「浄土宗」「浄土真宗」「その他」「撰者未
詳」の項目を中見出しとして設け、適宜、該当する大見出しの中に配置した。加え
て、「鎮西義」「西山義」「九品寺流」「浄土真宗本願寺派」「真宗大谷派」「真宗高田
派」「真宗仏光寺派」「真宗木辺派」「その他」の項目を小見出しとして設け、適宜、
該当する中見出しの中に配置した。本篇の構成の詳細は、前掲の目次の通りであ
る。 

 
②内容 
本篇では、「著者」「生没年」「書名」「巻数」「別称」「成立年」「写本」「版本」
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「活字翻刻本」「参考文献」「備考」を項目として設けた。この内、「著者」「生没年」
「書名」以外はそれぞれ次のような略号を用い、各註釈書や講義録ごとに詳細が不
明な項目については記載せずに省略した。 

巻数―○巻　別称―○別　成立年―○成　写本―○写　版本―○版　活字翻刻本―○活 
参考文献―○参　備考―○備 
 

　⑴、著者…「平民苗字必称義務令」発布以前（～明治7［1874］年）に没した
人物は法諱で表記し、「平民苗字必称義務令」発布以後（明治8［1875］年
～）に没した人物は原則として姓氏・法諱で表記した。ただし、前者の人名が
法諱以外で通用している場合はその表記に従った。また、後者の人名は、姓
氏・名、姓氏・号などで表記した場合もある。 

中見出しの「浄土宗」「浄土真宗」「その他」に記載の註釈書や講義録は著者
の生年順に配列し、「撰者未詳」に記載の註釈書や講義録は五十音順に配列し
た。また、同一著者に複数の註釈書や講義録がある場合には、それらを五十音
順に配列した。 

　⑵、生没年…生年と没年を西暦によって示した。また、おおよその生没年のみが
明らかである場合には「○○世紀頃」と表記し、おおよその生没年さえも明ら
かでない場合には「生没年不詳」と表記した。 

　⑶、書名…自筆本が現存する場合には、原則として巻首題を採用した。自筆本が
現存せず、写本や版本のみが現存する場合には、原則として成立年の最も古い
写本、あるいは版本の巻首題を採用した。その際、巻首題に「上巻」や「第
一」など書物の区分が含まれている場合には、適宜、書物の区分に該当する箇
所を省略して示した。また、複数冊からなる自筆本・写本・版本のうち各冊の
巻首題が異なる場合には、第一冊目の巻首題を採用し、第一冊目が散逸してい
る場合には、原則として第一冊目と最も近い冊の巻首題を採用した。なお、巻
首題が「無量寿経優婆提舎願生偈註」など所釈の題号となっている場合には、
原則として目次（目首・目尾）→序跋題→見返し題→外題→柱題→識語→奥書
→小口書・背書の順に優先順位を設け、所釈の題号以外の表記を書名として採
用した。ただし、現存する自筆本・写本・刊本のほか、各種工具書などから他
の書名に関する情報を得られない場合は、その限りではない。 

現存する自筆本・写本・版本のうち、巻首題が確認できない場合には、巻首
題が所釈の題号となっている場合と同様に、目次（目首・目尾）→序跋題→見
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返し題→外題→柱題→識語→奥書→小口書・背書の順に優先順位を設け、該当
する項目に記載されている書名を採用した。また、巻首題が確認できない自筆
本・写本・版本のうち、巻首題以外から書名に関する情報を得られない場合に
は、原則として仏書解説大辞典・国書総目録に記載されている書名を採用し、
仏書解説大辞典・国書総目録に記載がない場合には、その註釈書や講義録の情
報を伝える最も古い目録・辞書などに記載されている書名を採用した。なお、
自筆本・写本・版本が存在しない場合の処理は、上記の巻首題以外から書名に
関する情報を得られない場合と同様である。 

　⑷、巻数…原典あるいは原典に近いと推定される写本・版本の巻数を記した。 
　⑸、別称…原題あるいは原題と推定される書名意外に流布している書名を五十音

順に記した。 
　⑹、成立年…和暦によって成立年を示し、角括弧内に西暦年を記した。また、改

元の年は、原則として新元号を用いた。 
　⑺、写本・版本…和暦によって書写年・発刊年を示し、角括弧内に西暦年を記し

た。また、改元の年は、原則として新元号を用いた。また、写本・版本の所在
がわかる場合には、書写年・発刊年の後に所蔵先を記載した。なお、本篇で用
いた写本・版本の所蔵先の略称は次の通りである。 

 
秋田県立図書館―秋田　石川武美記念図書館成簣堂文庫―石川成簣堂　大阪公立
大学中百舌鳥図書館―大阪中百舌鳥　大阪府立図書館―大阪府　大谷大学図書館
―大谷　大谷大学図書館圓光寺文庫―大谷圓光寺　大谷大学図書館香月院文庫―
大谷香月院　大谷大学図書館瑞蓮寺文庫―大谷瑞蓮寺　大谷大学図書館林山文庫
―大谷林山　大谷大学博物館―大谷博　神奈川県立金沢文庫―金沢文庫　金沢大
学附属図書館暁烏文庫―金沢暁烏　関西大学図書館長澤文庫―関西長澤　九州大
学附属図書館―九州　京都西山短期大学図書館―西山短大　京都大学附属図書館
―京都　京都大学附属図書館蔵経書院文庫―京都蔵経　栗田文庫―栗田　甲賀市
水口図書館―甲賀　高野山真別処円通律寺―高野山真別処　高野山大学図書館―
高野山　国文学研究資料館―国文研　三康文化研究所附属三康図書館椎尾文庫―
三康椎尾　清光山西厳寺―西厳寺　神宮文庫―神宮　青龍山延寿寺―延寿寺　積
翠文庫―積翠　大正大学附属図書館―大正　千葉県立中央図書館―千葉　筑波大
学附属図書館―筑波　津市図書館橋本文庫―津市橋本　東海学園大学名古屋キャ
ンパス図書館哲誠文庫―東海哲誠　東京大学史料編纂所―東京史料　東京大学総
合図書館―東京　東京大学東洋文化研究所図書室―東文研　東北大学附属図書館
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―東北　東北大学附属図書館狩野文庫―東北狩野　東北福祉大学図書館―東北福
祉　東洋大学附属図書館―東洋　東洋大学附属図書館哲学堂文庫―東洋哲学堂　
同朋大学仏教文化研究所―同朋仏研　同朋大学仏教文化研究所水谷氏崇覚文庫―
同朋仏研崇覚　新潟大学附属図書館佐野文庫―新潟佐野　西尾市岩瀬文庫―岩瀬　
ハーバード燕京図書館―ハーバード燕京　佛教大学附属図書館―佛教　北海学園
大学附属図書館北駕文庫―北海北駕　無窮会平沼文庫―無窮平沼　横浜市立大学
学術情報センター三枝博音文庫―横浜市三枝　立正大学図書館―立正　龍谷大学
大宮図書館―龍谷　龍谷大学図書館写字台文庫―龍谷写字台 
 

　⑻、活字翻刻本…明治期以降に出版された単行の活字翻刻本、あるいは叢書に所
収の活字翻刻本に関する情報を記載した。前者については、書名と発行年を示
した。その際に発行年は和暦で示し、角括弧内に西暦年を記した。後者につい
ては、叢書名とその巻数を示した。その場合、叢書についてはそれぞれ次のよ
うな略称を用いた。なお、以下の略称は末尾の【参考文献】においても用いて
いる。 

 
浄土宗全書―浄全　浄土宗全書続篇―続浄全　浄土伝灯輯要―輯要　真宗全書―
真宗全　真宗叢書―真叢　真宗相伝義書―相伝義書　真宗相伝叢書―相伝叢書　
真宗大系―真大　続真宗大系―続真大　大日本仏教全書―仏全 
 

　⑼、参考文献…⑴～⑻の情報源として、末尾の【参考文献】に記載のデータベー
ス以外に参照した主要な資料を書写・発行年順に記した。その際に、「和漢書」

「文庫」「名家著述」「曇鸞関係」に関する目録、および「その他」に示した資
料はハーバード方式で記し（例：塚本善隆［1933］、金沢文庫（編）

［1939］）、浄土教関係の目録や辞書は書名のまま記した。なお、「和漢書」に
関する目録として分類した『国書総目録』については、例外的に書名のまま記
している。 

　⑽、備考…⑴～⑼の内容に該当しない特記すべき事項を記載した。 
 
なお、各種工具書の中に同一著者による複数の註釈書や講義録の存在が記載さ

れ、なおかつそれらの末註書が現存している場合には、可能な限り原本を調査し、
その異同を確かめるよう努めた。 
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鎌倉期～江戸期篇 
1.無量寿経優婆提舎願生偈註 
1-1.浄土宗 
1-1-1.鎮西義 
良忠（1199-1287） 
1.『無量寿経論註記』○巻5 ○別往生良忠記、往生論註記、浄土往生論註記、浄土往生

論註解記、浄土論註記、浄土論註良忠記、註記、注記、註論記、標註無量寿経論
註記、仏説無量寿経論註記、無量寿経論注記、論註記、論注記、論註良記、論註
良忠記　○成弘長3［1263］年起稿、文永2［1265］年改訂、文永9［1272］年添
削、建治元［1275］年再治調巻、弘安9［1286］年重訂 ○写承応3［1654］年写
―大谷、写年不明―大正　○版寛永4［1627］年版―石川成簣堂・栗田・神宮、寛
永6［1629］年版―佛教、寛永10［1633］年版―大谷圓光寺・佛教、正保2

［1645］年版―大正、正保3［1646］年版―大谷・大正・佛教、慶安元［1648］
年版―大谷圓光寺・同朋仏研・佛教・龍谷、慶安2［1649］年版―大谷・金沢
暁烏・龍谷、慶安3［1650］年版―龍谷、万治元［1658］年版―高野山・西厳
寺・佛教・龍谷、貞享3［1686］年版―京都蔵経・大正・津市橋本・東海哲
誠・同朋仏研崇覚・東北・佛教・龍谷写字台、正徳2［1712］年版―大正・佛
教・龍谷・龍谷写字台、刊年不明―大正・龍谷　○活無量寿経論註記（明治28

［1895］年）、浄全1　○参浄土依憑経論章疏目録、浄土正依経論書籍目録、往生論
註正義叙説、蓮門類聚経籍録、学蔀必用目録、三巻本浄土真宗教典志、浄土宗経
論章疏録、仏教大辞彙、神宮文庫（編）［1922］、大谷大学図書館（編）

［1925］、三星与市（編）［1928］、龍谷大学図書館（編）［1929］、大谷大学図
書館（編）［1932］、仏書解説大辞典、今岡達音［1934］、龍谷大学図書館（編）

［1935］、栗田元次（編）［1940］、河原静雄（編）［1942］、峰島旭雄［1962］、
金沢大学附属図書館［1963］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、宗典目録、
国書総目録、大谷大学図書館（編）［1967］、神子上恵龍［1969］、東海学園女
子短期大学図書館（編）［1970］、大谷大学図書館（編）［1972］、佛教大学仏教
文化研究所（編）［1980］、早島鏡正・大谷光真［1987］、佛教大学図書館（編）

［1988a］、川瀬一馬（編）［1992］、日野慶之・弘中満雄［2008］、浄土教典籍
目録、新纂浄土宗大辞典　○備佛教大学仏教文化研究所（編）［1980］：刊写不明―
佛教（万123・極251・極252） 

2.『無量寿経論注聞書』○別曇鸞註聞書、曇鸞注聞書、曇鸞註無量寿経論聞書、曇鸞
註無量寿経論註、曇鸞註無量寿経論註聞書、曇鸞註無量寿経論注聞書、曇鸞注無
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量寿経論注聞書、曇鸞注無量寿経論註聞書、曇鸞註論聞書、曇鸞注論聞書、無量
寿経論註聞書 ○成建長8［1256］年 ○写建長8［1256］年写―金沢文庫（上巻1冊
のみ・良聖写）○参 塚本善隆［1933］、金沢文庫（編）［1939］、伊藤真徹

［1942］、国書総目録、藤堂恭俊［1972］、日置孝彦［1974］、日置孝彦
［1987］、文化庁文化財部美術学芸課［2006］、新纂浄土宗大辞典 

道光（1243-1330） 
3.『浄土論註拾遺抄』○巻3 ○別往生論註拾遺抄、拾遺、拾遺抄、浄土往生論註解拾遺

抄、浄土論注拾遺鈔、浄土論注拾遺抄、無量寿経論註拾遺抄、論拾遺、論註拾
遺、論註拾遺鈔、論註拾遺抄　○成嘉元4［1306］年　○版嘉元4［1306］年版―大
谷・大谷圓光寺・大谷林山・金沢暁烏・甲賀・大正・龍谷、承応2［1653］年
版―京都・東洋哲学堂・佛教・北海北駕、刊年不明―大正・佛教・龍谷・龍谷写
字台　○活浄全1　○参浄土正依経論書籍目録、総浄土依憑章疏、往生論註正義叙説、
蓮門類聚経籍録、学蔀必用目録、三巻本浄土真宗教典志、浄土宗経論章疏録、三
浦治（編）［1914］、仏教大辞彙、大谷大学図書館（編）［1925］、三星与市

（編）［1928］、龍谷大学図書館（編）［1929］、大谷大学図書館（編）［1932］、
仏書解説大辞典、今岡達音［1934］、河原静雄（編）［1942］、峰島旭雄

［1962］、金沢大学附属図書館［1963］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、
宗典目録、国書総目録、神子上恵龍［1969］、大谷大学図書館（編）［1972］、
佛教大学仏教文化研究所（編）［1980］、大谷大学図書館（編）［1984］、早島鏡
正・大谷光真［1987］、特定コレクション目録編集委員会（編）［1997］、日野
慶之・弘中満雄［2008］、新纂浄土宗大辞典　○備佛教大学仏教文化研究所（編）

［1980］：刊写不明―佛教（極257）、新纂浄土宗大辞典「同じ道光作の『往生論
註略鈔』と趣が異なるため、著者については道光とする説と、名越派尊観の門弟
である良然とする説との二説がある。『往生論註正義叙説』では、『貞伝集』上に
おいて良然の作とする説を『往生論註正義』と『論註解鈎鎖』の説から鑑み否定
する。それに対して『蓮門類聚経籍録』においては、道光作を否定し、良然の作
としている」 

4.『論註略鈔』○巻2 ○別往生論註略鈔、往生論註略抄、浄土往生論註解略鈔、浄土論
註略鈔、無量寿経論註略鈔、略鈔、論註略抄、論注略鈔、論略、論略鈔　○成文永
2［1265］年　○版寛文3［1663］年版―大谷・大谷林山・金沢暁烏・大正・東洋
哲学堂・佛教・龍谷　○活浄全1　○参浄土正依経論書籍目録、総浄土依憑章疏、往生
論註正義叙説、蓮門類聚経籍録、学蔀必用目録、三巻本浄土真宗教典志、浄土宗
経論章疏録、仏教大辞彙、大谷大学図書館（編）［1925］、三星与市（編）
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［1928］、龍谷大学図書館（編）［1929］、仏書解説大辞典、今岡達音［1934］、
河原静雄（編）［1942］、峰島旭雄［1962］、金沢大学附属図書館［1963］、直
海玄洋・大田利生（共編）［1963］、宗典目録、国書総目録、神子上恵龍

［1969］、大正大学浄土学研究室（編）［1978］、佛教大学仏教文化研究所（編）
［1980］、大谷大学図書館（編）［1984］、早島鏡正・大谷光真［1987］、特定コ
レクション目録編集委員会（編）［1997］、日野慶之・弘中満雄［2008］、新纂
浄土宗大辞典　○備学蔀必用目録「弘長三草稿。文永九年再治」 

良暁（1251-1328） 
5.『論註記鈔』○別往生論註記鈔　○参藤堂恭俊［1972］、浄土教典籍目録 
良心（1262-1323） 
6.『浄土論註記見聞』○巻5 ○別往生論註記見聞、註記幷見聞、註記藤田見聞、論註見

聞、論註持阿見聞、論註藤田見聞　○成正和4［1315］年 ○写慶安元［1648］年写
―大谷林山（超誉写）、写年不明―大正　○参総浄土依憑章疏、往生論註正義叙説、
仏書解説大辞典、宗典目録、国書総目録、大谷大学図書館（編）［1984］、日野
慶之・弘中満雄［2008］、新纂浄土宗大辞典 

定慧（1296-1370） 
7.『鎌倉御鈔』○参 往生論註正義叙説、峰島旭雄［1962］、日野慶之・弘中満雄
［2008］ 

理本（1342-1428） 
8.『論註記見聞』○巻5 ○別往生論註大沢見聞、往生論註記見聞、大沢見聞、沢見、浄

土往生論註解大沢見聞、浄土論註記見聞、新板論註記見聞、註記見聞、註見、無
量寿経論註記見聞、良栄見聞、論見、論註大沢見聞、論注記見聞、論註見聞、論
註訳見　○版寛永12［1635］年版―大正、寛永20［1643］年版―大正・佛教、正
保2［1645］年版―大正、慶安2［1649］年版―大谷・金沢暁烏・京都・大
正・佛教、慶安4［1651］年版―大正、万治2［1659］年版―大谷・大正・同
朋仏研崇覚・佛教・龍谷、刊年不明―大谷圓光寺・大正、同朋仏研・佛教・北海
北駕・龍谷　○活浄全1　○参浄土正依経論書籍目録、総浄土依憑章疏、蓮門類聚経籍
録、学蔀必用目録、三巻本浄土真宗教典志、浄土宗経論章疏録、三浦治（編）

［1914］、仏教大辞彙、大谷大学図書館（編）［1925］、三星与市（編）［1928］、
龍谷大学図書館（編）［1929］、大谷大学図書館（編）［1932］、仏書解説大辞
典、今岡達音［1934］、河原静雄（編）［1942］、峰島旭雄［1962］、金沢大学
附属図書館［1963］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、宗典目録、国書総
目録、大谷大学図書館（編）［1967］、神子上恵龍［1969］、大谷大学図書館
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（編）［1972］、大正大学浄土学研究室（編）［1978］、佛教大学仏教文化研究所
（編）［1980］、早島鏡正・大谷光真［1987］、日野慶之・弘中満雄［2008］、新
纂浄土宗大辞典　○備佛教大学仏教文化研究所（編）［1980］：刊写不明―佛教（天
2・極253） 

聖聡（1366-1440） 
9.『浄土往生論註解私鈔』○巻1 ○別浄土論註私鈔、無量寿経論註記私鈔、論註私記鈔　

○参蓮門類聚経籍録、学蔀必用目録、三巻本浄土真宗教典志、浄土宗経論章疏録、
仏教大辞彙、仏書解説大辞典、峰島旭雄［1962］、国書総目録、日野慶之・弘中
満雄［2008］ 

10.『註記見聞』○巻10 ○別往生論註記見聞、記見、記見聞、浄土往生論註記見聞、
浄土往生論註解記見聞、浄土論註記見聞、注見、無量寿経論註記見聞、酉見、酉
見聞、酉誉見聞、論註記見聞、論註見聞　○成室町初期（応永2［1395］年以降）

○版寛永12［1635］年版―大正・同朋仏研・佛教・龍谷、慶安4［1651］年版―
大谷・大谷圓光寺・大谷林山・金沢暁烏・京都・大正・佛教・北海北駕、刊年不
明―大谷・無窮平沼　○活浄全1　○参浄土正依経論書籍目録、総浄土依憑章疏、往生
論註正義叙説、蓮門類聚経籍録、学蔀必用目録、三巻本浄土真宗教典志、浄土宗
経論章疏録、三浦治（編）［1914］、仏教大辞彙、大谷大学図書館（編）

［1925］、三星与市（編）［1928］、龍谷大学図書館（編）［1929］、大谷大学図
書館（編）［1932］、仏書解説大辞典、今岡達音［1934］、河原静雄（編）

［1942］、財団法人無窮会（編）［1961］、峰島旭雄［1962］、金沢大学附属図書
館［1963］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、宗典目録、国書総目録、大
谷大学図書館（編）［1967］、神子上恵龍［1969］、大谷大学図書館（編）

［1972］、大正大学浄土学研究室（編）［1978］、佛教大学仏教文化研究所（編）
［1980］、大谷大学図書館（編）［1984］、早島鏡正・大谷光真［1987］、日野慶
之・弘中満雄［2008］、浄土教典籍目録、新纂浄土宗大辞典 

袋中（1552-1639） 
11.『往生論註記』○参 龍谷大学図書館（編）［1929］○備 龍谷大学図書館（編）
［1929］：刊年不明―龍谷（分類：研真、番号：なし、良定写・貞享3［1686］
年） 

湛奕（?-1660） 
12.『論註音釈』○巻1 ○別浄土往生論註解音釈、浄土論註音釈、論音釈、論註巻下音

釈、論註巻上音釈　○成寛永18［1641］年　○版寛永20［1643］年版―大谷・大谷
林山・関西長澤・大正・東洋哲学堂・佛教　○活続浄全5　○参往生論註正義叙説、蓮
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門類聚経籍録、学蔀必用目録、三巻本浄土真宗教典志、浄土宗経論章疏録、大谷
大学図書館（編）［1925］、三星与市（編）［1928］、龍谷大学図書館（編）

［1929］、仏書解説大辞典、峰島旭雄［1962］、直海玄洋・大田利生（共編）
［1963］、宗典目録、国書総目録、大谷大学図書館（編）［1967］、神子上恵龍
［1969］、藤堂恭俊［1972］、大正大学浄土学研究室（編）［1978］、佛教大学仏
教文化研究所（編）［1980］、大谷大学図書館（編）［1984］、早島鏡正・大谷光
真［1987］、特定コレクション目録編集委員会（編）［1997］、日野慶之・弘中
満雄［2008］、浄土宗典籍目録　近世篇　増補版、新纂浄土宗大辞典 

輪超（?-1678） 
13.『浄土論註字選助見集』○巻10 ○別往生論註字選助見集、浄土往生論註解字選助

見集、浄土往生論註解助見、浄土往生論註解助見集、浄土論註字選助見集、助見
集、論註字選助見集　○成寛文2［1662］年　○版寛文2［1662］年版―大谷・大
正・佛教・無窮平沼・龍谷・龍谷写字台　○参往生論註正義叙説、蓮門類聚経籍録、
学蔀必用目録、三巻本浄土真宗教典志、浄土宗経論章疏録、仏教大辞彙、大谷大
学図書館（編）［1925］、三星与市（編）［1928］、龍谷大学図書館（編）

［1929］、仏書解説大辞典、財団法人無窮会（編）［1961］、峰島旭雄［1962］、
直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、宗典目録、国書総目録、神子上恵龍

［1969］、大正大学浄土学研究室（編）［1978］、佛教大学仏教文化研究所（編）
［1980］、日野慶之・弘中満雄［2008］、浄土宗典籍目録　近世篇　増補版、新纂
浄土宗大辞典　○備佛教大学仏教文化研究所（編）［1980］：刊写不明―佛教 

14.『論註捃詒書』○巻2 ○別浄土論註捃詒書　○成延宝元［1673］年 ○写延宝2［1674］
年写―大正　○活 続浄全5　○参 大谷大学図書館（編）［1925］、三星与市（編）

［1928］、龍谷大学図書館（編）［1929］、仏書解説大辞典、峰島旭雄［1962］、
直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、宗典目録、国書総目録、神子上恵龍

［1969］、藤堂恭俊［1972］、早島鏡正・大谷光真［1987］、日野慶之・弘中満
雄［2008］、浄土宗典籍目録　近世篇　増補版、新纂浄土宗大辞典 

15.『論註字選』○巻2 ○別往生浄土論註解字選、往生論註字選、字選、浄土往生論註
解字選、浄土論註字選　○成正保3［1646］年　○版正保［1644~1648］年間版―大
谷、正保3［1646］年版―大谷林山、元禄2［1689］年版―大正、刊年不明―
大阪中百舌鳥・大正・龍谷　○活続浄全5　○参往生論註正義叙説、蓮門類聚経籍録、
学蔀必用目録、三巻本浄土真宗教典志、浄土宗経論章疏録、仏教大辞彙、大谷大
学図書館（編）［1925］、三星与市（編）［1928］、龍谷大学図書館（編）

［1929］、仏書解説大辞典、峰島旭雄［1962］、直海玄洋・大田利生（共編）
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［1963］、宗典目録、国書総目録、神子上恵龍［1969］、藤堂恭俊［1972］、大
正大学浄土学研究室（編）［1978］、大谷大学図書館（編）［1984］、早島鏡正・
大谷光真［1987］、日野慶之・弘中満雄［2008］、浄土宗典籍目録　近世篇　増補
版、新纂浄土宗大辞典 

東暉（1623-1682） 
16.『首書往生論註』○参浄土宗典籍目録　近世篇　増補版 
阿春（17世紀頃） 
17.『浄土往生論註解首書』○巻8 ○別浄土往生論註首書、浄土論註首書、無量寿経論

註頭書、論註頭書　○成貞享3［1686］年　○参往生論註正義叙説、蓮門類聚経籍録、
学蔀必用目録、三巻本浄土真宗教典志、浄土宗経論章疏録、仏教大辞彙、仏書解
説大辞典、浄土宗西山派学匠著述目録、峰島旭雄［1962］、国書総目録、日野慶
之・弘中満雄［2008］、浄土宗典籍目録　近世篇　増補版、新纂浄土宗大辞典　○備

諱：不可思議 
寅載（1650-1721） 
18.『浄土十念章』○巻1 ○別論註十念章 ○写文政元［1818］年写―大正、明治期写―

大谷　○活輯要上　○参浄土宗経論章疏録、仏書解説大辞典、宗典目録、国書総目録、
藤堂恭俊［1972］、浄土宗典籍目録　近世篇　増補版 

伝秀（?-1737頃） 
19.『浄土往生論註精華集』○巻5 ○別往生論註精華集、浄土往生論注精華集、精華集、

無量寿経往生論註精華集、論註精華集　○成享保7［1722］年 ○写享保7［1722］
年写―大正・龍谷写字台、明治31［1898］年写―大谷、写年不明―龍谷　○活続
浄全5　○参往生論註正義叙説、浄土宗経論章疏録、三星与市（編）［1928］、龍谷
大学図書館（編）［1929］、仏書解説大辞典、峰島旭雄［1962］、直海玄洋・大
田利生（共編）［1963］、宗典目録、国書総目録、大谷大学図書館（編）

［1967］、神子上恵龍［1969］、藤堂恭俊［1972］、早島鏡正・大谷光真
［1987］、日野慶之・弘中満雄［2008］、浄土宗典籍目録　近世篇　増補版、新纂
浄土宗大辞典　○備宗典目録「論註註疏中最も穏健なる者」 

大玄（1680-1756） 
20.『論註十念弁』○巻2 ○別往生論註十念章、往生論註十念弁、浄土論註十念弁、論

註十念弁、論註十念弁玄談、論註十念弁余説 ○写江戸期写―三康椎尾（2巻玄談2
巻）、明治39［1906］年写―大谷、写年不明―佛教・龍谷　○版安永8［1779］年
版―大正　○参浄土宗経論章疏録、大谷大学図書館（編）［1925］、三星与市（編）

［1928］、龍谷大学図書館（編）［1929］、仏書解説大辞典、峰島旭雄［1962］、
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直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、宗典目録、国書総目録、神子上恵龍
［1969］、財団法人三康文化研究所附属三康図書館（編）［1981］、佛教大学図書
館（編）［1988a］、日野慶之・弘中満雄［2008］、浄土宗典籍目録　近世篇　増補
版、新纂浄土宗大辞典 

定月（1687-1771） 
21.『論註千百年眼』○巻1 ○別往生論註千百年眼、論註眼随 ○写写年不明―大正　○活輯

要下　○参往生論註正義叙説、龍谷大学図書館（編）［1929］、仏書解説大辞典、峰
島旭雄［1962］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、宗典目録、国書総目録、
大谷大学図書館（編）［1967］、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄

［2008］、浄土宗典籍目録　近世篇　増補版 
雲洞（1693-1742） 
22.『往生論註義源』○巻5　○参峰島旭雄［1962］、宗典目録、日野慶之・弘中満雄
［2008］、浄土宗典籍目録　近世篇　増補版　○備宗典目録「論註正義ヲ訂補シタル者
ノ如シ」○備諱：亮徹 

23.『往生論註正義』○巻2 ○別往生論註講習、浄土論註講習、浄土論註正義、論註講
習、論註私記、論註正義 ○写天保3［1832］年写―三康椎尾（2巻叙説1巻・覚隆
写）、写年不明―大谷・秋田　○活続浄全5　○参往生論註正義叙説、蓮門類聚経籍録、
学蔀必用目録、三巻本浄土真宗教典志、一巻本浄土真宗教典志、浄土宗経論章疏
録、大谷大学図書館（編）［1925］、三星与市（編）［1928］、龍谷大学図書館

（編）［1929］、仏書解説大辞典、浄土宗西山派学匠著述目録、峰島旭雄
［1962］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、宗典目録、国書総目録、神子上
恵龍［1969］、藤堂恭俊［1972］、財団法人三康文化研究所附属三康図書館

（編）［1981］、早島鏡正・大谷光真［1987］、日野慶之・弘中満雄［2008］、浄
土宗典籍目録　近世篇　増補版、新纂浄土宗大辞典　○備諱：亮徹 

24.『往生論註正義叙説』○巻1 ○別往生論註講習、正義叙説、浄土論註講習、浄土論
註正義叙説、論註講習、論註私記、論註正義、論註正義叙説 ○写写年不明―大
谷・秋田　○版刊年不明―大正　○活続浄全5　○参往生論註正義叙説、浄土宗経論章疏
録、大谷大学図書館（編）［1925］、三星与市（編）［1928］、龍谷大学図書館

（編）［1929］、仏書解説大辞典、浄土宗西山派学匠著述目録、峰島旭雄
［1962］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、宗典目録、国書総目録、神子上
恵龍［1969］、藤堂恭俊［1972］、早島鏡正・大谷光真［1987］、日野慶之・弘
中満雄［2008］、浄土宗典籍目録　近世篇　増補版、新纂浄土宗大辞典　○備諱：亮
徹 
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真徹（伝）（?-1750） 
25.『往生論註開講玄談』○巻1 ○別往生論註玄談　○参峰島旭雄［1962］ 
義海（?-1755） 
26.『浄土論註輔正記』○巻12 ○別論註輔正記 ○写写年不明―大正・佛教　○参往生論註

正義叙説、蓮門類聚経籍録、浄土宗経論章疏録、仏教大辞彙、三星与市（編）
［1928］、仏書解説大辞典、峰島旭雄［1962］、宗典目録、国書総目録、神子上
恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］、浄土宗典籍目録　近世篇　増補版、
新纂浄土宗大辞典 

単霊（?-1780） 
27.『論註聞書批判』○巻1 ○写安永6［1777］年写―大正　○参大正大学浄土学研究室
（編）［1978］ 

白弁（18世紀頃） 
28.『往生論註私書玄談』○巻1 ○別往生論註和書玄談、往生論註玄談 ○写写年不明―

大正　○参仏書解説大辞典、峰島旭雄［1962］、宗典目録、国書総目録、神子上恵
龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］、浄土宗典籍目録　近世篇　増補版 

賢洲（?-1812） 
29.『浄土論註研機鈔』○巻2 ○別浄土論註温古録、無量寿経論註研機鈔、論註研機鈔　

○成寛政3［1791］~文化9［1812］年 ○写明治28［1895］年写―三康椎尾（椎尾
弁匡写）・佛教（現貞写）、明治30［1897］年写―大谷、写年不明―大正　○活続
浄全5　○参往生論註正義叙説、蓮門類聚経籍録、浄土宗経論章疏録、仏教大辞彙、
大谷大学図書館（編）［1925］、三星与市（編）［1928］、龍谷大学図書館（編）

［1929］、仏書解説大辞典、峰島旭雄［1962］、直海玄洋・大田利生（共編）
［1963］、宗典目録、国書総目録、大谷大学図書館（編）［1967］、神子上恵龍
［1969］、藤堂恭俊［1972］、佛教大学仏教文化研究所（編）［1980］、財団法人
三康文化研究所附属三康図書館（編）［1981］、早島鏡正・大谷光真［1987］、
日野慶之・弘中満雄［2008］、浄土宗典籍目録　近世篇　増補版、新纂浄土宗大辞
典 

立道（1755-1836） 
30.『論註講録』○巻3　○参藤堂恭俊［1972］、浄土宗典籍目録　近世篇　増補版 
 
1-1-2.西山義 
悟阿（?-1283） 
31.『註論刪補鈔』○巻12 ○別往生論註刪補鈔、悟阿抄、刪鈔、刪補鈔、浄土往生論

（39）

曇鸞研究の歴史と現状



註解刪補鈔、浄土往生論註刪補鈔、浄土論註刪補鈔、註論刪補鈔、註論鈔、註論
抄、補鈔、論鈔、論註刪補鈔　○版寛文元［1661］年版―大谷、寛文12［1672］
年版―大谷・大谷林山・京都蔵経・大正・新潟佐野・佛教・龍谷・龍谷写字台、
刊年不明―金沢暁烏　○参往生論註正義叙説、蓮門類聚経籍録、学蔀必用目録、三
巻本浄土真宗教典志、浄土宗経論章疏録、仏教大辞彙、大谷大学図書館（編）

［1925］、三星与市（編）［1928］、龍谷大学図書館（編）［1929］、大谷大学図
書館（編）［1932］、仏書解説大辞典、浄土宗西山派学匠著述目録、峰島旭雄

［1962］、金沢大学附属図書館［1963］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、
宗典目録、国書総目録、神子上恵龍［1969］、大正大学浄土学研究室（編）

［1978］、佛教大学仏教文化研究所（編）［1980］、大谷大学図書館（編）
［1984］、日野慶之・弘中満雄［2008］、浄土教典籍目録　○備学蔀必用目録「巻首
に標して浄音の撰と云う。空海の跋に亦た浄音の撰と云う。然るに西福の空公云
く、〈此の『鈔』は浄音の作に非ざるなり。浄音の所述の『観経疏愚要鈔』と対
撿するに、筆体同じからず。定むるに是れ東大寺の悟阿の撰なり〉と。今謂く、
尭恵の『私鈔』は、『刪補』の文を引くに標して悟阿と云う。ゆえに空公のこの
説あり（原漢文）」／三星与市（編）［1928］：刊写不明―大正 

覚融（1241-1325） 
32.『浄土往生論註解鈔』○別往生論註鈔、浄土論註抄、無量寿経論註鈔　○参蓮門類聚

経籍録、三巻本浄土真宗教典志、浄土宗経論章疏録、仏教大辞彙、仏書解説大辞
典、浄土宗西山派学匠著述目録、峰島旭雄［1962］、国書総目録、日野慶之・弘
中満雄［2008］ 

覚愍（13-14世紀頃） 
33.『浄土往生論註解鈔』○別往生論註鈔、往生論註抄、無量寿経論註鈔　○参蓮門類聚

経籍録、学蔀必用目録、三巻本浄土真宗教典志、浄土宗経論章疏録、仏書解説大
辞典、浄土宗西山派学匠著述目録、峰島旭雄［1962］、国書総目録　○備学蔀必用
目録「鈔　観道」、三巻本浄土真宗教典志「観道覚愍」、浄土宗西山派学匠著述目
録「観導」 

尭恵（?-1395） 
34.『無量寿経論注抄』○巻7 ○別往生論註私集鈔、往生論注私集鈔、私集鈔、私抄、

浄土往生論註解私集鈔、浄土往生論註私集鈔、浄土論註私集鈔、浄土論註私集
抄、註論私鈔、無量寿経論註抄、論註尭恵抄、論註尭鈔、論註私集、論註私集
鈔、論註私集抄、論注私集鈔、論注私集抄、論註鈔　○成康暦元［1379］年 ○写寛
文6［1666］年写―大正、写年不明―大谷林山（了覚写）・金沢暁烏　○版正徳2
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［1712］年版―佛教、享保3［1718］年版―秋田・大谷・大谷圓光寺・大谷林
山・三康椎尾・西山短大・積翠・大正・東海哲誠・龍谷・龍谷写字台　○参往生論
註正義叙説、蓮門類聚経籍録、学蔀必用目録、三巻本浄土真宗教典志、浄土宗経
論章疏録、仏教大辞彙、大谷大学図書館（編）［1925］、三星与市（編）

［1928］、龍谷大学図書館（編）［1929］、大谷大学図書館（編）［1932］、仏書
解説大辞典、浄土宗西山派学匠著述目録、峰島旭雄［1962］、金沢大学附属図書
館［1963］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、宗典目録、国書総目録、神
子上恵龍［1969］、東海学園女子短期大学図書館（編）［1970］、大谷大学図書
館（編）［1972］、大正大学浄土学研究室（編）［1978］、財団法人三康文化研究
所附属三康図書館（編）［1981］、大谷大学図書館（編）［1984］、日野慶之・弘
中満雄［2008］、浄土教典籍目録 

智通（1314-1403） 
35.『往生論註口筆抄』○巻5 ○別浄土往生論註解鈔、論註口筆　○参往生論註正義叙説、

蓮門類聚経籍録、学蔀必用目録、三巻本浄土真宗教典志、浄土宗経論章疏録、仏
教大辞彙、仏書解説大辞典、浄土宗西山派学匠著述目録、峰島旭雄［1962］、国
書総目録、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

大江（1592-1671） 
36.『無量寿経論註随聞記』○巻5 ○別往生論註随聞記、浄土往生論註解随聞記、浄土

論註随聞記、論註随聞記 ○写慶安4［1651］年写―龍谷写字台（文益写）、寛政9
［1797］年写―大正、写年不明―大谷・西山短大　○参往生論註正義叙説、蓮門類
聚経籍録、学蔀必用目録、三巻本浄土真宗教典志、浄土宗経論章疏録、仏教大辞
彙、大谷大学図書館（編）［1925］、三星与市（編）［1928］、仏書解説大辞典、
峰島旭雄［1962］、宗典目録、国書総目録、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘
中満雄［2008］○備三星与市（編）［1928］：刊写不明―大正（寛文9［1669］
年） 

聞証（1634-1688） 
37.『科註往生論』○別科略註往生論　○参往生論註正義叙説、国書総目録、日野慶之・

弘中満雄［2008］、浄土宗典籍目録　近世篇　増補版　○備往生論註正義叙説「論註
講稿に此の目を挙ぐ」 

円空（?-1696） 
38.『浄土論註私記』○巻7 ○別往生論註私記、浄土往生論註解私記、浄土論注私記、

論註私記　○成元禄6［1693］年　○版元禄7［1694］年版―龍谷、元禄8［1695］
年版―大谷・大谷林山・大正・東洋哲学堂・佛教・龍谷、刊年不明―大正・龍谷　
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○参往生論註正義叙説、蓮門類聚経籍録、学蔀必用目録、三巻本浄土真宗教典志、
浄土宗経論章疏録、仏教大辞彙、大谷大学図書館（編）［1925］、三星与市（編）

［1928］、龍谷大学図書館（編）［1929］、大谷大学図書館（編）［1932］、仏書
解説大辞典、峰島旭雄［1962］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、宗典目
録、国書総目録、神子上恵龍［1969］、大正大学浄土学研究室（編）［1978］、
佛教大学仏教文化研究所（編）［1980］、大谷大学図書館（編）［1984］、特定コ
レクション目録編集委員会（編）［1997］、日野慶之・弘中満雄［2008］、新纂
浄土宗大辞典、木村迪子［2021］ 

愚翁（生没年不詳） 
39.『論註私集鈔』○巻8　○参宗典目録　○備宗典目録「発行　書写年代　元禄十二年仲冬

弟子寂翁利湛」 
寂翁（生没年不詳） 
40.『浄土往生論註解私集』○巻8 ○別往生論註私集、浄土論註私集、三河八巻鈔　○参

蓮門類聚経籍録、学蔀必用目録、三巻本浄土真宗教典志、浄土宗経論章疏録、仏
教大辞彙、仏書解説大辞典、峰島旭雄［1962］、国書総目録、日野慶之・弘中満
雄［2008］ 

勤超（?-1706） 
41.『論註綱要記』○参浄土宗西山派学匠著述目録、国書総目録、日野慶之・弘中満

雄［2008］ 
円智（1639-1721） 
42.『往生論註科』○巻2　○参蓮門類聚経籍録、学蔀必用目録、浄土宗西山派学匠著述

目録、峰島旭雄［1962］、国書総目録、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満
雄［2008］ 

慈泉（1645-1707） 
43.『往生論註正義』○巻2　○参仏教大辞彙、浄土宗西山派学匠著述目録、国書総目

録、神子上恵龍［1969］、武田龍精（編）［2008］ 
炬範（1645-1725） 
44.『往生論註直箋』○巻8 ○別浄土論註直箋、論註直箋　○成正徳3［1713］年 ○写宝暦

5［1755］年写―佛教、写年不明―大谷　○版正徳3［1713］年版―東海哲誠　○参

大谷大学図書館（編）［1925］、仏書解説大辞典、国書総目録、神子上恵龍
［1969］、東海学園女子短期大学図書館（編）［1970］、日野慶之・弘中満雄
［2008］ 

臥雲（?-1742） 
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45.『論註撮要補欠抄』○巻7　○参国書総目録、一色順心［2005］、日野慶之・弘中満
雄［2008］ 

高空（?-1751） 
46.『往生論註集義鈔』○巻6 ○別往生論註集義編、往生論註集義篇、浄土論註集義抄、

論註集義編　○成延享5［1748］年 ○写写年不明―龍谷　○版延享5［1748］年版―大
正、刊年不明―龍谷　○参三星与市（編）［1928］、龍谷大学図書館（編）［1929］、
仏書解説大辞典、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録、神子上恵
龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

湛好（?-1787） 
47.『往生論註講録並玄談』○巻3 ○別論註玄譚　○参蓮門類聚経籍録、浄土宗経論章疏

録、浄土宗西山派学匠著述目録、宗典目録、国書総目録、日野慶之・弘中満雄
［2008］ 

澹空（1740-1822） 
48.『無量寿経論註疏』○巻5 ○別優婆提舎註疏、往生論註疏、浄土論註疏、無量寿経

優婆提舎註疏、無量寿経優婆提註疏、論註疏　○版文政元［1818］年版―大谷・佛
教・龍谷・龍谷写字台、刊年不明―西山短大・龍谷　○参仏教大辞彙、大谷大学図
書館（編）［1925］、龍谷大学図書館（編）［1929］、大谷大学図書館（編）

［1932］、仏書解説大辞典、浄土宗西山派学匠著述目録、直海玄洋・大田利生
（共編）［1963］、国書総目録、神子上恵龍［1969］、佛教大学仏教文化研究所
（編）［1980］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

亮範（?-1852） 
49.『往生論註管窺鈔』○巻3 ○別往生論註管窺抄、往生論註巻上管窺鈔、往生論註上

管窺鈔、浄土論註管窺鈔、論註管窺鈔 ○写写年不明―大谷　○参浄土宗西山派学匠著
述目録、国書総目録、大谷大学図書館（編）［1967］、神子上恵龍［1969］、日
野慶之・弘中満雄［2008］○備浄土宗西山派学匠著述目録「愛知、宝樹院蔵」 

 
1-1-3.九品寺流 
長西（1184-1266） 
50.『浄土論注要文抄』○巻2 ○別往生論註巻上要文抄、往生論註疑芥、往生論註光明

抄、浄土論註要文抄、註疑芥、註論抄、長西論註鈔、論註疑芥、論註上巻釈 ○写

文永6［1269］年写―金沢文庫（永源写）○参龍谷大学図書館（編）［1935］、金
沢文庫（編）［1939］、戸松憲千代［1942］、峰島旭雄［1962］、国書総目録、
文化庁文化財部美術学芸課［2006］、新纂浄土宗大辞典　○備龍谷大学図書館（編）
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［1935］：往生論註巻上要文抄、金沢文庫所蔵関係資料写真集ノ内 
空寂（12-13世紀頃） 
51.『浄土往生論註解鈔』○別往生論註鈔、浄土論註抄　○参蓮門類聚経籍録、学蔀必用

目録、三巻本浄土真宗教典志、浄土宗経論章疏録、仏教大辞彙、仏書解説大辞
典、浄土宗西山派学匠著述目録、峰島旭雄［1962］、国書総目録、日野慶之・弘
中満雄［2008］、新纂浄土宗大辞典 

 
1-1-4.その他 
慈脱（17-18世紀頃） 
52.『無量寿経論註科釈』○巻14 ○別往生論註科釈、往生論註科尺、無量寿経論注科

釈、論註科釈、論注科釈　○成元禄16［1703］年　○版享保4［1719］年版―大谷林
山・大正・龍谷写字台、刊年不明―大正　○参往生論註正義叙説、蓮門類聚経籍録、
学蔀必用目録、浄土宗経論章疏録、三星与市（編）［1928］、仏書解説大辞典、
龍谷大学図書館（編）［1935］、峰島旭雄［1962］、直海玄洋・大田利生（共編）

［1963］、宗典目録、国書総目録、神子上恵龍［1969］、大谷大学図書館（編）
［1984］、日野慶之・弘中満雄［2008］、浄土宗典籍目録　近世篇　増補版　○備龍谷
大学図書館（編）［1935］：刊写不明―龍谷（分類：2431、番号41、14巻　慈脱　
享保3［1718］年） 

直西（18世紀頃） 
53.『往生論註事義講弁』○巻7 ○別往生論註事義海弁　○成宝暦［1751~1764］年間 ○写

文久2［1862］年写―大正　○参往生論註正義叙説、三星与市（編）［1928］、仏
書解説大辞典、峰島旭雄［1962］、国書総目録、神子上恵龍［1969］、日野慶
之・弘中満雄［2008］ 

恵天（18世紀頃） 
54.『浄土論註反切義』○巻1 ○別浄土論注反切義、反切義　○成寛政3［1791］年　○版寛

政3［1791］年版―大阪府・大谷・龍谷　○参大谷大学図書館（編）［1925］、仏書
解説大辞典、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録、神子上恵龍

［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 
庸空（19世紀頃） 
55.『論註玄談』○巻1　○成嘉永元［1848］年 ○写写年不明―西山短大　○参浄土宗西山

派学匠著述目録、国書総目録、武田龍精（編）［2008］ 
56.『論註纂釈』○巻8　○成天保15［1844］年 ○写写年不明―西山短大　○参浄土宗西山

派学匠著述目録、国書総目録、武田龍精（編）［2008］ 
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玄了（生没年不詳） 
57.『無量寿経優婆提舎註管解』○巻10 ○写写年不明―西山短大　○参浄土宗西山派学匠

著述目録、国書総目録、武田龍精（編）［2008］ 

1-2.浄土真宗 
1-2-1.浄土真宗本願寺派 
知空（1634-1718） 
58.『無量寿経論註翼解』○巻9 ○別往生論註翼解、浄土論註翼解、註翼解、分科論註

翼解、論註翼解、翼解　○成明暦3［1657］年　○版明暦3［1657］年版―大谷、寛
文元［1661］年版―大谷・大谷圓光寺・大谷林山・金沢暁烏・西山短大・大
正・千葉・東洋哲学堂・同朋仏研・同朋仏研崇覚・ハーバード燕京・佛教・佛
教・龍谷・龍谷写字台、明治期版―西厳寺、刊年不明―大正・佛教・龍谷・龍谷
写字台　○参往生論註正義叙説、蓮門類聚経籍録、学蔀必用目録、三巻本浄土真宗
教典志、一巻本浄土真宗教典志、真宗本願寺派学匠著述目録、浄土宗経論章疏
録、仏教大辞彙、大谷大学図書館（編）［1925］、龍谷大学図書館（編）

［1926］、三星与市（編）［1928］、真宗学匠著述目録、大谷大学図書館（編）
［1932］、仏書解説大辞典、龍谷大学図書館（編）［1935］、河原静雄（編）
［1942］、峰島旭雄［1962］、金沢大学附属図書館［1963］、直海玄洋・大田利
生（共編）［1963］、宗典目録、国書総目録、大谷大学図書館（編）［1967］、神
子上恵龍［1969］、大谷大学図書館（編）［1972］、大正大学浄土学研究室（編）

［1978］、佛教大学仏教文化研究所（編）［1980］、大谷大学図書館（編）
［1984］、佛教大学図書館（編）［1988a］、佛教大学図書館（編）［1988b］、特
定コレクション目録編集委員会（編）［1997］ 

月筌（1671-1729） 
59.『往生論註遇哉鈔』○巻13 ○別論註遇哉鈔　○参三巻本浄土真宗教典志、一巻本浄土

真宗教典志、真宗本願寺派学匠著述目録、仏教大辞彙、真宗学匠著述目録、仏書
解説大辞典、峰島旭雄［1962］、国書総目録、神子上恵龍［1969］、日野慶之・
弘中満雄［2008］ 

法霖（1693-1741） 
60.『論註聞集録』○巻2 ○別往生論註聞香記　○成元文5［1740］年 ○写元文5［1740］

年写―龍谷　○参河原静雄（編）［1942］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、
神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］○備 日野慶之・弘中満雄

［2008］「（成）元文五年　写」 
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義教（1694-1768） 
61.『論註講録』○巻6 ○別往生論註講録、往生論註講義 ○写写年不明―龍谷　○参一巻本

浄土真宗教典志、真宗本願寺派学匠著述目録、仏教大辞彙、龍谷大学図書館
（編）［1926］、真宗学匠著述目録、仏書解説大辞典、河原静雄（編）［1942］、
峰島旭雄［1962］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録、神子上
恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］○備 真宗人名辞典　付録：宝暦7

［1757］年・宝暦9［1759］年安居本講 
南麟（1696-1738） 
62.『往生論註啓講義』○巻9 ○別論註記 ○写写年不明―龍谷・龍谷写字台　○参三巻本浄

土真宗教典志、一巻本浄土真宗教典志、真宗本願寺派学匠著述目録、仏教大辞
彙、龍谷大学図書館（編）［1926］、真宗学匠著述目録、仏書解説大辞典、河原
静雄（編）［1942］、峰島旭雄［1962］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、
国書総目録、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］○備真宗人名辞
典　付録：寛保2［1742］年安居本講 

観信（17-18世紀頃） 
63.『往生論註眼髄』○巻25 ○別論註眼髄　○参三巻本浄土真宗教典志、一巻本浄土真宗

教典志、真宗本願寺派学匠著述目録、仏教大辞彙、真宗学匠著述目録、仏書解説
大辞典、峰島旭雄［1962］、国書総目録、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

智暹（1702-1768） 
64.『浄土論註管闚』○巻5 ○別往生論註管闚、論註管闚、論注管闚　○成宝暦4［1754］

年 ○写写年不明―大谷・大谷林山（義範写）・龍谷　○参真宗本願寺派学匠著述目録、
大谷大学図書館（編）［1925］、龍谷大学図書館（編）［1926］、真宗学匠著述目
録、大谷大学図書館（編）［1932］、仏書解説大辞典、河原静雄（編）［1942］、
直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録、神子上恵龍［1969］、大谷
大学図書館（編）［1984］、日野慶之・弘中満雄［2008］○備真宗人名辞典　付
録：宝暦4［1754］年安居本講 

霊従（生没年不詳） 
65.『往生論註講義』○写 寛政3［1791］年写―大谷　○参 大谷大学図書館（編）
［1967］ 

功存（1720-1796） 
66.『往生論註下聞記』○巻1　○成寛政6［1794］年 ○写寛政7［1795］年写―龍谷　○参

河原静雄（編）［1942］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、神子上恵龍
［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］○備真宗人名辞典　付録：寛政6［1794］
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年安居本講 
67.『浄土往生論註聞記』○巻2 ○別往生論註随聞記、往生論註聞記、論註随聞記 ○写

写年不明―龍谷写字台　○参仏教大辞彙、龍谷大学図書館（編）［1926］、真宗学匠
著述目録、仏書解説大辞典、河原静雄（編）［1942］、直海玄洋・大田利生（共
編）［1963］、国書総目録、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

68.『浄土論註聞記』○巻9 ○別往生論註風航記、往生論註聞記、風航記、論註風航記　

○成明和7［1770］年 ○写写年不明―龍谷写字台（智遠記）○参一巻本浄土真宗教典
志、真宗本願寺派学匠著述目録、仏教大辞彙、龍谷大学図書館（編）［1926］、
真宗学匠著述目録、仏書解説大辞典、河原静雄（編）［1942］、峰島旭雄

［1962］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録、神子上恵龍
［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］○備真宗人名辞典　付録：明和8［1771］
年安居本講 

衆鎧（1727-1809） 
69.『浄土論註小泉音義』○別論註小泉音義 ○写写年不明―龍谷　○参直海玄洋・大田利

生（共編）［1963］、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 
崇廓（1729-1786） 
70.『浄土論註疏』○巻5 ○別往生論註聞書、往生論註疏、註論疏、論註記、論註講録、

論註疏 ○写 写年不明―大谷瑞蓮寺・龍谷・龍谷写字台（俊英記録）○成 天明2
［1782］年　○活浄土論註疏（明治32［1899］年）○参三巻本浄土真宗教典志、一
巻本浄土真宗教典志、真宗本願寺派学匠著述目録、仏教大辞彙、大谷大学図書館

（編）［1925］、龍谷大学図書館（編）［1926］、真宗学匠著述目録、仏書解説大
辞典、河原静雄（編）［1942］、峰島旭雄［1962］、直海玄洋・大田利生（共編）

［1963］、国書総目録、神子上恵龍［1969］、大谷大学図書館（編）［1984］、大
谷大学図書館（編）［1998］、日野慶之・弘中満雄［2008］○備往生論註疏附：玄
義、分科 

慧雲（1730-1782） 
71.『往生論註解義文

ママ

開合七科図』○巻1 ○別往生論註解義分開合七科図 ○写写年不明
―龍谷　○参龍谷大学図書館（編）［1926］、真宗学匠著述目録、仏書解説大辞典、
河原静雄（編）［1942］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録、神
子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

72.『往生論註服宗記』○巻6 ○別往生論註服宗録、浄土論註服宗記、註論講録、註論
服宗記、論註服宗記、論註服宗録　○成天明2［1782］年 ○写天明2［1782］年写
―大谷・龍谷、写年不明―大谷・大正・龍谷・龍谷写字台　○版刊年不明―龍谷　○活
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真宗全10　○参三巻本浄土真宗教典志、一巻本浄土真宗教典志、真宗本願寺派学匠
著述目録、仏教大辞彙、大谷大学図書館（編）［1925］、龍谷大学図書館（編）

［1926］、三星与市（編）［1928］、真宗学匠著述目録、大谷大学図書館（編）
［1932］、仏書解説大辞典、河原静雄（編）［1942］、峰島旭雄［1962］、直海玄
洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録、神子上恵龍［1969］、早島鏡正・
大谷光真［1987］、日野慶之・弘中満雄［2008］○備真宗学匠著述目録「天明二
年代講を命ぜらるゝに当り「山県録」に改訂を加へたるもの。但し論註下巻録に
は未だ手を加へず」／真宗人名辞典　付録：天明2［1782］年安居本講 

73.『論註山懸録』○巻6 ○別往生論註講録、往生論註山県録、往生論註録、浄土論註
山県録、浄土論註山懸録、註論講録、注論講録、註論山県録、註論山懸録、論註
講録、論註山県録、論註録　○成安永7［1778］年 ○写安永7［1778］年写―大谷、
享和元［1801］年写―京都蔵経、文政6［1823］年写―龍谷、写年不明―龍谷　

○参真宗本願寺派学匠著述目録、仏教大辞彙、龍谷大学図書館（編）［1926］、真
宗学匠著述目録、仏書解説大辞典、河原静雄（編）［1942］、峰島旭雄［1962］、
直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録、大谷大学図書館（編）

［1967］、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］○備真宗学匠著述目
録「安永七・八年に安芸山県に於て講ぜるもの。著者は特に論註の研究に尽せし
人」 

道隠（1741-1813） 
74.『往生論註聞書』○巻5 ○別浄土論註聞書、論註聞書 ○写写年不明―龍谷　○参仏教大

辞彙、龍谷大学図書館（編）［1926］、真宗学匠著述目録、仏書解説大辞典、河
原静雄（編）［1942］、峰島旭雄［1962］、直海玄洋・大田利生（共編）

［1963］、国書総目録、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 
75.『往生論註聞記』○巻4 ○別往生論註記、浄土論註記 ○写写年不明―大谷瑞蓮寺　○参

真宗本願寺派学匠著述目録、大谷大学図書館（編）［1998］ 
柔遠（1742-1798） 
76.『往生論註随聞記』○巻1 ○別往生論註柔遠講記 ○写写年不明―龍谷　○参直海玄洋・

大田利生（共編）［1963］、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 
77.『論註聴記』○巻4 ○別往生論注聞書、往生論註聴記、往生論註録、註侖巻上講録、

註論下巻講録、論註巻上講録、論注聞書、論註下巻講録、論註講録、論註上巻講
録、論註譜録　○成寛政8［1796］年 ○写寛政8［1796］年写―龍谷（開証記）、天
保15［1844］年写―大正、万延元［1860］年写―大谷（学然写）、写年不明―
大谷（2点のうち1点は一道写）・龍谷　○参真宗本願寺派学匠著述目録、仏教大辞
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彙、三星与市（編）［1928］、真宗学匠著述目録、仏書解説大辞典、国書総目録、
大谷大学図書館（編）［1967］、神子上恵龍［1969］、大谷大学図書館（編）

［1984］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 
78.『侖註八番問答聴記』○別論註八番問答記 ○写天保15［1844］年写―龍谷（慈雲

写） 
古貫（18世紀頃） 
79.『浄土論註聴記』○成明和3［1766］年　○参真宗学匠著述目録　○備真宗人名辞典　付

録：明和3［1766］年安居本講 
環中（1742-1806） 
80.『浄土論註講録』○巻4　○参真宗学匠著述目録 
81.『浄土論註録』○巻6　○参真宗学匠著述目録 
履善（1754-1819） 
82.『浄土論註義枢』○巻2 ○別往生論註義枢、論註義枢　○成文化10［1813］年 ○写大

正12［1923］年写―大谷、昭和2［1927］年写―龍谷、写年不明―京都蔵経　

○参真宗本願寺派学匠著述目録、仏教大辞彙、真宗学匠著述目録、仏書解説大辞
典、龍谷大学図書館（編）［1935］、河原静雄（編）［1942］、直海玄洋・大田利
生（共編）［1963］、国書総目録、大谷大学図書館（編）［1967］、神子上恵龍

［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 
大瀛（1759-1804） 
83.『浄土往生論註随聞略記』○巻2 ○別浄土論註随聞略記、論注大瀛師吼説 ○写写年

不明―大谷　○参大谷大学図書館（編）［1967］ 
84.『無量寿経論註原要』○巻6 ○別往生論註原要、浄土論註原要、論註原要、論註原

要記　○成寛政5［1793］年 ○写写年不明―大谷・龍谷（自筆本）○活真宗全10　○参真
宗本願寺派学匠著述目録、仏教大辞彙、大谷大学図書館（編）［1925］、龍谷大
学図書館（編）［1926］、真宗学匠著述目録、仏書解説大辞典、河原静雄（編）

［1942］、峰島旭雄［1962］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目
録、大谷大学図書館（編）［1967］、神子上恵龍［1969］、早島鏡正・大谷光真

［1987］、日野慶之・弘中満雄［2008］○備真宗学匠著述目録「寛政五年著。註上
巻不虚作住持功徳までにて了る」 

雲幢（1759-1824） 
85.『往生浄土論註聴記』○巻1 ○別往生論註玄譚、往生論註玄談　○成文政2［1819］

年 ○写 文政2［1819］年写―龍谷、写年不明―大正　○参 龍谷大学図書館（編）
［1926］、真宗学匠著述目録、仏書解説大辞典、河原静雄（編）［1942］、直海玄
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洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録、神子上恵龍［1969］、大正大学浄
土学研究室（編）［1978］、日野慶之・弘中満雄［2008］○備大正大学浄土学研究
室（編）［1978］「写　安永6年」 

僧叡（1762-1826） 
86.『往生論註海岸記』○巻2 ○別往生論註海岸説、浄土論註海岸記、論註海岸記、論

註海岸説 ○写明治45［1912］年写―龍谷（顕珠写）、写年不明―京都蔵経・龍谷
（前田慧雲写）○参真宗本願寺派学匠著述目録、仏教大辞彙、龍谷大学図書館（編）
［1926］、真宗学匠著述目録、仏書解説大辞典、龍谷大学図書館（編）［1935］、
河原静雄（編）［1942］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録、神
子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

87.『往生論註顕筌』○参真宗学匠著述目録　○備真宗学匠著述目録「往生論註顕筌（未
完）」 

大濤（?-1826） 
88.『他利利他弁』○成文化9［1812］年　○活真宗全56　○参真宗学匠著述目録　○備真宗

学匠著述目録「他利々他の問題より進んで論註の大意に通暁せしむ」／真宗人名
辞典　付録：文化9［1812］年安居本講 

芳英（1763-1828） 
89.『往生論註巻下聞記』○別往生論註巻下随聞記、論註記　○成文化10［1813］年

○写写年不明―龍谷（等曜写） 
性海（1765-1838） 
90.『侖註論結記』○巻3 ○別論註覈本崔精録、論註下巻崔決録　○成嘉永4［1851］年

○写嘉永5［1852］年写―龍谷 
玄粛（1768-1841） 
91.『論註聴記』○巻2　○参真宗学匠著述目録 
92.『論註八番問答記』○巻1 ○別八番問答註論宝炬記、論註八番問答宝炬記　○成天保4
［1833］年 ○写 写年不明―龍谷（霊瑞記）○参 直海玄洋・大田利生（共編）
［1963］、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

浄眼（1768-1845） 
93.『往生浄土論註随聞記』○巻4 ○別往生論註随聞記、浄土論註随聞記、論註随聞記　

○成天保元［1830］年 ○写写年不明―大谷・龍谷写字台（宝雲筆記）○参仏教大辞
彙、龍谷大学図書館（編）［1926］、仏書解説大辞典、河原静雄（編）［1942］、
直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録、神子上恵龍［1969］、日野
慶之・弘中満雄［2008］○備真宗人名辞典　付録：天保元［1830］年安居本講 
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曇龍（1769-1841） 
94.『浄土論註海浅録』○巻3 ○別論註海浅録　○参真宗本願寺派学匠著述目録、真宗学

匠著述目録、仏書解説大辞典、国書総目録、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘
中満雄［2008］ 

95.『浄土論註玄談余科』○別往生論註玄談、観経口授并浄土侖玄談余科 ○写嘉永4
［1851］年写―大谷林山（聞号『観経口授』と合綴）○参大谷大学図書館（編）
［1984］ 

僧朗（1769-1851） 
96.『往生論註丙子記』○巻6 ○別往生論註録、浄土論註丙子記、註論丙子記　○成文化

13［1816］年 ○写文化13［1816］年写―大谷・龍谷（自筆本）、文久3［1863］
~元治元［1864］年写―龍谷（僧慧写）○参真宗本願寺派学匠著述目録、仏教大辞
彙、龍谷大学図書館（編）［1926］、新潟県立図書館（編）［1929］、大谷大学図
書館（編）［1932］、仏書解説大辞典、河原静雄（編）［1942］、直海玄洋・大田
利生（共編）［1963］、国書総目録、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄

［2008］ 
97.『論註八番問答聴記』○巻1 ○別往生論註八番問答聴記 ○写写年不明―龍谷　○参龍谷

大学図書館（編）［1926］、新潟県立図書館（編）［1929］、河原静雄（編）
［1942］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録、神子上恵龍
［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

義諦（1771-1822） 
98.『往生論註八番問答預聴記』○巻2 ○別往生論註八番問答記録、往生論註八番問答

聞記、八番問答聞記、論註上八番問答聞記、論註八番問答、論註八番問答聞記　

○成 文政4［1821］年 ○写 文政4［1821］年写―龍谷写字台（超然筆）、文政9
［1826］年写―龍谷、写年不明―京都蔵経（道振『七祖大綱昭穆作逑決』に収
録）○参龍谷大学図書館（編）［1926］、真宗学匠著述目録、仏書解説大辞典、直
海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録、神子上恵龍［1969］、日野慶
之・弘中満雄［2008］○備国書総目録「○写谷中文庫」 

道振（1773-1824） 
99.『往生論註覈本決』○巻5 ○別浄土論註覈本決、論註覈本決 ○写文政6［1823］年

写―大谷、写年不明―京都蔵経・龍谷　○活真叢5　○参真宗本願寺派学匠著述目録、
仏教大辞彙、大谷大学図書館（編）［1925］、龍谷大学図書館（編）［1926］、真
宗学匠著述目録、大谷大学図書館（編）［1932］、仏書解説大辞典、龍谷大学図
書館（編）［1935］、河原静雄（編）［1942］、直海玄洋・大田利生（共編）
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［1963］、国書総目録、神子上恵龍［1969］、早島鏡正・大谷光真［1987］、日
野慶之・弘中満雄［2008］ 

100.『往生論註聴記』○巻1 ○別往生論註巻之下随聴記、往生論註八江記　○成文政5
［1822］年 ○写写年不明―龍谷　○参河原静雄（編）［1942］、直海玄洋・大田利生
（共編）［1963］、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

101.『註論宗体弁聞記』○別註論宗体並五門説、論註宗体並五門説 ○写写年不明―京
都蔵経（編者未詳『雑輯』に収録）・龍大（2点のうち1点は編者未詳『大瀛小部
集』に収録、1点は前田慧雲（編）『宗要小品』後編　下に収録）○参龍谷大学図書
館（編）［1926］、真宗学匠著述目録、龍谷大学図書館（編）［1935］、河原静雄

（編）［1942］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録、神子上恵龍
［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

102.『註論八番問答聴記』○別論註八番問答 ○写嘉永2［1849］年写―大谷（編者未
詳『芸秘録』に収録・淳龍写）○参大谷大学図書館（編）［1967］ 

普厳（1775-1835） 
103.『往生論註聴記』○巻3　○別論註聴記　○成文政9［1826］年 ○写写年不明―龍谷写

字台　○参 龍谷大学図書館（編）［1926］、仏書解説大辞典、河原静雄（編）
［1942］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録、神子上恵龍
［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］○備真宗人名辞典　付録：文政9［1826］
年安居副講 

104.『往生論註服原記』○巻6　○別往生論註服源記、論註服原記　○成文政10［1827］
年 ○写写年不明―龍谷　○版刊年不明―龍谷　○参仏教大辞彙、真宗学匠著述目録、河
原静雄（編）［1942］、峰島旭雄［1962］、直海玄洋・大田利生（共編）

［1963］、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］○備真宗学匠著述目
録「下巻起観生信に止る。慧雲の「服宗記」大瀛の「原要」の後を継いで更に師
説を発揮するの意を以て両書の首字を取り本書の題とす」 

印定（1777-1851） 
105.『往生論註聞記』○巻2　○別往生論註聞書、往生論註講録、論註上巻聞記、論註

聴記、論註八番問答記、侖註八番問答章　○成天保4［1833］年 ○写写年不明―龍
谷　○参真宗学匠著述目録、仏書解説大辞典、河原静雄（編）［1942］、直海玄洋・
大田利生（共編）［1963］、国書総目録、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中
満雄［2008］ 

巧便（1782-1851） 
106.『論註成弁録』○巻8　○参真宗学匠著述目録 
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107.『論註録並再考』○巻2　○参真宗学匠著述目録 
持浄（1783-1859） 
108.『往生論註玄談』○巻6　○別往生論註記聴記、往生論註聴記、浄土往生論註聴記、

浄土論註聴記、論註聴記　○成嘉永3［1850］年 ○写嘉永3［1850］年写―大谷林
山（橘文祐・坂野栄照写）、写年不明―龍谷・横浜市三枝　○参国書総目録、大谷大
学図書館（編）［1984］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

目云（1784-1841） 
109.『論註講録』○巻7　○参真宗学匠著述目録 
慧麟（1788-1869） 
110.『論註庚寅記』○巻4　○参真宗本願寺派学匠著述目録、新潟県立図書館（編）
［1929］、真宗学匠著述目録、国書総目録、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

南渓（1790-1873） 
111.『往生論註助忘記』○巻3　○別往生論註聴記、論註聴記 ○写文政7［1824］年写―

龍谷　○参直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、神子上恵龍［1969］、日野慶之・
弘中満雄［2008］ 

112.『浄土論註伝灯録』○巻5　○参真宗学匠著述目録 
宝雲（1791-1847） 
113.『往生論註筆記』○巻2　○別優婆提舎願生偈註筆記、浄土論註筆記 ○写写年不明―

龍谷　○活真宗全10　○参仏教大辞彙、大谷大学図書館（編）［1925］、龍谷大学図書
館（編）［1926］、真宗学匠著述目録、仏書解説大辞典、河原静雄（編）

［1942］、峰島旭雄［1962］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目
録、神子上恵龍［1969］、早島鏡正・大谷光真［1987］、日野慶之・弘中満雄

［2008］ 
114.『往生論註聞記』○写写年不明―龍谷（前田慧雲写）○参河原静雄（編）［1942］、

直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録、神子上恵龍［1969］、日野
慶之・弘中満雄［2008］ 

115.『往生論註湧泉』○巻1　○別往生論註記湧泉 ○写写年不明―龍谷　○参龍谷大学図書
館（編）［1926］、真宗学匠著述目録、仏書解説大辞典、河原静雄（編）

［1942］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録、神子上恵龍
［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

聞生（1792-1859） 
116.『論註会録』○巻3　○参真宗学匠著述目録 
龍護（1793-1856） 
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117.『浄土論註提要』○巻2　○別論註提要　○成弘化2［1845］年 ○写昭和10［1935］年
写―大谷林山（林山琴枝写）○参国書総目録、神子上恵龍［1969］、大谷大学図書
館（編）［1984］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

118.『論註他利々他深義聞記』○写写年不明―大谷林山　○参国書総目録、大谷大学図
書館（編）［1984］、武田龍精（編）［2008］ 

行照（1794-1862） 
119.『往生論註記』○巻2　○別往生論註下巻記、往生論註上巻記、往生論註聴記　○成天

保4［1833］年 ○写写年不明―龍谷（了幻書）○参河原静雄（編）［1942］、直海玄
洋・大田利生（共編）［1963］、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄

［2008］ 
120.『往生論注研解』○巻6　○別往生論註覈義、往生論註研解、往生論註講義、往生

論註筆受、論註筆受、論注筆受　○成嘉永2［1849］年 ○写嘉永2［1849］年写―
龍谷（脩教筆）○参龍谷大学図書館（編）［1926］、真宗学匠著述目録、仏書解説
大辞典、河原静雄（編）［1942］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総
目録、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

月珠（1795-1856） 
121.『論註南越録』○巻2　○別往生論註記、往生論註南越録、南越録往生論註、論註

記 ○写弘化4［1847］年写―大谷、明治14［1881］年写―龍谷（中尾勇健写）、
明治18［1885］年写―龍谷（前田慧雲写）、明治23［1890］年写―大谷林山、
明治26［1893］年写―龍谷（大熊貫練写）、写年不明―龍谷　○参真宗本願寺派学
匠著述目録、仏教大辞彙、龍谷大学図書館（編）［1926］、真宗学匠著述目録、
仏書解説大辞典、龍谷大学図書館（編）［1935］、河原静雄（編）［1942］、直海
玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録、神子上恵龍［1969］、大谷大学
図書館（編）［1984］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

学心（19世紀頃） 
122.『往生論註聞書』○成天保3［1832］年 ○写天保3［1832］年写―大谷林山（自

筆本）○参大谷大学図書館（編）［1984］ 
123.『往生論註文化録』○巻2　○別往生論註文化録草稿　○成文化14［1817］年 ○写文化

14［1817］年写―大谷林山（自筆本）○参国書総目録、神子上恵龍［1969］、大
谷大学図書館（編）［1984］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

124.『論註講林』○巻2　○別論註講林弘化録　○成文化3［1806］年 ○写文化3［1806］
年写―大谷林山（自筆本）○参国書総目録、大谷大学図書館（編）［1984］、日野
慶之・弘中満雄［2008］ 
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塞淵（1800-1861） 
125.『往生論註講録』○巻2　○参真宗学匠著述目録 
断鎧（?-1869） 
126.『往生論註慶卯録』○巻1　○別往生論註録、浄土論註録、論註慶卯録、論註録 ○写

写年不明―龍谷　○参真宗本願寺派学匠著述目録、龍谷大学図書館（編）［1926］、
真宗学匠著述目録、仏書解説大辞典、河原静雄（編）［1942］、直海玄洋・大田
利生（共編）［1963］、国書総目録、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄

［2008］ 
遠藤玄雄（1804-1881） 
127.『往生論註聴記』○巻3　○別往侖註随聞記、論註聴記　○成慶応3［1867］年 ○写明

治元［1868］年写―龍谷、写年不明―龍谷　○参仏教大辞彙、仏書解説大辞典、龍
谷大学図書館（編）［1935］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、神子上恵龍

［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］○備真宗人名辞典　付録：慶応3［1867］
年安居本講 

松島善譲（1806-1886） 
128.『往生論注上巻部論決』○別論題記、論注二巻鈔、論註二巻抄自録、論註二巻

抄論題記 ○写嘉永5［1852］年写―龍谷（南英写） 
129.『往生論註聴記』○巻5　○別浄土往生論註聴記、論註聴記、侖註聴記　○成文久2
［1862］~元治元［1864］年 ○写文久2［1862］~元治元［1864］年写―龍谷、
写年不明―龍谷　○参仏教大辞彙、龍谷大学図書館（編）［1926］、真宗学匠著述目
録、仏書解説大辞典、龍谷大学図書館（編）［1935］、河原静雄（編）［1942］、
峰島旭雄［1962］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録、神子上
恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

130.『善譲師論註記跋』○写写年不明―龍谷（編者未詳『見聞随記』に収録） 
131.『論註会録』○巻5　○別前豊奇談、論註上巻会録 ○写嘉永6［1853］年写―龍谷
（編者未詳『易行品浄土侖論題記』に収録）、写年不明―大谷林山（福田行忍写）

○参大谷大学図書館（編）［1984］ 
132.『論註記』○巻6　○参真宗本願寺派学匠著述目録、直海玄洋・大田利生（共編）
［1963］、神子上恵龍［1969］、武田龍精（編）［2008］ 

133.『論註生信録』○巻5 ○写昭和5［1930］年写―龍谷　○参仏書解説大辞典、龍谷大
学図書館（編）［1935］、河原静雄（編）［1942］、直海玄洋・大田利生（共編）

［1963］、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 
134.『論註大綱聴記』○巻1　○別往生論註大綱聴記、論注大綱聴記 ○写写年不明―龍谷　
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○参龍谷大学図書館（編）［1926］、真宗学匠著述目録、仏書解説大辞典、河原静
雄（編）［1942］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、神子上恵龍［1969］、
日野慶之・弘中満雄［2008］ 

135.『論註八番問答記』○巻1 ○写写年不明―龍谷　○参仏書解説大辞典 
野村了祐（1810-1889） 
136.『往生浄土論註聴記』○巻1　○別論註随聞記　○成弘化2［1845］年 ○写写年不明―

龍谷　○参仏書解説大辞典、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、神子上恵龍
［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

了厳（1811-1866） 
137.『往生論注八番問答記』○別往生論註八番問答記、浄土論註八番問答記　○成弘化

2［1845］年 ○写写年不明―大谷　○参大谷大学図書館（編）［1967］ 
藤井宣界（1811-1890） 
138.『往生論註嘉永録』○成嘉永［1848~1855］年間　○参真宗本願寺派学匠著述目

録、新潟県立図書館（編）［1929］、真宗学匠著述目録　○備真宗本願寺派学匠著述
目録「未完」 

菊池無涯（1816-1883） 
139.『往生論註講義』○巻2　○成慶応3［1867］年 ○写慶応3［1867］年写―大谷（玄

門写）○参大谷大学図書館（編）［1967］ 
桐渓印順（1818-1889） 
140.『論註略讃』○参真宗学匠著述目録 
東陽円月（1818-1902） 
141.『往生論註愚哉録』○参真宗学匠著述目録 
142.『往生論註略解』○巻2　○別浄土論註略解、論註略解 ○写写年不明―龍谷　○活真宗

全16　○参 仏教大辞彙、大谷大学図書館（編）［1925］、龍谷大学図書館（編）
［1926］、真宗学匠著述目録、仏書解説大辞典、河原静雄（編）［1942］、峰島旭
雄［1962］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録、神子上恵龍

［1969］、早島鏡正・大谷光真［1987］、日野慶之・弘中満雄［2008］○備八番問
答己丑録（往生論註略解附録） 

北畠道龍（1820-1907） 
143.『往生論注会読』○巻1　○別往生論註会談、往生論注会談、往生論註会録、論注

自録　○成安政2［1855］年 ○写安政2［1855］年写―龍谷　○参龍谷大学図書館（編）
［1926］、真宗学匠著述目録、仏書解説大辞典、河原静雄（編）［1942］、直海玄
洋・大田利生（共編）［1963］、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄
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［2008］ 
足利義山（1824-1910） 
144.『論註下巻釈文撮要』○巻1　○別往生論註下巻釈文撮要 ○写写年不明―龍谷　○参仏

教大辞彙、龍谷大学図書館（編）［1926］、真宗学匠著述目録、仏書解説大辞典、
河原静雄（編）［1942］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、神子上恵龍

［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 
松浦僧梁（1841-1922） 
145.『往生論註侖題』○巻1　○別 往生論註論題聴記　○成 安政4［1857］年 ○写 安政4
［1857］年写―龍谷、写年不明―龍谷　○参仏書解説大辞典、直海玄洋・大田利生
（共編）［1963］、国書総目録、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄
［2008］ 

 
1-2-2.真宗大谷派 
円智（?-1669） 
146.『浄土論註分科』○巻2　○別浄土論註分科、論科、論註分科　○成寛文6［1666］年　

○版寛文6［1666］年版―大谷・大谷林山　○参大谷大学図書館（編）［1925］、大
谷派先輩著述目録、真宗学匠著述目録、仏書解説大辞典、国書総目録、神子上恵
龍［1969］、大谷大学図書館（編）［1984］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

月感（1600-1674） 
147.『論註頭書』○巻2　○参大谷派先輩著述目録補遺 
噫慶（1641-1718） 
148.『論註聞書』○巻2　○別浄土論註聞書、論註上下聞書、論註惣説分聞書 ○写写年不

明―大谷　○活相伝義書17　○参大谷大学図書館（編）［1925］、大谷派先輩著述目
録、真宗学匠著述目録、仏書解説大辞典、国書総目録、神子上恵龍［1969］、日
野慶之・弘中満雄［2008］ 

慧空（1644-1721） 
149.『往生論註叢林誌』○巻7　○別往生論註林誌、浄土論註叢林誌、林誌、論註叢林

誌、論註林誌 ○写元禄12［1699］年写―大谷（義空写）、安永8［1779］年写―
三康椎尾（恵山写）、写年不明―金沢暁烏　○参三巻本浄土真宗教典志、一巻本浄土
真宗教典志、大谷大学図書館（編）［1925］、大谷派先輩著述目録、真宗学匠著
述目録、仏書解説大辞典、峰島旭雄［1962］、金沢大学附属図書館［1963］、国
書総目録、神子上恵龍［1969］、財団法人三康文化研究所附属三康図書館（編）

［1981］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 
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150.『論註聞講』○巻2　○別浄土論註聞記、論註巻下註記、論註巻上弁記、論註註記、
論註弁記　○成 宝永4［1707］年 ○写 宝永4［1707］年写―大谷林山、昭和12

［1937］年写―大谷林山（三枝勇勝写）○参国書総目録、大谷大学図書館（編）
［1984］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

如晴（1651-1722） 
151.『十念私考』○巻1　○別浄土論註十念私考　○成延宝3［1675］年 ○写大正6［1917］

年写―大谷、昭和20［1945］年写―大谷林山（林山たつ子写）○参大谷大学図書
館（編）［1925］、大谷派先輩著述目録、真宗学匠著述目録、仏書解説大辞典、
大谷派先輩著述目録補遺、国書総目録、神子上恵龍［1969］、大谷大学図書館

（編）［1984］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 
空慧（1661-1746） 
152.『無量寿経論註風航鈔幷分科』○巻10　○別浄土論註風航鈔、浄土論註風航抄、浄

土論註風航鈔幷分科、浄土論註分科、論註風航鈔、論註分科　○成享保6［1721］
年 ○写享保6［1721］年写―大谷・大谷瑞蓮寺（勧龍写）・大谷博（自筆本）○参

大谷大学図書館（編）［1925］、大谷派先輩著述目録、真宗学匠著述目録、仏書
解説大辞典、国書総目録、大谷大学図書館（編）［1967］、神子上恵龍［1969］、
大谷大学図書館（編）［1998］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

一玄（1683-1746） 
153.『論註講記』○巻9　○成延享元［1744］年　○活相伝義書16・17、相伝叢書14・15　

○参相伝義書16・17、相伝叢書14・15 
円澄（1685-1726） 
154.『浄土論註玄談』○写宝永7［1710］年写―京都蔵経（円澄『無量寿経玄談』

と合綴）○参真宗学匠著述目録、大谷派先輩著述目録補遺、国書総目録、神子上恵
龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

155.『浄土論註考記』○巻2　○参真宗学匠著述目録、大谷派先輩著述目録補遺 
恵然（1693-1764） 
156.『往生論註科釈』○巻2　○別往生論註下巻科釈、往生論註上巻科釈、論註科釈 ○写

写年不明―大谷林山　○参大谷大学図書館（編）［1984］ 
157.『浄土論註義記膽明』○別浄土論註顕深義記膽明 ○写宝暦2［1752］年写―大谷

瑞蓮寺、写年不明―大谷林山（撰者未詳『浄土論註聞書』・撰者未詳『浄土論註
講義』と合綴）○参大谷派先輩著述目録補遺、大谷大学図書館（編）［1967］、大
谷大学図書館（編）［1984］、大谷大学図書館（編）［1998］ 

158.『浄土論註顕深義記』○巻5　○別往生論註顕深義記、顕深義記、浄土往生論註顕
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深義記、浄土論註顕溶義記、註義記、論註義記、論註顕深義記　○成 寛延元
［1748］年　○版寛延元［1748］年版―大谷、寛延3［1750］年版―大谷・大谷圓
光寺・金沢暁烏・九州・京都蔵経・大正・東海哲誠・東文研・東北福祉・同朋仏
研・同朋仏研崇覚・佛教・龍谷・龍谷写字台、寛政3［1791］年版―佛教・龍
谷、刊年不明―大谷林山・佛教　○参蓮門類聚経籍録、学蔀必用目録、三巻本浄土
真宗教典志、一巻本浄土真宗教典志、浄土宗経論章疏録、仏教大辞彙、大谷大学
図書館（編）［1925］、龍谷大学図書館（編）［1926］、三星与市（編）［1928］、
真宗学匠著述目録、大谷大学図書館（編）［1932］、仏書解説大辞典、河原静雄

（編）［1942］、峰島旭雄［1962］、金沢大学附属図書館［1963］、直海玄洋・大
田利生（共編）［1963］、宗典目録、国書総目録、神子上恵龍［1969］、東海学
園女子短期大学図書館（編）［1970］、大谷大学図書館（編）［1972］、佛教大学
仏教文化研究所（編）［1980］、大谷大学図書館（編）［1984］、早島鏡正・大谷
光真［1987］、佛教大学図書館（編）［1988a］、特定コレクション目録編集委員
会（編）［1997］、日野慶之・弘中満雄［2008］○備真宗学匠著述目録「寛延元年
の著。論註他利々他の深義を顕はす」 

霊鳳（1695-1744） 
159.『往生論註解謗』○別解謗 ○写享保20［1735］年写―大谷圓光寺　○参真宗学匠著

述目録、大谷大学図書館（編）［1972］ 
円環（1696-1734） 
160.『浄土論註講録』○参真宗学匠著述目録、大谷派先輩著述目録補遺 
慧琳（1715-1789） 
161.『浄土論註顕深義記伊蒿鈔』○巻5　○別往生論註顕深義記伊蒿鈔、論註顕深義記

伊蒿鈔　○成宝暦9［1759］年 ○写宝暦9［1759］年写―大谷博（自筆本）、写年不
明―京都蔵経、龍谷　○活真大6・7　○参大谷大学図書館（編）［1925］、大谷派先輩
著述目録、龍谷大学図書館（編）［1926］、真宗学匠著述目録、仏書解説大辞典、
河原静雄（編）［1942］、峰島旭雄［1962］、直海玄洋・大田利生（共編）

［1963］、国書総目録、大谷大学図書館（編）［1967］、神子上恵龍［1969］、早
島鏡正・大谷光真［1987］○備真宗学匠著述目録「師慧然の「顕深義記」に就き
て講じ、且つ「義記」の上版以後に於ける慧然の新案を掲げたるところ多々あ
り」、大谷大学図書館（編）［1925］「八巻　恵然記慧琳鈔（片写）／宝暦九（自
著自筆）」（記号：宗甲、番号：16）／真宗人名辞典　付録：宝暦8［1758］~9

［1759］年次講 
162.『他利利他深義』○別他利々他深義、他利々他深義外雑録、利他義宗要　○成明和
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6［1769］年 ○写明和7［1770］年写―大谷（撰者未詳『雑録数編』と合綴）○活

真宗全56　○参真宗学匠著述目録　○備真宗学匠著述目録「論註の真髄たる他利々他
の要義につき最も明快なる解釈を施す」 

随慧（1722-1782） 
163.『浄土論註略記』○巻12　○別浄土論註顕示鈔、浄土論註随聞記、論註顕示鈔、論

註随聞記、論註略記　○成安永4［1775］年 ○写安永4［1775］年写―大谷、文化8
［1811］年写―東北狩野、写年不明―大谷　○参大谷大学図書館（編）［1925］、大
谷派先輩著述目録、真宗学匠著述目録、仏書解説大辞典、大谷派先輩著述目録　
補遺、国書総目録、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］○備真宗
人名辞典　付録：安永4［1775］年安居次講 

慧敞（?-1793） 
164.『論註助講』○成天明5［1785］年　○参大谷派先輩著述目録補遺　○備真宗人名辞

典　付録：天明5［1785］年安居次講 
慧巘（?-1796） 
165.『論註義記講肆随筆』○巻4　○別義記講肆記聞、注論義記講肆随筆、論注義記講

肆記聞、論注義記講肆随筆 ○写宝暦5［1755］年写―大谷香月院　○参大谷大学図
書館（編）［1970］ 

厳蔵（18世紀頃） 
166.『論註服膺』○巻5　○参大谷派先輩著述目録補遺 
真覚（18世紀頃） 
167.『浄土論註聞書』○巻2　○成寛延2［1749］年 ○写明和3［1766］年写―大谷 
168.『註論聞書草稿』○巻4　○別論註聞書草稿　○成寛延元［1748］~2［1749］年 ○写

寛延元［1748］~2［1749］年写―大谷林山（円詮写）、昭和24［1949］年写
―大谷林山（林山たつ子写）○参大谷大学図書館（編）［1984］ 

169.『註論入科会解』○巻2　○成寛延元［1748］~2［1749］年頃　○活相伝義書15、相
伝叢書12・13　○参相伝義書15、相伝叢書12・13 

宝厳（18世紀頃） 
170.『往生論註聴記』○参真宗学匠著述目録、大谷派先輩著述目録補遺 
大安（?-1803） 
171.『往生論註下』○写天保15［1844］年写―龍谷 
172.『往生論註券疏』○巻4　○別論注券疏、論注疏 ○写写年不明―大谷　○参仏書解説大

辞典、大谷大学図書館（編）［1932］、国書総目録、日野慶之・弘中満雄
［2008］ 
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173.『往生論註玄筌』○別浄土論註玄筌、玄筌 ○写写年不明―大谷　○参大谷大学図書
館（編）［1932］、国書総目録、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄

［2008］ 
174.『往生論注私科』○別往生論註私科、浄土論註私科　○成寛政4［1792］年 ○写寛

政4［1792］年写―大谷　○別浄土論註私科　○参仏書解説大辞典、大谷大学図書館
（編）［1932］、国書総目録、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

宝月（1737-1805） 
175.『論註考決』○巻5　○別浄土論註義決、浄土論註考決　○参大谷派先輩著述目録、真

宗学匠著述目録、大谷派先輩著述目録補遺 
深励（1749-1817） 
176.『浄土論註講義引文』○巻1　○別往生論註引文、往生論註文、浄土往生論註引文、

浄土論註引文、論註引文　○成寛政5［1793］年 ○写寛政5［1793］年写―金沢暁
烏（恵温写）、文化4［1807］年写―龍谷、文化5［1808］年写―龍谷　○参龍谷
大学図書館（編）［1926］、真宗学匠著述目録、仏書解説大辞典、大谷派先輩著
述目録補遺、河原静雄（編）［1942］、金沢大学附属図書館［1963］、直海玄
洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録、神子上恵龍［1969］○備真宗人名辞
典　付録：寛政5［1793］年安居本講 

177.『註論講苑』○巻12　○別〔上下巻〕往生論註講義、往生論註講述、往生論註講録
聴記、往生論註随聞記、往生論註聴記、往生論註筆記、往生論註聞記、香月院論
註講述、浄土往生論註随聞記、浄土往生論註筆記、浄土往生論註録、浄土論註
記、浄土論註聞書、浄土論註講義、浄土論註講述、浄土論註講説、浄土論註聴
記、浄土論註筆記、浄土論註聞記、註論講義、論註記、論註義、論注下月院、論
註講苑、論註講義、論註講録、論註講録聴記、論註随聞記、論註聴記、論註録

〔上巻〕浄土論註巻上講義、浄土論註上巻講義、浄土論註上巻聞誌、浄土論註上
之巻講説、浄土論註上聞誌、浄土論註丁卯光

ママ

月院講説随聞記、浄土論註丁卯随聞
記、浄土論註聞誌上巻、論註記上、論註上記〔下巻〕往生論註下記、往生論註戊
辰録、浄土論註巻下記、浄土論註巻下講義、浄土論註下巻講義、浄土論註下戊辰
記、浄土論註続講記、論註記下、論註下巻記、論注下月院、論註解義分録、論註
下聴記、論註講義下巻、論註続講記、論註能義分録　○成 文化4［1807］~5

［1808］年 ○写文化4［1807］~5［1808］年写―大谷香月院（自筆本）、文化5
［1808］年写―大谷瑞蓮寺（下巻）、文化6［1809］~7［1810］年写―三康椎尾
（円静写）、文化9［1812］年写―龍谷（上巻）、天保11［1840］年写―大谷林
山、天保15［1844］年写―大谷瑞蓮寺（上巻）、明治3［1870］年写―大谷
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（上下巻・建幢写）、明治24［1891］年写―大谷（上巻）、写年不明―大谷（上
下巻、下巻）・大谷圓光寺（上巻、下巻［樋口龍温写］）・金沢暁烏（下巻）・龍谷

（上下巻、その他）○活往生論註講述（明治30［1897］年）、浄土論註講義（昭和
48［1973］年）、続真大2・3　○参大谷大学図書館（編）［1925］、大谷派先輩著
述目録、龍谷大学図書館（編）［1926］、仏教大辞彙、三星与市（編）［1928］、
真宗学匠著述目録、大谷大学図書館（編）［1932］、仏書解説大辞典、龍谷大学
図書館（編）［1935］、大谷派先輩著述目録補遺、河原静雄（編）［1942］、峰島
旭雄［1962］、金沢大学附属図書館［1963］、直海玄洋・大田利生（共編）

［1963］、国書総目録、大谷大学図書館（編）［1967］、神子上恵龍［1969］、大
谷大学図書館（編）［1970］、大谷大学図書館（編）［1972］、財団法人三康文化
研究所附属三康図書館（編）［1981］、大谷大学図書館（編）［1984］、早島鏡
正・大谷光真［1987］、大谷大学図書館（編）［1998］、日野慶之・弘中満雄

［2008］○備真宗人名辞典　付録：文化4［1807］~5［1808］年安居本講／龍谷
大学図書館（編）［1935］：刊写不明―龍谷（分類：1224、番号：研真） 

恵堅（生没年不詳） 
178.『浄土論註深義弁』○巻14　○別浄土論註深義録、深義弁、論註深義録 ○写文政元
［1818］~2［1819］年写―大谷（澹空写）○参大谷大学図書館（編）［1925］、大
谷派先輩著述目録、真宗学匠著述目録、国書総目録、日野慶之・弘中満雄

［2008］ 
宣明（1749-1821） 
179.『浄土論註引文』○巻2　○別往生論註引文、論註引文 ○写写年不明―京都蔵経・龍

谷　○参龍谷大学図書館（編）［1926］、真宗学匠著述目録、仏書解説大辞典、大谷
派先輩著述目録補遺、河原静雄（編）［1942］、直海玄洋・大田利生（共編）

［1963］、国書総目録、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 
180.『浄土論註聞書』○巻6　○別往生論註巻下聞書、往生論註聞書、往生論註随聞記、

浄土往生論註随聞記、浄土論註巻下聞書、浄土論註巻上聞書、浄土論註記、浄土
論註講義抜萃、浄土論註随聞記、浄土論註聞記、論註聞書、論註講義　○成文政2

［1819］年 ○写文政2［1819］年写―大谷（3点のうち1点は澄玄『浄土論註講
義』（論註聞書）と合綴）、写年不明―京都蔵経　○活真宗全11　○参大谷派先輩著述
目録、仏教大辞彙、大谷大学図書館（編）［1925］、龍谷大学図書館（編）

［1926］、真宗学匠著述目録、大谷大学図書館（編）［1932］、仏書解説大辞典、
河原静雄（編）［1942］、峰島旭雄［1962］、直海玄洋・大田利生（共編）

［1963］、国書総目録、大谷大学図書館（編）［1967］、神子上恵龍［1969］、早
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島鏡正・大谷光真［1987］、日野慶之・弘中満雄［2008］○備真宗学匠著述目録
「文政二年著。慧然の「顕深義記」の奥義を発揮し、且つ独特の見解を述ぶるも
の多し」／真宗人名辞典　付録：文政2［1819］年安居本講 

正運（1749-1830） 
181.『往生論註自慶録』○巻4　○参真宗学匠著述目録 
182.『論註湖国録』○巻2 ○写写年不明―大谷（撰者未詳『往生論註紀聞』・撰者未詳
『往生論註釣玄』と合綴）・大谷林山　○参大谷大学図書館（編）［1967］、大谷大学
図書館（編）［1984］ 

慧剣（1760-1830） 
183.『註論相承分科』○巻2　○別浄土論註分科、論註分科 ○写寛政2［1790］年写―大

谷（慧剣『入出二門偈分科』と合綴）○参大谷大学図書館（編）［1932］、国書総
目録、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］○備相伝義書14・相伝
叢書12・13：寛延2［1749］年写―堺・真宗寺（真昭写） 

法海（1768-1834） 
184.『浄土論註講義』○巻4　○別往生論註講義、往生論註講録、往生論註丙子録、浄

土論註講録、浄土論註丙子録　○成 文化12［1815］~13［1816］年 ○写 文化13
［1816］年写―大谷（2点のうち1点は良因写）○参 大谷大学図書館（編）
［1925］、大谷派先輩著述目録、真宗学匠著述目録、仏書解説大辞典、国書総目
録、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］○備真宗人名辞典　付録：
文化12［1815］~13［1816］年安居次講 

法賢（1770-1849） 
185.『論註下巻法賢録』○写写年不明―大谷林山　○参国書総目録、大谷大学図書館
（編）［1984］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

徳龍（1772-1858） 
186.『浄土論註聴記』○別往生論註聞書、往生論註講義、往生論註聴記、浄土論註

講義、浄土論註壬子記、論註聴記、論註聞記　○成 嘉永5［1852］年 ○写 嘉永5
［1852］年写―大谷・大谷圓光寺、写年不明―大谷・龍谷　○参大谷大学図書館
（編）［1925］、大谷派先輩著述目録、真宗学匠著述目録、大谷大学図書館（編）
［1932］、仏書解説大辞典、龍谷大学図書館（編）［1935］、大谷派先輩著述目録　
補遺、河原静雄（編）［1942］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目
録、神子上恵龍［1969］、大谷大学図書館（編）［1972］、日野慶之・弘中満雄

［2008］○備 真宗人名辞典　付録：嘉永5［1852］年安居本講　○備 書名：嘉永5
［1852］年写―大谷（宗大2077・往生論註聴記）、嘉永5［1852］年写―大谷圓
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光寺（宗大7600・浄土論註聴記） 
大含（1773-1850） 
187.『浄土論註聞書』○巻12　○別往生論註聞書、往生論註講義、往生論註続講聞書、

浄土論註講義、浄土論註続講聞書　○成天保8［1837］~9［1838］年 ○写天保8
［1837］~9［1838］年写―大谷・龍谷、写年不明―龍谷　○参 大谷大学図書館
（編）［1925］、大谷派先輩著述目録、龍谷大学図書館（編）［1926］、真宗学匠
著述目録、仏書解説大辞典、大谷派先輩著述目録補遺、河原静雄（編）［1942］、
直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録、神子上恵龍［1969］、日野
慶之・弘中満雄［2008］○備真宗人名辞典　付録：天保8［1837］~9［1838］年
安居本講 

霊暀（1775-1851） 
188.『浄土往生論註講義』○別往生浄土論註講義、往生論註聞記、浄土往生論註聞

記、浄土論註乙酉記、浄土論註講義、浄土論註講義録、浄土論註聞記、論註記、
論註聞書、論註講義、論註聴記、論註録　○成文政8［1825］年 ○写文政8［1825］
年写―大谷・大谷圓光寺（樋口龍温筆受）、嘉永5［1852］年写―大谷林山（慈
博写）、慶応2［1866］年写―龍谷　○版明治25［1892］年版―大谷・大谷林山・
金沢暁烏、明治30［1897］年版―大谷　○参大谷大学図書館（編）［1925］、大谷
派先輩著述目録、龍谷大学図書館（編）［1926］、大谷大学図書館（編）

［1932］、仏書解説大辞典、大谷派先輩著述目録補遺、河原静雄（編）［1942］、
金沢大学附属図書館［1963］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目
録、大谷大学図書館（編）［1967］、神子上恵龍［1969］、大谷大学図書館（編）

［1972］、大谷大学図書館（編）［1984］、日野慶之・弘中満雄［2008］○備真宗
人名辞典　付録：文政8［1825］年安居次講 

良雄（1780-1839） 
189.『浄土論註下巻聞記』○別往生論註聞記、論註聞記　○成文政3［1820］年 ○写写

年不明―大谷林山（観明記）○参大谷大学図書館（編）［1984］ 
順芸（1785-1847） 
190.『論註科並私考』○巻1　○別往生論註科並私考　○参大谷派先輩著述目録、真宗学匠

著述目録 
澄玄（1787-1851） 
191.『浄土論註講義』○巻3　○別往生論註講記、往生論註聴記、往生論註聞記、浄土

論註記、浄土論註聞書、浄土論註義林、浄土論註下巻聞記、浄土論註講義抜萃、
浄土論註壬寅記、浄土論註聴記、浄土論註聞記、論註記、論註聞書、論註香雲
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記、論註香雲講義、論註講義、論註講録、論註壬寅録、論註聴記、論註聴書、論
註聞記　○成天保13［1842］年 ○写天保13［1842］年写―大谷（賢長筆受、峻成
誌、専良誌）、明治10［1877］年写―大谷圓光寺（樋口龍温筆記）、写年不明―
大谷（宣明『浄土論註聞書』（論註講義）と合綴）・大谷林山（観明記）・筑波・
龍谷　○参大谷大学図書館（編）［1925］、大谷派先輩著述目録、真宗学匠著述目
録、大谷大学図書館（編）［1932］、仏書解説大辞典、国書総目録、大谷大学図
書館（編）［1967］、神子上恵龍［1969］、大谷大学図書館（編）［1972］、大谷
大学図書館（編）［1984］、日野慶之・弘中満雄［2008］○備真宗人名辞典　付
録：天保13［1842］年安居次講／書名：天保13［1842］年写―大谷（宗大
2037・論註壬寅録、宗大3733・浄土論註講義、宗大5262・論註聴記） 

了祥（1788-1842） 
192.『浄土論註耳喰』○巻7　○別往生論註記、浄土論註解耳喰、論註科文、論註科文

記、論註耳喰、論註聞記 ○写昭和7［1932］年写―大谷林山（酒井恵行写）、写
年不明―大谷林山　○活浄土論註耳喰（昭和43［1968］年）○参国書総目録、大谷
大学図書館（編）［1984］、早島鏡正・大谷光真［1987］、日野慶之・弘中満雄

［2008］ 
善念（生没年不詳） 
193.『浄土論註講録』○巻1　○別往生論註講録 ○写安政7［1860］年写―龍谷　○参真宗

学匠著述目録、仏書解説大辞典、龍谷大学図書館（編）［1935］、大谷派先輩著
述目録補遺、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、神子上恵龍［1969］、日野
慶之・弘中満雄［2008］ 

峻成（生没年不詳） 
194.『論註講箋』○別浄土論註講箋、論註微考 ○写万延2［1861］年写―大谷（峻成

誌）○参仏書解説大辞典、大谷大学図書館（編）［1932］、国書総目録、神子上恵
龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

榛謙（1806-1865） 
195.『浄土論註講弁』○巻8　○参大谷派先輩著述目録、真宗学匠著述目録 
昇道（?-1869） 
196.『論註八番問答聴記』○巻1　○別論註八番問答章聴記　○成安政7［1860］年 ○写写

年不明―龍谷　○参仏書解説大辞典、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総
目録、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］○備写年不明―龍谷

「昇導述」、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］・神子上恵龍［1969］・日野慶
之・弘中満雄［2008］「昇導」 
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寿慶（生没年不詳） 
197.『論註要取録』○写 写年不明―大谷林山（智精写）○参 大谷大学図書館（編）
［1984］ 

霊什（生没年不詳） 
198.『往生論註下巻聞書』○別往生論註下聞書 ○写写年不明―大谷林山（霊導写）○参

大谷大学図書館（編）［1984］ 
調雲集（1817-1899） 
199.『浄土論註講述』○別 論註講述 ○写 写年不明―大谷　○参 大谷大学図書館（編）
［1967］ 

木津祐謙（1827-1875） 
200.『往生論註精義』○別註論鑽仰　○参大谷派先輩著述目録、真宗学匠著述目録 
牧浩然（?-1876） 
201.『論註八番問答録』○参大谷派先輩著述目録補遺 
202.『論註録』○巻2　○参大谷派先輩著述目録補遺 
樋口龍温（1800-1885） 
203.『正因報恩』○写写年不明―大谷圓光寺　○備大谷大学図書館古典籍データベース
（試行版）解説文「曇鸞が『往生論註』で説いた法性・方便の二種法身、および
信心正因称名報恩の義について、真宗大谷派の学僧香山院龍温が註釈したもの」 

岳崎正鈍（1836-1886） 
204.『往生論註略讃』○巻1　○参大谷派先輩著述目録、真宗学匠著述目録 
205.『註論指要』○巻4　○参大谷派先輩著述目録、真宗学匠著述目録 
相馬観梁（?-1908） 
206.『往生論註講録』○巻2　○別浄土論註講録 ○写写年不明―大谷　○参大谷大学図書館
（編）［1925］、真宗学匠著述目録、仏書解説大辞典、日野慶之・弘中満雄
［2008］ 

 
1-2-3.真宗高田派 
真慧（1434-1512） 
207.『浄土論註見聞』○別浄土論見聞　○成文明2［1470］年 ○写大正8［1919］年写

―大谷（山田文昭写）○参大谷大学図書館（編）［1967］ 
恵弁（?-1768） 
208.『実為身義』○巻1　○参高田派学匠著述目録 一、高田派学徒著述目録、真宗学匠

著述目録　○備真宗学匠著述目録「「論註」の実相身為物身の義を釈す」 
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忍阿（1787-1858） 
209.『論註随聞記』○巻9　○参真宗学匠著述目録 
稲垣湛空（1838-1890） 
210.『往生論註文義日章編』○巻1　○参学蔀必用目録、三巻本浄土真宗教典志、一巻

本浄土真宗教典志、仏書解説大辞典、峰島旭雄［1962］、日野慶之・弘中満雄
［2008］ 

 
1-2-4.真宗仏光寺派 
玄貞（17-18世紀頃） 
211.『浄土論註勧化講釈』○巻20　○別往生論註勧化講釈、浄土論註講釈、論註勧化講

釈、論註勧講、論註講釈　○成貞享4［1687］年　○版貞享4［1687］年版―大谷・
国文研・京都・佛教・龍谷・龍谷写字台　○参蓮門類聚経籍録、学蔀必用目録、三
巻本浄土真宗教典志、一巻本浄土真宗教典志、浄土宗経論章疏録、仏教大辞彙、
大谷大学図書館（編）［1925］、龍谷大学図書館（編）［1926］、真宗学匠著述目
録、大谷大学図書館（編）［1932］、仏書解説大辞典、峰島旭雄［1962］、国書
総目録、神子上恵龍［1969］、佛教大学仏教文化研究所（編）［1980］、佛教大
学図書館（編）［1988a］、日野慶之・弘中満雄［2008］、浄土宗典籍目録　近世
篇　増補版 

杲馨英（1812-1875） 
212.『論註講義』○巻5　○別往生論註講義、論註講録 ○写大正8［1919］~9［1920］

年写―大谷（専誠写）○参真宗学匠著述目録、大谷大学図書館（編）［1967］ 
藤井慧暁（1834-1907） 
213.『論註管見録』○巻2　○参真宗学匠著述目録 
 
1-2-5.真宗木辺派 
行感（17-18世紀頃） 
214.『往生論註忘己鈔』○巻8　○参一巻本浄土真宗教典志、真宗学匠著述目録、仏書

解説大辞典、峰島旭雄［1962］、国書総目録、日野慶之・弘中満雄［2008］ 
 
1-3.その他 
真空（1204-1268） 
215.『浄土往生論註解鈔』○巻6　○別往生論註鈔、論註鈔　○参往生論註正義叙説、蓮門

類聚経籍録、三巻本浄土真宗教典志、仏書解説大辞典、峰島旭雄［1962］、国書
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総目録、日野慶之・弘中満雄［2008］○備三巻本浄土真宗教典志「真空廻心の作。
『源流章』に出づ（原漢文）」 

凝然（伝）（1240-1321） 
216.『往生論註義』○巻2　○別往生註論義、註往生論義　○成正応元［1288］年 ○写文久

2［1862］年写―大正　○参 往生論註正義叙説、仏書解説大辞典、峰島旭雄
［1962］、国書総目録、神子上恵龍［1969］、大正大学浄土学研究室（編）
［1978］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

廓秀（生没年不詳） 
217.『浄土論註口決』○巻2　○別往生論註聞書、往生論註口決、往生論注口決、論註

聞書 ○写天和4［1684］年写―龍谷写字台、写年不明―龍谷　○参龍谷大学図書館
（編）［1929］、仏書解説大辞典、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総
目録、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

霊空（1652-1739） 
218.『往生論註十念相続和解』○成享保12［1727］年　○参藤吉慈海［1973］ 
東日（17-18世紀頃） 
219.『真宗論註探賾』○巻1　○別真宗五会探賾、真宗探賾、真宗論注探賾、論註五会

真宗探賾、論注探賾　○成享保16［1731］年　○版享保16［1731］年版―秋田・大
谷・東洋哲学堂・佛教　○参蓮門類聚経籍録、浄土宗経論章疏録、仏教大辞彙、大
谷大学図書館（編）［1925］、仏書解説大辞典、国書総目録、特定コレクション
目録編集委員会（編）［1997］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

鳳霖（18世紀頃） 
220.『論註聞記』○巻2　○別論註聞書　○成元文［1736~1741］年間 ○写延享元［1744］

年写―大谷（上巻・恵閑写）、寛延3［1750］年写―大谷（下巻・恵閑写）○参大
谷大学図書館（編）［1967］ 

祐恵（18世紀頃） 
221.『論註鉤玄記』○写写年不明―大谷林山　○参国書総目録、大谷大学図書館（編）
［1984］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

禅定（生没年不詳） 
222.『往生論註一洗』○巻5　○別往生論註一洗叙談 ○写天明5［1785］年写―三康椎

尾、文政10［1827］年写―佛教　○参財団法人三康文化研究所附属三康図書館
（編）［1981］ 

諦秀（生没年不詳） 
223.『浄土論註顕深義記述成』○巻2　○別顕深義記述成、顕深義記速成 ○写寛政12
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［1800］年写―大谷林山　○参大谷大学図書館（編）［1984］ 
海潮（19世紀頃） 
224.『往生論註八番問答和解』○別浄土往生論註上八番問答和解、浄土往生論註八

番問答和解　○成嘉永元［1848］年 ○写嘉永元［1848］年写―大谷圓光寺　○参大谷
大学図書館（編）［1972］ 

崇信（19世紀頃） 
225.『論註八番問答聴記』○成文久2［1862］年 ○写文久2［1862］年写―龍谷（撰

者未詳『研論諸事記』と合綴）○参神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄
［2008］ 

喚命（19世紀頃） 
226.『論註大意略記』○巻1　○別論註玄談　○成元治元［1864］年 ○写元治元［1864］年

写―龍谷（真量記）○参仏書解説大辞典、龍谷大学図書館（編）［1935］、直海玄
洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録、神子上恵龍［1969］、日野慶之・
弘中満雄［2008］ 

錦橋（19世紀頃） 
227.『浄土侖註八番問答聴記』○別往生論註八番問答聴記、八番問答講義、論註八

番問答、論註八番問答講義　○成慶応元［1865］年 ○写慶応元［1865］年写―大谷
林山（遠慶記）○参国書総目録、大谷大学図書館（編）［1984］、日野慶之・弘中
満雄［2008］ 

徳和（生没年不詳） 
228.『往生論註八番問答略鈔録』○写昭和7［1932］年写―大谷林山（法浄写）○参

大谷大学図書館（編）［1984］ 
智眼（生没年不詳） 
229.『註論八番問答大概鈔』○別註論八番問答耳啖録、註論八番問答大概録、論註

八番問答聴記 ○写昭和25［1950］年写―大谷林山（林山たつ子写）、写年不明―
龍谷　○参大谷大学図書館（編）［1984］ 

230.『註論問答鈔』○巻5　○別註論問答鈔 ○写昭和25［1950］年写―大谷林山（林山
透写）、昭和25［1950］~26［1951］年写―大谷林山（林山たつ子写）○参大谷
大学図書館（編）［1984］ 

義応（生没年不詳） 
231.『浄土論註照前記』○写 写年不明―大谷林山　○参 国書総目録、神子上恵龍
［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

松濤（生没年不詳） 
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232.『宗乗往生論註筆記』○写写年不明―佛教（萩原徹恩記） 
畠山爽（生没年不詳） 
233.『論註科文』○別往生論註科文 ○写写年不明―大谷林山（鈴木操写）○参大谷大学

図書館（編）［1984］ 
 
1-4.撰者未詳 
234.『往生論註科本』○写写年不明―大正　○参仏書解説大辞典、国書総目録、神子上

恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 
235.『往生論註聞書』○巻2 ○写写年不明―龍谷　○参仏書解説大辞典、龍谷大学図書館
（編）［1935］、国書総目録、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

236.『往生論註己未録』○巻1　○別往生浄土論註講録 ○写天保7［1836］年写―龍谷　

○参仏書解説大辞典、武田龍精（編）［2008］ 
237.『往生論註紀聞』○別論註紀聞　○成文政6［1823］年 ○写文政6［1823］年写―

大谷（撰者未詳『往生論註釣玄』・正運『論註湖国録』と合綴）○参大谷大学図書
館（編）［1967］ 

238.『往生論註疑論』○巻1　○参峰島旭雄［1962］ 
239.『往生論註私書』○巻7 ○写写年不明―大正　○参三星与市（編）［1928］、仏書解

説大辞典、国書総目録、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 
240.『往生論註序文註釈』○巻1 ○写写年不明―龍谷写字台　○参龍谷大学図書館（編）
［1926］、仏書解説大辞典、国書総目録、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中
満雄［2008］ 

241.『往生論註随聴録』○巻6　○別浄土論註随聴録、論註随聴録、論注随聴録 ○写文政
10［1827］年写―大谷（遊履記）○参大谷大学図書館（編）［1925］、大谷大学
図書館（編）［1932］、仏書解説大辞典、国書総目録、神子上恵龍［1969］、日
野慶之・弘中満雄［2008］○備付録：遊履『他利利他深義考』 

242.『往生論註釣玄』○写写年不明―大谷（撰者未詳『往生論註紀聞』・正運『論註
湖国録』と合綴）○参大谷大学図書館（編）［1967］ 

243.『往生論註天正証得往生鈔』○巻2　○別正得往生鈔、浄土論註正得往生抄、浄土
論註証得往生抄、論註天正証得往生鈔　○参学蔀必用目録、三巻本浄土真宗教典志、
一巻本浄土真宗教典志、仏書解説大辞典、浄土宗西山派学匠著述目録、峰島旭雄

［1962］、国書総目録、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 
244.『往生論註論議』○別往生論註講義、浄土論註論題、論注隣山学人論題外、論

註論題 ○写写年不明―大谷（藤懸得住『浄土論記』と合綴）○参大谷大学図書館

浄土真宗総合研究 18

（70）



（編）［1967］○備大谷大学古典籍データベース「本願寺派某師述」 
245.『科文往生論註』○巻2　○別科文論註　○版刊年不明―大谷林山　○参大谷大学図書館
（編）［1984］ 

246.『浄土往生論註解資持記』○別往生論註資持記、浄土論註資持記　○参往生論註正
義叙説、蓮門類聚経籍録、学蔀必用目録、三巻本浄土真宗教典志、浄土宗経論章
疏録、仏書解説大辞典、浄土宗西山派学匠著述目録、峰島旭雄［1962］、日野慶
之・弘中満雄［2008］ 

247.『浄土往生論註解新記』○巻7　○別往生論註新記、浄土論註新記　○参蓮門類聚経籍
録、学蔀必用目録、三巻本浄土真宗教典志、浄土宗経論章疏録、仏書解説大辞
典、浄土宗西山派学匠著述目録、峰島旭雄［1962］、国書総目録、日野慶之・弘
中満雄［2008］ 

248.『浄土往生論註述』○巻1　○参仏書解説大辞典、国書総目録 
249.『浄土往生論註随聞記』○別論註随聞記　○成文政3［1820］年 ○写写年不明―龍

谷 
250.『浄土論註引講』○巻1　○別無量寿論註講義、論註引講 ○写享保18［1733］年写

―佛教　○参 宗典目録、佛教大学図書館（編）［1988a］、日野慶之・弘中満雄
［2008］ 

251.『浄土論註引文考』○別浄土論註引文 ○写写年不明―大谷林山　○参大谷大学図書
館（編）［1984］ 

252.『浄土論註聞書』○巻4 ○写写年不明―大谷林山（恵然『浄土論註義記膽明』・撰
者未詳『浄土論註講義』と合綴）○参大谷大学図書館（編）［1984］ 

253.『浄土論註講義』○写写年不明―大谷林山（撰者未詳『浄土論註聞書』・恵然
『浄土論註義記膽明』と合綴）○参大谷大学図書館（編）［1984］ 

254.『浄土論註私記』○巻4　○成天保12［1841］年 ○写天保12［1841］年写―龍谷　

○参日野慶之・弘中満雄［2008］ 
255.『浄土論註筆記』○写天保13［1842］年写―大谷林山（徳厳写）○参大谷大学図

書館（編）［1984］ 
256.『浄土論註分科』○別往生論註分科 ○写写年不明―龍谷（等曜写） 
257.『浄土論註余響』○別浄土往生論註聞書 ○写寛政元［1789］年写―大谷香月院
（編者未詳『木陰の清水』に収録・慈聞記）○参大谷大学図書館（編）［1970］○備

大谷大学図書館（編）［1970］「慈光寺述」 
258.『註論聞書』○巻2　○別論註記、論註聞書 ○写正徳6［1716］年写―大谷香月院
（良秀写）○参大谷大学図書館（編）［1970］ 
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259.『無量寿経論註首書』○巻2　○参蓮門類聚経籍録、三巻本浄土真宗教典志、峰島
旭雄［1962］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

260.『無量寿経論註叙説』○巻5　○参宗典目録、日野慶之・弘中満雄［2008］ 
261.『論註会録』○別往生論註会録 ○写写年不明―龍谷（勇哲写）○参龍谷大学図書館
（編）［1926］、国書総目録、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

262.『論註科文』○写写年不明―金沢暁烏　○参金沢大学附属図書館［1963］ 
263.『論註記抄』○巻3　○参藤堂恭俊［1972］○備藤堂恭俊［1972］「論註記抄三巻宝

派」 
264.『論註疑端』○巻1　○参往生論註正義叙説、日野慶之・弘中満雄［2008］ 
265.『論註行巻鈔』○参往生論註正義叙説、峰島旭雄［1962］、日野慶之・弘中満

雄［2008］ 
266.『論註匡義賛』○巻4　○成寛延4［1751］年　○参宗典目録、日野慶之・弘中満雄
［2008］、浄土宗典籍目録　近世篇　増補版　○備宗典目録「下末欠　四巻／雲洞」 

267.『論註口伝幷批判記』○巻1　○別論註解義次第批判、論註批判 ○写写年不明―佛教　

○参佛教大学図書館（編）［1988a］ 
268.『論註下巻聴録』○巻2　○別往生論註聴録、論註下巻講録 ○写天明3［1783］年写

―龍谷（天足写）○参仏書解説大辞典、国書総目録、日野慶之・弘中満雄［2008］ 
269.『論註下巻筆記』○別往生論註下巻引記、論註引記 ○写写年不明―龍谷（真量記）

○参龍谷大学図書館（編）［1935］、国書総目録、神子上恵龍［1969］、日野慶
之・弘中満雄［2008］ 

270.『論註解鉤鎖』○巻4 ○写写年不明―立正　○参往生論註正義叙説、仏書解説大辞
典、峰島旭雄［1962］、国書総目録、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

271.『論註下二丁賛嘆門ノ下会録』○写写年不明―龍谷（編者未詳『見聞随記』に
収録） 

272.『論註校異』○巻1　○参三巻本浄土真宗教典志、峰島旭雄［1962］ 
273.『論註考記』○参国書総目録、日野慶之・弘中満雄［2008］ 
274.『論註講稿』○巻6 ○写写年不明―大正　○参往生論註正義叙説、浄土宗経論章疏

録、三星与市（編）［1928］、仏書解説大辞典、宗典目録、国書総目録 
275.『論註講録』○巻2　○別往生論註講義、浄土論註講義、浄土論註講録、論註記、

論註講義 ○写写年不明―龍谷・龍谷写字台　○参龍谷大学図書館（編）［1926］、仏
書解説大辞典、国書総目録、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

276.『論註私観子』○巻1　○別往生論註私観子、私観子、私子、浄土論註私観子、論
註聞書私観子　○成承応3［1654］年 ○写写年不明―延寿寺　○版承応3［1654］年版
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―延寿寺・大谷・大谷林山　○参学蔀必用目録、三巻本浄土真宗教典志、一巻本浄
土真宗教典志、大谷大学図書館（編）［1925］、仏書解説大辞典、峰島旭雄

［1962］、国書総目録、神子上恵龍［1969］、大谷大学図書館（編）［1984］、日
野慶之・弘中満雄［2008］、藤田真証［2011］ 

277.『論註私記』○参宗典目録 
278.『論註私記』○巻5　○別往生論註私記、論注私記 ○写写年不明―龍谷　○参龍谷大学

図書館（編）［1926］、仏書解説大辞典、浄土宗西山派学匠著述目録、国書総目
録、神子上恵龍［1969］、日野慶之・弘中満雄［2008］ 

279.『論註私鈔』○参国書総目録 
280.『論註私鈔』○巻4　○成 元禄9［1696］年　○参 宗典目録、日野慶之・弘中満雄
［2008］○備宗典目録「発行所　般誉救絡／発行　元禄九年秋」 

281.『論注輯録』○巻2　○別論註輯録　○成宝暦4［1754］年 ○写写年不明―龍谷写字台　

○参龍谷大学図書館（編）［1926］、国書総目録、神子上恵龍［1969］、日野慶
之・弘中満雄［2008］ 

282.『論註大意』○参浄土真宗聖教目録、仏書解説大辞典、国書総目録 
283.『論註分科』○写 写年不明―大谷林山（表章写）○参 大谷大学図書館（編）
［1984］ 

284.『論註弁義』○別浄土論註弁義 ○巻1　○成宝永6［1709］年 ○写宝永6［1709］年
写―三康椎尾　○参 宗典目録、財団法人三康文化研究所附属三康図書館（編）

［1981］ 
285.『論註弁釈』○巻3　○成貞享［1684~1688］年間　○参宗典目録 
286.『論註末章略評・往生論本末書目・五難委釈』○写写年不明―佛教　○参佛教大学

仏教文化研究所（編）［1980］ 
287.『論註六要鈔』○参往生論註正義叙説、峰島旭雄［1962］、日野慶之・弘中満

雄［2008］ 
 
2.讃阿弥陀仏偈 
2-1.浄土真宗 
2-1-1.浄土真宗本願寺派 
僧樸（1719-1762） 
1.『阿弥陀偈讃法音鼓』○巻1　○別讃阿弥陀偈讃法音鼓、讃阿弥陀仏偈讃法音鼓 ○写写

年不明―龍谷　○参龍谷大学図書館（編）［1926］、仏書解説大辞典、河原静雄
（編）［1942］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録 
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継成（?-1774） 
2.『讃阿弥陀仏偈提釈』○巻2　○別讃阿陀仏偈提釈、讃阿弥陀偈提釈、讃弥陀偈提釈　

○成寛延3［1750］年　○版寛延3［1750］年版―岩瀬・大谷・立正・龍谷・龍谷写
字台、寛政3［1791］年版―龍谷、刊年不明―大谷　○参学蔀必用目録、龍谷学黌
内典現存目録　浄土真宗雑著部、三巻本浄土真宗教典志、一巻本浄土真宗教典志、
真宗本願寺派学匠著述目録、仏教大辞彙、大谷大学図書館（編）［1925］、龍谷
大学図書館（編）［1926］、大谷大学図書館（編）［1932］、仏書解説大辞典、河
原静雄（編）［1942］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録 

僧鎔（1723-1783） 
3.『阿弥陀偈讃法音鼓』○巻1　○別讃阿弥陀偈法音鼓、讃阿弥陀仏偈法音鼓 ○写写年不

明―龍谷写字台　○参龍谷大学図書館（編）［1926］、仏書解説大辞典、国書総目録 
4.『讃阿弥陀仏偈開轍』○巻2　○別讃阿弥陀仏開轍 ○写写年不明―龍谷　○参龍谷大学図書

館（編）［1926］、仏書解説大辞典、河原静雄（編）［1942］、直海玄洋・大田利
生（共編）［1963］、国書総目録 

5.『讃阿弥陀仏偈筌』○巻1　○別讃阿弥陀仏偈科、讃阿弥陀仏解
ママ

筌 ○写天明4［1784］
年写―東京総合（弁亮写）、写年不明―東京史料・龍谷・龍谷写字台　○活真宗全
11　○参真宗本願寺派学匠著述目録、仏教大辞彙、大谷大学図書館（編）［1925］、
龍谷大学図書館（編）［1926］、仏書解説大辞典、河原静雄（編）［1942］、直海
玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録 

慧雲（1730-1782） 
6.『讃阿弥陀仏偈録』○巻1　○別讃阿弥陀偈傍賛玄談、讃阿弥陀偈仏傍讃玄談、讃阿弥

陀仏偈傍賛、讃阿弥陀仏偈録玄談、讃偈録 ○写明和7［1770］年写―大谷・龍谷
（2点のうち1点は法叙写、1点は前田慧雲（編）『含潤書屋宗要漫抄』地に収録・
仰誓書）、寛政元［1789］年写―龍谷（真成写）、○版刊年不明―京都　○活真叢5　

○参三巻本浄土真宗教典志、一巻本浄土真宗教典志、真宗本願寺派学匠著述目録、
仏教大辞彙、大谷大学図書館（編）［1925］、龍谷大学図書館（編）［1926］、大
谷大学図書館（編）［1932］、仏書解説大辞典、龍谷大学図書館（編）［1935］、
河原静雄（編）［1942］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録 

綱猷（18世紀頃） 
7.『讃阿弥陀仏偈聞書』○巻1　○別 讃阿弥陀偈聴記、讃阿弥陀仏偈聴記　○成 寛政5
［1793］年 ○写写年不明―龍谷（2点のうち1点は教応写）・龍谷写字台（隆宝記）

○参龍谷大学図書館（編）［1926］、仏書解説大辞典、河原静雄（編）［1942］、直
海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録 
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智蔵（18世紀頃） 
8.『讃阿弥陀仏偈聞持記』○巻3　○成寛政5［1793］年 ○写写年不明―龍谷（道立記）　

○参直海玄洋・大田利生（共編）［1963］ 
9.『讃弥陀偈略釈』○巻1　○別讃阿弥陀仏偈講録 ○写写年不明―龍谷（道立写）○参直海

玄洋・大田利生（共編）［1963］ 
廓静（18世紀頃） 
10.『讃阿弥陀仏偈講録』○巻2　○成寛政9［1797］年 ○写写年不明―龍谷写字台　○参龍

谷大学図書館（編）［1926］、仏書解説大辞典、河原静雄（編）［1942］、直海玄
洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録 

海信（18-19世紀頃） 
11.『讃阿弥陀仏偈習説』○巻2　○別讃弥陀偈習説 ○写享和元［1801］年写―龍谷写字

台　○参龍谷大学図書館（編）［1926］、仏書解説大辞典、国書総目録 
道隠（1741-1813） 
12.『讃阿弥陀偈甄解』○参大阪府立図書館（編）［1914］、国書総目録 
13.『讃阿弥陀仏偈私叔記』○巻1　○別讃弥陀偈随聞 ○写写年不明―龍谷（承基記）○参

仏書解説大辞典、龍谷大学図書館（編）［1935］、河原静雄（編）［1942］、直海
玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録 

14.『讃阿弥陀仏偈録』○巻1　○別讃偈録 ○写写年不明―龍谷　○参龍谷大学図書館（編）
［1935］、河原静雄（編）［1942］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書
総目録 

大瀛（1759-1804） 
15.『讃阿弥陀仏偈継声記』○別讃阿弥陀仏継声記、讃弥陀偈継声記、讃弥陀偈講録　

○成 天明4［1784］年 ○写 天明4［1784］年写―大谷瑞蓮寺（自筆本）、明治2
［1869］~3［1870］年写―龍谷（多聞写）、写年不明―大谷・龍谷　○参真宗本願
寺派学匠著述目録、仏教大辞彙、大谷大学図書館（編）［1925］、龍谷大学図書
館（編）［1926］、仏書解説大辞典、龍谷大学図書館（編）［1935］、河原静雄

（編）［1942］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録 
諦観（?-1830） 
16.『讃弥陀偈聴記』○参真宗学匠著述目録 
性海（1765-1838） 
17.『讃阿弥陀仏偈随聞記』○巻3　○別阿弥陀仏偈随聞記、讃阿弥陀偈記、讃阿弥陀偈

随聞記、讃阿弥陀仏偈聞書、讃阿弥陀仏偈聴記、讃偈記、讃弥陀偈聞書　○成文政
5［1822］年 ○写文政5［1822］年写―龍谷、写年不明―龍谷　○参真宗学匠著述
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目録、仏教大辞彙、龍谷大学図書館（編）［1926］、仏書解説大辞典、河原静雄
（編）［1942］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録　○備真宗人名辞
典　付録：文政5［1822］年安居副講 

僧朗（1769-1851） 
18.『讃阿弥陀仏偈記』○巻1　○別讃阿弥陀偈嘉永録　○成嘉永2［1849］年 ○写写年不明

―無窮平沼　○参真宗本願寺派学匠著述目録、新潟県立図書館（編）［1929］、財団
法人無窮会（編）［1961］、国書総目録 

普厳（1775-1835） 
19.『讃阿弥陀仏偈述聞記』○巻3　○成文政4［1821］年 ○写写年不明―龍谷　○参河原静

雄（編）［1942］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］ 
勝乗（1779-1840） 
20.『讃阿弥陀仏偈聞書』○巻2　○別讃阿弥陀偈聴記、讃阿弥陀仏偈聴記、讃弥陀偈聞

記 ○写写年不明―龍谷（律蔵記）○参龍谷大学図書館（編）［1926］、真宗学匠著述
目録、仏書解説大辞典、河原静雄（編）［1942］、直海玄洋・大田利生（共編）

［1963］、国書総目録、宇野順治［2004a］○備 真宗人名辞典　付録：天保5
［1834］年安居副講／宇野順治［2004b］に『讃弥陀偈聞記』として翻刻が掲
載。 

浄真（?-1865） 
21.『讃阿弥陀仏偈筆記』○巻2　○別讃阿弥陀仏偈聴記、讃偈筆記、讃弥陀偈記、讃弥

陀偈筆記　○成安政5［1858］年 ○写安政5［1858］年写―龍谷・龍谷写字台（自
筆本）、写年不明―無窮平沼　○参龍谷大学図書館（編）［1926］、仏書解説大辞典、
河原静雄（編）［1942］、財団法人無窮会（編）［1961］、直海玄洋・大田利生

（共編）［1963］、国書総目録　○備真宗人名辞典　付録：安政5［1858］年安居副
講 

慧麟（1788-1869） 
22.『讃阿弥陀偈記』○巻1　○参真宗本願寺派学匠著述目録、新潟県立図書館（編）
［1929］、国書総目録 

宝雲（1791-1847） 
23.『讃阿弥陀仏偈録』○写写年不明―東文研 
内田寛寧（1797-1879） 
24.『讃弥陀偈記』○別讃阿弥陀仏偈聴記 ○巻2　○成元治元［1864］年 ○写写年不明―

龍谷　○参仏教大辞彙、龍谷大学図書館（編）［1926］、仏書解説大辞典、河原静雄
（編）［1942］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録　○備真宗人名辞
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典　付録：万治元［1864］年安居副講 
慧海（1798-1854） 
25.『讃弥陀偈節義』○巻1 ○別讃阿弥陀偈節義、讃阿弥陀仏偈講義、讃阿弥陀仏偈講

録、讃阿弥陀仏偈節義、讃阿弥陀仏偈筆記、讃弥陀偈筆記　○成嘉永3［1850］年

○写嘉永3［1850］年写―龍谷、写年不明―龍谷　○活讃阿弥陀仏偈講録（明治44
［1911］年）○参仏教大辞彙、大谷大学図書館（編）［1925］、龍谷大学図書館
（編）［1926］、仏書解説大辞典、河原静雄（編）［1942］、直海玄洋・大田利生
（共編）［1963］、国書総目録　○備真宗人名辞典　付録：嘉永3［1850］年安居副
講 

霊従（18-19世紀頃） 
26.『讃阿弥陀仏偈講録』○巻1　○別讃阿弥陀仏偈講語、讃阿弥陀仏偈講話　○成文化11
［1814］年 ○写写年不明―龍谷写字台　○参龍谷大学図書館（編）［1926］、国書総
目録 

松島善譲（1806-1886） 
27.『讃阿弥陀仏偈聴記』○巻1　○別讃阿弥陀仏偈記、讃阿弥陀仏偈筆記、讃弥陀偈聴

記　○成 安政4［1857］年 ○写 明治元［1868］年写―龍谷（北海写）、明治2
［1869］年写―龍谷、写年不明―龍谷　○参仏教大辞彙、龍谷大学図書館（編）
［1926］、仏書解説大辞典、河原静雄（編）［1942］、直海玄洋・大田利生（共
編）［1963］、国書総目録 

28.『讃弥陀偈論題』○巻1　○別讃阿弥陀偈論題閑亭記、讃阿弥陀仏偈論題、讃偈論
題、讃弥陀偈安楽集玄義分論題 ○写慶応3［1867］年写―大谷、明治20［1887］
年写―龍谷（芳映写）、写年不明―龍谷（編者未詳『閑亭記』に収録）○参仏書解
説大辞典、国書総目録 

野村了祐（1810-1889） 
29.『讃偈讃講』○巻1　○別讃阿弥陀仏偈講録、讃阿弥陀仏偈和讃講録、讃偈讃講録

○写写年不明―龍谷　○参直海玄洋・大田利生（共編）［1963］ 
藤井宣界（1811-1890） 
30.『讃阿弥陀偈弘化録』○巻2　○成弘化［1845~1848］年間　○参真宗本願寺派学匠著

述目録、新潟県立図書館（編）［1929］ 
 
2-1-2.真宗大谷派 
玄了（17世紀頃） 
31.『讃阿弥陀仏偈蛙井記』○巻6　○別蛙井記、科讃阿弥陀偈記、科讃阿弥陀仏偈記、
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讃偈記、讃弥陀偈蛙井記　○成寛文6［1666］年 ○写明治期以降写―龍谷写字台　○版

寛文6［1666］年版―大谷・九州・京都・東洋哲学堂・龍谷・龍谷写字台、刊
年不明―大谷林山　○参学蔀必用目録、龍谷学黌内典現存目録　浄土真宗雑著部、三
巻本浄土真宗教典志、一巻本浄土真宗教典志、仏教大辞彙、大谷大学図書館

（編）［1925］、龍谷大学図書館（編）［1926］、大谷大学図書館（編）［1932］、
仏書解説大辞典、河原静雄（編）［1942］、直海玄洋・大田利生（共編）

［1963］、国書総目録 
随慧（1722-1782） 
32.『讃阿弥陀仏偈略解』○参大谷派先輩著述目録補遺 
慧周（18世紀頃） 
33.『讃阿弥陀仏偈講録』○巻1　○別讃弥陀偈講録　○成寛政10［1798］年 ○写写年不明

―龍谷写字台　○参龍谷大学図書館（編）［1926］、仏書解説大辞典、大谷派先輩著
述目録補遺、国書総目録 

大安（?-1803） 
34.『讃阿弥陀仏偈渇聞記』○巻6　○別讃阿弥陀仏偈戊午秋講誌、讃阿弥陀仏偈聞記、

讃弥陀偈大安録、讃録　○成寛政10［1798］年 ○写寛政11［1799］年写―大谷 ○写

写年不明―大谷・金沢暁烏　○参仏書解説大辞典、大谷大学図書館（編）［1932］、
大谷派先輩著述目録補遺、金沢大学附属図書館［1963］、国書総目録 

35.『讃阿弥陀仏偈玄叙』○別讃阿弥陀偈玄叙　○参写年不明―大谷（大安『讃阿弥陀仏
偈分科』と合綴）○参大谷大学図書館（編）［1932］ 

36.『讃阿弥陀仏偈分科』○別讃弥陀陀科　○参写年不明―大谷（大安『讃阿弥陀仏偈玄
叙』と合綴）○備大谷派先輩著述目録 

慧見（?-1816） 
37.『讃阿弥陀仏偈習聴略記』○巻3　○参大谷派先輩著述目録補遺 
深励（1749-1817） 
38.『讃阿弥陀仏偈服宗』○巻2　○別讃弥陀偈服宗 ○写写年不明―大谷香月院　○活真大8　

○参大谷大学図書館（編）［1925］、大谷派先輩著述目録、龍谷大学図書館（編）
［1926］、仏書解説大辞典、河原静雄（編）［1942］、直海玄洋・大田利生（共
編）［1963］、国書総目録、大谷大学図書館（編）［1970］ 

慧剣（1760-1830） 
39.『讃阿弥陀仏偈増録』○巻1 ○写文政元［1818］年写―大谷　○参仏書解説大辞典、

大谷大学図書館（編）［1932］、大谷派先輩著述目録補遺、国書総目録 
法海（1768-1834） 
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40.『讃阿弥陀仏偈稟義』○巻2　○別讃阿弥陀仏偈講記、讃阿弥陀仏偈講義、讃阿弥陀
仏偈講録、讃弥陀偈日南記、讃弥陀偈稟義　○成 文政13［1830］年 ○写 天保5

［1834］年写―大谷、写年不明―大谷　○参大谷大学図書館（編）［1925］、大谷派
先輩著述目録、仏書解説大辞典、国書総目録 

大含（1773-1850） 
41.『讃阿弥陀仏偈毫記』○巻10　○別讃阿弥陀仏偈聞書、讃阿弥陀仏偈講義、讃阿弥

陀仏偈講述聴記、讃阿弥陀仏偈聴記、讃弥陀偈聞書、讃弥陀偈講義　○成天保15
［1844］年 ○写天保15［1844］年写―大谷（真我筆受、蜂屋良潤草）・大谷圓光
寺（樋口龍温筆受）・龍谷　○参仏書解説大辞典、大谷大学図書館（編）［1932］、
龍谷大学図書館（編）［1935］、大谷派先輩著述目録補遺、河原静雄（編）

［1942］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録、大谷大学図書館
（編）［1967］、大谷大学図書館（編）［1972］ 

42.『讃阿弥陀仏偈筆記』○巻3　○参大谷派先輩著述目録 
秀存（1788-1860） 
43.『讃阿弥陀仏偈壬子記』○巻3　○別讃阿弥陀偈記、讃阿弥陀偈講義、讃阿弥陀偈聴

記、讃阿弥陀仏偈一蓮記、讃阿弥陀仏偈一蓮録、讃阿弥陀仏偈聞書、讃阿弥陀仏
偈講義、讃阿弥陀仏偈聴記、讃阿弥陀仏講義、讃弥陀偈聞書、讃弥陀偈講義聞
記、壬子讃阿弥陀仏講義　○成嘉永5［1852］年 ○写嘉永5［1852］年写―大谷（2
点のうち1点は道存写）・大谷林山（暁温写）、写年不明―大谷圓光寺・大谷林
山・龍谷　○参大谷大学図書館（編）［1925］、大谷派先輩著述目録、真宗学匠著述
目録、大谷大学図書館（編）［1932］、仏書解説大辞典、龍谷大学図書館（編）

［1935］、国書総目録、大谷大学図書館（編）［1972］ 
 
2-1-3.真宗仏光寺派 
玄貞（17-18世紀頃） 
44.『讃阿弥陀仏偈文林』○巻1　○別讃阿弥陀偈頭首、讃阿弥陀仏偈首書、讃偈文林、

讃弥陀偈首書、首書讃阿弥陀仏偈、頭書讃阿弥陀偈、頭書讃阿弥陀仏偈　○成正徳
5［1715］年　○版正徳5［1715］年版―大谷・金沢暁烏・三康椎尾・大正・東文
研・佛教・無窮平沼・龍谷・龍谷写字台　○参学蔀必用目録、龍谷学黌内典現存目
録　浄土真宗雑著部、三巻本浄土真宗教典志、一巻本浄土真宗教典志、仏教大辞
彙、龍谷大学図書館（編）［1926］、三星与市（編）［1928］、龍谷大学図書館

（編）［1929］、仏書解説大辞典、河原静雄（編）［1942］、財団法人無窮会（編）
［1961］、金沢大学附属図書館［1963］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、
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国書総目録、浄土宗典籍目録　近世篇　増補版 
 
2-1-4.その他 
了信（17-18世紀頃） 
45.『讃阿弥陀仏偈弁述』○巻8　○別讃阿鼓吹、讃阿弥陀仏偈鼓吹、三国因喩讃阿弥陀

偈鼓吹、讃弥陀偈鼓吹、弁述　○成正徳6［1716］年　○版正徳6［1716］年版―大
谷・龍谷・龍谷写字台、刊年不明―金沢暁烏　○参学蔀必用目録、龍谷学黌内典現
存目録　浄土真宗雑著部、三巻本浄土真宗教典志、一巻本浄土真宗教典志、仏教
大辞彙、龍谷大学図書館（編）［1926］、仏書解説大辞典、金沢大学附属図書館

［1963］、国書総目録、大谷大学図書館（編）［1967］○備学蔀必用目録「玄真　仏
光寺派」 

 
2-2.撰者未詳 
46.『讃阿弥陀偈科私記』○参学蔀必用目録、三巻本浄土真宗教典志、一巻本浄土真

宗教典志、国書総目録 
47.『讃阿弥陀仏偈講義玄談』○巻1 ○写写年不明―大谷（東琳筆記）○参仏書解説大辞

典、大谷大学図書館（編）［1932］、国書総目録 
48.『讃阿弥陀仏偈私記』○巻6　○参三巻本浄土真宗教典志、仏書解説大辞典、国書総

目録 
49.『讃阿弥陀仏偈聴録』○別讃阿弥陀仏偈聴記、讃弥陀偈聴記 ○写写年不明―龍谷写

字台　○参龍谷大学図書館（編）［1926］、仏書解説大辞典、国書総目録 
50.『讃阿弥陀仏偈筆記』○別讃阿弥陀仏偈随聞記　○成文政3［1820］年 ○写写年不明

―龍谷 
 
3.略論安楽浄土義 
3-1.浄土宗 
聖観（1287-1369） 
1.『略論裏書見聞』○巻1　○別略論安楽浄土義裏書見聞、略論見聞　○版承応2［1653］

年版―大正・佛教・龍谷　○活続浄全6　○参蓮門類聚経籍録、学蔀必用目録、三巻本
浄土真宗教典志、仏教大辞彙、大谷大学図書館（編）［1925］、三星与市（編）

［1928］、龍谷大学図書館（編）［1929］、仏書解説大辞典、河原静雄（編）
［1942］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録、藤堂恭俊
［1973］、大正大学浄土学研究室（編）［1978］、矢田了章（編）［2012］○備三星

浄土真宗総合研究 18

（80）



与市（編）［1928］：刊写不明―大正 
聖観（1292-1361） 
2.『略論裏書』○巻1　○別浄土略論裏書、略論安楽浄土義裏書、略論裏書、略論見聞裏

書　○成文和5［1356］年　○版承応2［1653］年版―大正・東北狩野・佛教・北海
北駕・龍谷、刊年不明―大谷　○活続浄全6　○参浄土正依経論書籍目録、総浄土依憑
章疏、蓮門類聚経籍録、学蔀必用目録、三巻本浄土真宗教典志、三浦治（編）

［1914］、仏教大辞彙、大谷大学図書館（編）［1925］、三星与市（編）［1928］、
龍谷大学図書館（編）［1929］、仏書解説大辞典、河原静雄（編）［1942］、直海
玄洋・大田利生（共編）［1963］、宗典目録、国書総目録、藤堂恭俊［1973］、
大正大学浄土学研究室（編）［1978］、矢田了章（編）［2012］ 

聞証（1634-1688） 
3.『科註略論安楽浄土義』○巻1　○別科註略論、略論安楽浄土義科註　○版延宝5［1677］

年版―大谷・金沢暁烏・大正・東洋哲学堂・同朋仏研崇覚・佛教・北海北駕・龍
谷　○参蓮門類聚経籍録、三浦治（編）［1914］、仏教大辞彙、大谷大学図書館

（編）［1925］、龍谷大学図書館（編）［1929］、大谷大学図書館（編）［1932］、
仏書解説大辞典、金沢大学附属図書館［1963］、宗典目録、国書総目録、渡辺刀
水（編）［1971］、藤堂恭俊［1973］、佛教大学図書館（編）［1988a］、浄土宗
典籍目録　近世篇　増補版、矢田了章（編）［2012］ 

敬首（1683-1748） 
4.『略論安楽浄土義非曇鸞撰駁附』○巻1　○別即心念仏摘欺説続、即心念仏摘欺説続附

略論安楽浄土義非曇鸞撰駁、即心念仏摘欺説続略論安楽浄土義非曇鸞撰駁附、続
即心念仏摘欺説、摘欺説続、略論安楽浄土義非曇鸞撰駁　○成享保14［1729］年　

○版享保14［1729］年版―大谷・高野山真別処・立正・龍谷、刊年不明―龍谷　

○活続浄全14、仏全98　○参大谷大学図書館（編）［1925］、仏書解説大辞典、河原
静雄（編）［1942］、国書総目録、藤堂恭俊［1973］、藤吉慈海［1973］、浄土
宗典籍目録　近世篇　増補版、矢田了章（編）［2012］ 

5.『略論随聞記』○巻1　○別略論安楽浄土義講録、略論安楽浄土義随聞記 ○写明治期以
降写―龍谷　○参蓮門類聚経籍録、龍谷大学図書館（編）［1929］、仏書解説大辞
典、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録、藤堂恭俊［1973］、浄
土宗典籍目録　近世篇　増補版、矢田了章（編）［2012］ 

巌的（1688-1704頃） 
6.『略論安楽浄土義詳解』○巻2　○別浄土略論詳解、略論安楽浄土義註解、略論詳解、

略論浄土義詳解、略論浄土義註解　○成元禄4［1691］年　○版元禄6［1693］年版
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―大谷・大正・龍谷・龍谷写字台　○活続浄全6　○参蓮門類聚経籍録、三巻本浄土真
宗教典志、仏教大辞彙、大谷大学図書館（編）［1925］、三星与市（編）

［1928］、龍谷大学図書館（編）［1929］、仏書解説大辞典、河原静雄（編）
［1942］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、宗典目録、国書総目録、藤堂恭
俊［1973］、大正大学浄土学研究室（編）［1978］、浄土宗典籍目録　近世篇　増
補版、矢田了章（編）［2012］○備三星与市（編）［1928］：刊写不明―大正（「元
禄元年」（1688）とするが「元禄六年」（1693）の誤写か） 

福田行誡（1809-1888） 
7.『略論安楽浄土義玄譚並私説』○巻3　○別略論安楽浄土義私記　○成天保11［1840］

年 ○写写年不明―大正（略論安楽浄土義私説）○活続浄全6　○参蓮門類聚経籍録、大
谷大学図書館（編）［1925］、三星与市（編）［1928］、龍谷大学図書館（編）

［1929］、仏書解説大辞典、河原静雄（編）［1942］、直海玄洋・大田利生（共
編）［1963］、宗典目録、国書総目録、藤堂恭俊［1973］、矢田了章（編）

［2012］ 
 
3-2.浄土真宗 
3-2-1.浄土真宗本願寺派 
誓鎧（1753-1829） 
8.『略論安楽浄土義讃慧録』○巻2　○別 略論讃慧録、略論浄土義讃慧録 ○写 寛政5
［1793］年写―龍谷写字台　○参真宗本願寺派学匠著述目録、仏教大辞彙、龍谷大
学図書館（編）［1926］、仏書解説大辞典、河原静雄（編）［1942］、直海玄洋・
大田利生（共編）［1963］、国書総目録、矢田了章（編）［2012］ 

 
3-2-2.真宗大谷派 
大含（1773-1850） 
9.『略論安楽浄土義講義』○巻2　○別略論安楽浄土義講録、略論雲華講義、略論浄土義

講録、略論浄土義聞記 ○写写年不明―大谷　○活真宗全11　○参大谷派先輩著述目録、
仏教大辞彙、大谷大学図書館（編）［1925］、龍谷大学図書館（編）［1926］、大
谷大学図書館（編）［1932］、仏書解説大辞典、大谷派先輩著述目録補遺、河原
静雄（編）［1942］、直海玄洋・大田利生（共編）［1963］、国書総目録、矢田了
章（編）［2012］○備大谷派先輩著述目録補遺「略論開轍記二巻」／藤堂恭俊

［1973］「未詳撰者」「大谷大学蔵本」、大谷大学図書館古典籍データベース（試
行版）著者情報「大含」 
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10.『略論安楽浄土義聴記』○別略論安楽浄土義講弁、略論聴記　○成天保9［1838］年

○写天保9［1838］年写―大谷圓光寺（樋口龍温筆受）・大谷瑞蓮寺　○参大谷大学
図書館（編）［1972］ 

大惷（18-19世紀頃） 
11.『略論安楽浄土義附讐比』○巻1　○別略論安楽浄土義附、略論安楽浄土義付讐比、

略論安楽浄土義附録　○成天保9［1838］年　○版天保9［1838］年版―大谷・佛
教・龍谷　○参大谷大学図書館（編）［1925］、大谷派先輩著述目録、龍谷大学図書
館（編）［1929］、真宗学匠著述目録、佛教大学図書館（編）［1988a］ 

 
3-3.その他 
智及（伝）（17世紀頃） 
12.『略論安楽浄土義句解』○巻2　○成元禄3［1690］年 ○写写年不明―大正　○参三巻本

浄土真宗教典志、仏書解説大辞典、国書総目録、大正大学浄土学研究室（編）
［1978］、矢田了章（編）［2012］ 

 
3-4.撰者未詳 
13.『首書科考略論浄土義』○巻2　○別科首書安楽浄土義、科首書略論安楽浄土義、科

略論、首書科考略論安楽浄土義、首書略論安楽浄土義、略論安楽浄土義科首書　

○版天和2［1682］年版―龍谷・龍谷写字台、刊年不明―大谷・立正　○参学蔀必用
目録、三巻本浄土真宗教典志、仏教大辞彙、大谷大学図書館（編）［1925］、龍
谷大学図書館（編）［1929］、大谷大学図書館（編）［1932］、仏書解説大辞典、
宗典目録、国書総目録、藤堂恭俊［1973］、矢田了章（編）［2012］○備龍谷大学
図書館（編）［1929］：刊写不明―龍谷（分類：2681、番号11） 

14.『略論安楽浄土義講談』○巻1 ○写元和元［1615］年写―大正　○参三星与市（編）
［1928］、仏書解説大辞典、国書総目録、藤堂恭俊［1973］、矢田了章（編）
［2012］ 

15.『略論安楽浄土義文林』○巻1　○参学蔀必用目録、三巻本浄土真宗教典志、仏書解
説大辞典、国書総目録、矢田了章（編）［2012］ 

16.『略論懸譚』○巻1 ○写写年不明―大正　○参仏書解説大辞典、国書総目録、藤堂恭
俊［1973］、矢田了章（編）［2012］ 

17.『略論玄談』○参宗典目録、藤堂恭俊［1973］、矢田了章（編）［2012］○備藤堂
恭俊［1973］「神戸文庫蔵本」 

18.『略論講録』○巻1 ○写写年不明―立正　○参仏書解説大辞典、国書総目録、藤堂恭
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俊［1973］、矢田了章（編）［2012］ 
19.『略論私採摘』○参宗典目録、藤堂恭俊［1973］、矢田了章（編）［2012］○備藤

堂恭俊［1973］「神戸文庫蔵本」 
20.『略論難発集』○巻 1　○別 略論雑発集 ○写 写年不明―大正　○参 三星与市（編）
［1928］、仏書解説大辞典、宗典目録、国書総目録、藤堂恭俊［1973］、矢田了
章（編）［2012］○備仏書解説大辞典・国書総目録・藤堂恭俊［1973］「略論雑発
集」 
 

【参考文献】 
＊目録―和漢書（発行年順） 
大谷大学図書館（編）［1925］『大谷大学図書館和漢書分類目録』大谷大学図書館。 
龍谷大学図書館（編）［1926］『龍谷大学和漢書分類目録（真宗之部）』龍谷大学図書館。 
三星与市（編）［1928］『大正大学図書館和漢書類目録中　浄土宗宗乗図書分類目録―浄土

教報附録―』浄土教報社。 
龍谷大学図書館（編）［1929］『龍谷大学和漢書分類目録（仏教之部）』龍谷大学図書館。 
大谷大学図書館（編）［1932］『第二　大谷大学和漢図書分類目録―自大正十三年十月至昭

和七年七月増加之分―』大谷大学図書館。 
龍谷大学図書館（編）［1935］『龍谷大学増加図書分類目録（真宗之部・仏教之部）』龍谷

大学出版部。 
大谷大学図書館（編）［1967］『大谷大学図書館和漢書分類目録　第三―昭和七年八月～昭

和四十年三月増加―』大谷大学図書館。 
大正大学浄土学研究室（編）［1978］『明福寺旧蔵本仮目録』大正大学図書館。 
佛教大学仏教文化研究所（編）［1980］『佛教大学図書館所蔵和漢書中　浄土宗学関係書籍

目録稿』佛教大学仏教文化研究所。 
佛教大学図書館（編）［1988a］『佛教大学図書館所蔵和漢書中　浄土宗学関係書籍目録稿　

続』佛教大学仏教文化研究所。 
佛教大学図書館（編）［1988b］『佛教大学図書館蔵和漢書中　仏書目録稿』佛教大学図書

館。 
岩波書店（編）［1989-1991］『補訂版　国書総目録』1-8、岩波書店（初版：1963-1976）。 
文化庁文化財部美術学芸課［2006］『称名寺聖教目録』1・2、文化庁文化財部美術学芸

課。 
 
＊目録―文庫（発行年順） 
三浦治（編）［1914］『行啓紀念北駕文庫蔵書略目録』1、北駕文庫。 
神宮文庫（編）［1922］『神宮文庫図書目録』神宮司庁。 
金沢文庫（編）［1939］『金沢文庫古書目録』巌松堂書店。 
栗田元次（編）［1940］『栗田文庫善本書目』中文館書店。 
財団法人無窮会（編）［1961］『平沼文庫蔵書目録』2、無窮会。 
金沢大学附属図書館（編）［1963］『暁烏文庫仏教関係図書目録』金沢大学附属図書館。 
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大谷大学図書館（編）［1970］『大谷大学図書館蔵　香月院文庫目録』大谷大学図書館。 
東海学園女子短期大学図書館（編）［1970］『道空諦全旧蔵書目録―哲誠文庫（関山文庫）

―』東海学園女子短期大学図書館。 
大谷大学図書館（編）［1972］『大谷大学図書館蔵　圓光寺文庫目録』大谷大学図書館。 
財団法人三康文化研究所附属三康図書館（編）［1981］『財団法人三康文化研究所附属三

康図書館蔵　椎尾文庫目録』財団法人三康文化研究所。 
大谷大学図書館（編）［1984］『大谷大学図書館蔵　林山文庫目録』大谷大学図書館。 
川瀬一馬（編）［1992］『お茶の水図書館蔵　新修成簣堂文庫善本書目』お茶の水図書館。 
特定コレクション目録編集委員会（編）［1997］『新編哲学堂文庫目録』東洋大学附属図

書館。 
大谷大学図書館（編）［1998］『大谷大学図書館蔵　瑞蓮寺文庫目録』大谷大学図書館。 
 
＊目録―名家著述（発行年順） 
大阪府立図書館（編）［1914］『大阪名家著述目録』大阪府立図書館。 
新潟県立図書館（編）［1929］『越佐名家著述目録』新潟県立図書館。 
渡辺刀水（編）［1971］『埼玉名家著述目録』（埼玉図書館叢書5）、埼玉県立浦和図書館。 
 
＊目録―浄土教関係：明治以前（生年順） 
長西（1184-1266）『浄土依憑経論章疏目録』（『仏全』1）。 
撰者未詳（15世紀中頃）『浄土正依経論書籍目録』（『仏全』1）。 
撰者未詳（17世紀中頃）『総浄土依憑章疏』（『仏全』1）。 
雲洞（1693-1742）『往生論註正義叙説』「論註釈書目幷評論」（『続浄全』5）。 
文雄（1700-1763／輯録）・天従（1778-1838／増補）・養鸕徹定（1814-1891／増補）・

福田行誡（1809-1888／追録）『蓮門類聚経籍録』（『仏全』1）。 
慧琳（1715-1789）『学蔀必用目録』（『真宗全』74）。 
先啓（1719-1797）『浄土真宗聖教目録』（『真宗全』74）。 
智洞（1728-1779）『龍谷学黌内典現存目録　浄土真宗雑著部』（『真宗全』74）。 
玄智（1734-1794）『三巻本浄土真宗教典志』（『真宗全』74）。 
玄智（1734-1794）『一巻本浄土真宗教典志』（『真宗全』74）。 
 
＊目録―浄土教関係：明治以後（書写・発行年順） 
前田慧雲（編）［1892］『真宗本願寺派学匠著述目録』興教書院。 
宇田総兵衛（編）・望月信亨（訂正）［1901］『浄土宗経論章疏録』宇田総兵衛。 
法山真澄［1914］「高田派学匠著述目録 一」（『六条学報』150）。 
鷲尾教導［1914］「高田派学徒著述目録」（『六条学報』158）。 
住田智見（編）［1925］「大谷派先輩著述目録」（『真宗大系総目録』）。 
井上哲雄（編）［1930］『真宗学匠著述目録』龍谷大学出版部。 
泉学洋（編）・山本賢亮（加筆）［1937］「浄土宗西山派学匠著述目録」（『西山学報』9、

付録）。 
真宗典籍刊行会（編）［1941］『大谷派先輩著述目録補遺』（『続真大』20）。 
石橋誡道（編）［-1965］『宗典目録』佛教大学附属図書館。 
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佛教大学総合研究所「浄土教の総合的研究」班（編）［1999］『「浄土教の総合的研究」班
収集著述目録』佛教大学総合研究所。 

坪井俊映（編）・藤堂俊英　他（増補）［2010］『浄土宗典籍目録　近世篇　増補版』出版社
不明。 

佛教大学総合研究所（編）［2011］『浄土教典籍目録』佛教大学総合研究所。 

＊目録―曇鸞関係（発行年順） 
河原静雄（編）［1942］「曇鸞大師研究文献略目録」（『宗学院論輯』35）。 
直海玄洋・大田利生（共編）［1963］「曇鸞大師関係著書・雑誌論文目録」（竜谷大学真宗

学会（編）『曇鸞教学の研究』（真宗学論叢1）、永田文昌堂）。 
神子上恵龍［1969］『往生論註解説』「参考文献」、永田文昌堂。 
早島鏡正・大谷光真［1987］『浄土論註』（仏典講座23）「文献案内」、大蔵出版。 
青山法城［1996］「曇鸞・『往生論註』関係研究書、及び研究論文一覧」（論註研究会
（編）『曇鸞の世界―往生論註の基礎的研究―』永田文昌堂）。 

日野慶之・弘中満雄［2008］「曇鸞研究論文・文献目録」（武田龍精（編）『曇鸞浄土教思
想の研究』（六角会館研究シリーズ4）、法藏館）。 

矢田了章（編）［2012］「『略論安楽浄土義』講義録・研究書・論文目録」（『『略論安楽浄
土義』の基礎的研究』（龍谷叢書24）、永田文昌堂）。 

 
＊辞書類（発行年順） 
龍谷大学（編）［1914-1922］『仏教大辞彙』1-7、富山房。 
井上哲雄（編）［1926］『真宗僧名辞典』龍谷大学出版部。 
小野玄妙（編）［1964-1988］『改訂版　仏書解説大辞典』1-13、大東出版社（初版：

1933-1936）。 
鷲尾順敬（編）［1966］『増訂　日本仏家人名辞書』東京美術。 
岡村周薩（編）［1972］『改訂版　真宗大辞典』永田文昌堂（初版：1935-1937）。 
井上哲雄［1979］『真宗本派学僧逸伝』永田文昌堂。 
国史大辞典編集委員会（編）［1979-1997］『国史大辞典』1-15、吉川弘文館。 
斎藤昭俊・成瀬良徳（共編）［1986］『日本仏教人名辞典』新人物往来社。 
斎藤昭俊・成瀬良徳（共編）［1988］『日本仏教宗派事典』新人物往来社。 
日本仏教人名辞典編纂委員会（編）［1992］『日本仏教人名辞典』法藏館。 
市古貞次　他（編）［1993-1999］『国書人名辞典』1-5、岩波書店。 
赤松徹真　他（編）［1999］『真宗人名辞典』法藏館。 
上田正昭　他（監修）［2001］『講談社日本人名大辞典』講談社。 
浄土宗大辞典編纂実行委員会（編）［2016］『新纂浄土宗大辞典』浄土宗。 
 
＊データベース（五十音順） 
大谷大学図書館古典籍データベース（試行版）（https://bib.otani.ac.jp/cat/） 
京都大学図書館機構蔵書検索（https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/） 
国書データベース（https://kokusho.nijl.ac.jp/） 
国立国会図書館サーチ（https://ndlonline.ndl.go.jp/） 
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国立国会図書館デジタルコレクション（https://dl.ndl.go.jp/） 
国立国会図書館リサーチ・ナビ「日本人名情報索引（人文分野）」（https://ndlsearch.ndl. 
　go.jp/rnavi/db/jinmei） 
浄土宗全書テキストデータベース（http://jodoshuzensho.jp/jozensearch_post/） 
新纂浄土宗大辞典　Web版（http://jodoshuzensho.jp/daijiten/index.php/） 
佛教大学附属図書館蔵書検索（https://bird.bukkyo-u.ac.jp/） 
龍谷大学図書館蔵書検索システム（https://opac.ryukoku.ac.jp/iwjs0005opc/cattab.do） 
CiNii Books（https://ci.nii.ac.jp/books/） 
Japan Knowledge（https://japanknowledge.com/library/） 
 
＊その他（発行年順） 
塚本善隆［1933］「金沢文庫所蔵浄土宗学上の未伝稀覯の鎌倉古鈔本」（『浄土学』5）。 
今岡達音［1934］「第一巻　解題」（『浄全』21）。 
伊藤真徹［1942］「鎌倉中葉以前に於ける論註研究の一斑」（『仏専学報』25）。 
戸松憲千代［1942］「元興寺智光無量寿経論釈抄」（『宗学研究』24）。 
峰島旭雄［1962］「『往生論註』末疏研究序説―宗学形成の一様相―」（『早稲田商学』

164・165合併号）。 
塚本善隆［1970］「曇鸞・道綽両師の著作とその末註　解説」（『浄全』1）。 
藤堂恭俊［1971］「往生浄土論註の末書について」（『佛教論叢』15）。 
藤堂恭俊［1972］「徳川時代後期の往生論註末書　解説―特に浄全続五巻所収本について

―」（『続浄全』5）。 
藤堂恭俊［1973］「『略論安楽浄土義』と『安楽集』の末疏について　解説」（『続浄全』

6）。 
藤吉慈海［1973］「江戸中期の念仏論議　解説」（『続浄全』14）。 
日置孝彦［1974］「浄土教の研究（二）―「浄土三部経大意」の考察―」（『金沢文庫研究

紀要』11）。 
藤堂恭俊・牧田諦亮［1987］『曇鸞・道綽』（浄土仏教の思想4）「参考文献」、講談社。 
日置孝彦［1987］「東国浄土教における良忠上人̶付　称名寺蔵金沢文庫保管鎮西義典籍

解題̶」（『仏教文化研究』32）。 
相馬一意［1993］「往生論註研究の地平―香月院深励の切り開いたもの―」（『行信学報』

6）。 
宇野順治［2004a］『讃阿弥陀仏偈講述』永田文昌堂。 
宇野順治［2004b］『讃弥陀偈聞記　勝乗師講録写本』永田文昌堂。 
一色順心［2005］「『十門弁惑論』の研究」（『大谷大学真宗総合研究所研究紀要』22）。 
藤田真証［2011］「西吟教学の研究―近世初期教学の課題―」（学位請求論文、龍谷大学

学術機関リポジトリ）。 
伊藤洪二［2019］『図書館のための和漢古書目録法入門』樹村房。 
漢字文献情報処理研究会（編）［2021］『デジタル時代の中国学リファレンスマニュアル』

好文出版。 
木村迪子［2021］「近世前期の仏典注釈―光隆寺知空の講義録と出版―」（『国文学研究資

料館紀要　文学研究篇』47）。 
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［付記］ 
※資料の閲覧や情報の確認にあたり、大谷大学図書館ご当局の皆さま、神奈川県立金沢文

庫ご当局の皆さま、京都大学附属図書館ご当局の皆さま、佛教大学附属図書館ご当局の
皆さま、龍谷大学大宮図書館ご当局の皆さまには、格別のご高配を賜りました。衷心よ
り御礼申し上げます。 

※本研究は、本願寺派教学助成財団　令和5年度「教学研究資金助成〈若手研究助成〉」に
よる成果の一部である。
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